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I． 重点戦略と重点プロジェクトについて 

(１)これまでの取り組み 

 第２次日向市総合計画・後期基本計画では、「若者と女性に選ばれるまち“日向”未来づくり戦略」を

重点戦略に掲げ、「未来へつなげる人づくり」「活力を生み出すにぎわいづくり」「笑顔で暮らせる地域共

生の社会づくり」「自然豊かで快適な強いまちづくり」に取り組んできました。 

重点戦略の主な取り組みは、以下のとおりです。 

 

【戦略１】 未来へつなげる人づくり 

本市の未来づくりに最も必要となるのは、故郷を愛し、地域や産業を担い、まちの活力を生みだす原

動力となる「人」です。たくましく生きる力を備え、一人ひとりが自立し、それぞれの持つ力を発揮す

ることができる「人づくり」に向けて社会全体で取り組みます。 

 

指標名 

基準値 

令和元

(2019）年度 

実績値 

令和３

(2020)年度 

実績値 

令和４

(2022)年度 

実績値 

令和５

(2023)年度 

目標値 

令和６

(2024)年度 

市民アンケート調査

（20歳～39歳までの回

答者）で「市に愛着や誇

りを感じる」と答えた

割合 

47.1％ 

（令和元年 9

月調査） 

－ － 

46.1％ 

（令和 5年 8

月調査） 

50.0％ 

合計特殊出生率 

1.81 

（平成 25年

～29年） 

－ － 

1.81※ 

（平成 30年

～令和４年） 

1.83 

（平成 30年

～令和４年） 

※厚生労働省「平成 30 年～令和４年人口動態保健所・市区町村別統計」 

 

１－１ 未来を支える「ひゅうがっ子」育成プロジェクト 

具体的な施策 主な取組の内容 

生きる力を育む教

育の推進 

○ 地域とともにある学校づくりを推進するため、コミュニティ・スクール

制度に基づく学校運営協議会を開催。 

○ 小中一貫教育推進上の課題を整理し、更なる取組の充実を図るため合同

研修会を開催。 

○ 学校ＩＣＴの活用による子どもの学力向上に向けて、教員のＩＣＴ活用

能力の向上を図るための研修会等の実施とＩＣＴ環境の維持。 

【主な事業】 

 ・コミュニティ・スクール（小・中学校）に要する経費 

 ・小中連携・一貫推進事業  

・学校ＩＣＴ環境整備事業（小学校）（中学校） 

 

魅力ある教育体制

や環境の充実 

○ 児童生徒の相談に対してきめ細かな対応を可能とするため、スクールソ

ーシャルワーカーを２人体制に増員。 

○ 児童生徒の不登校解消に向けた相談や支援を行う教育支援センター（適

応指導教室）において、個別の特性や状況に応じた支援を実施。 

○ 細島小学校及び細島公民館の機能を集約した複合施設を整備。 
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○ 児童生徒が安全で安心して授業が受けられるよう、小中学校の管理諸室

の照明器具の改修などの環境整備を実施。 

【主な事業】 

 ・スクールサポート事業  ・細島小学校改築事業 

 ・小学校各校整備事業／中学校各校整備事業 

 

地域が一体となっ

た青少年の育成 
○ 地域における体験活動を通して子どもの健全育成を図るため、地域教育

力活性化推進事業による世代間交流活動の支援。 

○ 子どもたちが安全で安心して過ごせる居場所づくりとして放課後こど

も教室を開設。 

【主な事業】 

 ・地域教育力活性化事業  ・放課後子ども教室推進事業 

 

読書活動の推進 ○ 親子で本に親しむ機会の提供や読書習慣の定着のため、乳幼児に絵本を

贈るブックスタート事業を推進。 

○ 児童生徒が読書に親しむ環境づくりのため、全ての小中学校に学校図書

館司書を配置。 

【主な事業】 

 ・児童サービスに要する経費   

・読書活動推進事業 

 ・図書館サービス・資料の充実に要する経費 

 

 

１－２ 安心して産み育てるみんなで子育てプロジェクト 

具体的な施策 主な取組の内容 

ヘルシースタート事

業の充実 

○ ヘルシースタート事業として妊婦健康診査の助成や産後ケア事業な

ど、状況に応じた切れ目のない支援。 

○ 子育て世代包括支援センター拠点に関係機関との連携を図りながら、

地域の特性に応じた「地域母子保健・育児支援システム」を構築。 

【主な事業】 

 ・ヘルシースタート事業 

 

子育て世代の経済的

な負担の軽減 

○ 子ども医療費を中学３年生まで助成。 

○ 幼児教育無償化の給付方法を、従来の「償還払い」による給付から「法

定代理受領」による給付に変更し、保護者等の負担を軽減。 

○ ひとり親家庭に対して医療費の一部を助成することにより経済的負担

を軽減。 

【主な事業】 

 ・子ども医療助成事業   ・子育てのための施設等利用給付事業 

 ・児童扶養手当給付事業 ・ひとり親家庭医療費助成事業 

 

子育て支援体制の充

実 

○ 乳幼児健診受診率の向上に向けた未受診者対策や育児相談、家庭訪

問、保育園等訪問を通した要支援者の把握と継続的な支援。 
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○ 要保護児童対策地域協議会におけるケース支援と民間支援との連携に

よる個別世帯の見守り支援や養育環境の改善。 

○ 虐待相談における在宅支援ケースの重篤化を防ぐため、令和５年３月

に「子ども家庭総合支援拠点 ひなたの森」を開所。 

【主な事業】 

 ・発達障がい相談員設置事業  ・児童虐待防止対策支援事業 

・子供の未来応援地域ネットワーク形成支援事業 

 

子育てと仕事の両立

支援と環境の充実 

○ 放課後児童の健全育成と子育て世代の就労支援を図るため、放課後児

童クラブを開設し、適切な遊び場と生活の場を提供。 

○ 一時預かりや病児・病後児保育など、子どもの状態や保護者の就労形

態に対応した保育サービスの提供。 

【主な事業】 

 ・放課後児童クラブ事業  ・一時預かり事業 

・延長保育促進事業    ・病児・病後児保育事業 

 

女性の活躍推進 ○ 仕事と家庭の両立に向けたワーク・ライフ・バランス講演会の開催。 

○ 若者や女性の雇用促進等を図るため、日向市地域雇用創造協議会が開

催する就職説明会や企業面談会などを支援。 

○ 将来の医療従事者の育成につなげるため、地域医療に係る学習会や地

域医療講演会などを通した情報発信。 

【主な事業】 

 ・女性活躍推進事業  ・日向市地域雇用創造協議会に要する経費 

 ・地域医療体制整備事業 

 

 

 

１－３ ふるさとを愛する心豊かな人づくりプロジェクト 

具体的な施策 主な施策等の内容 

豊かな人権感覚を

持った人づくり 

○ 「日向市全ての人の人権が尊重されるまちづくり条例」に基づく人権教

育や啓発活動の推進。 

○ 性的少数者の方への支援策の一つとして「パートナーシップ宣誓制度」

を開始。 

【主な事業】 

 ・人権・同和行政推進事業  ・ダイバーシティ推進事業 

 

男女共同参画意識

の醸成 

○ 市職員対象の男女共同参画に関する研修会や高校生を対象としたＤＶ

防止活動等を行うＮＰＯ法人による出前講座の実施。 

【主な事業】 

・ＤＶ対策推進事業 



4 

郷土愛を育む教育

の推進 

○ ふるさと教育として若山牧水の生誕の日に合わせて牧水かるた大会を

開催。 

○ 日本棋院日向支部と連携し「囲碁の次世代育成活動事業」により初心者

講座を開催。 

○ ｢若山牧水賞受賞記念講演会」や「牧水・短歌甲子園」の開催など短歌

に親しむ機会の創出と積極的な情報発信。 

○ 中学生が思い描いている夢に向かいチャレンジする取組を支援。 

○ 学校給食における地産地消を推進するため、地元食材の活用や地産地消

交流学校給食会を開催。 

【主な事業】 

 ・牧水教育事業  ・「囲碁のまち日向市」モデル事業 

 ・ふるさと再発見！子どもの夢実現サポート事業 

 ・給食調理に要する経費／安全衛生対策に要する経費 

 

キャリア教育の充

実 

○ 「日向の大人はみな子どもたちの先生」をスローガンにキャリア教育支

援事業「よのなか教室」や社会体験学習「14 歳のよのなか挑戦」を実

施。 

【主な事業】 

 ・キャリア教育推進事業 

 

高校・高等専門教

育機関への支援の

充実 

○ 市内の県立高校が行う魅力向上に向けた取組を支援。 

○ 宮崎県立日向高等学校との連携による人材の育成や地方創生に向けた

課題型学習の支援。 

○ 日向・入郷圏域の県立高校への進学率の向上に向けて、同圏域内の県立

高校の魅力を発信するリーフレットの制作。 

○ 放送大学宮崎学習センターの利用促進を図るため、公開講演会の開催

による情報発信や入学料に対する市民への支援などを実施。 

【主な事業】 

 ・高校魅力向上支援事業  ・広域連携の推進事業 

・放送大学支援事業 

 

若者（ワケモン）

の活躍支援  

○ 地域づくりを担う人材づくり事業の実施。 

○ 市民活動団体の公益的活動に対する支援。 

【主な事業】 

 ・総合計画・ＳＤＧｓ推進事業  ・ひまわり基金事業 
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【戦略２】 活力を生み出すにぎわいづくり戦略       

若者や女性が魅力を感じるまちになるために、企業誘致や起業支援などにより、誰もが活躍できるし

ごとづくりに取り組むとともに、本市の特色（強み）を生かした稼げる仕組みを作り出し、新たな人の

交流や流入によって活気とにぎわいのあるまちづくりに取り組みます。 

 

指標名 

基準値 

令和元

(2019）年度 

実績値 

令和３

(2020)年度 

実績値 

令和４

(2022)年度 

実績値 

令和５

(2023)年度 

目標値 

令和６

(2024)年度 

市民アンケート調査に

おける「産業振興」施策

の満足度 

2.31（平均

2.45） 

（令和元年 9

月調査） 

－ － 

2.34（全体平

均 2.42） 

（令和 5年 8

月調査） 

平均値以上 

新たな移住者※（ＵＩＪ

ターン）数（累計） 
－ 189人 287人 411人 400人 

 

２－１ 活力を生み出す「しごと」づくりプロジェクト 

具体的な施策 主な取組の内容 

若者や女性が活躍で

きる企業誘致の推進 

○ 首都圏等で開催される企業立地セミナーに参加し、本市の奨励制度

等のＰＲを実施。 

○ 機能拡充を検討する地元企業へのヒアリングや地方への移転を検討

する県外企業の情報収集等を実施。 

○ 工業用地として調整可能な民有地の情報収集や開発可能性調査の実

施。 

○ ＩＴ事業者の企業ニーズの把握や本市の課題抽出を行うため、「誘致

対象企業リサーチ業務」を実施。 

○ 市内の不動産、建築事業者とＩＴ事業者のニーズに関する現地視察

及び意見交換を実施。 

【主な事業】 

 ・企業誘致推進事業 

 

中小企業、小規模事

業者への支援 

○ 日向市産業支援センター「ひむかーBiz」において専任コーディネー

ターによる伴走型の経営相談やセミナー等を実施。 

○ 日向市地域雇用創造協議会と連携し、地場産品を使った商品のリブ

ランディングを実施。 

○ 日向地区中小企業支援機構、日向市産業支援センター、日向商工会

議所など関係機関との連携会議により、創業及び事業承継に関する

情報共有等を実施。 

【主な事業】 

 ・ひむかｰ Biz運営事業 

 

産業人材の確保と誰

もが働けるしごと環

○ 日向地域雇用創造協議会が行う事業者及び求職者を対象としたセミ

ナーや就職説明会の開催を支援。 

 
※ 新たな移住者：移住支援制度や移住相談会、窓口アンケート調査などを通して把握した数。 
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境の充実 ○ 障がい者の就労支援について、就労継続支援事業所で生産、製造さ

れた商品の販売機会の提供。 

○ 就職情報サイト「ひゅうが JOBナビ」を運営し、就職・転職を促進

する様々な情報を求職者やＵＩＪターン希望者に提供。 

○ 市内の高校１年生、２年生を対象とした「企業説明会」の開催のほ

か、市内企業20社の魅力発信動画の配信。 

【主な事業】 

 ・日向市地域雇用創造協議会に要する経費  ・訓練等給付事業 

 ・就業支援に要する経費 

 

ワーク・ライフ・バ

ランスの推進 

○ 労働者が長く働き続けられる環境を目指し、中小企業退職金共済加

入促進事業補助金を交付し、企業の労働環境の改善を支援。 

○ ワーク・ライフ・バランス等に取り組む市内の優良企業を「社員が

輝く！先進企業」として認定。 

【主な事業】 

 ・商工業振興事業 

 

 

２－２ 強みを生かした「稼げる」産業振興プロジェクト 

具体的な施策 主な取組の内容 

細島港の機能強化

と物流の促進 

○ 県や関係機関と連携したポートセールス活動や貨物集荷奨励補助制

度の周知・ＰＲ。 

○ 海運企業などの関係機関等と連携し、国・県に対して細島港整備に

向けた要望活動を実施。 

○ みなとオアシスほそしま協議会を中心とした港湾のにぎわい創出。 

【主な事業】 

 ・物流等対策事業    ・重要港湾等整備事業 

 ・みなとオアシス推進事業 

 

強みを生かした新

たな産業の拡大 

○ 東九州メディカルバレー構想に基づき、県や他市町村と連携して、

医療関連ビジネスへの参入を目指す地場企業の新規参入に向けて企

業訪問を実施。 

【主な事業】 

 ・企業誘致推進事業 

 

農業の担い手確保

と生産性向上 

○ 国庫補助事業の活用により就農者の農業経営の安定を図るととも

に、農業者の経営相談や技術指導等を実施。 

○ 農業や農村の多面的機能の維持、発揮を図るための地域活動を支

援。 

○ 担い手の経営安定化を図るための農地集積の支援。 

○ へべす等の６次産業化に取り組む生産者の支援。 

【主な事業】 

 ・農業次世代人材投資事業費補助金 



7 

・新規就農者経営発展支援事業費補助金 

・農地中間管理事業 

・日向地域のブランド確立推進事業 

 

資源循環型林業シ

ステムの推進 

○ 森林施業に必要な林道の改良及び作業道の路網の改良。 

○ 林業担い手の確保に向けた、林業啓発イベントや林業体験ツアーの

開催。 

○ 再造林に対する国土保全造林事業補助金の交付や意識の啓発。 

【主な事業等】 

 ・森林整備推進事業   ・林業・木材産業振興事業 

 ・森林づくり推進事業 

 

水産資源の保護・

増殖と経営基盤の

強化 

○ 平岩港地先の藻場におけるウニ等の駆除やモニタリング等による藻

場の再生・保全。 

○ 外国人技能実習生の研修支援や漁船保険・漁獲共済の保険料助成など

漁業経営の安定化に向けた各種支援。 

○ 「細島いわがき」の のブランド確立・生食出荷のための支援等によ

る漁業経営の安定化。 

【主な事業等】 

 ・水産多面的機能発揮対策事業  ・漁業振興育成事業 

 

地場産品の流通拡

大とふるさと納税

制度の活用 

○ 市の特産品の認知度向上に向けて「食の祭典 運命のレシピ」と地

元事業者による「まるごと日向の食と物産市」を開催。 

○ ふるさと納税の返礼品事業者への提案等の充実を図るため業務の一

部を委託。ふるさと納税サイトやＷｅｂ広告を活用した情報発信

等。 

【主な事業等】 

 ・へべす振興対策事業  ・ふるさと日向市応援寄附金事業 

 

観光４駅の活性化 ○ ＳＮＳや様々なメディア等を活用し、へべすや「細島いわがき」な

ど、本市の食の魅力を発信。 

○ 都市部で行われる観光イベントなどへ参加し、観光物産品の販売促

進や消費拡大に向けた周知、観光ＰＲを実施 

○ 宮崎空港での「へべすの日」をＰＲする販促活動や県外客に向け

て、本市の特産品の販促活動を実施。 

【主な事業等】 

 ・観光客誘致推進事業 ・へべす振興対策事業 
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２－３ 新たな人が集まる魅力づくりプロジェクト 

具体的な施策 主な取組の内容 

地域資源を生かし

た観光交流の推進 

○ 世代を超えて愛される「短歌」を軸とした観光プロモーションや体験

型観光コンテンツの造成を支援。 

○ 観光コンテンツの商品化に向け、専門家や外国人によるモニターツア

ー、国内外旅行会社との商談会、細島灯台の魅力発信等を実施。 

【主な事業等】 

 ・観光客誘致推進事業 

 

広域観光圏による

観光ルートの磨き

上げと観光交流の

拠点づくり 

○ 日向・東臼杵広域観光推進協議会において観光プロモーション動画を

制作し、国内外に向けて圏域の魅力を発信。 

【主な事業等】 

 ・広域観光ルート推進事業 

 

リラックス・サー

フタウン日向の推

進 

○ サーフタウンプロモーション動画の配信やＳＮＳを活用したサーフィ

ン関連情報の発信。 

○ 地域経済の活性化に向けたサーフィン大会の誘致と関係機関との連携

による海難事故防止の啓発活動。 

○ お倉ヶ浜海水浴場でサーフィンやビーチバレー等のスポーツ体験イベ

ントを実施しビーチの活用を促進。 

○ お倉ヶ浜海水浴場駐車場の有料化を検討するため、関係者との意見交

換や利用者アンケートを実施。 

○ 都市部における市単独の移住セミナーの開催や日向商工会議所との連

携による「ビーチ移住相談会」への参加。 

【主な事業等】 

 ・サーフタウン日向推進事業  ・定住促進事業 

 

牧水の生誕地・東

郷を生かした魅力

づくり 

○ 若山牧水賞受賞記念講演会や牧水・短歌甲子園など、牧水顕彰事業を

実施。 

○ 若山牧水記念文学館の来館者増加を図るため、企画展の開催など利用

促進に向けた取組を実施。 

○ 野外キャンプの需要の高まりに合わせ、牧水公園コテージのインター

ネットでの宿泊受付を開始するなど魅力の創出。 

【主な事業等】 

 ・牧水顕彰事業  ・観光客誘致推進事業 

 

重要伝統的建造物

群保存地区「美々

津」を生かした魅

力づくり 

○ 体験型観光コンテンツを民間事業者とともに造成したほか、地域の特

性を生かした誘客イベントの実施。 

○ 伝統的建造物の保存を図るため、建造物の修理・修景事業に対する補

助事業を実施。 

○ 伝統的建造物群保存地区における日向市歴史民俗資料館などの公共施

設の利用促進に取り組みます。 
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○ 空き家所有者等へ空き家等情報バンク登録の案内や相続登記の義務化

等の情報提供を実施。 

【主な事業等】 

 ・重要伝統的建造物群保存地区保存整備事業 

 ・歴史民俗資料館管理運営費 

 

スポーツタウン日

向の推進 
○ プロや社会人等の野球チームのキャンプ受入・誘致を行うとともに、

プロサッカーチームのキャンプ受入等の可能性を検討。 

○ お倉ヶ浜総合公園野球場の大規模改修工事に着手。 

【主な事業等】 

 ・スポーツキャンプ活性化事業  ・お倉ケ浜総合公園整備事業 

 

移住定住の促進 ○ 移住専用サイト等を活用した積極的な情報発信や移住プロモーション

動画の配信。 

○ 日向商工会議所が行う「住活応援プロジェクト」と連携し、「ビーチ

移住相談会」に参加して移住希望者の相談に対応。 

○ 県主催移住相談会への参加やお試し滞在施設の利用促進。 

【主な事業等】 

 ・定住促進事業 

 

新たな関係人口の

創出 

○ 日向ファン拡大推進事業の推進や体験型観光コンテンツの造成など、

更なる関係人口増加に向けた取組を実施。 

○ 市内関連事業者等で組織する「日向市ワーケーション推進会議」が発

足。市内におけるワーケーションの定着化に向けた取組を実施。 

○ 在京日向会や近畿日向会に参加し、市政情報の発信など本市出身者と

の交流を促進するほか、ふるさと納税や返礼品事業者の紹介。 

【主な事業等】 

 ・観光客誘致推進事業  ・ワーケーション推進事業 

 ・ふるさと日向市応援寄附金事業 

 

新たな交流拠点の

整備研究 

○ 新たな交流拠点としての役割を果たす複合的な機能を備えた図書館の

整備に関する調査研究。 

【主な事業等】 

 ・交流施設整備調査研究事業 
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【戦略３】 笑顔で暮らせる地域共生の社会づくり        

住み慣れた地域において、笑顔で健康に生き生きと暮らし続けられるよう、あらゆる世代の誰もが地

域社会全体で支え合えるまちづくりに取り組みます。 

 

指標名 

基準値 

令和元

(2019）年度 

実績値 

令和３

(2020)年度 

実績値 

令和４

(2022)年度 

実績値 

令和５

(2023)年度 

目標値 

令和６

(2024)年度 

市民アンケート調査で

「ずっと住み続けた

い」「どちらかといえば

住み続けたい」と答え

た割合 

75.4％ 

（令和元年 9

月調査） 

－ － 

76.0％ 

（令和 5年 8

月調査） 

80.0％ 

６５歳以上人口に占め

る要介護（支援）認定者

（第 1 号）の割合（年

度末時点） 

13.4％ － － 12.6％ 13.4％ 

 

３－１ 住み慣れた地域で暮らせる社会づくりプロジェクト 

具体的な施策 主な取組の内容 

高齢者の活動機会

の充実 

○ 「いきいき百歳体操」などの住民主体型サービスを運用する人材の確保

に向けて、「生活支援サポーター」の養成講座を開催。 

○ 高齢者クラブへの財政的支援を行い、高齢者の自主的な活動や仲間づく

り、社会参加を促進。 

○ 高齢者の生きがいづくりや地域の活性化に取り組む「公益社団法人日向

市シルバー人材センター」への支援。 

○ 高齢者の文化、スポーツ活動への参加を促進。 

【主な事業等】 

 ・生活支援体制整備事業    

・一般介護予防事業 

 ・シルバー人材センター支援に要する経費 

 ・高齢者社会参加・交流促進事業 

 

地域包括ケアシス

テムの深化・推進 

○ 訪問型（移動支援）のサービス創設に向けて、日向市社会福祉協議会等

の関係機関との協議を実施。 

○ 「生活支援コーディネーター」が中心となり、医療・介護の専門職や民

生委員などが連携する「圏域別地域ケア会議」を開催。 

○ 地域における最も身近な高齢者の相談窓口である地域包括支援センター

職員の対応力向上を図るため、「自立支援型地域ケア会議」を継続開

催。 

○ 医療・介護の関係機関と連携し、医療機関や介護サービス事業所等の情

報を「地域資源リスト」としてホームページに掲載し情報発信。 

【主な事業等】 

 ・介護予防・生活支援サービス事業  

・在宅医療・介護連携推進事業 
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 ・介護予防ケアマネジメント事業 

 

認知症施策の充実 ○ 認知症初期集中支援チームの活用などにより、認知症の人の症状が重症

化する前に適切な医療が受けられるよう支援。 

○ 「認知症サポーター養成講座」を開催するとともに、定期的に「認知症

カフェ」を開催し、認知症の人とその家族などの支援や地域への啓発活

動を実施。 

○ 成年後見制度の受任体制の整備のため、日向市社会福祉協議会が実施す

る法人後見への財政的支援を実施。 

【主な事業等】 

 ・認知症総合支援事業  ・成年後見制度利用促進事業 

 

地域医療・救急医

療体制の充実 

○ 地域医療体制確保に向けて地域医療講演会を開催するなど市民への啓発

を実施。 

○ 圏域町村と協議・連携し、二次救急医療体制に向けた財政支援を実施。 

○ 東郷分遣所への救急車の配備など、救急体制の充実・強化に向けた取組

を実施。 

○ 東郷診療所の在宅医療である訪問診療や訪問看護の認知度向上のほか、

新東郷診療所の供用開始に向けた取組を実施。 

【主な事業等】 

 ・地域医療体制整備事業  ・救急医療体制整備事業 

 ・東郷診療所特別会計 

 

 

３－２ 笑顔で暮らせるスポーツ・健康推進プロジェクト 

具体的な施策 主な取組の内容 

健康づくりの推進 ○ 受診率の向上に向けて、がん検診や特定健康診査など検診を受けやすい

環境づくりや未受診者への受診勧奨等を実施。 

○ レディース検診を実施するなど、受けやすい体制づくりを行うほか、が

ん検診の対象者に無料クーポン券を送付。 

○ 特定健康診査の受診結果に応じて生活習慣病の発症予防や重症化の予防

など適切な保健指導を実施。 

○ 適正な食生活の実践に向けて、各地区で講習会等を開催し、知識の普

及、啓発を実施。 

○ 児童生徒に望ましい食習慣を身に付けさせるため、「弁当の日」や食育

授業の実施。 

【主な事業等】 

 ・がん検診推進事業   ・特定健診・保健指導事業 

 ・食生活改善推進事業   

 

自殺予防対策の充

実 

○ 様々な機会や媒体を用いて悩みや不安を抱える市民が相談できる窓口の

周知啓発を実施。 
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○ 自殺予防対策を支える人材を育成するため、ゲートキーパー研修を開

催。 

○ 自殺予防週間・自殺対策強化月間における啓発活動を実施。 

【主な事業等】 

 ・自殺対策事業 

 

感染症予防対策の

推進 

○ 医療機関との連携により新型コロナワクチン接種の体制を確保（令和５

年度末に公費接種終了）。 

○ 感染拡大防止に努めるため、様々な媒体を活用して感染症や予防接種に

関する市民への周知啓発を実施。 

【主な事業等】 

 ・新型コロナウイルスワクチン接種推進事業 

 ・感染症対策に要する経費 

 

スポーツを生かし

た生きがいづくり

や健康づくりの推

進 

 

○ 「日向ひょっとこマラソン大会」の開催。 

○ スポーツ教室の開催のほか、総合型スポーツクラブへの支援などを実

施。 

○ 国民スポーツ大会や全国障害者スポーツ大会の開催に向けて、共催市町

や関係団体との連携強化を図るほか、設立準備委員会開催に向け関係部

署、関係団体との調整を実施。 

○ 競技力の向上に向けて、市内小学校のスポーツ少年団や中高部活動指導

者、保護者を対象にした講演会を実施。 

○ 市民の健康づくり、スポーツ、災害時の拠点施設となる総合体育館につ

いては、令和８年度の完成に向けて、設計・施工一括発注の事業者を選

定し契約を締結。 

【主な事業等】 

 ・日向ひょっとこマラソン大会開催事業費 ・生涯スポーツ推進事業 

 ・お倉ヶ浜総合公園（野球場・屋内運動場以外）管理運営費他 

 ・国民スポーツ大会宮崎大会推進事業 

 ・競技スポーツ推進事業  ・日向市総合体育館整備事業 

 

 

３－３ 共に支え合う地域づくりプロジェクト 

具体的な施策 主な取組の内容 

地域コミュニティ

の維持、支援 

○ 区公連との連携及び関係機関等との協力による区加入促進対策の実

施。 

○ 各自治会(区)の現状把握に努めるとともに、地域活動を維持していく

ための支援策を検討。 

○ 自治公民館の整備に対する支援。 

○ まちづくり協議会の活動への支援や新たな設立に向けた支援。 

○ 国際交流員による国際交流活動及び市民向け英会話教室の実施、国際

交流まちづくり推進協議会主催でのイベント開催等。 

【主な事業等】 
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 ・自治公民館活動支援事業  ・自治公民館の整備助成 

 ・新しい地域コミュニティ組織制度事業 

 ・外国青年招致及び国際交流まちづくり推進事業 

 

地域福祉の推進 

 

 

○ 地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体

制を構築するため、「重層的支援体制整備事業」を推進。 

○ 地域福祉を支える人材やボランティアを育成するため、担い手養成講

座を開催。 

○ 地域課題解決に向け、各地区における「地域福祉部」の設置推進。 

【主な事業等】 

 ・重層的支援体制整備事業  ・ボランティア活動支援事業 

 

地区公民館※の機能

強化 

○ 地区公民館において、「子ども土曜教室」や「公立公民館高齢者学級」

を開設。 

○ 老朽化している地区公民館の整備や新たな地区公民館の整備に向けた

検討。 

【主な事業等】 

 ・子ども土曜教室事業  ・高齢者学習支援事業 

 ・公民館主催講座事業 

 

中山間地域の活性

化 

○ 令和３年度に策定した東郷地域振興計画の取組を推進するため、各地

区において課題解決に向けたワークショップを開催。 

○ 地域団体による地域づくりを支援するため、事業提案団体に過疎地域

振興基金事業補助金を交付。 

【主な事業等】 

 ・中山間地域振興事業 

 

 

  

 
※ 地区公民館：本計画でいう「地区公民館」は、中央公民館、日知屋公民館などの市が管理する公民館。 
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【戦略４】 自然豊かで快適な強いまちづくり 

誰もが安心して暮らせる強いまちづくりを進めるため、豊かな自然環境を守るとともに、自然災害か

ら市民の生命と財産を守るために、自助・共助・公助による災害対応力の強化に取り組みます。 

また、人口減少が進んでも、住み慣れた場所で快適に住み続けられる環境を維持するために、利便性

の高いコンパクトなまちづくりや交通ネットワークの構築に取り組みます。 

 

指標名 

基準値 

令和元

(2019）年度 

実績値 

令和３

(2020)年度 

実績値 

令和４

(2022)年度 

実績値 

令和５

(2023)年度 

目標値 

令和６

(2024)年度 

市民アンケート調査で

「住みやすい」「まあま

あ住みやすい」と答え

た割合  

82.0％ 

（令和元年 9

月調査） 

－ － 

79.7％ 

（令和 5年 8

月調査） 

85.0％ 

ごみ総排出量のうちの

リサイクル率（年度末

時点） 

19.3％ 19.1％ 18.8％ 18.3％ 25.0％ 

 

 

４－１ 助け合う災害に強いまちづくりプロジェクト 

具体的な施策 主な取組の内容 

自主防災力の向上 ○ 避難所担当職員への説明会や訓練、自主防災組織への図上訓練

（HUG）を実施したほか、地域や関係機関と連携した避難所運営訓練

を実施。 

○ 地区防災計画に取り組む地区と連携し、策定に向けた支援を実施。 

○ 市総合防災訓練や自主防災会を主とした地域防災訓練の実施。 

○ 防災情報伝達の多重化のため、防災訓練や防災講座を通じて防災情報

配信サービスへの登録を推進。 

○ 避難所内での感染症拡大防止のため、市広報紙やホームページ等を活

用し、災害時における分散避難について周知啓発を実施。 

【主な事業等】 

 ・災害時相互支援体制構築事業  ・地域防災力向上支援事業 

 ・防災情報収集・伝達事業 

 

消防団の機能充実 ○ 消防団員確保のため、現役消防団員から地元住民に対し積極的な勧誘

活動を実施。 

○ 日向市消防団条例の一部を改正し条例定員を変更。 

【主な事業等】 

 ・消防団活性化の推進に要する経費 
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国土強靭化の推進 ○ 財光寺中学校及び富高小学校敷地内に備蓄倉庫を建設し分散備蓄を実

施。 

○ 「日向市橋梁・横断歩道橋長寿命化修繕計画」に基づく、橋梁補修工

事や橋梁定期点検業務の実施。 

○ 地域住民の安心・安全な生活環境の向上を図るため、計画的に急傾斜

地崩壊対策事業を実施。 

○ 水道事業について、老朽管路更新に併せ管路の耐震化を実施。 

○ 事業計画に基づき下水道の整備並びに施設の長寿命化対策工事を行う

とともに、下水道全体計画区域の見直しを実施。 

○ 浸水被害軽減のための排水ポンプ施設について非常用発電機接続のた

めの配電盤改造を行うとともに、非常用発電機を整備。 

○ 木造住宅やブロック塀などの耐震化への取組。 

○ 建物系の公共施設の計画的な修繕・維持補修工事を総括的に行うとと

もに、東郷体育館の耐震工事など耐震性に課題のある建物への対応。 

○ 防災重点ため池の改修工事に向けた取組。 

【主な事業等】 

 ・地震・津波防災施設整備事業 ・橋梁長寿命化事業 

 ・急傾斜地崩壊対策事業  ・水道事業  ・下水道事業 

 ・浸水被害軽減対策事業  ・日向市木造住宅耐震化促進事業 

 ・日向市危険ブロック塀等除却推進事業 

 ・公共施設老朽化対策事業 ・農業水路等長寿命化・防災減災事業 

 

 

４－２ 便利で住みやすいまちづくりプロジェクト 

具体的な施策 主な取組の内容 

快適で便利な都

市・生活拠点の整

備 

○ 土地区画整理事業（財光寺南地区・日向市駅周辺地区）の早期完了に

向けた取組。 

○ 日向市駅周辺にある公有地の高度化や有効活用についての検討。  

○ 計画的な道路整備を推進。 

【主な事業等】 

 ・財光寺南土地区画整理事業／日向市駅周辺土地区画整理事業 

地域公共交通の維

持・確保 

○ 持続可能な地域公共交通の実現を図るため、マスタープランである

「日向市地域公共交通計画」と、具体的な運行内容を検討する「日

向市地域公共交通利便増進計画」を策定。 

○ 広域的な路線バスの維持のため、関係町村と国や県の補助要件とな

る運行形態の協議を行ったほか、県と連携したシニアパスの導入な

ど、バスの利用促進を実施。 

【主な事業等】 

 ・地域生活交通対策事業 
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情報通信技術（Ｉ

ＣＴ）利活用の推

進 

○ 積極的かつ効果的なＤＸ推進を図るため「日向市ＤＸ推進計画」を

策定。 

○ 国の交付金を活用し、ＬＩＮＥ活用やドローンの活用、公共施設予

約システム、透明ディスプレイ等を導入。 

○ 行政手続のオンライン化（電子申請）による住民サービスの向上。 

【主な事業等】 

 ・ＤＸ推進事業 

 

 

４－３ 自然が残る美しいまちづくりプロジェクト 

具体的な施策 主な取組の内容 

自然に親しむ環境

づくり 

○ 全ての学校で総合的な学習の時間や特別活動等において、自然環境の

調査や環境保全に関するボランティアに取り組んだ。 

○ 自然環境を保全するため、河川環境モニターの監視活動や小学生によ

る水辺環境調査、クリーンアップ日向を実施。 

【主な事業等】 

 ・自然保護事業 

 

ＳＤＧｓの推進 ○ ＳＤＧｓについて理解を深め行動変容につなげるため、広報紙を活用

した市民への周知・啓発活動や職員及び民間企業等を対象とした研修

会を実施。 

【主な事業等】 

 ・総合計画・ＳＤＧｓ推進事業 

 

ひゅうが海景の形

成 

○ 日豊海岸沿道修景の眺望確保、適正な維持管理を実施。 

【主な事業等】 

 ・全市緑花推進事業 

 

空き家の適切な管

理と利活用 

○ 危険空家の除却補助や特定空家等への認定など、空き家の適正管理を

促進。 

○ 空き家所有者等へ利活用意向アンケート調査を実施。 

○ 空き家サブリース施設の改修と入居者の募集。 

○ 中心市街地の空き店舗の有効な活用を促進し、賑わいと活気ある商店

街づくりを図るため、空き店舗対策事業補助金を交付。 

【主な事業等】 

 ・日向市空家等対策推進事業 

 ・中心市街地空き店舗対策事業 

 

適切なごみ処理の

促進 

○ 適切なごみの排出に関する指導を実施。 

○ 不法投棄の防止に向けた啓発やパトロールを実施。 

【主な事業等】 

 ・ごみ処理事業 

 ・不法投棄対策事業 
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(２)市民アンケート調査結果 

日向市が「重点戦略」として位置付け、取り組んでいる重点プロジェクトについて、市民がプロ

ジェクトの進捗を最も感じているのは「新たな人が集まる魅力づくりプロジェクト」と「助け合う

災害に強いまちづくりプロジェクト」となっており、進捗が最も感じられていないのは「活力を生

み出す『しごと』づくりプロジェクト」となっています。  

 

 

  順位 重点プロジェクト 平均値 

1 ６．新たな人が集まる魅力づくりプロジェクト 2.45 

1 10．助け合う災害に強いまちづくりプロジェクト 2.45 

3 12．自然が残る美しいまちづくりプロジェクト 2.44 

4 ８．笑顔で暮らせるスポーツ・健康増進プロジェクト 2.36 

5 ７．住み慣れた地域で暮らせる社会づくりプロジェクト 2.29 

6 ３．ふるさとを愛する心豊かな人づくりプロジェクト 2.26 

7 ９．共に支え合う地域づくりプロジェクト 2.23 

8 11．便利で住みやすいまちづくりプロジェクト 2.20 

9 ２．安心して産み育てるみんなで子育てプロジェクト 2.19 

10 ５．強みを生かした「稼げる」産業振興プロジェクト 2.17 

11 １．未来を支える「ひゅうがっ子」育成プロジェクト 2.15 

12 ４．活力を生み出す「しごと」づくりプロジェクト 2.09 
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II．満足度と重要度の相互の位置関係による評価分析（ポートフォリオ分析） 

 

令和５年８月に実施した市民アンケート調査では、満足度と重要度の点数化をもとに、満足度と

重要度の相互の位置関係による評価分析（ポートフォリオ分析）を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区  分 内  容 

満足度低く重要度高い 優先して積極的な対応が求められる取組 

満足度高く重要度高い 現状を維持し、継続が求められる取組 

満足度低く重要度低い 推移をみながら改善、必要性を検討する取組 

満足度高く重要度低い 推移をみながら維持する取組 

 

■満足度・重要度とも相対的に高い評価を得た施策は、以下の８項目です。 

・健康に暮らせるまちづくり ・農業の振興 

・消防体制の充実 ・防災体制の充実 

・安全・安心な生活環境の確保 ・安全で安定した水の供給 

・生活排水の適切な処理 ・快適な住宅環境の整備 

 

■満足度・重要度とも相対的に低い評価を得た施策は、以下の 11項目です。 

・生きる力を育む教育の推進 ・地域が一体となった青少年の育成 

・社会教育の推進 ・図書館サービスの充実 

・男女共同参画社会づくり ・国際化への対応と国際交流の推進 

・地域を活性化する観光の振興 ・秩序ある土地利用と都市空間の形成 

・生活の質を高める都市基盤の整備 ・市民との協働の推進と地域活動の活性化 

・中山間地域の活性化と移住の促進  

低 高 

重要度平均値 

満足度低く 

重要度高い 

満足度高く 

重要度高い 

満足度低く 

重要度低い 

満足度高く 

重要度低い 低 

高 

重要度 

満足度 

満足度平均値 
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満足度・重要度の平均値による相関図（全体） 
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■年齢別満足度と重要度分析 

年齢を３区分(「18～29 歳」「30～59 歳」「60 歳以上」)に分け、全体の施策満足度と施策重要度の平

均値による分析を行いました。 

年齢３区分における満足度と重要度の位置分析から、優先して積極的な対応が求められる取組をみる

と、３区分全てにおいて「地域福祉の充実と生活支援」「社会保障制度の安定運営」「雇用の確保と創出」

「利便性の高い道路の整備」「市民に信頼される行政サービスの提供」「効果的・効率的な行政経営の推

進」「未来につなげる財政運営」となっています。その他「18～29歳」「30～59歳」においては「魅力あ

る教育体制や環境の充実」「商工業の振興」「情報通信基盤の整備と情報化の推進」「安心して子どもを生

み育てられる環境づくり」、「30～59歳」「60歳以上」においては「高齢者福祉の充実」「障がい福祉の充

実」「企業誘致と次世代産業の育成」も優先して積極的な対応が求められる取組となっています。 

 

区 分 優先して積極的な対応が求められる取組 

18～29歳 

２ 魅力ある教育体制や環境の充実 
９ 男女共同参画社会づくり 
11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり 

15 地域福祉の充実と生活支援 
16 社会保障制度の安定運営 
20 商工業の振興 
21 雇用の確保と創出 
34 利便性の高い道路の整備 
37 情報通信基盤の整備と情報化の推進 

40 市民に信頼される行政サービスの提供 
41 効果的・効率的な行政経営の推進 
42 未来につなげる財政運営 

30～59歳 

１ 生きる力を育む教育の推進 
２ 魅力ある教育体制や環境の充実 
11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり 
12 健康に暮らせるまちづくり 
13 高齢者福祉の充実 
14 障がい福祉の充実 
15 地域福祉の充実と生活支援 
16 社会保障制度の安定運営 
20 商工業の振興 
21 雇用の確保と創出 
22 企業誘致と次世代産業の育成 
34 利便性の高い道路の整備 
37 情報通信基盤の整備と情報化の推進 
40 市民に信頼される行政サービスの提供 

41 効果的・効率的な行政経営の推進 
42 未来につなげる財政運営 

60歳以上 

13 高齢者福祉の充実 
14 障がい福祉の充実 
15 地域福祉の充実と生活支援 
16 社会保障制度の安定運営 

21 雇用の確保と創出 
22 企業誘致と次世代産業の育成 
34 利便性の高い道路の整備 
40 市民に信頼される行政サービスの提供 
41 効果的・効率的な行政経営の推進 
42 未来につなげる財政運営 
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III． 「主な指標と目標値」について 

 

 第２次日向市総合計画・後期基本計画に掲げた「主な指標と目標値」について、下記のとおり進捗状

況を評価しました。 

 

① 評価の時点  

令和６年３月末時点 

② 達成状況 

後期基本計画における「令和６年度目標値」については、その達成度により次の達成率で区分して

います。 

 

区分 達成度（達成率） 

★★★★ 目標をほぼ達成している（７５％） 

★★★ 目標の半ば程度以上達成している（５０％～７５％未満） 

★★ 目標の半ば程度まで達成している（２５％～５０％未満） 

★ 目標がほぼ達成できていない（～２５％未満） 

 

【達成率の算出方法】 

後期基本計画における「令和６年度目標値」の達成率は、基本的に後期基本計画策定時の基準値の

実績値を０、令和６年度の目標値を１００とした場合に、令和５年度における実績値と比較した数

値をもとに算定します。 

 

＜計算式＞ {（令和５年度実績値）－（基準値）}÷{（目標値）－（基準値）}×100 

 （例１）○○施設利用者数 基準値 50  目標値 100  Ｒ５実績 75  

 （75－50）÷（100‐50）×100＝50％  ★★★ 

 

 （例２）□□施設利用者数 基準値 50  目標値 100  Ｒ５実績 25 

 （25－50）÷（100‐50）×100＝△50％⇒0％ ★ 

 

※令和５年度実績値（見込値含む）が算出できないものは、直近年度の実績で判断します。 

※達成率がマイナスとなったものは、「０％」とみなします。 
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１．基本目標別達成度  主な指標合計：１１７個（うち１１２個） 

施  策 指標

数 

達成度 
★ 

（～25％未

満） 

★★ 
（25％～

50％） 

★★★ 
（51％～75％未

満） 

★★★★ 
（75％以上） 

1 ふるさとを愛し心豊かな人が育つ、個

性が尊重されるまち  
26 18 1  7 

2 市民が共に支え合い、自立した生活を

送る健康長寿のまち 
19 7  3 9 

3 新たな挑戦で活力ある産業が育ち、元

気な人が集うまち 
21 9 6 1 5 

4 自然を守り、安全で安心な環境で心豊

かに暮らせるまち 
21 5 2 1 13 

5 快適で魅力ある機能的な住みやすい

まち 
12 4  3 5 

6 市民一人ひとりが地域とつながる市

民協働のまち 
13 6   7 

合  計 112 51 9 8 46 
 ※後期基本計画の指標数は、117 個。そのうち、評価時点で、実績を把握できる指標が 112 個。 
 
２．総評（中間報告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後期基本計画に掲げた１１７個の「主な指標」のうち、実績が把握できる１１２個の指標の進

捗状況を評価した結果、２５%未満の達成度となった施策が５１個、７５％以上の達成度となっ

た施策が４６個となりました。 
２５％未満の達成度となった施策を見ると、「利用者数」や「入館者数」等を指標に設定して

いるものなど、コロナ禍の影響を強く受けた項目が多いことや担い手や人材の不足など少子高

齢化や人口減少による影響を受けているものが多いと考えられます。 
７５%以上の達成度となった施策については、重点戦略に掲げられている施策や事業計画に基

づき着実に事業を進捗した結果、目標を達成しているものが多く見受けられました。 
第３次日向市総合計画・後期基本計画では、指標の見直しを行うとともに、基準値や目標値の

設定についても、人口減少等を見据えた上で、適切な数値を設定するよう留意する必要がありま

す。 



基
本

目
標

１
※

達
成

度
★

に
つ

い
て

　
　

　
★

（
～

2
5
％

未
満

）
　

★
★

（
2
5
％

～
5
0
％

未
満

）
　

★
★

★
（
5
0
％

～
7
4
％

未
満

）
　

★
★

★
★

（
7
5
％

以
上

）

計
画

時
基

準
値

（
令

和
元

年
度

）
令

和
3
年

度
令

和
4
年

度
令

和
5
年

度

授
業

の
内

容
が

よ
く
分

か
る

と
答

え
た

児
童

生
徒

の
割

合
％

8
9
.0

8
0
.0

8
3
.6

7
6
.4

9
0
.0

0
.0

★
学

校
教

育
課

中
学

校
２

年
生

の
生

徒
の

う
ち

、
「
将

来
日

向
市

で
働

き
た

い
」
と

答
え

た
生

徒
の

割
合

％
4
0
.3

3
2
.9

3
2
.8

3
7
.4

4
2
.5

0
.0

★
学

校
教

育
課

放
送

大
学

宮
崎

学
習

セ
ン

タ
ー

の
学

生
数

の
う

ち
日

向
市

民
の

数
（
年

度
末

時
点

）
人

1
6
3

1
4
4

1
3
6

1
2
7

1
6
3

7
7
.9

★
★

★
★

生
涯

学
習

課

不
登

校
児

童
生

徒
が

学
校

に
復

帰
し

た
割

合
％

2
6
.8

2
3
.1

2
4
.4

未
確

定
2
9
.1

－
－

学
校

教
育

課
例

年
６

月
頃

、
調

査
結

果
を

国
が

公
表

小
児

生
活

習
慣

病
予

防
検

診
で

要
管

理
・
要

観
察

・
要

指
導

と
判

定
さ

れ
た

児
童

生
徒

の
割

合
％

1
6
.0

1
6
.9

1
8
.6

2
0
.3

1
5
.2

0
.0

★
学

校
教

育
課

小
学

生
の

歯
科

治
療

率
（
年

度
末

時
点

）
％

9
0
.7

8
2
.6

7
5
.2

7
6
.0

9
3
.0

0
.0

★
学

校
教

育
課

学
校

給
食

食
材

に
占

め
る

地
産

地
消

率
（
年

間
）

％
6
1
.4

5
9
.4

5
8
.2

5
2
.6

6
4
.0

0
.0

★
学

校
給

食
セ

ン
タ

ー

子
ど

も
の

夢
サ

ポ
ー

ト
事

業
申

請
件

数
（
年

間
）

件
1
2

7
8

1
9

1
7

1
0
0
.0

★
★

★
★

生
涯

学
習

課

青
少

年
指

導
員

に
よ

る
指

導
件

数
（
年

間
）

件
1
0

1
2

4
8

0
.0

★
生

涯
学

習
課

生
涯

学
習

人
材

バ
ン

ク
「
日

向
き

ら
め

き
人

」
の

利
用

回
数

（
年

間
）

回
5
3

2
5

3
3

3
1

6
0

0
.0

★
生

涯
学

習
課

主
催

講
座

の
参

加
者

数
（
年

間
）

人
3
,5

3
9

2
,9

1
6

3
,0

2
8

3
,2

2
2

3
,3

5
0

0
.0

★
生

涯
学

習
課

入
館

者
数

（
１

日
当

た
り

）
人

4
9
6

3
9
5

3
9
1

4
0
9

5
0
0

0
.0

★
図

書
館

貸
出

冊
数

（
年

間
）

冊
2
2
7
,0

4
3

1
6
9
,8

1
3

1
8
9
,7

8
7

1
9
3
,0

5
7

2
4
6
,0

0
0

0
.0

★
図

書
館

小
学

生
、

中
学

生
が

１
か

月
間

に
読

む
読

書
冊

数
（
平

均
）

冊
小

学
生

1
3
.6

中
学

生
3
.9

小
学

生
1
5
.5

中
学

生
5
.3

小
学

生
1
4
.9

中
学

生
4
.4

小
学

生
1
5
.3

中
学

生
4
.4

小
学

生
1
5
.0

中
学

生
4
.2

1
0
0
.0

★
★

★
★

学
校

教
育

課

文
化

施
設

の
利

用
者

数
（
年

間
）

人
8
7
,4

5
8

3
0
,7

1
4

5
6
,9

2
5

7
2
,2

6
9

8
2
,6

0
0

0
.0

★
ス

ポ
ー

ツ
・
文

化
振

興
課

・
教

育
総

務
課

文
化

財
施

設
の

利
用

者
数

（
年

間
）

人
1
8
,4

1
3

4
,4

2
0

1
2
,4

8
0

1
5
,7

2
5

1
6
,5

0
0

0
.0

★
教

育
総

務
課

歴
史

民
俗

資
料

館
、

美
々

津
軒

、
ま

ち
な

み
セ

ン
タ

ー
、

み
な

と
資

料
館

、
関

本
勘

兵
衛

家

牧
水

顕
彰

事
業

参
加

者
数

及
び

文
学

館
入

館
者

数
（
年

間
）

人
4
,9

7
9

(過
去

5
年

平
均

)
2
,2

4
6

3
,7

0
2

4
,5

5
2

4
,8

0
0

0
.0

★
ス

ポ
ー

ツ
・文

化
振

興
課

１
－

１
生

き
る

力
を

育
む

教
育

の
推

進

１
－

２
魅

力
あ

る
教

育
体

制
や

環
境

の
充

実

１
－

３
地

域
が

一
体

と
な

っ
た

青
少

年
の

育
成

１
－

４
社

会
教

育
の

推
進

１
－

５
図

書
館

サ
ー

ビ
ス

の
充

実

１
－

６
地

域
文

化
の

保
存

・
継

承
・
活

用

目
標

値
（
令

和
6
年

度
）

達
成

度
達

成
度

★
所

管
課

備
　

　
考

第
２
次
日
向
市
総
合
計
画
・後

期
基
本
計
画
　
　
成
果
指
標
取
組
状
況
一
覧
表

【教
育

文
化

】ふ
る

さ
と

を
愛

し
心

豊
か

な
人

が
育

つ
、

個
性

が
尊

重
さ

れ
る

ま
ち

施
策

指
標

単
位

実
績

値

23



基
本

目
標

１
※

達
成

度
★

に
つ

い
て

　
　

　
★

（
～

2
5
％

未
満

）
　

★
★

（
2
5
％

～
5
0
％

未
満

）
　

★
★

★
（
5
0
％

～
7
4
％

未
満

）
　

★
★

★
★

（
7
5
％

以
上

）

計
画

時
基

準
値

（
令

和
元

年
度

）
令

和
3
年

度
令

和
4
年

度
令

和
5
年

度

市
主

催
の

ス
ポ

ー
ツ

教
室

等
の

参
加

者
数

（
年

間
）

人
8
5
6

3
2
9

6
8
3

8
7
2

9
2
0

2
5
.0

★
★

ス
ポ

ー
ツ

・文
化

振
興

課

九
州

大
会

以
上

の
大

会
へ

の
出

場
奨

励
金

の
交

付
件

数
（
年

間
）

件
7
5

3
8

6
3

9
3

7
2

1
0
0
.0

★
★

★
★

ス
ポ

ー
ツ

・文
化

振
興

課

ス
ポ

ー
ツ

施
設

の
利

用
者

数
（
年

間
）

人
2
3
3
,8

1
7

1
4
8
,2

3
5

1
8
7
,6

0
8

1
9
8
,4

7
0

2
3
4
,0

0
0

0
.0

★
教

育
総

務
課

人
権

に
関

す
る

講
演

会
な

ど
へ

の
参

加
者

数
（
年

間
）

人
4
9
0

（
平

成
3
0
年

度
）

1
8
0

3
4
0

2
7
3

5
4
0

0
.0

★
地

域
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
課

平
和

に
関

す
る

講
演

会
な

ど
へ

の
参

加
者

数
（
年

間
）

人
7
5
1

3
7
9

2
0
3

5
2
5

8
0
0

0
.0

★
総

務
課

男
女

共
同

参
画

に
関

す
る

講
座

等
の

参
加

者
数

（
年

間
）

人
3
8
4

2
2
6

3
9
3

7
4
0

5
0
0

1
0
0
.0

★
★

★
★

地
域

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

課

審
議

会
等

委
員

に
占

め
る

女
性

の
割

合
％

2
4
.1

2
1
.2

2
4
.3

2
4
.4

4
0
.0

1
.9

★
地

域
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
課

根
拠

：
『
令

和
５

年
度

地
方

公
共

団
体

に
お

け
る

男
女

共
同

参
画

社
会

の
形

成
又

は
女

性
に

関
す

る
施

策
の

推
進

状
況

調
査

』
（
調

査
時

点
：

2
0
2
3
年

4
月

1
日

）

Ｄ
Ｖ

（
デ

ー
ト

D
V

含
む

）
防

止
講

座
、

啓
発

活
動

の
実

施
回

数
（
年

間
）

回
4

5
5

6
6

1
0
0
.0

★
★

★
★

地
域

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

課

国
際

交
流

事
業

へ
の

参
加

者
数

（
年

間
）

人
2
2
7

1
2
9

2
1
1

3
8
2

2
6
0

1
0
0
.0

★
★

★
★

地
域

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

課

多
文

化
共

生
社

会
構

築
の

た
め

の
行

事
数

事
業

―
6

8
5

5
1
0
0
.0

★
★

★
★

地
域

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

課

１
－

８
人

権
・
平

和
の

尊
重

１
－

９
男

女
共

同
参

画
社

会
づ

く
り １

－
１

０
国

際
化

へ
の

対
応

と
国

際
交

流
の

推
進

達
成

度
達

成
度

★
所

管
課

備
　

　
考

１
－

７
ス

ポ
ー

ツ
活

動
の

推
進

と
環

境
づ

く
り

【教
育

文
化

】ふ
る

さ
と

を
愛

し
心

豊
か

な
人

が
育

つ
、

個
性

が
尊

重
さ

れ
る

ま
ち

施
策

指
標

単
位

実
績

値
目

標
値

（
令

和
6
年

度
）

24



基
本

目
標

２
※

達
成

度
★

に
つ

い
て

　
　

　
★

（
～

2
5
％

未
満

）
　

★
★

（
2
5
％

～
5
0
％

未
満

）
　

★
★

★
（
5
0
％

～
7
4
％

未
満

）
　

★
★

★
★

（
7
5
％

以
上

）

計
画

時
基

準
値

（
令

和
元

年
度

）
令

和
3
年

度
令

和
4
年

度
令

和
5
年

度

産
後

ケ
ア

事
業

や
家

事
支

援
に

お
け

る
満

足
度

％
8
7
.9

9
0
.6

1
0
0
.0

9
7
.1

9
8
.0

9
1
.1

★
★

★
★

こ
ど

も
課

令
和

６
年

４
月

末
時

点
(５

月
確

定
予

定
）

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

利
用

定
員

数
（
年

度
末

時
点

）
人

3
8
0

4
2
0

4
6
0

4
8
0

5
8
0

5
0
.0

★
★

★
こ

ど
も

課

特
定

教
育

・
保

育
施

設
に

お
け

る
利

用
定

員
数

（
年

度
末

時
点

）
人

2
,4

0
0

2
,3

4
5

2
,3

3
5

2
,3

0
5

2
,4

0
0

9
6
.0

★
★

★
★

こ
ど

も
課

令
和

５
年

度
末

時
点

児
童

虐
待

件
数

（
年

間
）

件
3
8

3
9

7
5

9
6

3
0

0
.0

★
こ

ど
も

課
令

和
５

年
度

末
時

点

大
腸

が
ん

検
診

受
診

率
％

7
.8

8
.1

8
.1

7
.9

1
2
.0

2
.4

★
健

康
増

進
課

令
和

6
年

3
月

1
1
日

時
点

令
和

5
年

地
域

保
健

・
健

康
増

進
報

告
（
令

和
6
年

5
月

確
定

）

初
期

救
急

医
療

体
制

：
月

曜
～

金
曜

の
夜

間
二

次
救

急
医

療
体

制
：
休

日
や

夜
間

日
2
4
0

3
6
5

2
4
2

3
6
5

2
4
3

3
6
5

2
4
3

3
6
5

2
4
4

3
6
5

1
0
0
.0

★
★

★
★

健
康

増
進

課

東
郷

診
療

所
の

整
備

―
―

整
備

基
本

計
画

策
定

基
本

設
計

策
定

実
施

設
計

策
定

本
体

工
事

請
負

契
約

締
結

本
体

工
事

実
施

供
用

開
始

供
用

開
始

1
0
0
.0

★
★

★
★

東
郷

診
療

所

6
5
歳

以
人

口
に

占
め

る
要

介
護

（
支

援
）
認

定
者

（
第

１
号

）
の

割
合

（
年

度
末

時
点

）
％

1
3
.4

1
2
.7

1
2
.6

1
2
.6

1
3
.4

1
0
0
.0

★
★

★
★

高
齢

者
あ

ん
し

ん
課

地
域

包
括

ケ
ア

「
見

え
る

化
シ

ス
テ

ム
」
）
よ

り
R

5
.1

1
末

生
活

支
援

サ
ポ

ー
タ

ー
の

養
成

者
の

総
数

（
年

度
末

時
点

）
人

1
8
9

2
0
0

2
2
0

2
5
0

2
8
0

6
7
.0

★
★

★
高

齢
者

あ
ん

し
ん

課
生

活
支

援
体

制
整

備
支

援
事

業
業

務
委

託
先

の
市

社
会

福
祉

協
議

会
に

確
認

。

い
き

い
き

百
歳

体
操

設
置

地
区

（
箇

所
）
（
年

度
末

時
点

）
地

区
7
6
地

区
（
8
3
箇

所
）

7
6
地

区
（
8
3
箇

所
）

7
7
地

区
(8

4
箇

所
）

7
8
地

区
（
8
9
箇

所
）

9
0
地

区
（
1
0
0
箇

所
）

1
4
.2

★
高

齢
者

あ
ん

し
ん

課
住

民
主

体
型

介
護

予
防

教
室

運
営

支
援

事
業

業
務

ｙ
委

託
先

の
市

社
会

福
祉

協
議

会
に

確
認

。

日
向

市
手

話
奉

仕
員

養
成

講
座

の
修

了
者

数
（
年

間
）

人
1
5

0
1
8

2
2

1
8

1
0
0
.0

★
★

★
★

福
祉

課

就
労

継
続

支
援

（
A

型
・
B

型
）
の

利
用

者
数

（
年

間
）

人
2
,9

4
5

3
,1

1
4

3
,3

2
0

3
,1

9
6

3
,1

5
3

1
0
0
.0

★
★

★
★

福
祉

課

障
が

い
者

セ
ン

タ
ー

「
あ

い
と

ぴ
あ

」
の

利
用

者
数

（
年

間
）

人
1
1
,6

4
8

5
,6

7
6

7
,6

7
8

1
0
,2

2
7

1
3
,0

0
0

0
.0

★
福

祉
課

令
和

５
年

度
末

時
点

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

者
数

（
年

間
）

人
2
,0

7
8

1
,0

1
5

1
,0

4
2

1
,0

4
5

2
,3

5
0

0
.0

★
福

祉
課

令
和

５
年

度
末

時
点

生
活

支
援

に
お

い
て

自
立

助
長

推
進

世
帯

が
自

立
し

た
割

合
（
生

活
保

護
・
生

活
困

窮
者

自
立

支
援

）
％

2
4
.7

1
8
.7

3
1
.3

1
1
.1

2
7
.7

0
.0

★
福

祉
課

特
定

健
康

診
査

受
診

率
（
年

度
末

時
点

）
％

3
2
.0

3
3
.8

3
4
.4

3
1
.1

4
0
.0

0
.0

★
健

康
増

進
課

令
和

6
年

3
月

速
報

値
（
令

和
6
年

9
月

確
定

）
令

和
5
年

度
特

定
保

健
指

導
進

捗
・
実

績
管

理
表

よ
り

ジ
ェ

ネ
リ

ッ
ク

医
薬

品
普

及
率

％
8
1
.7

8
4
.1

8
5
.0

8
6
.3

9
0
.0

5
5
.4

★
★

★
国

民
健

康
保

険
課

国
民

健
康

保
険

税
収

納
率

（
現

年
度

分
）

％
9
2
.8

9
5
.4

9
5
.1

9
4
.7

9
3
.0

1
0
0
.0

★
★

★
★

国
民

健
康

保
険

課
見

込
値

　
６

月
確

定
予

定

後
期

高
齢

者
医

療
保

険
料

収
納

率
（
現

年
度

分
）

％
9
8
.8

9
9
.4

9
9
.3

9
9
.0

9
9
.0

1
0
0
.0

★
★

★
★

国
民

健
康

保
険

課
見

込
値

　
６

月
確

定
予

定

２
－

１
安

心
し

て
子

ど
も

を
生

み
育

て
ら

れ
る

環
境

づ
く
り

２
－

２
健

康
に

暮
ら

せ
る

ま
ち

づ
く
り

２
－

３
高

齢
者

福
祉

の
充

実

２
－

４
障

が
い

福
祉

の
充

実

２
－

５
地

域
福

祉
の

充
実

と
生

活
支

援

２
－

６
社

会
保

障
制

度
の

安
定

運
営

目
標

値
（
令

和
6
年

度
）

達
成

度
達

成
度

★
所

管
課

備
　

　
考

【健
康

福
祉

】市
民

が
共

に
支

え
合

い
、

自
立

し
た

生
活

を
送

る
健

康
長

寿
の

ま
ち

施
策

指
標

単
位

実
績

値
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基
本

目
標

３
※

達
成

度
★

に
つ

い
て

　
　

　
★

（
～

2
5
％

未
満

）
　

★
★

（
2
5
％

～
5
0
％

未
満

）
　

★
★

★
（
5
0
％

～
7
4
％

未
満

）
　

★
★

★
★

（
7
5
％

以
上

）

計
画

時
基

準
値

（
令

和
元

年
度

）
令

和
3
年

度
令

和
4
年

度
令

和
5
年

度

新
規

就
農

者
の

累
計

人
数

（
累

計
）

人
―

3
4

5
2
0

2
5
.0

★
★

農
業

畜
産

課
認

定
新

規
就

農
者

認
定

実
績

値
及

び
就

農
準

備
資

金
受

給
終

了
者

数
実

績
値

Ｊ
Ａ

日
向

に
お

け
る

へ
べ

す
の

出
荷

量
（
年

間
）

ト
ン

8
3

1
1
8
.5

8
0
.8

6
4
.2

2
0
0

0
.0

★
ふ

る
さ

と
物

産
振

興
課

J
A

日
向

へ
べ

す
販

売
実

績
資

料

農
地

中
間

管
理

事
業

の
実

施
総

面
積

（
年

度
末

時
点

）
ｈ

ａ
8
0
.6

9
2
.3

9
6
.7

1
0
2
.1

1
3
5
.0

3
9
.5

★
★

農
業

畜
産

課
（
公

社
）
宮

崎
県

農
業

振
興

公
社

の
中

間
管

理
事

業
契

約
実

績
値

ふ
る

さ
と

日
向

市
応

援
寄

附
金

事
業

者
数

（
年

間
）

事
業

者
4
5

9
8

1
0
8

1
0
8

8
5

1
0
0
.0

★
★

★
★

ふ
る

さ
と

物
産

振
興

課

造
林

面
積

（
年

間
）

h
a

4
8
.0

6
0
.1

3
9
.2

4
5
.0

6
5
.0

0
.0

★
林

業
水

産
課

耳
川

広
域

森
林

組
合

日
向

支
所

の
令

和
5
年

度
実

績
値

有
害

鳥
獣

に
よ

る
農

林
産

物
の

被
害

額
（
年

間
）

千
円

2
5
,1

1
7

2
6
,4

7
9

1
8
,9

2
3

1
4
,5

6
0

2
3
,5

1
0

1
0
0
.0

★
★

★
★

林
業

水
産

課
農

林
産

物
被

害
報

告
の

実
績

値

間
伐

実
施

面
積

（
年

間
）

h
a

1
0
6
.0

1
1
2
.3

7
4
.2

6
7
.3

1
4
0
.0

0
.0

★
林

業
水

産
課

耳
川

広
域

森
林

組
合

日
向

支
所

の
令

和
5
年

度
実

績
値

林
道

の
総

延
長

（
年

度
末

時
点

）
㎞

1
2
4
.9

1
2
6
.1

1
2
6
.4

1
2
6
.7

1
2
7
.9

6
0
.0

★
★

★
林

業
水

産
課

水
産

多
面

的
機

能
発

揮
対

策
事

業
地

区
の

ク
ロ

メ
（
海

藻
）

繁
殖

総
面

積
h
a

4
.1

8
.9

8
.6

8
.6

5
.2

1
0
0
.0

★
★

★
★

林
業

水
産

課
令

和
５

年
度

に
実

施
し

た
藻

場
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
調

査
結

果

養
殖

岩
ガ

キ
の

出
荷

量
(年

間
)

ト
ン

3
2
.0

2
2
.0

5
2
.3

3
4
.9

4
2
.0

2
9
.0

★
★

林
業

水
産

課
令

和
５

年
１

月
～

令
和

５
年

１
２

月
ま

で
の

養
殖

岩
ガ

キ
出

荷
量

日
向

市
漁

業
協

同
組

合
に

お
け

る
総

水
揚

額
(年

間
)

百
万

円
3
,0

2
8

3
,2

2
9

2
,9

8
3

3
,2

3
2

3
,0

2
8

1
0
0
.0

★
★

★
★

林
業

水
産

課
令

和
５

年
１

月
～

令
和

５
年

１
２

月
ま

で
の

総
水

揚
額

創
業

支
援

事
業

計
画

に
基

づ
く
創

業
者

数
(累

計
)

人
―

1
9

5
2

9
0

6
0

1
0
0
.0

★
★

★
★

商
工

港
湾

課

日
向

市
産

業
支

援
セ

ン
タ

ー
へ

の
相

談
後

に
売

上
が

向
上

し
た

事
業

所
数

(累
計

)
事

業
所

―
2
7

6
8

1
0
0

2
0
0

5
0
.0

★
★

商
工

港
湾

課

高
校

就
職

内
定

者
の

う
ち

、
市

内
に

就
職

し
た

生
徒

の
割

合
％

2
3
.0

2
8
.0

2
6
.8

2
3
.0

2
4
.0

0
.0

★
商

工
港

湾
課

セ
ミ

ナ
ー

の
受

講
や

就
職

説
明

会
か

ら
就

職
に

結
び

つ
い

た
人

数
（
年

間
）

人
8
8

5
6

5
3

8
7

8
0

0
.0

★
商

工
港

湾
課

令
和

６
年

４
月

末
時

点
　

６
月

確
定

予
定

新
規

企
業

の
立

地
及

び
既

存
企

業
の

増
設

等
の

件
数

（
累

計
）

件
―

5
6

9
2
0

4
5
.0

★
★

商
工

港
湾

課

新
規

企
業

の
立

地
及

び
既

存
企

業
の

増
設

等
に

伴
う

新
規

雇
用

者
数

（
累

計
）

人
―

6
2

6
3

7
6

2
0
0

3
8
.0

★
★

商
工

港
湾

課

観
光

客
入

込
客

数
（
年

間
)

人
1
,4

8
6
,0

0
0

8
1
0
,3

2
8

1
,0

4
8
,5

2
3

1
,1

0
2
,4

1
0

1
,5

3
2
,0

0
0

0
.0

★
観

光
交

流
課

暦
年

集
計

市
内

宿
泊

者
数

（
年

間
）

人
1
7
2
,0

0
0

1
2
4
,9

8
0

1
5
7
,9

9
6

1
6
4
,5

9
2

1
7
7
,0

0
0

0
.0

★
観

光
交

流
課

暦
年

集
計

観
光

４
駅

の
売

上
金

額
（
年

間
）

千
円

4
8
6
,1

7
0

3
6
5
,5

6
5

4
1
1
,1

8
0

4
9
8
,7

7
0

5
0
1
,0

0
0

8
5
.0

★
★

★
★

観
光

交
流

課
暦

年
集

計

サ
ー

フ
ィ

ン
等

利
用

客
数

（
年

間
）

人
2
5
3
,5

9
2

1
2
8
,4

1
5

2
2
1
,0

0
0

1
7
0
,7

4
1

2
6
0
,0

0
0

0
.0

★
観

光
交

流
課

暦
年

集
計

３
－

２
林

業
・
木

材
産

業
の

振
興

３
－

３
水

産
業

の
振

興

３
－

４
商

工
業

の
振

興

３
－

５
雇

用
の

確
保

と
創

出

３
－

６
企

業
誘

致
と

次
世

代
産

業
の

育
成

３
－

７
地

域
を

活
性

化
す

る
観

光
の

振
興

達
成

度
達

成
度

★
所

管
課

備
　

　
考

３
－

１
農

業
の

振
興

【産
業

振
興

】新
た

な
挑

戦
で

活
力

あ
る

産
業

が
育

ち
、

元
気

な
人

が
集

う
ま

ち

施
策

指
標

単
位

実
績

値
目

標
値

（
令

和
6
年

度
）
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基
本

目
標

４
※

達
成

度
★

に
つ

い
て

　
　

　
★

（
～

2
5
％

未
満

）
　

★
★

（
2
5
％

～
5
0
％

未
満

）
　

★
★

★
（
5
0
％

～
7
4
％

未
満

）
　

★
★

★
★

（
7
5
％

以
上

）

計
画

時
基

準
値

（
令

和
元

年
度

）
令

和
3
年

度
令

和
4
年

度
令

和
5
年

度

応
急

手
当

普
及

講
習

会
の

受
講

者
数

（
年

間
）

人
4
,3

6
3

1
,8

4
5

2
,3

3
9

3
,1

1
2

5
,0

0
0

0
.0

★
消

防
本

部
令

和
５

年
度

：
一

般
救

急
法

～
2
，

6
1
5
名

、
普

通
救

命
講

習
～

4
9
7
名

、
合

計
3
,1

1
2
名

受
講

消
防

団
員

の
定

数
に

対
す

る
充

足
率

（
年

度
末

時
点

）
％

9
4
.2

9
6
.1

8
8
.5

8
4
.9

1
0
0

0
.0

★
消

防
本

部
令

和
５

年
度

消
防

団
員

の
条

例
定

数
9
5
0
名

に
対

し
、

実
員

8
0
7
名

（
8
4
.9

％
）

地
域

防
災

訓
練

な
ど

へ
の

参
加

者
数

（
年

間
）

人
1
9
,7

8
0

1
1
,7

6
0

1
8
,9

8
2

2
4
,0

1
0

2
5
,0

0
0

8
1
.0

★
★

★
★

防
災

推
進

課

市
防

災
情

報
配

信
サ

ー
ビ

ス
登

録
者

（
年

度
末

時
点

）
人

約
1
,7

0
0
人

1
,9

7
3

2
,0

9
2

2
,1

8
6

約
2
,2

0
0
人

9
7
.2

★
★

★
★

防
災

推
進

課

地
区

防
災

計
画

の
取

組
地

区
の

総
数

地
区

5
7

9
1
0

1
0

1
0
0
.0

★
★

★
★

防
災

推
進

課

急
傾

斜
地

崩
壊

対
策

事
業

実
施

箇
所

（
累

計
）

か
所

―
4

4
6

4
1
0
0
.0

★
★

★
★

建
設

課
令

和
3
年

度
：
新

財
市

・
岩

崎
・
本

谷
・
中

村
令

和
5
年

度
：
鳥

川
・
永

田

刑
法

犯
罪

発
生

件
数

（
年

間
）

件
2
9
7

2
0
3

1
9
2

2
4
4

2
7
0

1
0
0
.0

★
★

★
★

市
民

課

交
通

死
亡

事
故

の
件

数
（
年

間
）

件
3

2
1

2
0

3
3
.3

★
★

市
民

課

水
難

死
亡

事
故

の
件

数
（
年

間
）

件
6

2
0

1
0

8
3
.3

★
★

★
★

市
民

課

消
費

生
活

セ
ン

タ
ー

の
総

相
談

件
数

に
対

す
る

解
決

率
％

9
6
.1

9
4
.1

9
6
.3

9
7
.0

1
0
0

2
3
.1

★
市

民
課

狂
犬

病
予

防
注

射
接

種
率

％
8
3
.8

7
9
.9

8
0
.0

7
8
.5

1
0
0

0
.0

★
市

民
課

ご
み

総
排

出
量

（
年

間
）

ト
ン

2
1
,5

4
2

2
1
,2

1
6

2
0
,9

2
1

1
9
,7

7
3

2
0
,0

5
9

1
0
0
.0

★
★

★
★

環
境

政
策

課
令

和
6年

4月
時

点
令

和
5年

度
一

般
廃

棄
物

処
理

実
績

内
訳

表
よ

り

ご
み

排
出

量
の

う
ち

の
リ

サ
イ

ク
ル

率
％

1
9
.3

1
9
.1

1
8
.8

1
8
.3

2
5
.0

0
.0

★
環

境
政

策
課

令
和

6年
4月

時
点

令
和

5年
度

一
般

廃
棄

物
処

理
実

績
内

訳
表

よ
り

ク
リ

ー
ン

ア
ッ

プ
日

向
に

参
加

し
た

人
数

（
年

間
）

人
5
9
5

5
4
2

-
8
1
9

6
0
0

1
0
0
.0

★
★

★
★

環
境

政
策

課

公
害

に
対

す
る

苦
情

の
う

ち
解

決
し

た
割

合
（
年

間
）

％
1
0
0

1
0
0

9
6
.8

1
0
0

1
0
0

1
0
0
.0

★
★

★
★

環
境

政
策

課
令

和
5
年

度
2
月

時
点

４
－

６
安

全
で

安
定

し
た

水
の

供
給

有
収

率
（
年

度
末

時
点

）
％

8
7
.8

8
7
.8

8
7
.8

8
8
.5

8
8
.0

1
0
0
.0

★
★

★
★

水
道

課
令

和
５

年
度

決
算

見
込

み
値

４
－

７
生

活
排

水
の

適
切

な
処

理

汚
水

処
理

人
口

普
及

率
％

8
4
.5

8
5
.8

8
6
.1

8
6
.1

8
9
.5

3
2
.0

★
★

下
水

道
課

令
和

５
年

度
末

時
点

４
－

２
防

災
体

制
の

充
実

４
－

３
安

全
・
安

心
な

生
活

環
境

の
確

保

４
－

４
循

環
型

社
会

の
実

現

４
－

５
自

然
環

境
の

保
全

と
活

用

達
成

度
達

成
度

★
所

管
課

備
　

　
考

４
－

１
消

防
体

制
の

充
実

【生
活

環
境

】自
然

を
守

り
、

安
全

で
安

心
な

環
境

で
心

豊
か

に
暮

ら
せ

る
ま

ち

施
策

指
標

単
位

実
績

値
目

標
値

（
令

和
6
年

度
）
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基
本

目
標

４
※

達
成

度
★

に
つ

い
て

　
　

　
★

（
～

2
5
％

未
満

）
　

★
★

（
2
5
％

～
5
0
％

未
満

）
　

★
★

★
（
5
0
％

～
7
4
％

未
満

）
　

★
★

★
★

（
7
5
％

以
上

）

計
画

時
基

準
値

（
令

和
元

年
度

）
令

和
3
年

度
令

和
4
年

度
令

和
5
年

度

公
営

住
宅

長
寿

命
化

計
画

（
5
2
6
戸

）
に

基
づ

き
改

善
さ

れ
た

総
戸

数
戸

7
6

1
1
8

1
5
3

1
5
4

2
1
9

5
4
.5

★
★

★
建

築
住

宅
課

令
和

５
年

度
末

時
点

木
造

住
宅

の
耐

震
改

修
工

事
実

施
件

数
（
年

間
）

件
4

5
5

7
5

1
0
0
.0

★
★

★
★

建
築

住
宅

課
令

和
５

年
度

末
時

点

老
朽

化
が

著
し

い
空

き
家

の
除

却
件

数
（
累

計
）

件
―

2
7

4
4

6
5

8
0

8
1
.3

★
★

★
★

建
築

住
宅

課
令

和
５

年
度

末
時

点

空
き

家
等

情
報

バ
ン

ク
の

登
録

件
数

（
年

間
）

件
8

1
5

7
1
8

2
0

8
3
.3

★
★

★
★

建
築

住
宅

課
令

和
５

年
度

末
時

点

基
本

目
標

５
※

達
成

度
★

に
つ

い
て

　
　

　
★

（
～

2
5
％

未
満

）
　

★
★

（
2
5
％

～
5
0
％

未
満

）
　

★
★

★
（
5
0
％

～
7
4
％

未
満

）
　

★
★

★
★

（
7
5
％

以
上

）

計
画

時
基

準
値

（
令

和
元

年
度

）
令

和
3
年

度
令

和
4
年

度
令

和
5
年

度

地
籍

調
査

の
進

捗
率

％
3
6
.4

3
8
.8

3
9
.4

4
1
.2

4
0
.4

1
0
0
.0

★
★

★
★

林
業

水
産

課
令

和
５

年
度

末
時

点

中
心

市
街

地
の

歩
行

者
・
自

転
車

通
行

量
（
平

日
9
時

～
1
9

時
）

人
3
,6

7
7

3
,4

3
7

3
,3

4
7

3
,5

3
7

3
,7

5
3

0
.0

★
市

街
地

整
備

課
令

和
5
年

1
0
月

1
3
日

（
金

）
通

行
量

調
査

に
よ

る
（
調

査
地

点
：
上

町
、

都
街

、
本

町
、

駅
前

）

市
民

バ
ス

の
利

用
者

数
（
年

間
）

人
8
1
,0

9
6

6
4
,0

3
8

6
6
,2

0
4

6
4
,5

6
2

8
1
,1

0
0

0
.0

★
総

合
政

策
課

土
地

区
画

整
理

事
業

区
域

内
の

新
築

・
増

築
件

数
（
累

計
）

件
―

5
4

1
2
9

1
8
0

8
5

1
0
0
.0

★
★

★
★

市
街

地
整

備
課

令
和

５
年

度
末

時
点

お
倉

ヶ
浜

総
合

公
園

・
大

王
谷

運
動

公
園

の
利

用
者

数
（
累

計
）

人
―

6
2
,7

7
0

2
3
2
,3

7
0

3
6
7
,3

4
9

6
5
0
,0

0
0

5
6
.5

★
★

★
市

街
地

整
備

課
令

和
５

年
度

末
時

点

九
州

中
央

自
動

車
道

の
供

用
率

（
県

内
）

％
3
1
.0

3
4
.0

3
4
.0

3
4
.0

3
5
.0

7
5
.0

★
★

★
★

建
設

課
計

画
延

長
 L

=
5
3
.0

ｋ
ｍ

　
供

用
延

長
 L

=
1
8
.2

ｋ
ｍ

供
用

率
 L

=
1
8
.2

/
5
3
.0

＝
3
4
％

日
向

市
道

路
整

備
実

施
計

画
で

予
定

し
て

い
る

市
道

の
う

ち
、

道
路

改
良

が
完

了
し

た
路

線
数

（
累

計
）

路
線

―
2

2
4

5
8
0
.0

★
★

★
★

建
設

課
令

和
3
年

度
：
樚

峠
線

・
向

ヲ
原

山
ノ

口
線

令
和

5
年

度
：
塩

見
美

々
津

線
・
富

高
塩

見
線

日
向

市
橋

梁
長

寿
命

化
修

繕
計

画
に

基
づ

き
修

繕
工

事
を

実
施

し
た

橋
梁

数
（
累

計
）

橋
7

5
1
0

1
1

3
1

1
6
.7

★
建

設
課

令
和

5
年

度
：
東

郷
橋

景
観

に
関

す
る

イ
ベ

ン
ト

へ
の

参
加

者
数

（
累

計
）

人
―

2
6
1

5
0
7

9
0
7

1
,5

5
0

5
8
.5

★
★

★
都

市
政

策
課

市
と

連
携

し
た

植
栽

・
花

づ
く
り

活
動

へ
の

参
加

者
数

（
累

計
）

人
―

8
5
5

1
,7

7
7

2
,7

0
0

4
,5

0
0

6
0
.0

★
★

★
市

街
地

整
備

課
令

和
５

年
度

末
時

点

５
－

５
港

湾
機

能
の

充
実

と
活

用

コ
ン

テ
ナ

貨
物

取
扱

量
（
空

コ
ン

テ
ナ

を
除

く
）
（
年

間
）

T
E
U

2
1
,4

1
1

1
8
,2

7
5

1
6
,6

9
4

1
7
,0

5
9

2
3
,0

0
0

0
.0

★
商

工
港

湾
課

令
和

５
年

度
実

績
は

速
報

値

５
－

６
情

報
通

信
基

盤
の

整
備

と
情

報
化

の
推

進
オ

ン
ラ

イ
ン

申
請

可
能

な
行

政
手

続
き

総
数

件
2
2

5
2

8
1

1
3
8

6
0

1
0
0
.0

★
★

★
★

行
政

改
革

・
デ

ジ
タ

ル
推

進
課

令
和

５
年

度
末

時
点

５
－

1
秩

序
あ

る
土

地
利

用
と

都
市

空
間

の
形

成

５
－

２
生

活
の

質
を

高
め

る
都

市
基

盤
の

整
備

５
－

３
利

便
性

の
高

い
道

路
の

整
備

５
－

４
美

し
い

景
観

の
保

全
と

形
成

目
標

値
（
令

和
6
年

度
）

達
成

度
達

成
度

★
所

管
課

備
　

　
考

４
－

８
快

適
な

住
宅

環
境

の
整

備

【社
会

基
盤

】快
適

で
魅

力
あ

る
機

能
的

な
住

み
や

す
い

ま
ち

施
策

指
標

単
位

実
績

値

目
標

値
（
令

和
6
年

度
）

達
成

度
達

成
度

★
所

管
課

備
　

　
考

【生
活

環
境

】自
然

を
守

り
、

安
全

で
安

心
な

環
境

で
心

豊
か

に
暮

ら
せ

る
ま

ち

施
策

指
標

単
位

実
績

値
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基
本

目
標

６
※

達
成

度
★

に
つ

い
て

　
　

　
★

（
～

2
5
％

未
満

）
　

★
★

（
2
5
％

～
5
0
％

未
満

）
　

★
★

★
（
5
0
％

～
7
4
％

未
満

）
　

★
★

★
★

（
7
5
％

以
上

）

計
画

時
基

準
値

（
令

和
元

年
度

）
令

和
3
年

度
令

和
4
年

度
令

和
5
年

度

自
治

会
（
区

）
加

入
率

％
6
5
.9

(令
和

2
年

4
月

)
6
4
.4

6
4
.1

6
2
.7

6
7
.0

(令
和

6
年

4
月

)
0
.0

★
地

域
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
課

ま
ち

づ
く
り

協
議

会
活

動
に

対
す

る
住

民
満

足
度

％
7
6
.0

－
－

－
8
0
.0

－
－

地
域

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

課

市
民

活
動

支
援

セ
ン

タ
ー

の
利

用
者

数
（
年

間
）

人
3
,8

1
2

1
,6

5
2

2
,1

9
1

2
,1

6
2

3
,9

0
0

0
.0

★
地

域
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
課

過
疎

地
域

振
興

基
金

事
業

補
助

金
を

活
用

し
た

事
業

数
（
年

間
）

事
業

6
0

2
9

7
1
0
0
.0

★
★

★
★

東
郷

地
域

振
興

課

新
た

な
移

住
者

（
Ｕ

ＩＪ
タ

ー
ン

）
数

（
累

計
）

人
―

1
8
9

2
8
7

4
1
1

4
0
0

9
8
.0

★
★

★
★

総
合

政
策

課

行
政

情
報

の
提

供
に

満
足

し
て

い
る

市
民

の
割

合
％

8
3
.6

-
6
4
.5

7
1
.3

9
3
.0

0
.0

★
秘

書
広

報
課

令
和

元
年

度
広

報
ひ

ゅ
う

が
ア

ン
ケ

ー
ト

結
果

を
基

準
値

と
し

て
い

る
が

、
令

和
４

年
度

か
ら

は
、

ま
ち

づ
く
り

座
談

会
時

の
ア

ン
ケ

ー
ト

結
果

を
実

績
値

と
し

て
い

る
。

市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
の

閲
覧

件
数

（
年

間
）

件
5
6
0
,0

0
0

1
,4

9
2
,1

6
3

1
,1

1
7
,7

0
4

9
1
6
,3

4
3

6
0
0
,0

0
0

1
0
0
.0

★
★

★
★

秘
書

広
報

課
令

和
５

年
度

末
時

点

情
報

公
開

制
度

等
に

関
す

る
職

員
研

修
会

の
実

施
回

数
（
年

間
）

回
1

2
2

2
1

1
0
0
.0

★
★

★
★

総
務

課

情
報

公
開

・
個

人
情

報
保

護
制

度
運

用
状

況
の

公
表

回
数

（
年

間
）

回
1

1
1

1
1

1
0
0
.0

★
★

★
★

総
務

課

任
期

の
定

め
の

な
い

正
職

員
数

人
5
8
4

5
8
5

5
8
5

5
8
5

5
8
4
以

下
0
.0

★
行

政
改

革
・
デ

ジ
タ

ル
推

進
課

公
共

施
設

の
総

延
床

面
積

（
普

通
会

計
）

万
㎡

2
9
.1

2
9
.1

2
8
.9

2
8
.8

↓
1
0
0
.0

★
★

★
★

資
産

経
営

課
令

和
５

年
度

末
時

点

日
向

圏
域

定
住

自
立

圏
内

の
人

口
人

8
6
,2

7
9

8
3
,7

9
7

8
3
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第２章  

基本目標別の成果報告書 
 

  



 

 

基本目標１ 教育文化 
第２次日向市総合計画・後期基本計画書ふるさとを愛し心豊

かな人が育つ、個性が尊重されるまち 
 

 

施策 具体的な施策 

1-1 生きる力を育む教育の推進 

① 幼児教育の充実 

② 小学校・中学校教育の充実 

③ 特別支援教育の充実 

④ 高校や大学等との連携強化 

1-2 魅力ある教育体制や環境の

充実 

① 児童生徒の相談支援体制の充実 

② 児童生徒の健康づくりの推進 

③ 学校給食の充実 

④ 安全で安心な教育環境の充実 

1-3 地域が一体となった青少年

の育成 

① 青少年教育の充実 

② 青少年の健全育成 

1-4 社会教育の推進 

① 生涯学習環境の充実 

② 公民館活動の充実 

③ 自主学級活動の充実 

④ 社会教育団体の育成 

1-5 図書館サービスの充実 
① 図書館機能の充実 

② 読書活動の推進 

1-6 地域文化の保存・継承・活

用 

① 芸術文化活動の推進 

② 文化財等の保存・継承・活用 

③ 地域の先人の顕彰と活用 

1-7 スポーツ活動の推進と環境

づくり 

① 生涯スポーツの推進 

② 競技スポーツの推進 

③ スポーツ施設の整備と活用 

1-8 人権・平和の尊重 

① 人権・同和教育の推進 

② 人権・同和行政の推進 

③ 平和教育の推進と啓発活動 

1-9 男女共同参画社会づくり 

① 男女共同参画社会の実現に向けた基盤整備 

② あらゆる分野における女性の活躍 

③ 安全・安心な暮らしの実現 

1-10 国際化への対応と国際交流

の推進 

① 国際感覚豊かな人材の育成 

② 国際交流の推進 

③ 外国人が安心して暮らせる環境の整備 
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【基本目標１ 教育文化】 

ふるさとを愛し心豊かな人が育つ、個性が尊重されるまち 

 

I． 全体達成度  主な指標合計：２７個（うち２６個） 

施  策 
指標

数 

達成度 

★ 

（～25％未満） 

★★ 

（25％～50％） 

★★★ 

（51％～75％未満） 

★★★★ 

（75％以上） 

1 生きる力を育む教育の推進  3 2   1 

2 魅力ある教育体制や環境の充実  3 3    

3 地域が一体となった青少年の育成  2 1   1 

4 社会教育の推進  2 2    

5 図書館サービスの充実 3 2   1 

6 地域文化の保存・継承・活用 3 3    

7 スポーツ活動の推進と環境づくり 3 1 1  1 

8 人権・平和の尊重  2 2    

9 男女共同参画社会づくり  3 1   2 

10 国際化への対応と国際交流の推進  2 0   2 

合  計 26 17 1 0 8 

  

II． 評価と課題 

1 生きる力を育む教育の推進 

「授業の内容が分かる」という回答した児童の割合は、令和４年度まで増加傾向にあり、一定の効

果が見られていましたが、令和５年度は減少傾向に転じており、新たな現状の分析と今後の取組の

充実について検討する必要があります。 

また、キャリア教育支援センターを中心とした「よのなか教室」や「社会体験学習（職場体験学

習）」については、社会情勢の変化も踏まえながら、小中学校９年間を見通した効果的な実践の在り

方について見直しも含めて取り組む必要があります。 

小・中学生の読書活動については、学校図書館司書の配置により、学校図書館の環境充実を図るこ

とができています。 

放送大学宮崎学習センターの学生数は、県内で 3 番目であるものの年々減少傾向にあり、学生数

を増やすための広報活動を工夫する必要があります。 

2 魅力ある教育体制や環境の充実 

 不登校児童生徒数は、年々増加傾向となっているため、令和５年度より増員しているスクールソ

ーシャルワーカーを活用し、学校や関係機関との連携強化の充実をより一層図る必要があります。

小児生活習慣病についても、コロナ禍以降、要管理・要観察・要指導と判定された児童生徒の割合

が増加傾向となっているため、指導の工夫を一層行うなど、生活習慣の改善に向けて取り組む必要

があります。 

3 地域が一体となった青少年の育成 

 地域の大人たちと子どもが一緒になって活動を行う「地域教育力活性化推進事業」においては、

交流機会が増えることにより、「地域で子どもを育てる」という意識付けにつながっています。し

かしながら、申請団体の固定化、申請数の横ばいが続いているため、周知方法の検討が必要です。 

4 社会教育の推進 

家庭教育学級や高齢者学級、公民館の主催講座などにおいて、市政出前講座や人材バンク 「日向
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きらめき人」が活用されています。 

市民が生涯にわたって学び続けることができるよう学習の機会を創出し、市民のニーズに応じた

生涯学習講座を計画し、周知方法や申し込み方法についても検討する必要があります。 

5 図書館サービスの充実 

入館者数及び貸出冊数は令和元年度の基準値には及ばないものの、年々増加傾向にあります。コ

ロナ禍でいったん利用を控えた方が利用再開につながっていないことや館内おはなし会回数等の事

業見直しを行ったこと等が増減の要因だと分析しています。市民が利用しやすい図書館を目指すた

めにも、利用者のニーズや持てる環境に応じたサービスに努めながら、来館促進と新規利用者の増

加に向けて柔軟な取組を進めていく必要があります。 

6 地域文化の保存・継承・活用 

市民の情操教育のために実施している市美展や総合文化祭などの芸術文化事業では、参加者が固

定化し、観覧者数も伸び悩んでいることから、芸術文化活動に対する市民ニーズを把握し、効果的な

開催方法や企画内容を検討する必要があります。また、芸術文化活動や伝統芸能を次世代へ継承し

ていくため、若い世代への働きかけが必要です。 

文化施設においては老朽化が進み、設備の不具合による緊急的な修繕対応が増えています。施設

の長寿命化を図るために実態に即した効果的・効率的な維持管理を年次計画的に行っていく必要が

あります。 

文化財の種類は非常に広く多分野にわたっており、その多くは消滅や毀損、忘失の危機に瀕して

います。また、文化財行政には調査・研究、保存・修理、維持・管理、教育・普及が求められていま

す。これらを取り組むためには、専門的な高い知識をもつ人材の育成と十分な職員体制の確保が必

要です。  

7 スポーツ活動の推進と環境づくり 

市民が気軽に身近な場所でスポーツを親しみ楽しめる機会や場所の提供を進めるとともに、競技

団体や関係機関と連携を図りながら、令和９年開催予定の第８１回国民スポーツ大会・第２６回全

国障害者スポーツ大会に向けて、大会運営に適切に対応できるよう計画的に競技会場の施設整備を

図る必要があります。 

8 人権・平和の尊重 

部落問題をはじめとする様々な人権問題の解決のため、市民向け講演会や出前講座を開催し、参

加者は、命の大切さや人権尊重について理解を深めることができました。今後は、より多くの市民が

人権の大切さを考える機会を得ることができるよう周知方法を工夫する必要があります。 

また、「日向市全ての人の人権が尊重されるまちづくり条例」に基づき、ダイバーシティ推進を図

り、令和４年６月１日に「日向市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。令和４年度から、性

的少数者への理解・尊厳を象徴するレインボーカラーで庁舎をライトアップし、令和５年度は、性的

少数者のための電話相談や「多様な性を考える会」を実施するなど、市民への周知を図るとともに相

談の場を設けました。今後とも、条例の理念を広め、市民への啓発活動や効果的な取組を推進する必

要があります。 

 原爆写真パネル展や被爆体験講話（家族証言講話）により、次代を担う子どもたちはもとより、市

民に戦争の悲惨さや平和の尊さを伝える場を提供しています。今後とも、原爆写真パネル展への来

場者増を図るとともに、長崎市で開催される青少年ピースフォーラムや中学生平和交流団などの派

遣を通じて、平和教育の充実に努める必要があります。  

9 男女共同参画社会づくり 

男女共同参画に関する講座等の参加者数はやや増加傾向にありますが、アンケート結果により、

50 歳代から 70 歳代までの女性の参加が多いことが分かります。今後、若年層や男性の関心が高い

テーマに沿った企画にも取り組む必要があります。  

10 国際化への対応と国際交流の推進 

国際交流事業は、在住外国人と市民がお互いに交流を深める内容のほか、在住外国人の支援につ

ながるイベントも計画的に実施しています。こうした取組を継続するとともに、在住外国人が増加
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していることから、国際交流活動に協力的な団体や市民と相互協力できる体制をつくる必要があり

ます。 

本市と学術交流協定を締結しているハワイ州モミラニ小学校に市内の小学生を隔年で派遣し、ホ

ームステイを体験させるなど、国際理解を促進する機会を提供しています。 

友好都市・中国山東省潍坊市に関しては、日中関係の悪化やコロナ禍の影響等により相互交流の

機会が減少し、市民の関心も低下しています。今後は、交流の在り方や友好都市締結 40 周年記念事

業についての検討を行う必要があります。 

 

III． 総評 

教育文化は、26 個の指標のうち、25%未満の達成度 18 個、25%以上 50%未満が１個、75％以上

が 7 個となっています。人口減少や少子高齢化等により、教育施設の利用者や自主学級等への参加

者が減少していることや令和２ (2020)年度からは、あらゆる市民活動がコロナ禍の影響を受けたこ

とから、目標を達成できない施策が多くなったものと考えられます。第３次総合計画では、実態に即

した指標や目標値に見直していく必要があります。 

教育文化については、「学力向上担当専任主事」を配置して教員の授業力向上を図るほか、ＩＣＴ

を活用した分かりやすい授業を推進するとともに、「小中一貫教育」や「外国語教育」、「特別支援教

育」の充実など、児童生徒の学力向上に取り組んできました。 

また、キャリア教育やコミュニティ・スクールの推進など、学校だけでなく地域と連携を図りなが

ら、未来を支える人材育成にも取り組むほか、増加傾向にある不登校の児童生徒に対応するため、ス

クールソーシャルワーカーを２人体制に増員し、きめ細かな対応に取り組んできました。 

一方で、中学校部活動の休日の地域移行など、教職員の働き方改革や少子化の進行による将来的な

児童生徒数の減少を見据えた通学区域の在り方の検討など課題があり、今後も物的資源・人的資源

を最大限に活用した教育の充実に取り組む必要があります。 

また、「日向市全ての人の人権が尊重されるまちづくり条例」に基づき、総合計画の基本理念でも

ある「人権尊重」の啓発に取り組むとともに、女性の積極的な社会参画の促進や多文化共生社会に向

けて在住外国人が安心して生活できる環境づくりにも取り組む必要があります。  
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施策１－１ 生きる力を育む教育の推進 

目指す姿 
確かな学力と豊かな人間性を身に付け、ふるさとを愛し、たくましく未来を切り拓く

「生きる力」を備えた子どもの育成を目指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

授業の内容がよく分かると答えた児

童生徒の割合 
％ 89.0  80.0  83.6  76.4 90.0  

中学校２年生の生徒のうち、「将来日

向市で働きたい」と答えた生徒の割合 
％ 40.3  32.9  32.8  37.4 42.5  

放送大学宮崎学習センターの学生

数のうち日向市民の数（年度末時

点） 

人 163  144  136  127 163  

総  括 

○ 「授業の内容が分かる」という回答した児童の割合は、令和４年度まで増加傾向にあり、一定

の効果が見られていたが、令和５年度は 76.4％となりました。新たな現状の分析と今後の取組

の充実について検討する必要があります。 

○ 中学生 2 年生のうち、「将来日向市で働きたい」と答えた生徒の割合は、37.4％と増加傾向と

なっており、今後のキャリア教育支援センターを中心とする「よのなか教室」をはじめ、「１４

歳のよのなか挑戦」、「社会体験学習」の一層の充実が期待されます。 

○ 放送大学宮崎学習センターの学生数が減少傾向にあるため、学生獲得のための広報活動を工夫

する必要があります。様々な働き方が選択できることでライフスタイルが変化し、学習に取り

組む時間が少なくなっていることも学生減少の要因の一つではないかと考えられます。 

 

 

具体的施策 ① 幼児教育の充実 

主な取組 

○ 就学前教育の適正な環境保持のため、修繕・改築等の施設の維持・管理を計画的に実施し、安全・

安心な環境整備に努めました。 

○ 私立保育園等の運営に係る費用に対する給付を行うことで、施設の運営を安定化させ、就学前教

育の充実を図りました。 

○ 平成 30 年度から、学びをつなぐ「幼保小連携事業」に取り組み、就学前と小学校の連携・接続の

円滑化を図っています。 

現状と課題 

○ 文部科学省は令和 4（2022）年 3 月に策定した「幼保小の架け橋プログラムの実施に向けての手

引き」において、幼保小が協働して、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を手掛かりとしな

がら、架け橋期（5 歳児から小学校 1 年生の 2 年間）のカリキュラムを作成することを求めてい

ます。 

○ 小学校との連携については、行事の交流等にとどまっている状況が見られるので、学びの連続性

を意識したカリキュラムの編成をさらに推進していく必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 保育所・幼稚園・認定こども園・小学校が、それぞれの指導要領を踏まえた指導の工夫に努める

とともに、就学前と小学校の連携・接続を視野に入れた研修会等を実施します。 
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具体的施策 ② 小学校・中学校教育の充実 

主な取組 

○ 主体的・対話的で深い学びを実践するため、学力向上担当専任主事を配置するなどして、授業の

研究公開研修や授業力向上ミーティングをはじめ、授業におけるＩＣＴ機器の積極的な活用を図

るなど、確かな学力の定着に向けて取り組みました。 

○ 市内全ての学校に学校運営協議会を設置し、コミュニティ・スクールとして地域とともにある学

校づくりに取り組むため、年に４回以上、学校運営協議会を開催するなど学校や地域が抱える課

題の解決に向けた取組や活動の推進を図りました。 

○ 「よのなか先生（職業講話）」「１４歳のよのなか挑戦（課題解決型職場体験学習）」を核としてキ

ャリア教育支援センターと連携しながら、小学校から中学校までの９年間を見通したキャリア教

育の充実に努めました。 

○ 外国語指導助手を７人配置し、異文化やネイティブな発音に触れる機会の提供に取り組むととも

に、外国語担当専任指導主事を配置し、外国語指導助手の効果的な活用と授業力の向上を図りま

した。 

○ 小・中学校の適正規模・適正配置に関する庁内会議を開催し、適正な教育環境について検討を行

いました。 

現状と課題 

○ 児童生徒が抱えている学習における課題について整理分析を行い、的確な指導に努めるとともに、

ICT 機器の効果的な活用なども踏まえ、教員の授業力向上を図る必要があります。 

○ 学校運営に係る課題解決に資するような学校運営協議会となるよう、その在り方について、検討

や工夫をしていく必要があります。 

○ キャリア教育支援センターが派遣する「よのなか先生」の積極的な活用と「１４歳のよのなか挑

戦」のサポート体制の拡充に努めるとともに、児童・生徒が自分の将来について積極的に見識を

深め、学習意欲の向上につながる実効性のある教育課程や学習の在り方の再構築を図る必要があ

ります。 

○ 外国語指導助手の活用をはじめ、外国語の学習の意欲向上につながる実践事例等の共有や研究を

推進し、児童・生徒の意欲や関心を高める必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 児童生徒の確かな学力の定着を図るため、教員の資質向上に係る取組を推進し、授業力向上を図

るとともに、個別最適な学習を行うため、タブレット端末等を効果的に活用します。 

○ 学校運営協議会における協議題の設定を工夫したり、学校運営協議会委員の研修を開催したりす

るなどして、委員の意識の醸成を図るとともに、実効性の在り方について浸透を図ります。 

○ キャリア教育支援センターを中心に、学校、地域、企業、行政が連携・協力してキャリア教育を

推進し、子どもの職業観や郷土愛の育成に努めます。 

○ 外国語指導助手を引き続き配置し、多様な文化の理解とグローバル化に対応ができる外国語教育

を継続的に推進します。 

○ 小・中学校の適正配置に向けた取組を市民の意向を踏まえながら、計画的に推進します。 

 

 

具体的施策 ③ 特別支援教育の充実 

主な取組 

○ 教職員の特別支援教育に係る指導力の向上を図るため、エリアサポート体制を活用して特別支援

コーディネーターを対象とした研修を行いました。また、各小・中学校に特別支援教育支援員を

配置し、児童生徒の個性や特性に応じた支援を行いました。 

○ 就学前から小学校まで、児童生徒や保護者の意向に十分に配慮した支援の充実を図るため、関係

機関と連携し、幼保小合同研修会の開催や参観交流を行いました。 

 

○ 通級指導教室「チャレンジ教室ひなた」を開設し、発達に課題などが見られる就学前児童に対し、
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生活上の困難の改善・克服を図るため、個別に指導を行いました。 

○ 障がいのある児童生徒が、円滑に学校生活を送ることができるように、関係機関と連携し、教育

と福祉の連携や乳幼児期から学齢期に至る切れ目のない支援の在り方について協議を行い、支援

体制の構築に向けて共通理解を図りました。 

現状と課題 

○ 特別支援学級や通級指導教室に在籍する児童生徒の増加に加え、障がいに配慮した適切な指導が

求められており、教職員全体の特別支援教育に対する資質向上と、支援の必要な児童生徒をサポ

ートする特別支援教育支援員の充実を図る必要があります。 

○ 通常の学級と特別支援学級の児童生徒が、交流や連携しながら一緒に学ぶインクルーシブ教育の

重要性について、児童生徒をはじめ、保護者や教職員の理解の促進を図るとともに、取組を充実

していく必要があります。 

○ 小学校就学時に必要となる支援や配慮が行き届くよう、市が取り組む就学支援相談や幼保小連携

事業など保護者等への周知をさらに深めていく必要があります。 

○ 学校と専門機関が一体となり、学校が福祉に関する理解を深めるための研修を充実させていく必

要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 特別支援教育支援員の体制の充実を図るとともに、支援の必要な児童生徒及び保護者の教育的ニ

ーズに対応するため、教職員の特別支援教育に対する研修機会の充実や情報提供に努めていきま

す。 

○ インクルーシブ教育について、児童生徒や保護者の理解を図るため、安心して学べる分かりやす

い教育環境の整備に取り組みます。 

○ 就学相談体制の充実に努め、就学支援や特別支援教育に対する理解の促進を図るともに、幼保小

の連携を強化し、幼少期から学齢期への円滑な接続に取り組みます。 

 

 

具体的施策 ④ 高校や大学等との連携強化 

主な取組 

○ 産学官や地域が連携し市内高校の魅力を高めることにより、学力や技術を向上させ、社会人、職

業人として貢献できる人材を育成するため、市内の県立高校に「高校魅力向上支援事業補助金」

を交付しました。日向高等学校は課題型学習を、日向工業高等学校は「魅力ある高等学校づくり

事業」を、富島高等学校は「デザインスキル講習会・視察研修と講習会」などを実施し、各校の

特徴を生かして魅力向上に資する取組を行いました。 

○ 放送大学の学生募集については、市報でも募集を行っているほか、定期的に県内各市町村、各市

町村教育委員会に対しても広報の協力依頼を行いました。また、放送大学主催の講演会や学園祭

など、市民が身近に放送大学の取組に触れることができる機会についても積極的に広報活動を行

いました。 

○ 放送大学に入学した市民に対して入学料の 2 分の 1 を補助しています。また、放送大学宮崎学習

センター振興協議会が行う宮崎学習センターの支援事業について助成しました。 

○ 日向市育英奨学金貸付制度及び金融機関と提携した貸付金制度により、経済的な理由で修学が困

難な学生への支援を行いました。日向市育英奨学金貸付制度については、令和 3 年度は大学生 2

人、令和 4 年度は高校生 5 人と大学生 5 人、令和 5 年度は高校生 1 人と大学生 5 人へ新規に貸付

けを開始しました。金融機関と連携した貸付金制度については、令和 3 年度は 2 人、令和 4 年度

は 3 人、令和 5 年度は 5 人へ貸付けを行いました。 

現状と課題 

○ 宮崎県の中学卒業者が、1989 年 3 月の 20,092 人から、近年では約 10,000 人となり、ピーク時

の約半数に減少しています。また、少子化に加え、全県一学区制や学費無償化により、市外の高

校へ進学する生徒も多く、市内の高校にとっては今後も厳しい状況が見込まれることから、県教

育委員会や関係市町村と連携して、地域の生徒が地域の高校へより多く進学できるよう継続した

魅力向上の取組が必要です。 
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○ 放送大学宮崎学習センター振興協議会が放送大学の体験入学の助成事業を実施し 10 人以上の体

験者がいるものの、体験入学後に放送大学入学に至る方が少ないため、入学に結びつけるための

対策が必要です。 

○ 放送大学の学生数は、令和 3 年度以降、減少傾向にあります。学生数を増やす工夫が必要です。 

○ 本市奨学金制度及び金融機関と提携した貸付金制度について、必要とされている方々へ情報が行

き届くようにホームページ等を活用した周知に努めています。 

○ 本市奨学金制度は貸与型のため、定められた期間内での返還が必要不可欠ですが、コロナ禍によ

る償還猶予の申請があったり、生活困窮などの理由から償還が遅れたりすることもあり、滞納さ

れる方々それぞれへの丁寧な対応が課題となっています。 

今後の方向性 継続 

○ 引き続き、市内県立高等学校の特徴を生かした取組を支援することを通して各校の魅力を高めな

がら、県教育委員会や近隣市町村等とも連携を図り、今後の地域社会を担うための核となる人材

の育成を目指します。 

○ 放送大学宮崎学習センター振興協議会と協力しながら、積極的に広報活動を行い、受講生の確保

に努めます。 

○ 本市奨学金制度は、これを必要とする方々の経済的負担軽減を図り、その方々の償還が次の世代

の支援につながることで成り立っています。今後も制度の趣旨の周知と啓発に努めながら、適切

な運用を図っていきます。 
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施策１－２ 魅力ある教育体制や環境の充実 

目指す姿 
安全で安心な教育環境の中で、健康でたくましく「生きる力」を身に付けた子どもの

育成を目指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

不登校児童生徒が学校に復帰した

割合 
％ 26.8  23.1  24.4  未確定 29.1  

小児生活習慣病予防健診で要管

理・要観察・要指導と判定された

児童生徒の割合 

％ 16.0  16.9  18.6  20.3 15.2  

小学生の歯科治療率（年度末時点） ％ 90.7  82.6  75.2  76.0 93.0  

学校給食食材に占める地産地消率

の割合（年間） 
％ 61.4  59.4  58.2  52.6 64.0  

総  括 

○ 小児生活習慣病予防健診で要管理・要観察・要指導と判定された児童生徒の割合は、基準値よ

りも増えており、食事・運動・睡眠などの基本的な生活習慣の乱れが要因と考えられます。 

○ コロナ禍以降、歯科医院への受診控えが続いており、虫歯の治療率は年々下がってきていま

す。令和５年度はやや改善されたものの、目標値には届いていない状況です。 

○ 学校給食食材における地産地消率の減少については、令和 5 年度から学校給食の公会計化の導

入により、単価の高い日向市産の食材使用が減少したことが要因と考えられます。日向市産の

食材使用については、単価を見ながら引き続き多種の品目の使用に取り組む必要があります。 

 

 

具体的施策 ① 児童生徒の相談支援体制の充実 

主な取組 

○ 各学校において「魅力ある学校づくりに係るアンケート」を実施し、課題分析に基づいた学習指

導をはじめ、生徒指導など児童生徒の困り感を解消するため、具体的な手立てを講じました。 

○ 増加傾向にある不登校の児童生徒に対応するため、スクールソーシャルワーカーを２人体制に増

員し、児童生徒や保護者との教育相談をはじめ、必要に応じて福祉機関などと連携しながら生活

環境の改善を図るなど、これまで以上にきめ細かな対応に取り組みました。 

○ 不登校児童生徒の学びの場や居場所として適応指導教室「ひまわりラウンジ」を設置し、個に応

じた学びを保障するとともに、在籍校の授業の様子を録画した映像の視聴やオンラインでの授業

参加など、ＩＣＴの有効活用を図りました。 

現状と課題 

○ 不登校の児童生徒は増加傾向が続いており、その要因も多様化、複雑化しているため、スクール

ソーシャルワーカーをはじめ、スクールカウンセラーなど、支援体制を強化していく必要があり

ます。 

○ 子どもの居場所づくりとして適応指導教室｢ひまわりラウンジ｣や学校内の教室の活用を図ってい

ますが、学校以外の関係機関とも連携を図り、学校復帰だけでなく、社会的自立も視野に入れた

支援の在り方や居場所づくりに取り組む必要があります。 

○ 近年、ＳＮＳなど生徒指導上のトラブルが増加傾向となっており、情報リテラシーの向上をはじ

め、規則正しい生活習慣の確立等に取り組む必要があります。 

 

今後の方向性 継続 

○ 不登校の未然防止を図るため、学期ごとに実施する意識調査を生かして魅力ある学校づくりにつ

なげるとともに教育環境の充実に努めます。 

○ 不登校児童生徒の学校復帰や社会的自立を促す支援を行うため、適応指導教室｢ひまわりラウン
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ジ｣の充実を図るとともに、学校をはじめ、民間や関係機関と連携して｢居場所づくり｣の取組を進

めていきます。 

○ スクールソーシャルワーカーをはじめ、スクールカウンセラーや福祉機関などと連携し、児童生

徒の状況に応じたきめ細かな教育相談の実施や相談しやすい体制づくりに取り組むなど、対応の

充実に努めます。 

○ 学校における働き方改革を推進し、教職員が児童生徒と向き合うことのできる組織体制の構築を

図ります。 

 

 

具体的施策 ② 児童生徒の健康づくりの推進 

主な取組 

○ 各種の学校健診を適正に実施し、結果に基づき適切な指導や受診勧奨を行うことにより、疾病の

早期発見・早期治療につなげるとともに、児童生徒の健康の保持増進に努めました。 

○ 学校保健安全法に基づいて学校歯科医と連携し、歯科検診及び歯科保健指導に取り組んでいます。

むし歯や口腔内の治療が必要な児童生徒については、早期治療の勧奨を行い、むし歯予防に向け

た食生活の見直しや、歯みがき指導に積極的に取り組みました。                                                                                

○ 学校において、食に関する指導を年間計画に位置付け、児童生徒の食育推進のため、栄養教諭と

連携した授業を展開しています。 

○ 各学校で、「弁当の日」を年に１～３回実施しています。 

現状と課題 

○ 基本的な生活習慣の乱れにより、児童生徒の心と体の健康問題が生じている状況があり、今後も

健康診断の結果を踏まえながら、保健指導の取組を充実させていく必要があります。 

○ コロナ禍以降、歯科医院への受診控えが続いており、有病者率が高い状況にあります。学校では

早期の治療を積極的に勧めていますが、今後も継続して治療勧奨に努め、治療率を上げていく必

要があります。 

○ 「弁当の日」を実施していますが、自己管理能力を高めるという観点から、児童生徒の発達段階

や家庭の状況に応じた実施方法について充実させていく必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 児童生徒の心と体の健康問題を改善するため、今後も適正な学校健診の実施、事後指導の充実を

図り、児童生徒が心身の健康を保持増進するための実践力の育成に努めます。 

○ むし歯や口腔疾患予防の保健指導の充実を図るとともに、むし歯治療が必要な児童生徒に対して

歯科医療機関への受診勧奨について、さらに工夫して取り組む必要があります。 

○ 自己管理能力を高めるための「弁当の日」を実施します。 

○ 食に関する指導の目標を達成するため、全ての小・中学校に栄養教諭を派遣し、食に関する授業

に取り組みます。 
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具体的施策 ③ 学校給食の充実 

主な取組 

○ 令和３年度は、学校や関係部署と協議を重ねるとともに、公会計化の先進地を視察し、取組の方

向性について整理しました。令和４年度は、ＰＴＡ協議会理事会、学校教職員及び学校給食物資

納入業者への説明会を実施するとともに日向市学校給食費に関する条例及び同施行規則を制定し

ました。また、学校給食費管理システムを導入して学校給食費の徴収管理業務の効率化を図り、

円滑に公会計化への移行を完了しました。令和５年度は、公会計化を開始し、学校や関係部署と

連絡調整を図りながら、保護者への継続的かつ丁寧な対応に努め、学校給食費の徴収率を向上さ

せるとともに、安価で栄養価のある食材の調達に努めました。 

○ 令和３年度２学期から食物アレルギー対応を見直し、保護者、学校、委託業者との連携を更に密

にしながら安全安心な学校給食の提供に努めました。 

○ 安全安心な学校給食を安定的に提供するため、危機管理マニュアルや感染症対策マニュアルなど

を随時見直し、委託業者と情報共有を図りながら、異物混入や食中毒への対策を強化しました。 

○ 施設設備の長寿命化を図るため、令和３年度に設備機器等の年次更新計画を作成し、令和４年度

から新規拡充事業として取り組みました。 

○ 年次更新計画に基づき、下記設備の機器整備を行いました。 

○ ガスバルクタンク、ボイラーなどの附帯設備についても、年次計画に基づいた保守点検を行い、

適切な運用を行いました。 

○ 令和３年度に椀や皿を従来のメラミン製から、軽量で汚れが付着しにくいＰＥＮ製に全て更新し

ました。 

○ 令和４年度から令和７年度まで食缶について、順次、樹脂製よりも強度の高いステンレス製に更

新しています。 

○ 令和４年度、令和５年度の２か年で配膳盆を従来のアルミ製から、軽量な樹脂製に全て更新しま

した。 

現状と課題 

○ 食物アレルギーの原因物質を複数持つ児童生徒が増加する中、誤食や誤配を発生させない体制づ

くりの強化を図るため、学校との情報共有を適時行う必要があります。 

○ 学校給食費の徴収率を上げて財源を確保し、安定的に食材を確保する必要があります。 

○ 保護者への各種連絡をデジタル化することで業務の効率化を図る必要があります。 

○ 安全安心な学校給食を安定的に提供するため、食材や 理器具等の日常点検、施設設備の定期的な

点検及び調理員の健康管理を行い、異物混入や食中毒の発生を未然に防ぐ必要があります。 

○ 厨房設備や調理機器が経年劣化により修繕が必要な箇所が増えているため、更新計画を見直す必

要があります。 

○ はし、スプーン、フォーク、杓子等についても経年劣化が見られるため、随時更新していく必要

があります。 

今後の方向性 継続 

○ 食物アレルギー対応の手引を適時見直し、分かりやすいマニュアル作成に取り組みます。 

○ 学校給食費の徴収率向上を図ります。 

○ 保護者への各種連絡のデジタル化に取り組みます。 

○ 設備については、メーカー診断を受けながら、更新計画の見直しを図ります。 

○ はし、スプーン、フォーク、杓子等の計画的な更新を図ります。 

○ 学校給食費の適正な徴収・管理に努め、安価で栄養価のある安全安心な食材を調達します。 

○ 学校、委託業者、関係部署と連携を図り、円滑かつ効率的な学校給食の運営に取り組みます。 
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具体的施策 ④ 安全で安心な教育環境の充実 

主な取組 

○ 経年による老朽化に加え、耐震基準を満たしていない状況にあった細島小学校において、公民館

との複合施設として改築事業を実施しました。また、建設地が津波浸水想定区域に位置している

ため、２階から道路へ直接避難可能な避難ブリッジを設置しました。 

○ 職員室・体育館について、照明の LED 化を行い、光熱費の削減を行いました。 

○ 経年劣化により不具合が生じていた東郷学園のプールについて改修工事を実施しました。 

○ 老朽化したエアコンについて、更新工事を実施しました。（大王谷学園初等部、塩見小学校、富島

中学校等） 

○ 防犯対策として防犯カメラを設置しました。（富島中学校、財光寺中学校） 

現状と課題 

○ 現在、学校施設長寿命化計画に基づいて、事業を進めていますが、学校の適正規模・適正配置を

検討している段階であることから、将来の学校規模の縮小も配慮しながら進めていく必要があり、

計画が確定するまでは大規模改修に着手できない状態にあります。 

今後の方向性 継続 

○ 学校の再編計画（適正規模・適正配置）の基本方針が決定するまでは、大規模改修には着手せず、

必要な箇所に部分補修を実施していきます。 
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施策１－３ 地域が一体となった青少年の育成 

目指す姿 
家庭、学校、地域が連携し、青少年を守り育むことにより、青少年が生き生きと成長 

できる環境づくりを目指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

子どもの夢サポート事業申請件数

（年間） 
件 12  7  8  19 17  

青少年指導員による指導件数（年

間） 
件 10  1  2  4 8  

総  括 

○ 子どもの夢サポート事業については、応募用紙や配布方法を変更したことにより、令和５年度

は前年度の倍以上に申請者が増えました。 

○ コロナ禍の影響で活動ができず実績値が低いですが、青少年指導員の確保も難しい状態にある

ため、指導員の負担を考慮しながら活動を行っていく必要があります。 

 

 

具体的施策 ① 青少年教育の充実 

主な取組 

○ 地域教育力活性化推進事業については、農業体験等を通じて地域の大人と子どもが一緒になって

活動することで世代間交流ができました。交流機会が増えることにより、「地域で子どもを育て

る」という意識付けにもつながりました。 

（地域教育力活性化事業実施団体数 R3 年度 5 団体、R4 年度 8 団体、R5 年度 7 団体） 

○ 放課後子ども教室については、地域住民の参画を得て、子どもたちの見守り、また、勉強だけで

なく季節の行事や工作づくり等を行いました。郷土芸能に取組んでいる子ども教室もあり、ふる

さとを愛する心を子どもたちに芽生えさせることができました。 

（放課後子ども教室登録児童数 R3 年度 221 人、R4 年度 202 人、R5 年度 178 人） 

○ 子どもの夢サポート事業については、毎年度中学生 3 人を選考し、夢の実現に向かってチャレン

ジする取組をサポートしました。応募した生徒については、選考会でのプレゼンテーションを通

して自らの夢を見つめ直す機会となり、また、選考された生徒については、取組を通して自らチ

ャレンジしていく姿勢が感じられ、生徒自身の大きな成長につながりました。 

（子どもの夢サポート事業応募者数 R3 年度 7 人、R4 年度 8 人、R5 年度 19 人） 

現状と課題 

○ 地域教育力活性化推進事業においては、申請団体の固定化傾向が見られるため、新規の申請団体

を増やすための周知方法の検討が必要です。 

○ 現在運営している放課後子ども教室は、6 教室です。教室によっては、活動内容の固定化やサポ

ーターの高齢化が進んでいる教室があります。 

○ 子どもの夢サポート事業においては、応募者数が増加傾向にあります。今後も、応募者数の増加

につながるよう、事業の周知方法を検討していきます。 

今後の方向性 継続 

○ 地域教育力活性化推進事業においては、新規の申請団体を増やすために周知方法について検討し

ます。 

○ 放課後子ども教室においては、活動内容が固定化しないよう、必要に応じてサポーターに助言し

ます。また、事業の周知により、サポーターの確保に取り組みます。 

○ 放課後に子どもが安全・安心に過ごすための居場所を確保するため、「放課後児童クラブ」の所管

課と情報共有するなど連携を図ります。 

○ 子どもの夢サポート事業においては、周知方法や応募方法を工夫することで、多くの中学生が将

来の夢やその夢の実現に向けて考える機会となるようにします。 
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具体的施策 ② 青少年の健全育成 

主な取組 

○ 青少年指導員による巡回活動は、これまで巡回していたイベントが中止になるなどコロナ禍の影

響を受けたものはありましたが、定期的な地区内の巡回などが非行の抑止力になりました。 

・青少年指導員数 R3 年度 79 人、R4 年度 71 人、R5 年度 71 人 

・青色パトロール車登録台数 R3 年度 16 台、R4 年度 15 台、R5 年度 16 台 

○ 青少年相談室で受けた相談において、相談内容に応じて様々な機関へ取り次ぎました。中でも、

不登校などの相談を受けた場合には、日向市適応指導教室「ひまわりラウンジ」との連携を図り、

相談体制が充実しました。 

・青少年相談室相談件数 R3 年度 7 件、R4 年度 25 件、R5 年度 30 件  

○ 青少年相談室のチラシの配布回数を増やし、周知を図りました。令和 5 年度は、「はたちの集い」

においてもチラシを配布し周知を図りました。 

現状と課題 

○ 青少年指導員については、基本的に各地区から１人を推薦してもらうようにしていますが、人材

を確保できずに欠員になっているところもあるので、担い手の育成が課題です。 

○ 潜在的に相談先を求めている青少年やその家族はまだ存在していると考えられるため、相談しや

すい環境を作ることが必要です。 

今後の方向性 継続 

○ 青少年指導員による巡回活動を引き続き実施し、青少年による非行の未然防止に努めます。 

○ 関係機関との連携を密にし、相談体制のネットワークづくりを行います。また、相談しやすい環

境作りに努めます。 
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施策１－４ 社会教育の推進 

目指す姿 
市民がそれぞれの経験や知識を生かし、生きがいや充実感を感じながら社会教育活動

に参加することを目指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

生涯学習人材バンク「日向きらめ

き人」の利用回数（年間） 
回 53  25  33  31 60  

主催講座の参加者数（年間） 人 3,539  2,916  3,028  3,222 3,350  

総  括 

○ 生涯学習人材バンクの利用回数は、コロナ禍により一時期減少していましたが、令和４年度か

ら 30 回前後で推移しています。 

○ 主催講座の参加者数は、コロナ禍により一時期減少していましたが、少しずつ増加していま

す。 

 

 

具体的施策 ① 生涯学習環境の充実 

主な取組 

○ 生涯学習だよりは、毎年度定期的に発行しました。公民館講座の参加者の多くは、生涯学習だよ

りを見て応募されており市民のニーズは高いと言えます。 

○ 生涯学習人材バンク「きらめき人」に登録している人を公民館の主催講座や家庭教育学級、高齢

者学級等の講師として依頼したケースがありました。 

令和 5 年度末現在の生涯学習人材バンク「きらめき人」90 人 

○ 市政出前講座については、家庭教育学級や高齢者学級等の開設説明会の時に説明を行っているほ

か市のホームページにも掲載し、利用しやすい環境づくりを行いました。 

令和 5 年度市政出前講座利用回数・参加人数 644 回・32,935 人 

現状と課題 

○ 生涯学習だよりは、各区公民館を通して各家庭に配布するほか公立公民館等で自由に持ち帰るよ

うにしたり、市ホームページに掲載したりなどして、市民の方々への周知を図っていますが、よ

り多くの方が「生涯学習だより」の情報を得ることができるように周知の方法について工夫する

ことが必要です。併せて、申込み方法についても検討する必要があります。 

○ 生涯学習人材バンク「きらめき人」の活用については、概ねできていると思われますが、現在人

材バンクに登録している方の情報更新が必要です。また、登録していただくためにも積極的な周

知が必要です。 

○ 市政出前講座については積極的に活用されていますが、より時代のニーズにあった講座内容を取

り入れていくことが必要です。 

今後の方向性 継続 

○ すべての方々に学びの機会について周知ができるよう取組んで行きます。 

○ 生涯学習人材バンク「日向きらめき人」の登録者数を増やせるよう積極的な周知を行います。 

○ 市政出前講座では、時代のニーズにあった講座内容を発信できるよう、関係各課との協議を行っ

ていきます。  
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具体的施策 ② 公民館活動の充実 

主な取組 

○ 社会情勢の変化と市民のニーズに合った魅力的な生涯学習講座を実施し、抽選になった人気講座

は再度開設しました。 

○ 地区公民館全体（７公民館）では、教養や料理教室などの主催講座を、Ｒ３年度に 355 回（受講

者数 2,916 人)、Ｒ４年度に 388 回（受講者数 3,028 人)、Ｒ５年度に 364 回（受講者数 3,222 人) 

開講しました。 

○ 緊急性や必要性を考慮しながら、計画的に各地区公民館の施設整備を行いました。 

○ 県公民館大会や九州地区公民館研究大会等に区長公民館長と一緒に参加（動画配信の視聴を含

む。）するなど、コロナ禍においても学びの機会の確保に努めました。 

○ 自治公民館の整備助成については、令和３年度は３区、令和４年度は４区、令和５年度は５区を

対象に実施しました。 

○ 一般コミュニティ助成事業を活用した自治公民館の備品整備助成については、令和３年度は１区、

令和４年度は２区、令和５年度は１区を対象に実施しました。 

現状と課題 

○ 地区公民館では、暮らしに役立つ講座を開催し、仲間づくりの場としても利用されていますが、

様々な方が参加しやすい講座の充実に取り組む必要があります。周知方法についても引き続き検

討する必要があります。 

○ 地区公民館の施設設備については、継続して計画的な設備更新や修繕を行う必要があります。 

○ 自治公民館の整備助成については、予算の制約もあるため、計画的に実施する必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 市民の皆さんが生涯現役でいられるように、市民ニーズに応じた生涯学習講座を計画するととも

に、障がいがあっても参加できる講座の実施方法について研究していきます。周知方法や申し込

み方法についても検討を行います。 

○ 地区公民館の計画的な整備更新と適切な施設の維持管理に努めます。 

○ 自治公民館の整備助成については、緊急性・必要性の高い自治公民館を優先して事業実施します。 

○ 一般コミュニティ助成事業についてはニーズ把握に努め、(一財)自治総合センターへの申請に際

しては市が定めた基準に従い適切に対応します。 

 

 

具体的施策 ③ 自主学級活動の充実 

主な取組 

○ それぞれの開設説明会において、講師の案内など生涯学習情報の提供を行いました。また、必須

講座を設定するなどして、自主学級における生涯学習計画のサポートをすることにより活動の充

実が図られました。 

自主学級数 R3 年度 19 学級、R4 年度 22 学級、R5 年度 25 学級 

○ コロナ禍で中止していた「家庭教育学級長会」を令和 5 年度から再開し、開催して良かった講座

や講座の運営で工夫した点など情報交換を行い、各学級の運営の充実を図りました。 

現状と課題 

○ 自主学級の開設については、全体の学級数では増加傾向にあるものの、 コロナ禍前の開設数には

大きく届いていません。活動内容がパターン化されている学級も見られます。 

○ 学級活動を通して仲間づくりや生きがいづくりに寄与している側面はあるものの、作品作りの活

動内容が多い傾向にあります。 

今後の方向性 継続 

○ 教室の構成員に応じた課題に対しての見解を深める探求学習の助言や様々な学習情報の提供、学

級数を増やす取組を推進していきます。 

  



47 

 

具体的施策 ④ 社会教育団体の育成 

主な取組 

○ 地域における生涯学習社会づくりのための基盤づくりを図るため、子ども会育成連絡協議会、Ｐ

ＴＡ協議会に対し、各団体が行う活動に対して助成を行いました。 

○ 子ども会育成連絡協議会に属しているジュニアリーダーについては、市内全中学校に案内したこ

とにより会員が増加しました。 

現状と課題 

○ 子ども会育成連絡協議会については、主体的な活動が夏休みに実施する「夏休みこども宿題相談

室」のみとなっているため、活動内容の充実が求められます。コロナ禍や会員減少により活動が

停滞していた同協議会内のジュニアリーダー活動については、定期的に会議が開催されるように

なりました。また、他の自治体のジュニアリーダーとの交流もできるようになり、活動が活発に

なりました。 

○ ＰＴＡ協議会については、コロナ禍において中止や規模縮小開催となっていた研究大会が通常開

催となり、会員同士の交流が図られ児童生徒の健全育成に取組む意識を向上させることができま

した。 

今後の方向性 継続 

○ 子ども会育成連絡協議会については、現在行っている「夏休みこども宿題相談室」だけでなく、

新たな事業実施に向けての助言や支援を行います。 

○ ＰＴＡ協議会については、活動を充実させていくために単位ＰＴＡとの連携の支援を行います。 
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施策１－５ 図書館サービスの充実 

目指す姿 市民が生涯学習の場として利用しやすい図書館を目指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

入館者数（１日当たり） 人 496  395  391  409 500  

貸出冊数（年間） 冊 227,043  169,813  189,787  193,057 246,000  

小学生が１か月間に読む読書

冊数（平均） 
冊 13.6 15.5 14.9 15.3 15.0 

中学生が１か月間に読む読書

冊数（平均） 
冊 3.9 5.3 4.4 4.4 4.2 

総  括 

○ 図書館の入館者数及び貸出冊数は、基準値よりも減少していますが、年々増加傾向にあります。 

○ 学校図書館司書を活用した学校図書館の環境整備を充実させることで、児童生徒の読書への関

心の高まりが見られました。 

 

 

具体的施策 ① 図書館機能の充実 

主な取組 

○ 年間図書等受入数は令和２年度 10,691 冊、令和３年度 8,570 冊、令和４年度 7,774 冊あり、市民

のリクエストにも対応しながら、資料の収集・整備に努めました。また、要綱を整備し、雑誌や

登録除外の寄贈図書だけでなく除籍本も利用者へ譲渡できるようになりました。 

○ レファレンスによる学習活動支援や郷土史、若山牧水に関する蔵書の充実を図るとともに、フリ

ーWi-Fi の提供により利便性の向上を図りました。 

○ 令和４年度から貸出カードに有効期限を設け、利用者情報の適正化を図りました。 

○ 令和４年度から「雑誌スポンサー制度」を開始し、雑誌の寄贈者を募りました（令和４年度３者、

令和５年度４者）。 

○ 令和４年度に移動図書館車を購入し、図書館に来館することが困難な人などに図書を届けるサー

ビスを始めました。 

○ 令和５年度に図書館公式ＬＩＮＥを開設し、利用者の利便性向上と情報発信の充実を図りました。 

○ 複合的な機能を備えた図書館の整備に向けた調査研究のため、県外の先進地視察を行いました。 

現状と課題 

○ コロナ禍による臨時休館やイベントの中止、外出を控える行動要請等により、利用者数がかなり

落ち込みました。コロナ禍後の回復は見られるものの、いったん離れた利用者が戻っていない現

状があります。再び来館したいと思ってもらえる、魅力ある、利用しやすい図書館づくりの方策

を考える必要があります。 

○ 本館以外（公立公民館図書室、移動図書館）で図書貸出を利用できることを広く周知することが

が課題です。図書館公式ＬＩＮＥやホームページをはじめ様々な媒体を通じて情報を発信し、利

用者の増加と図書館の利用促進に努める必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ インターネットやＬＩＮＥによる図書の検索・予約等の利用方法を今後さらにＰＲし、利用しや

すい図書館づくりに取り組みます。 

○ 施設の老朽化が見られますが、新図書館の整備計画を見据えながら施設のメンテナンスを行いま

す。 
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具体的施策 ② 読書活動の推進 

主な取組 

○ 地区公民館図書室に週１回訪問し、地域住民の予約図書、リクエストに対応するとともに、図書

室の更なる利用促進に向けた企画（ひみつの本、本の貸出し福袋）を行いました。  

○ 図書館内や学校等でおはなし会を実施し、子どもたちが絵本や読書に親しむ機会を提供しました。 

○ 幼児期からの絵本を介した触れ合いと読書習慣の定着に向けて、関係課や団体等の連携により、

健診時に絵本の配布を行うブックスタート（７ヶ月児）、ブックスタートプラス（１才６ヶ月児）、

ブックスタートツープラス（３歳６ヶ月児）事業を展開しました。 

○ 図書館ボランティア「友の会」と連携して読み聞かせやイベントを開催するとともに、新たな図

書館ボランティアを育成するため、ボランティア養成講座を開催しました。 

○ 図書館を活用した「読書サロン」や「推し本座談会」の開催を支援し、新たな利用者の開拓に努

めました。 

○ 学校図書館司書を７人配置し、学校図書館の機能充実を図りました。 

現状と課題 

○ ブックスタート事業によって読書習慣の定着や読み聞かせのきっかけづくりに務めていますが、

図書館への来館や貸出冊数の増加につながるような仕組み作りも必要です。 

○ 図書館ボランティア「友の会」の会員の固定化や減少に伴い、読み聞かせ活動を支える人材の確

保が課題となっています。新規会員増のための取組を行う必要があります。 

○ 図書館の利用者を増やし利用促進につなげるためには、従来からのイベント実施において対象者

や目的、情勢に沿った内容の検討が必要です。 

今後の方向性 継続 

○ おはなし会を、新たな保育園や幼稚園に拡大します。 

○ 図書館ボランティア「友の会」の会員増に向けて、ボランティア養成講座を充実させ、ボランテ

ィア活動の支援を行います。 
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施策１－６ 地域文化の保存・継承・活用 

目指す姿 
市民が芸術文化に親しみ、地域の歴史や文化、先人に誇りを持って地域伝統文化を次

世代へ継承することを目指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

文化施設の利用者数（年間） 人 87,458 30,714  56,925  72,269 82,600  

文化財施設の利用者数（年間） 人 18,413 4,420  12,480  15,725 16,500  

牧水顕彰事業参加者数及び文

学館入館者数（年間） 
人 4,979 2,246  3,702  4,552 4,800 

総  括 

○ 文化施設の利用者数は、コロナ禍に伴い一時大きく減少しましたが、徐々に文化活動が再開されはじ 

め、回復傾向にあります。しかし、芸術文化活動への参加者数は伸び悩んでおり、担い手の高齢化も

進んでいるため、若い世代が関心を持つような取組が求められています。 

○ 文化財施設の利用者数はコロナ禍で大きく減少していましたが、美々津伝建地区では「おひなさん祭

り」などのイベント活動や美々津まちなみセンターでのワンコインサービスなど、指定管理者による

地域活性化の努力もあって、入館者数が順調に回復してきています。 

○ 牧水顕彰事業参加者数は目標値に近い水準まで回復しました。中でも「牧水・短歌甲子園」の参加申

込みは過去最多を更新し、全国規模の大会として定着してきています。しかし、市民全体の興味関心

は依然として低い現状があるため、今後は市民の方にどうアプローチしていくかが課題です。 

○ 東郷地区文化センターは、費用対効果の観点から施設の維持管理費用が抑制されてきたため、利用者

数の減少が顕著となっています。 

 

 

具体的施策 ① 芸術文化活動の推進 

主な取組 

○ 令和 3 年度にはコロナ感染症拡大のため延期されていた国民文化祭・障害者芸術文化祭が開催さ

れ、本市でも実行委員会を組織し分野別フェスティバル 8 事業を開催しました。市内外から多く

の来場者があり、本市芸術・文化の素晴らしさを感じてもらえる機会となりました。 

○ 日向市美術展覧会は、令和 4 年度に後継者育成を図る観点から新たに学生部門を設けたほか、令

和 5 年度には来場者による投票で決まるギャラリー賞を新設し、鑑賞者の能動的な参加を促すこ

とができました。今後も無鑑査の方を含めた出品者の創作意欲が高まることが期待できます。 

○ 日向市総合文化祭の令和 5 年度の参加団体数は、コロナ禍前の水準まで戻り、日向市文化連盟を

中心とする市内文化団体の活発な活動が再開しています。 

○ 日向市文化交流センターは施設の老朽化が進み、設備の不具合箇所が多く発生しています。指定

管理者との情報共有を密にして、利用者の安全性を第一に考え、緊急性の高い工事を優先的に行

いました。 

○ 日向市文化振興計画の策定に向け、文化振興等に関する市民ニーズを調査するアンケートを実施

しました。 

現状と課題 

○ 芸術文化の担い手の高齢化が進んでいるため、後継者育成の観点から若い世代に関心を持っても

らえるような取組が必要です。 

○ 日向市美術展覧会の出展者を増やすために、早い段階から広報周知に力を入れる必要があります。

また、展覧会会期中に魅力あるイベントを開催するなどして来場者を増やす取組が必要です。 

○ 日向市総合文化祭の観覧者層が固定化し、観覧者数が伸び悩んでいることから、日向市文化連盟

と協議してより効果的な開催方法について検討していく必要があります。 

○ 文化施設の老朽化が進行しており、修繕費が年々増加しています。設備の不具合などの緊急時に

対応できる体制を強化する必要があります。 
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今後の方向性 拡充 

○ 市民の芸術文化に対する意識の向上を図るために、市民ニーズを把握して、ニーズに対応した取

組が求められます。 

○ 文化施設の長寿命化を図るために専門的分野から施設の調査を行い、実態に即した効果的・効率

的な維持管理計画の更新について検討を進めていきます。 

○ 日向文化振興計画を策定し、芸術文化の振興と地域伝統文化の継承を図ります。 

 

 

具体的施策 ② 文化財等の保存・継承・活用 

主な取組 

○ 「日本刀の制作技術」が県の無形文化財に指定され、周知に努めました。 

○ 「九州ウミガメサミット」を本市で開催し、アカウミガメの保護と環境保全の啓発活動に努めま

した。 

○ 国指定名勝「妙国寺庭園」の山門を修理し、保護に努めました。 

○ 「日向市の文化財」改訂版を製本し普及に努めました。 

○ 美々津重伝建地区では立磐神社を修理し、歴史的な町並みの復元に努めました。（特定物件の大規

模修理進捗率：約８６％） 

○ 開発事業に伴って「向原第三遺跡群・前ノ原遺跡・柳田遺跡」の発掘調査を行い、報告書を作成

しました。 

現状と課題 

○ 重要な文化財については、調査・研究を行い、その重要性に応じて国・県・市の指定化を目指し

ています。 

○ 民俗芸能など無形の文化財では人口減少や後継者不足によって活動が休止したものがあり、その

対策が必要です。 

○ 美々津重伝建地区では、地域の活性化や空き家など後継者の不足が課題となっています。 

○ 文化財施設では、コロナ禍で減少していた入館者数が回復傾向にあり、満足度の増加を図りたい

ところです。 

○ 有形文化財では、耐震補強など災害への対策や被災した場合のレスキュー体制の構築が必要です。 

今後の方向性 継続 

○ 現在、文化財等の多くは、後継者不足や伝承の断絶によって、急速な消滅の危機にあります。先

人達が残し伝えてくれた貴重な遺産を未来に引き継いでいくためには、文化財としての再確認や

既に埋もれてしまった文化財の掘り起こしなど地道で継続的な活動が必要です。文化財行政では、

これまでどおり今後も文化財等の適切な維持・管理、調査・研究、教育・普及に努めていきます。 

 

 

具体的施策 ③ 地域の先人の顕彰と活用 

主な取組 

○ 「青の國若山牧水短歌大会」「牧水祭」「牧水・短歌甲子園」など、毎年開催している顕彰事業に

ついて、報道機関等への細やかな情報提供や積極的な働きかけを行い、市内外へイベントを広く

ＰＲしました。 

○ ３年ぶりに現地開催した令和４年度の「牧水・短歌甲子園」は、特集番組が全国放送されるなど

メディアの注目を浴び、牧水の生誕地日向市を全国へ発信することができました。また、著名な

審査員の方々に大会の魅力を様々な広報媒体で発信していただいたことにより、申込み学校数、

チーム数とも年々、過去最多を更新しています。 

○ 令和４年度から牧水顕彰行事が集中する８月から９月までの約１ヶ月間を「牧水月間」と位置づ

けて、「牧水かるた大会」や「ヒュー!日向 ヒュー!短歌」プロモーション事業など、他課と連携

を図りながら横断的に顕彰事業に取り組みました。 

○ 若山牧水記念文学館においては、コロナ感染症の行動制限の影響を受け来館者が減りましたが、

定期的に新規収蔵品の公開や様々な企画展を開催するなどして集客に努めました。 
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現状と課題 

○ 若い世代を中心にＳＮＳを通じた「短歌ブーム」が起こっていると言われる昨今、「牧水・短歌甲

子園」は、確実に全国規模の大会として認知されてきています。大会には市外の方が多く観覧に

来られる一方、市内の来場者層は固定化しており、市民全体の興味関心は依然として低い現状が

あります。短歌に興味を持っていない市内外の方にどうアプローチしていくかが課題です。 

○ 若山牧水記念文学館は、平成１７年の開館以来、来館者の減少傾向が続いています。市民の方が

気軽に来館できる取組、リピーターを増やす魅力ある企画展や事業を展開する必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 市の貴重な文化的財産として若山牧水の功績を顕彰し「牧水のふるさと日向市」の情報発信と「短

歌県みやざき」「短歌のまちひゅうが」の浸透に向けて、短歌愛好者の増加を図るための取組を推

進していきます。 

○ 日向若山牧水顕彰会と連携を図りながら、生誕や没後の節目に行う周年事業などを展開し、全国

にアピールします。 

○ 髙森文夫などの市ゆかりの文化人について、各顕彰団体が行っている顕彰活動への支援や先人の

功績について積極的な情報発信を行います。 

○ 若山牧水記念文学館は、牧水顕彰の拠点施設として展示や企画展の充実、情報発信を積極的に行

うとともに、周辺観光施設の牧水公園と連携しながら利用促進を図ります。 
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施策１－７ スポーツ活動の推進と環境づくり 

目指す姿 
幅広い世代の市民が、スポーツに親しむことができる環境を整備するとともに、競技

団体との連携を図り競技力の向上を目指します 。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

市主催のスポーツ教室等の参加者

数（年間） 
人 856  329  683   872 920  

九州大会以上の大会への出場奨励

金の交付件数（年間） 
件 75  38  63  93 72  

スポーツ施設の利用者数（年間） 人 233,817  148,235  187,608  198,470 234,000  

総  括 

○ スポーツ教室の参加者数は、コロナ禍により教室の休止を余儀なくされたことから一時大きく減少

しましたが、感染対策を図りながら再開した令和３年度からは、目標値には及ばないものの順調に

回復してきています。 

○ 大会出場奨励金については、コロナ禍により各種大会が中止されたことから、交付件数が減少して

いましたが、上位大会も再開されたことで、スポーツ部門だけでなく文化部門の申請も増えてきて

おり、目標を大きく上回りました。 

○ コロナ禍により減少していたスポーツ施設の利用者数については、回復傾向にはありますが、お倉

ヶ浜総合公園野球場の改修工事などの影響から、目標値には到達していません。 

 

 

具体的施策 ① 生涯スポーツの推進 

主な取組 

○ コロナ禍により休止していたスポーツ教室については、令和３年度からは感染対策を徹底しなが

ら再開することができました。 

（Ｒ３：２３教室・３２９人、Ｒ４：４３教室・６８３人、Ｒ５：４７教室８７２人 

○ 令和５年度からは、若年層のスポーツ教室への参加者増を図るため、電子申請での申込み受付を

導入しました。また、今後の事業に生かすため、スポーツ教室の参加者に対しアンケート調査を

行いました。 

○ スポーツ推進委員については、令和５年度に新たに３人の委員が加わり、１６人で各スポーツ教

室での指導や障がいを持つ人たちへのスポーツの普及、福祉部主管の「ふれあいフェスタ」への

協力など、他課との連携も含め、より充実した活動を行うことができました。また、各スポーツ

研修会はもちろんのこと、ゲートキーパー養成研修にも参加するなど、心身ともに市民の健康を

支援できるようスキルアップを図ることができました。 

○ コロナ禍により中止が続いていた「日向ひょっとこマラソン大会」を令和４年度に４年ぶりに開

催し、令和５年度には第 30 回記念大会として開催することができました。 

【今回（Ｒ５）：９５２人、前回（Ｒ４）：１，０２６人、前々回（Ｈ３０）：１，５１５人】 

現状と課題 

○ 参加者の少ないスポーツ教室もあるため、アンケート結果を参考にしながら開催内容や周知方法

等を見直す必要があります。 

○ スポーツ推進委員の高齢化が進んでいるため、更なる人材確保が必要です。 

○ 障がいを持つ人もそうでない人も、一緒にスポーツを楽しめるよう、他課との連携を図りながら

事業を実施する必要があります。 

○ 同様の大会が同時期に集中し、参加者が減少している「日向ひょっとこマラソン大会」について、

内容等の見直しが必要です。 

 

今後の方向性 継続 
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○ スポーツ推進委員の更なるスキルアップを図るため、研修会等に積極的に参加できるよう支援し

ます。 

○ スポーツ教室については、アンケート等で市民ニーズを把握し、内容や時間帯等を見直すととも

に、周知方法を検討するなど、参加者の増加に向けた取組を行います。 

○ 総合型地域スポーツクラブの活動場所の確保、人材育成などの支援に努めます。 

○ バリアフリースポーツについての研究や普及に努めます。 

 

 

具体的施策 ② 競技スポーツの推進 

主な取組 

○ 競技力向上のための講演会・講習会を、令和３年度及び４年度は感染症対策に配慮してリモート

方式を併用した形で、令和５年度については対面開催で、毎年実施しました。 

○ スポーツ競技力向上のため、競技団体が主催するスポーツイベント等に補助を行ったり、各種競

技団体等への支援に努めました。 

・みやざき県民総合スポーツ祭選手派遣補助金（Ｒ３：６競技・３３７人、Ｒ４：２８競技・６

５４人、Ｒ５：２８競技・６５６人） 

・日向市カップ九州ジュニアサッカー宮崎県大会（Ｒ３：８９チーム・１，４７７人、Ｒ４：９

３チーム・１，７９６人、Ｒ５：９３チーム・１，４２９人） 

・日向市文化スポーツ振興基金（Ｒ３：３８大会・２６４人、Ｒ４：６３大会・４２０人、Ｒ５：

９３大会・５７１人） 

○ スポーツ少年団の指導者や中学・高校の部活動顧問、競技団体との連携を図ることを目的に毎年

「アスリートサポート講演会」を開催し、アスリートに必要な身体づくりや成長期の子どもたち

の身体を守るために必要な栄養やストレッチ方法など幅広いテーマについて学ぶ機会を提供しま

した。 

○ 令和９年開催予定の第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会に向けて、競

技団体や関係団体等の代表者による日向市準備委員会を設立し、市民の機運の醸成を高めるとと

もに市民の総力を結集して大会を成功に導くための取組を実施しました。 

現状と課題 

○ 少子高齢化の影響で競技人口が減少傾向にあるため、競技力向上には優れた指導者の存在が不可

欠です。今後もアンケート等でニーズ把握に努めながら指導力のレベルアップにつなげていく必

要があります。 

○ 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会において、現有施設の状態では大会運営に支障をき

たすところもあるため、競技団体と連携を図りながら適切な整備を図る必要があります。 

○ また、大会運営やボランティアの育成等の情報が不足しているため、国県や先催自治体等からの

情報収集に努め、市民や本市を訪れる皆さんに喜んでいただけるような大会にしていく必要があ

ります。 

今後の方向性 拡充 

○ スポーツ協会やスポーツ少年団、各競技団体等と連携を図り、指導者の学びの場を提供するとと

もに、各大会への支援、奨励金の交付などを行うことによりスポーツ活動の推進及び競技力の向

上につなげていきます。 

○ 競技団体や関係団体等との連携を図りながら、大会の成功に向けた運営方法の研究やボランティ

アの育成などを進め、市民をはじめ本市を訪れる皆さんに喜んでいただけるような国民スポーツ

大会・全国障害者スポーツ大会の開催を目指します。また、大会を契機として市民同士が連携し、

つながりや結びつきを強めることによって地域力の向上につなげる取組を推進します。 
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具体的施策 ③ スポーツ施設の整備と活用 

主な取組 

○ お倉ヶ浜総合公園テニスコート、お倉ヶ浜総合公園屋内運動場、日向市体育センターについて照

明の LED 化を行い、光熱費の削減を行いました。 

○ 経年劣化による雨漏り等不具合が生じていた大王谷運動公園弓道場について、改修工事を実施し、

安全・安心・快適な施設の利用環境を確保しました。 

○ 経年劣化による雨漏り等が発生しているお倉ヶ浜総合公園屋内運動場において、屋根改修設計を

実施しました。 

○ 「日向市総合体育館整備基本構想」で示した総合体育館整備についての基本的な方針を継承し、

今後の事業化に向け、諸機能、規模、事業手法などの基本的な内容を示す「日向市総合体育館整

備基本計画」を策定しました。 

○ 総合体育館整備において、設計・施工事業者の選定にあたり、専門的見地からの検討に加え、公

平性・透明性を確保するため、外部有識者等による「日向市総合体育館整備事業者審査委員会」

を設置し、公告内容や評価基準等の策定及び事業者の選定を行いました。 

○ 設計・施工事業者については、公募型プロポーザル方式により、最優秀提案事業者を決定し、令

和５年第４回日向市議会定例会において、本契約の議案が議決され、契約締結となりました。 

○ 国民スポーツ大会の競技会場となるお倉ヶ浜総合公園野球場において、「お倉ヶ浜総合公園野球場

改修設計業務委託」により基本設計及び実施設計を行い、改修工事に着手しました。 

現状と課題 

○ お倉ヶ浜総合公園、大王谷運動公園の各施設については、前回の宮崎国体開催時に建築してから

４０年以上が経過しており、大規模な改修は未実施施設がほとんどであることから、修繕費の増

大のリスク及び施設の使用禁止のリスクがあります。 

○ 総合体育館の基本設計を行っています。 

○ 総合体育館整備について、市民の皆さんへ引き続き丁寧な説明に努めるために、様々な媒体を通

じて情報発信を行うとともに、企業版ふるさと納税やネーミングライツ等を活用し、一般財源の

負担軽減に努めていく必要があります。 

今後の方向性 拡充 

○ スポーツ施設については、令和９年に本県で開催される第８１回国民スポーツ大会・第２６回全

国障害者スポーツ大会の競技会場となっているお倉ヶ浜総合公園内の施設等を年次的に改修しま

す。 

○ 総合体育館については、市民の皆さんへの丁寧な説明に努めるとともに、安心して気軽に利用で

き、広く親しまれる魅力的な施設として令和８年１０月供用開始に向けて整備を進めます。 
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施策１－８ 人権・平和の尊重 

目指す姿 
年齢、障がい、国籍などにかかわらず、市民一人ひとりの人権が尊重され、誰もが個

性や能力を発揮できる多様性を受け入れた公正で平和な社会を目指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

人権に関する講演会などへの参加

者数（年間）※基準値は H30 年度 
人 490※ 180  340  273 540  

平和に関する講演会などへの参加

者数（年間） 
人 751 379  203  525 800  

総  括 

○ 人権に関する講演会などへの参加者数は、オンライン方式で開催した令和 3（2021）年度より

対面式に戻した令和 4(2022)年度は増加したものの、令和５(2023)年度は若い世代の集客が進ま

ず、減少しています。 

○ 被爆体験講話や家族証言講話は、毎年、中学校２校を対象に実施しているため、学校の規模に

より実績値が変動しますが、被爆者やその家族から直接、原爆の恐ろしさや戦争の悲惨な状況

等を聴くことにより、平和の尊さについて学びを深めることができました。 

 

 

具体的施策 ① 人権・同和教育の推進 

主な取組 

○ 日向市人権・同和教育研究大会は、コロナ禍により令和３年度、令和４年度は縮小開催（参加者 

565人）、令和５年度は通常開催（参加者 675人）し、教育関係者をはじめ、行政職員、企業及び

多くの市民を対象に、人権・同和教育、啓発の取組や実践報告を行い、人権問題の解決に向けて

理解と認識を深めました。 

○ 日向市学校人権・同和教育推進協議会を組織し、全ての教職員が人権・同和問題の実態把握と授

業実践に活用できる資料等を共有化するため、授業実践報告会や同和教育研修会に取り組みまし

た。 

○ 教育集会所を中心に、不当な差別に負けない、差別を許さない子どもの育成を目指し、学習会を

毎週開催しました。 

○ 平成 22年３月に策定した「日向市人権教育・啓発推進方針」について、社会情勢の変化等を踏ま

え、令和４年５月に改定しました。 

現状と課題 

○ これまでの同和教育の取組により、同和問題に対する市民の理解は深まってきていますが、部落

差別をはじめとする様々な人権問題はまだ解決しておらず、引き続き、｢部落差別解消推進法｣を

はじめ、｢日向市全ての人の人権が尊重されるまちづくり条例｣の理解を促進するとともに、取組

の充実を図っていく必要があります。 

○ 多様化する人権課題について対応していくため、日向市人権同和教育研究大会の開催方法など、

さらに充実を図っていく必要があります。 

○ 人権・同和教育の拠点となる教育集会所における学習を通じて、人権意識の醸成ができるよう、

関係団体と連携し、活動の充実に取り組む必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 日向市学校人権・同和教育推進協議会や日向市人権・同和教育研究大会の充実を図り、人権・同

和問題に対する教職員等の正しい理解の促進や市民の人権意識の高揚に取り組みます。 

○ 人権・同和教育の拠点となる教育集会所の活動を積極的に支援し、差別に負けない心を育みます。 

○  ｢日向市全ての人の人権が尊重されるまちづくり条例｣の浸透を図り、具体的に実現する取組を行

います。 

○ 「日向市人権教育・啓発推進方針改定版」に沿った事業の実施を行い、人権教育・啓発の積極的
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な展開を図ります。 

 

 

具体的施策 ② 人権・同和行政の推進 

主な取組 

○ 平成 22 年３月に策定した「日向市人権教育・啓発推進方針」について、社会情勢の変化等を踏ま

え、令和４年５月に改定しました。 

○ コロナ禍においても啓発の機会を確保するため、令和３年度はオンラインを活用した研修や市民

講演会を実施しましたが、令和４年度以降は対面式に戻し、研修や講演会を実施しました。 

○ 性的少数者の支援策の一環としてパートナーシップ宣誓制度を令和４年６月１日に開始し、庁舎

ライトアップ等により市民への周知を図りました。 

○ 令和５年度の日向市人権・同和教育研究大会・分科会において新型コロナウイルス感染症に関わ

る誹謗中傷等の人権侵害を振り返り、感染症と人権について学びました。 

○ 人権・同和行政の窓口一本化を目的に、令和５年度から人権擁護委員に関する業務が地域コミュ

ニティ課に移管し、人権擁護委員の活動と連携を図りながら啓発を行う体制を整備しました。 

現状と課題 

○ 部落問題をはじめとする様々な人権問題の解決のためには、より多くの市民に「日向市全ての人

の人権が尊重されるまちづくり条例」（平成 30（2018）年施行）の理念を広め、市民への啓発活

動や効果的な取組を推進する必要があります。 

○ 令和 2（2020）年度に実施した「市民アンケート調査」では、市民の人権意識の向上が十分に図

られていない項目もあります。また、人権講演会等に関し、「参加したことがない」「知らなかっ

た」という市民の割合も高い状況です。  

○ 市民向け講演会については、参加者数の伸び悩みや参加者層の固定化が課題となっています。幅

広い年代・職域の市民へ参加を広げるため、企画や情報発信の工夫が必要です。 

○ 周知・啓発を広げていくため、企業への啓発の強化や日向市 人権・同和問題啓発推進協議会の啓

発事業の充実及び加入促進が重要です。 

○ 市民向けの各種講座や人権・同和問題講演会等において、身元調査問題、本人通知制度 について

周知を図っていくことが重要です。 

今後の方向性 継続 

○ 令和 4(2022)年度に実施した「多様性を認め合う社会に関する市民アンケート」の結果を踏まえ、

ダイバーシティ推進事業を展開します。 

○ 性的少数者の支援策であるパートナーシップ宣誓制度について市民への浸透を図るとともに、啓

発パネルを作成し、様々な場面で理解促進に努めます。 

○ あらゆる差別について、インターネットやＳＮＳ上での誹謗中傷や偏見に惑わされないために、

正しい情報を発信し、差別や偏見を生まない社会づくりに努めます。 

○  ｢日向市全ての人の人権が尊重されるまちづくり条例｣の浸透を図り、具体的に実現する取組を行

います。 

○ 「日向市人権教育・啓発推進方針改定版」に沿った事業の実施を行い、人権教育・啓発の積極的

な展開を図ります。 
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具体的施策 ③ 平和教育の推進と啓発活動 

主な取組 

○ 被爆体験講話・家族証言講話 

令和３年度はオンラインによる被爆体験講話を中学校１校で初開催したほか、令和４年度は従前

の被爆体験講話を２校で開催。令和５年度は被爆者家族による家族証言講話を中学校２校で初め

て開催するなど、次代を担う子どもたちに戦争の悲惨さや平和の尊さを伝える機会を継続して提

供することができました。 

○ 青少年ピースフォーラム（長崎市への中学生派遣） 

コロナ禍により、令和３・４年度については、青少年ピースフォーラムへの参加は見送りました。

令和５年度は、４年ぶりに市内中学生７人を長崎に派遣し、平和祈念館や戦争遺跡等の見学、全

国から集まった同世代の人や高校・大学生のピースボランティアとの交流学習等を通じて、戦争

の実相や平和の大切さについて学習を深めることができました。  

○ 原爆写真・パネル展 

毎年８月１日から８月１５日にかけて継続開催することで、幅広い年代層に平和の大切さを学ぶ

機会を創出することができました。来場者アンケートで寄せられた意見をもとに令和４年から展

示物の充実を図り、令和５年度は広島からもパネルを借用して展示しました。 

○ 中学生平和交流団（沖縄県派遣）  

コロナ禍により、令和３・４年度については、学童疎開で縁のある沖縄県の市町への中学生平和

交流団の派遣は見送りました。令和５年度は、５年ぶりに派遣を実施し、現地において、戦争遺

跡の見学や地元中学生とのグループワーク等を通して戦争の悲惨さや平和の尊さを肌で感じるこ

とができました。この研修について、各中学校へ帰り、在校生たちへ報告し、共有することでピ

ースメッセンジャーとしての役割を果たしました。 

現状と課題 

○ （公財）長崎平和推進協会から被爆体験者やそのご家族を招いて被爆体験（家族証言）講話を行

っていますが、被爆体験者の高齢化に伴い、長距離移動に伴う講師の身体的負担等が課題となっ

ています。また、近年は毎年２校ずつしか開催できないため、３年間で市内７中学校を一巡でき

ない（中学校在学中に１回も講話を聴くことができない）状況があります。 

○ 毎年、原爆写真・パネル展を開催し、展示内容の充実を図っていますが、更に来場者を増やす取

組を検討する必要があります。 

○ 年々戦争体験者は少なくなっていることから、語り部の方々を通して現地での戦争の悲惨な経験

等を見聞きすることやＤＶＤの視聴等代替方法によって伝えるなどの工夫・見直しをすることが

必要です。 

今後の方向性 継続 

○ 次代を担う子どもたちに戦争の悲惨さや平和の尊さを伝える機会を創出します。 

○ 原爆写真パネル展や被爆体験講話（家族証言講話）、平和交流事業など平和教育の充実に努めま

す。 

○ 関係団体と連携し、平和講演会などの啓発活動に努めます。 

○ 沖縄県は、大戦による悲惨な過去の遺跡や現在も繰り広げられる基地問題等、現地を訪れてこそ

平和について感じることがあることから、今後も沖縄県への派遣を継続し、戦争の歴史を風化さ

せることのないよう、平和を尊ぶ次世代育成に努めています。 
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施策１－９ 男女共同参画社会づくり 

目指す姿 
社会のあらゆる分野において、性別に関係なく、誰もが個性や能力を発揮できる社会

を目指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

男女共同参画に関する講座等の参

加者数（年間） 
人 384  226  393  740 500  

審議会等委員に占める女性の割合 ％ 24.1  21.2  24.3  24.4 40.0  

ＤＶ（デート DV 含む）防止講座、

啓発活動の実施回数（年間） 
回 4  5  5  6 6  

総  括 

○ 男女共同参画に関する講座等の参加者数は、コロナ禍前の日常を取り戻すにつれて増加傾向に

あります。令和５年度実績が伸びた要因は、女性の健康という関心の高いテーマで著名人講師

による講演会を開催したことによるものと考えられます。 

○ 審議会等委員に占める女性の割合は、基準値とほぼ同数であり、目標の達成が難しい状況で

す。委員が充て職の場合、該当する女性候補者が少ないことも要因の一つと考えられます。 

○ ＤＶ（デート DV 含む）防止講座、啓発活動の実施回数は、内容の充実も図りつつ、目標を達

成しました。 

 

 

具体的施策 ① 男女共同参画社会の実現に向けた基盤整備 

主な取組 

○ 市における男女共同参画の推進について、関係団体職員や市民から公募する委員で審議する「男

女共同参画推進審議会」を年２回以上開催し、施策内容の充実に取り組みました。 

○ 市の男女共同参画拠点施設の『さんぴあ』主催で、男女共同参画に関する各種講座や講演会を開

催しました。新型コロナウイルス感染拡大等の影響を受けながらも、少しずつ参加者数が伸びて

います。 

○ 『固定的な性別役割分担意識』や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）』の解消を図る

ため、市ホームページや広報ひゅうがへの記事掲載、ＦＭひゅうがでの情報発信、パネル展開催、

街頭啓発活動などを行いました。 

○ 市が行った人権に関する講座や研修の中で、男女の人権の尊重を題材に取り上げ、啓発推進に取

り組みました。 

現状と課題 

○ 男女共同参画社会づくりは、性別によらずお互いの考え方を取り入れながら取り組む必要があり

ますが、男女共同参画に関する講座などへの参加者は、女性が多い傾向にあります。男性にも関

心を持って参加してもらえるような企画が必要です。 

今後の方向性 継続 

○ 男女共同参画が私たちの生活にとても身近なものであることを、分かりやすく伝える広報・啓発

活動を行い、誰もが生きやすい社会づくりの促進に努めます。 
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具体的施策 ② あらゆる分野における女性の活躍 

主な取組 

○ ワーク・ライフ・バランスを可能とする環境の整備や女性活躍の推進を図るため、「女性活躍推進」

及び「仕事と育児の両立」に関する事業者アンケートや女性活躍推進セミナー、ワーク・ライフ・

バランス講演会を開催しました。 

○ 厚生労働省の認定制度である「えるぼし」や「くるみん」の取得を目指す企業等への奨励金、「一

般事業主行動計画」を策定する市内の事業者に対し、必要なアドバイスや情報提供を行う「女性

活躍推進アドバイザー」の派遣などを行いました。 

現状と課題 

○ 市内の企業等において、女性活躍推進に関する法律や制度についての理解が進んでおらず、女性

が働きやすい職場環境の構築、従業員の意識向上などが課題となっています。 

○ 令和６年１月に企業経営者等を対象としたワーク・ライフ・バランス講演会を開催しましたが、

参加者が少ない結果となりました。要因を分析し今後の啓発活動等につなげていく必要がありま

す。 

今後の方向性 継続 

○ ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、市民や事業者への周知・啓発活動のほか、事業者の

取組に対する支援などを行います。 

○ 本格的なデジタル社会を迎えており、今後は、女性デジタル人材の育成やリスキリングを支援し

ていく事業の実施に向けて検討を行います。 

 

 

具体的施策 ③ 安全・安心な暮らしの実現 

主な取組 

○ 市における男女共同参画の推進に関する計画（「第６次日向市男女共同参画プラン」）と合わせ、

「第３次日向市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画」を定めました。 

○ 「女性に対する暴力をなくす運動期間」に合わせて、市ホームページや広報ひゅうがへの記事掲

載、ＦＭひゅうがでの情報発信、パネル展開催、街頭啓発活動などを行ったほか、市の男女共同

参画拠点施設の『さんぴあ』に設置する相談室について周知しました。 

○ 相談員のスキルアップ等を目的に、相談対応を協議する会議を月１回開催したほか、市役所内外

での研修に参加し、知識や技術の習得に努めました。 

○ ＤＶ被害者に対し、関係部署・機関と連携し、安全確保のための情報提供、専門機関の紹介、自

立のための各種手続支援等を行いました。 

○ ＤＶ（デートＤＶ含む。）やセクシュアル・ハラスメント防止のため、市民、教職員、市職員対象

の講座や研修を実施したほか、学校での授業等を通して啓発を行いました。 

現状と課題 

○ ＤＶ（デートＤＶを含む。）被害は相談されにくい傾向にあるため、相談窓口や各種支援制度等の

周知、被害をなくすための啓発などに一層力を入れる必要があります。 

○ ＤＶ被害者への支援は適切かつ迅速に行うことが重要なため、必要な知識や技術を共有するなど、

常に関係機関などと連携する必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ ＤＶ被害相談件数は増加傾向にあり、被害を相談しにくい傾向にあることを考えると今後も増え

ると見込まれるため、相談しやすい体制づくりを強化します。 
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施策１－１０ 国際化への対応と国際交流の推進 

目指す姿 
市民が外国人への理解を深め、共に認め合い、地域で協力しながら暮らしているまち

を目指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

国際交流事業への参加者数（年間） 人 227  129  211  382 260  

多文化共生社会構築のための行事

数 
事業 ― 6  8  10 5  

総  括 

○ 国際交流事業への参加者数は、これまでは目標値を下回っていましたが、令和５(2023)年度

は、コロナ禍前の状況に戻りました。 

○ 多文化共生社会構築のための行事数は目標値を達成しており、特に、令和４(2022)年度は、市

行事に加え、(公財)宮崎県国際交流協会が本市で開催した地域にほんご教室に協力して取り組

むことができました。 

 

 

具体的施策 ① 国際感覚豊かな人材の育成 

主な取組 

○ 国際交流員による幼稚園や保育園訪問などの国際交流活動を行いました。 

○ 外国語指導助手７人及び外国語教育担当専任指導主事を配置し、小中学校の外国語科の学習をは

じめ、多様な文化に触れる機会の充実を図りました。 

○ 学術研究及び教育に関する協力推進の協定を結んでいる海外の小学校と児童の相互派遣交流を行

い、豊かな国際感覚の醸成と英会話など実践的コミュニケーション能力の育成を図りました。 

現状と課題 

○ 国際交流員による幼稚園や保育園等への訪問活動が本格的に再開しており、各施設からの要望に

応じた活動内容を計画する必要があります。 

○ 小学校１年生から外国語教育に取り組んでおり、成長の段階に応じた授業力の向上を図っていく

必要があります。 

○ グローバル化に適応できる人材の育成をはじめ、｢多文化共生の意識の醸成｣「英語によるコミュ

ニケーション」能力の育成には、外国語指導助手の活用が効果的である現行の指導体制を維持し

ていく必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 国際交流員による国際交流活動を継続し、市民の異文化理解及び国際感覚の醸成を図ります。 

○ 外国語指導助手を効果的に活用し、外国語科の授業や活動の充実に努め、グローバル化に対応で

きる国際感覚豊かな子どもの育成を図ります。 

○ 各学校の外国語教育担当や外国語指導助手の合同研修会や支援体制の充実を図り、外国語に興味

を持てる授業力の向上に取り組みます。 

 

 

具体的施策 ② 国際交流の推進 

主な取組 

○ 国際交流員による市民向け英会話教室を行いました。 

○ 日向市国際交流まちづくり推進協議会では、令和３(2021)年度はコロナ禍でも取り組める屋外イ

ベントやオンラインイベントなど、令和４(2022)年度は協議会 30 周年記念イベントなど、令和５

(2023)年度は BBQ（バーベキュー）イベントなどを実施し、外国人との交流や外国文化に触れる

機会をつくることができました。 
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○ 「地域と市民活動フェスタ～オール日向祭～」において、令和４(2022)年度は市民活動団体の料

理イベントの支援、令和５(2023)年度はパネル展示と英会話ブース設置を行うなど、国際交流員

を主体に市民活動団体との相互協力・交流を図りました。 

○ 国際交流ボランティアについては、市として取り組むことができませんでしたが、(公財)宮崎県国

際交流協会が本市で開催した地域にほんご教室の支援を行いました。 

○ 令和３(2021)年に潍坊市との友好都市締結 35 周年を迎えたことから、友好親善交流を促進し、市

民福祉の増進、世界の平和と安定に寄与するため、同年７月にウェブ方式で「覚書」の締結式を

行い、本市６人、潍坊市７人の出席のほか、在青島日本国総領事や山東省関係者も参加しました。 

○ 新型コロナウイルスが感染拡大する中、令和３(2021)年８月に潍坊市から本市への防疫支援とし

て保護服 1,500 セットとマスク 30,000 枚が寄贈され、市内高齢者福祉施設へ配布しました。 

○ 令和４(2022)年９月に開催された日中国交正常化 50 周年記念レセプション（在青島日本国総領事

館主催）や 2022 中国国際孔子文化祭・第 8 回尼山世界文明フォーラムで、本市の観光ＰＲ動画

が上映されました。 

○ 令和５(2023)年２月には、山東国際友好都市写真展に日向市から市民公募写真を出展し、同年 10

月には、本市を紹介する濰坊市民向けのパンフレットが作成されました。 

○ 令和 5(2023)年 10 月に開催された、第９回日中韓産業博覧会 2023 日中韓産業協力発展フォー

ラムで日向市長のビデオメッセージが上映されました。 

○ ホストタウン事業については、トーゴ共和国のスポーツ大臣や選手団とオンラインを活用して交

流を図ったほか、市民の皆さんにもオンラインによる選手応援や千羽鶴の提供などで協力いただ

き、相互交流の機運を高めることができました。 

現状と課題 

○ 市民向け英会話教室は、上半期と下半期に、それぞれ初級２クラス、上級１クラスを行っており、

参加人数は増加傾向にあります。 

○ 日向市国際交流まちづくり推進協議会の主催イベントは、協議会での協議・検討のもと計画的に

実施する必要があります。イベントの周知等は、広報ひゅうがや市ホームページ等のほか、令和

４(2022)年度からはインスタグラムを活用しています。 

○ 在住外国人が増加しており、国際交流活動に協力的な団体や市民とのつながりの中から相互協力

できる体制づくりを進めていく必要があります。 

○ 日中関係の悪化やコロナ禍の影響等により相互交流の機会が減少しており、友好都市に対する市

民の関心が低下しています。また、政治体制、自治体規模の違い等から、市民レベルの交流を展

開することが難しい状況があります。 

今後の方向性 継続 

○ 国際交流員による市民向け英会話教室を継続し、市民の異文化理解及び国際感覚の醸成を図りま

す。 

○ 日向市国際交流まちづくり推進協議会のもと、世界各国の文化等を紹介するイベントをはじめ、

在住外国人と市民がお互いに交流を深めるイベントを開催しながら、多文化共生社会に向けた取

組を進めます。 

○ (公財)宮崎県国際交流協会との連携のほか、国際交流活動等に取り組む市民活動団体や市民との

関係構築により、相互協力できる体制づくりを進めます。 

○ 令和８(2026)年２月に潍坊市と友好都市締結 40 周年を迎えることから、記念式典や交流事業等に

ついての検討を行います。 
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具体的施策 ③ 外国人が安心して暮らせる環境の整備 

主な取組 

○ 市ホームページの英語版市政情報において、新型コロナウイルスに関する情報を発信したほか、

防災に関する情報の一部見直しを行うなど、外国人が必要な情報を分かりやすく入手できるよう

改善を図りました。 

○ 「やさしい日本語」の普及啓発に向けて、令和３(2021)年度から市職員向け「やさしい日本語」

講座を実施しています。 

○ 令和３(2021)年度及び令和４(2022)年度に、外国人労働者及び外国人を雇用している企業担当者

向けに多文化共生アンケートを実施し、外国人 141 人、企業９社から協力をいただきました。 

○ (公財)宮崎県国際交流協会主催の地域にほんご教室が、本市で令和３(2021)年度に１回、令和４

(2022)年度に３回開催され、会場選定、参加者募集及び開催当日の支援を行いました。 

○ 地域にほんご教室のうち２回は、外国人が多く在住している美々津地区を対象として自治公民館

や美々津中学校体育館で開催し、在住外国人が参加しやすい環境づくりに努めました。 

○ 在住外国人向けの防災イベントとして令和３(2021)年度及び令和５(2023)年度に、日向市国際交

流まちづくり推進協議会主催で「防災＆観光バスツアー」を開催しました。 

現状と課題 

○ 市ホームページにおける外国人向けの情報については、英語版市政情報のほか、「やさしい日本

語」を活用するなど、引き続き外国人が必要な情報を分かりやすく入手できるようにする必要が

あります。 

○ 「やさしい日本語」については、企業向けに講座開催するなど、普及啓発を図る必要があります。 

○ 在住外国人の支援については、令和３(2021)年度及び令和４(2022)年度に実施した多文化共生ア

ンケートから見えてきた課題に対してその解決に向けた取組を実施する必要があります。 

○ 日向市国際交流まちづくり推進協議会でも在住外国人の支援につながるイベントを企画・検討す

るほか、(公財)宮崎県国際交流協会の事業活用も検討します。 

今後の方向性 継続 

○ 市ホームページ等の外国人向けの情報発信において、「やさしい日本語」を活用するなど、外国人

が必要な情報を分かりやすく入手できるように努めます。 

○ 「やさしい日本語」講座の一般開催など、在住外国人支援の新たな取組を検討・実施します。 

○ 日向市国際交流まちづくり推進協議会において、在住外国人支援という視点からもイベントを企

画・立案します。 

○ (公財)宮崎県国際交流協会や市民活動団体と連携し、多文化共生社会に向けて在住外国人が安心

して生活できる環境づくりに取り組みます。 
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基本目標２ 健康福祉 
第２次日向市総合計画・後期基本計画書市民が共に支え合い、

自立した生活を送る健康長寿のまち 
 

 

施策 具体的な施策 

2-1 安心して子どもを生み育て

られる環境づくり 

① 妊娠・出産環境の充実 

② 乳幼児の健康・育児に対する支援の充実 

③ 子育て支援制度の充実 

④ 子育てと仕事の両立支援 

⑤ 家庭・地域の子育て力の充実 

⑥ ひとり親家庭への支援 

⑦ 要保護児童等に対する支援の充実 

2-2 健康に暮らせるまちづくり 
① 保健対策の充実 

② 医療体制の確保 

2-3 高齢者福祉の充実 

① 高齢者の社会参加と生きがいづくり 

② 地域で暮らし続けるための支援の充実  

③ 介護サービスの充実と持続可能な制度運営 

2-4 障がい福祉の充実 

① 権利擁護の推進  

② 地域生活の支援 

③ 社会参加の促進 

2-5 地域福祉の充実と生活支援 

① 地域福祉の推進 

② 生活支援と自立の促進 

③ 子どもの未来を応援する施策の推進 

2-6 社会保障制度の安定運営 

① 国民健康保険制度の適正な運営 

② 後期高齢者医療制度の適正な運営 

③ 国民年金制度の適正な運営 
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【基本目標２ 健康福祉】 

市民が共に支え合い、自立した生活を送る健康長寿のまち 

 

I.  全体達成度  主な指標合計：１９個 

施  策 
指標

数 

達成度 

★ 

（～25％未満） 

★★ 

（25％～50％） 

★★★ 

（51％～75％未満） 

★★★★ 

（75％以上） 

1 安心して子どもを生み育てられる環境づくり  4 1  1 2 

2 健康に暮らせるまちづくり  3 1   2 

3 高齢者福祉の充実 3 1  1 1 

4 障がい福祉の充実  3 1   2 

5 地域福祉の充実と生活支援  2 2    

6 社会保障制度の安定運営  4 1  1 2 

合  計 19 7 0 3 9 

 

 

II.  評価と課題 

1 安心して子どもを生み育てられる環境づくり 

平成 29(2017)年度より、日向市子育て世代包括支援センターを設置し、切れ目のない子育て支援

を行う「へルシースタート事業」に取り組みました。 

 また、令和５(2023)年３月に「子ども家庭総合支援拠点 ひなたの森」を開所し、子育て世代包括

支援センターや関係機関・支援団体と連携して、支援が必要な家庭に対して子育てに関する情報の

提供や見守り、養育環境に関する支援につなげました。 

また、段階的な放課後児童クラブの増設や幼児教育・保育の無償化、病児・病後児保育の利用料の

無償化など、子育て世帯の支援の充実に努めました。今後は、放課後児童クラブの更なる拡充や「こ

ども家庭センター」の設置などの課題に取り組む必要があります。 

2 健康に暮らせるまちづくり 

「各種がん検診受診率」は、目標値に達しておらず、がんの早期発見・早期治療向けて今後も受診

しやすい環境づくりに取り組むとともに、早期受診の必要性についての周知、啓発を継続して行う

必要があります。 

 平成 30 年に増加に転じた本市の自殺死亡率は、令和 2 年以降は減少傾向にありますが、不安や悩

みを一人で抱え込み追い詰められることのないよう、各種相談窓口の周知を図ることが必要です。 

また、引き続き二次救急病院に対する支援や地域医療に係る市民意識の醸成に取り組みました。

今後も、関係機関等と連携し医療人材の確保など地域医療を維持する取組が必要です。 

3 高齢者福祉の充実 

要介護（支援）認定者（第１号）の割合の横ばいの状態は、「いきいき百歳体操」や「いきいきサ

ロン」などの地域活動の広がりやその他介護予防事業の推進が影響していると考えられます。    

しかし、コロナ禍の期間、通いの場の中断を経て再開していますが、支援者の高齢化に伴う担い手不

足があります。 

一方、介護現場の人材不足も進行しています。高齢者が安心して必要なサービスを受けるために、

介護サービス事業者と連携し専門的な人材の確保や介護者の就労継続のための支援が必要です。 

4 障がい福祉の充実 

障がい者の権利擁護を図るため、日向市障がい者虐待防止研修会の開催や成年後見制度の利用に

ついて支援を行いました。また、障がいや障がいのある人の理解促進を図る「ふれあいフェスタ」を

開催しました。 
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今後も社会参加に関する事業を継続するとともに、障がいの特性に応じた支援体制の構築、専門

職員の育成に取り組む必要があります。 

5 地域福祉の充実と生活支援 

「地域共生社会の実現」に向けて、国の事業を活用し、多機関協働による包括的支援体制の構築、

自治会（区）ごとに地域福祉部の設置推進、住民が主体的に地域課題を把握し解決を試みる体制づく

りを進めました。また、地域福祉を推進するための組織化を図り、地域福祉活動に取り組むことを目

的に地域福祉サポーターを養成しました。 

被保護者に対して生活保護法にもとづく扶助を実施するとともに、就労支援、健康管理支援、重複

受診・処方等の適正指導等を実施し、生活保護の適正な実施に努めました。引き続き、生活保護の適

正実施に努めるとともに、生活支援が必要な市民の社会参加・自立を図る支援に取り組む必要があ

ります。 

6 社会保障制度の安定運営 

国民健康保険及び後期高齢者医療保険については、特定健康診査の受診率向上による重症化予防

やジェネリック医薬品利用を推進し医療費抑制に取り組むとともに保険税収納率の向上を図り、制

度の適正な運営や公平な負担と給付に努める必要があります。 

国民年金制度は、少子高齢化が進む中、老後の生活を支える社会保障の柱として、その重要性は高

まっており、市民の年金受給権を確保するための年金制度の周知・啓発活動を推進しました。今後も

制度に対する理解を深める取組が必要です。 

 

III.  総評 

 健康福祉は、19個の指標のうち、達成度が 25%以下のものが 7個、51％～75％未満のものが 3個、

75％以上のものが 9 個となりました。一部では、コロナ禍前の水準に数値が回復していない項目も

ありますが、概ね順調に推移しているものと評価しています。 

日向市子育て世代包括支援センターを拠点とした子育て支援対策や二次救急病院に対する支援、

地域における子どもの居場所づくりに取り組むとともに、多機関協働による包括的支援体制の構築

やジェネリック医薬品の普及啓発などが進められています。 

その一方で、障がい者の生活を支援する取組、放課後児童クラブの拡充や「こども家庭センター」

の設置、地域医療体制の確保、がん検診や特定健診等の受診率向上、介護サービス事業者との連携に

よる専門人材の確保、介護者の就労継続のための支援など、市民がより安心して生活ができるまち

づくりに取り組む必要があります。 
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施策２－１ 安心して子どもを生み育てられる環境づくり 

目指す姿 
子どもの最善の利益を実現するために、家庭、地域、関係機関をはじめ、社会全体で

子育てを支援する体制づくりを目指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

産後ケア事業や家事支援における

満足度 
％ 87.9  90.6  100.0  97.1 98.0  

放課後児童クラブ利用定員数（年

度末時点） 
人 380  420  460  480 580  

特定教育・保育施設における利用

定員数（年度末時点） 
人 2,400  2,345  2,335  2,305 2,400  

児童虐待件数（年間） 件 38  39  75  96 30  

総  括 

○ 産後ケア事業終了後のアンケートでは、満足したと回答した方が 97.1％となっています。 

○ 放課後児童クラブについては、毎年度利用定員数を増やし 480 人となっています。 

○ 特定教育・保育施設における利用定員数は、利用園児数の減少により 2,305 人となっています。 

○ 児童虐待件数については、令和 4（2022）年度から「泣き声通告」、「面前 DV」に関する事案が

県児童相談所より送致されることとなったため、増加しています。 

 

 

具体的施策 ① 妊娠・出産環境の充実 

主な取り組み 

○ 日向市子育て世代包括支援センターにヘルシ－スタート業務員を配置し、妊娠期から子育て期に

わたるまでの切れ目のない支援を行いました。 

○ 産科医療機関や助産院との連携を図りながら､妊産婦健診や産後ケア事業を実施し、妊娠・出産・

育児の各状況に応じた支援を行いました。 

○  不妊の悩みを持つ夫婦や子どもを望む夫婦を支援するために､令和 5(2023）年４月から不妊検査

の一部助成を開始し、令和 5(2023)年度は７組の助成を行いました。 

○ 令和５(2023)年４月から伴走型「出産子育て応援事業」に取り組み、全ての妊婦・子育て家庭が

安心して、出産・子育てができるよう、妊娠届出時から出産、子育て期まで、保健師・看護師等

が一貫した相談に応じる伴走型の支援と給付金を支給する経済的支援を実施しました。 

現状と課題 

○ ヘルシ－スタート事業として妊娠・出産・育児について、切れ目のない支援を行うように努めて

おり、今後も関係機関と連携を図りながら、必要な方に適切な支援が受けられる体制づくりを確

立していくことが重要です。  

○ 産後うつ予防のための「産後ケア事業」（助産師等による「訪問型」「通所型」）の利用者が増加傾

向にあるため、更なる充実が必要です。 

今後の方向性 継続 

○ 妊娠・出産・育児についての切れ目のない支援を行い､医療、保健、福祉、教育の関係機関と連携

を図りながら、「ヘルシースタート事業」の充実を図ります。 

○ 産後ケア事業について、「訪問型」「通所型」に加えて、令和６(2024)年度から「宿泊型」を導入す

ることで、安心して子育てができるよう支援していきます。 

○ 不妊の悩みを持つ夫婦や子どもを望む夫婦を支援するために､不妊検査の一部助成を継続します。 

○ 伴走型「出産子育て応援事業」に取り組み、妊娠届出時から出産、子育て期まで、保健師・看護

師等が一貫した相談に応じる伴走型の支援と給付金を支給する経済的支援を実施していきます。 
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具体的施策 ② 乳幼児の健康・育児に対する支援の充実 

主な取り組み 

○ 発達障がいや発達に遅れがある乳幼児について「保育園等訪問事業」を実施し、市内全ての保育

園等を年 2 回訪問することで、関係機関と連携を図り早期発見・早期療育へとつなげていく体制

を整えました。 

○ 「自立支援協議会日向市地域課題検討会日向すくすくこども連絡会」を発足し、保育園や学校等

を含めた障がい児に関係する機関と、療育の観点から､子どもの成長段階に応じた支援について協

議を行いました。 

○ 保育園等での個別指導の充実を図るための研修会については開催していません。 

○ 2 歳未満の多胎児を養育している世帯にヘルパーを派遣し、家事援助・育児支援を行う多胎妊産

婦サポーター事業については、令和５(2023)年度は１組利用しました。 

現状と課題 

○ 「保育園等訪問事業」を通し、発達障がいや発達に遅れがある子どもについては、専門機関や専

門医療機関につなぐことで、早期療育を実現していくことが重要です。 

○ 療育を必要とする児童の理解を深めるため、教育・保育・福祉の関係機関で継続した協議を行い、

各機関同士の理解・認識を深めていくことが重要です。 

○ 多胎妊産婦サポーター事業については、対象者が限定されますが、子育て世代の負担軽減につな

がるため、周知を図る必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 「保育園等訪問事業」を実施し、発達障がいや発達に遅れがある子どもについて、早期療育につ

なげるために、専門機関や専門医療機関と連携を図っていきます。 

○ 療育を必要とする児童に対し、成長段階・環境に応じた支援体制の構築に努めます。 

○ 多胎妊産婦サポーター事業については、家事援助・育児支援を行うことで子育て世代の負担軽減

につながるため、対象となる世帯への周知を行っていきます。 

 

 

具体的施策 ③ 子育て支援制度の充実 

主な取り組み 

○ 令和元(2019)年 10 月から「幼児教育・保育の無償化」により、子育て家庭の経済的負担の軽減を

図りました。 

○ 令和 5(2023)年 10 月から「病児・病後児保育利用料無償化事業」を実施し、子育て世帯に対する

支援の充実を図りました。 

○ 養育不安の高まりや保護者のネグレクト等、一時的に養育が困難となった家庭の児童のショート

ステイ（子育て短期利用事業）について、令和３(2021)年度がのべ１３日、令和４(2022)年度がの

べ７日、令和５(2023)年度がのべ４０日の利用実績がありました。特に支援を必要とする世帯に

ついては、児童相談所と連携した相談支援を行いました。利用負担が課題となったケースはあり

ませんでした。 

○ 中学校卒業までの、子ども医療費助成制度を実施しました。 

○ 中学校終了前の児童を養育している保護者に対し児童手当を給付しました。 

現状と課題 

○ 令和６(2024)年４月の改正児童福祉法の施行に伴い、ショートステイ（子育て短期利用事業）が

新たな事業（子育て世帯訪問支援事業・児童育成支援拠点事業・親子関係形成支援事業）ととも

に家庭支援事業（任意事業）に位置づけられ、事業内容も親子入所等支援（親子の利用により養

育方法や関わり方について支援）や児童自身の希望にもとづく入所希望児童支援等が加わり、拡

充されます。これに伴い、令和６(2024)年度においては受け入れ先の児童福祉施設とも協議しな

がら、事業内容を見直していく必要があります。 

○ 子ども医療費については、適正な時期に適正な治療を受ける「適正受診」を呼びかける必要があ

ります。 

今後の方向性 拡充 
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○ 令和６(2024)年４月の改正児童福祉法の施行に伴い、ショートステイの事業内容を見直し、あわ

せて利用負担の在り方について検討します。 

○ 次世代を担う全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援として高校生年代まで児童手当を支

給します。 

○ 子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、子ども医療費の助成を行います。 

 

 

具体的施策 ④ 子育てと仕事の両立支援 

主な取り組み 

○ 民間施設等を利用し、放課後児童クラブを令和４(2022)年４月に１クラブ、令和５(2023)年７月

に１クラブ増設しました。 

○ 保護者の多様なニーズに対応するため、保育施設等における延長保育や一時預かり、病児・病後

児保育などを実施し、仕事と育児の両立ができるよう環境整備を図りました。 

現状と課題 

○ 各小学校に余裕教室が不足していることから、小学校以外の既存の施設を利用した形で、放課後

児童クラブの開設を図る必要があります。 

○ 障がいのある児童の放課後児童クラブへの受け入れを推進する必要があります。 

○ 保育士不足により運営に支障が生じている施設があります。また、保育士の業務負担が増加し、

離職する事例も生じており、安定した保育事業を継続できるよう、本市で働く保育士の確保に努

める必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ こども達が、放課後を安全・安心に過ごすことができる場を確保するため、放課後児童クラブの

安定的な運営を図ります。 

○ 保育士等の離職防止対策として引き続き、職員研修の実施、施設型給付による処遇改善等加算の

給付などを実施するとともに、パンフレットの作成等を行い、保育士の人材確保に努めます。 

 

 

具体的施策 ⑤ 家庭・地域の子育て力の充実 

主な取り組み 

○ 地域子育て支援拠点施設については、日向・地域子育て支援センターにおいて体験保育や育児相

談を、つどいの広場で子育て中の親子の交流の場の提供や育児相談を実施しました。コロナ禍に

より、一時中止や参加者数の制限があり、のべ利用者数は令和元(2019)年度の２箇所計 16,272 人

に対し、令和２(2020)年度は 7,508 人と大きく減少し、令和３(2021)年度は 9,172 人、令和４(2022)

年度は 8,623 人と横ばいで推移しています。令和５(2023)年度は９月末現在で 6,807 人となって

おり、回復基調に至っています。 

○ 令和４(2022)年度に日向・地域子育て支援センターが移転改築となり、令和５(2023)年２月から

新施設での供用を開始しました。 

○ 児童館については、乳幼児から高校生までの幅広い年齢層の触れ合いや異年齢交流の遊びの拠点

として各種イベント等の充実を図りました。２館の延利用人数は、令和元(2019)年度 23,135 人に

対し、令和２(2020)年度はコロナ禍による利用制限等を行ったため、14,724 人と大きく減少し、

その後も令和３(2021)年度は 13,438 人、令和４(2022)年度は 13,949 人と横ばいで推移していま

す。 

現状と課題 

○ コロナ禍や日向・地域子育て支援センターの移転改築もあり、「出張ひろば」の検討には至ってい

ませんが、施設利用は回復基調にあり、コロナ後をふまえ、改めて「出張ひろば」等、地域子育

て支援拠点事業の充実を検討していく必要があります。 

○ コロナ禍によって減少した利用人数の回復を図るため、児童館のホームページや SNS 等 Web 上

で、分かりやすい情報発信を行うことが必要です。 

今後の方向性 継続 
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○ 地域子育て支援拠点事業の拡充を図るため、「出張ひろば」の開催等を検討します。 

○ 児童館の①拠点性、②多機能性、③地域性の３つの特性を生かし、利用しやすい児童館の運営に

努めます。 

 

 

具体的施策 ⑥ ひとり親家庭への支援 

主な取り組み 

○ 母子家庭等の様々な悩みについて相談相手となり、問題解決や生活の安定へ向けた必要な助言や

指導を行う相談業務の充実を図りました。 

○ ひとり親家庭の自立支援のため、児童を監護する母、監護しかつ生計を同じくする父、養育して

いる養育者に対し児童扶養手当を給付しました。 

○ 母子及び父子家庭の親と児童に対し医療費の一部助成を行い、経済的負担の軽減を図りました。 

現状と課題 

○ ひとり親への経済的支援や自立促進のために、各種支援制度の周知を図る必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ ひとり親家庭に対する相談体制を充実します。 

○ 児童扶養手当やひとり親家庭などへの医療費助成など各種支援制度の周知を図ります。 

○ ひとり親家庭の親が経済的に自立し、安定した生活を確保するため、資格取得を含めた就業支援

を充実します。 

 

 

具体的施策 ⑦ 要保護児童等に対する支援の充実 

主な取り組み 

○ 妊娠届時の面談時に不安や課題を有し、継続した支援を要する妊婦に対し、出産に向けた環境整

備や出産後の子育ての支援を行いました。 

○ 令和４(2022)年度の児童虐待の新規受理件数は令和３(2021)年度比で約９０％の増加となってい

ます。増加の主な要因は、県児童相談所から市町村への「泣き声通告」「面前ＤＶ事案」のケース

送致が、４(2022)年度より運用開始されたことによります。令和５(2023)年度も令和４(2022)年度

同様の状況で推移しています。虐待相談については、家庭への面接指導や県児童相談所等と連携

した対応を行い、再発の防止や養育環境の支援に取り組んでいます。 

○ 日向市要保護児童対策地域協議会において、実務者会議中学校校区部会を中心に、要保護児童等

への支援の連携を推進しています。 

○ 令和３(2021)年度より、支援対象児童等見守り強化事業を開始し、子ども食堂実施団体に委託し

て、要保護児童等の世帯への宅食や子ども食堂への参加促し等を通した見守りを行っています。 

○ 児童虐待防止推進月間(１１月)に、市庁舎内の啓発コーナー設置や啓発ポスター等の教育機関・児

童福祉機関・医療機関等への配布に取り組みました。関係機関とともに取り組む啓発活動として

令和３(2021)年度および４(2022)年度は「オレンジリボンメッセージリレー in みやざき」を、令

和５(2023)年度は「オレンジリボンたすきリレー in みやざき」を実施し、市民へ児童虐待防止を

呼びかけました。 

○ 令和４(2022)年度に保護者向け啓発パンフレット「ひなたこそだて」を作成し、相談支援におけ

るガイドとして活用しています。 

○ 専門職員の配置と施設整備を行い、令和５(2023)年３月に「子ども家庭総合支援拠点 ひなたの

森」を開所しました。 

現状と課題 

○ 要保護児童対策地域協議会において、実務者会議中学校校区部会を中心とした構成機関間の連携

が日常的に取り組まれていることもあり、養育不安や虐待疑いの早期発見から、類似自治体より

も多い要保護・要支援児童の支援に至っています。 

○ 県児童相談所から市町村への「泣き声通告」「面前ＤＶ事案」のケース送致が開始されたことによ

り、児童虐待の受理件数が増加しています。 
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○ 令和６(2024)年４月の改正児童福祉法の施行に伴い、「子育て世代包括支援センター（母子保健)」

と「子ども家庭総合支援拠点（児童福祉)」の機能を維持しつつ一体的に相談支援を行う「こども

家庭センター」の設置が市町村の努力義務となります。これに伴い、家庭支援事業（訪問支援・

親子関係形成支援・居場所支援等)が新たに任意事業に位置づけられるとともに、支援対象世帯の

サポートプランの作成も求められます。 

今後の方向性 拡充 

○ 「子ども家庭総合支援拠点 ひなたの森」および「日向市要保護児童対策地域協議会」を中心に、

関係機関・民間支援と連携して、児童虐待・養育不安・孤立の解消へ向けて、子ども家庭支援や

見守りを推進します。 

○ 「こども家庭センター」の設置について検討します。家庭支援事業として従来の事業を移行し、

子育て訪問支援事業及び親子関係形成支援事業（家庭・親子支援プログラム事業)を実施します。 

○ 児童虐待の防止および早期発見に向けた市民啓発としてパンフレットや市ホームページ等を活用

した情報発信、市民向けの講演会の開催に取り組みます。 
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施策２－２ 健康に暮らせるまちづくり 

目指す姿 
市民一人ひとりが健康づくりに取り組み、生き生きと健康に暮らし続けられるまちを

目指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

大腸がん検診受診率 ％ 7.8 8.1  8.1  7.9 12.0 

初期救急医療体制：月曜～金曜の

夜間 
日 240 242 243 243 244 

二次救急医療体制：休日や夜間 日 365 365 365 365 365 

東郷診療所の整備 ― ― 

整備基本計

画策定 

基本設計策

定 

実施設計策

定 

本体工事請

負契約締結 

本体工事実

施 

供用開始 

供用開始 

総  括 

○ 大腸がん検診については、若い世代に受診を促すため、無料クーポン券の送付、郵便検診の活

用、未受診者への受診勧奨等の対策を実施し、受診しやすい環境づくりに取り組んでいますが、

目標値には達していません。引き続き受診勧奨の充実や新規受診者の掘り起しが必要です。 

○ 初期救急医療については平日夜間、二次救急医療については休日や夜間の診療体制を整備し、対

応を行いました。 

○ 東郷診療所については、施設の老朽化に伴う建て替えを実施し、令和６年３月に新施設の供用を

開始しました。今後も地域のかかりつけ医療機関として持続可能な医療の提供に努めます。 

 

 

具体的施策 ① 保健対策の充実 

主な取り組み 

○ 集団検診では、土日検診や夕方検診、セット検診の実施、子どもと一緒に検診受診が可能な時間

帯（マザーズタイム)を設けるなど、受診しやすい環境づくりに取り組みました。 

○ 子宮がん検診、乳がん検診、大腸がん検診については、がんの好発年齢でもある若い世代の対象

者に対して無料クーポン券を送付しました。 

○ 検診受診の定着化や新規受診者の増加に向けて、検診未受診者について、はがきや電話での受診

勧奨を行いました。 

○ がん検診の要精密者に対して家庭訪問や電話による受診勧奨を行うことで、早期受診につなげま

した。 

○ がん検診及び健康づくり、感染症等について、広報ひゅうがや市のホームページ、ＦＭひゅうが、

各世帯へのチラシ配布等各種媒体を用いて周知、啓発を行いました。 

○「こころの電話帳」について自治会（区)加入全世帯に配布するとともに、市内薬局、スーパー等へ

設置し、各種相談窓口の周知を図りました。 

○ 自殺予防対策として市職員、関係機関、団体を対象にゲートキーパー養成研修を行い、自殺を示

すサインに気づき適切な支援につなげる人材の育成を図りました。 

○ 令和元年度から令和６年度の時限措置として成人男性の対象者に対して風しん抗体検査及び第５

期風しんの定期接種を行いました。 

現状と課題 

○ 受診しやすい環境づくりに取り組んでいますが、がん検診の受診率は目標値には達していない状

況です。 

○ 幅広い年代に健康に対する関心を高めてもらうため、様々な媒体やあらゆる機会を捉えて更なる

周知、啓発を図る必要があります。 

○ 本市の自殺死亡率は、令和２年以降は減少傾向にあるものの「自殺者数０」を目指し、引き続き、
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こころの健康や各種相談窓口に関する周知、啓発をはじめとした自殺予防対策を推進する必要が

あります。 

今後の方向性 継続 

○ 疾病の早期発見のために、検診を受診しやすい体制づくりや検診結果を活用した健康管理につい

て周知、啓発に努めます。 

○ 疾病の早期治療のために、検診の要精密検査者について電話・個別訪問等による受診勧奨を行い、

確実に受診につなげます。 

○ 食生活、運動、こころの健康などに関する情報発信を行い、ライフステージに応じた健康づくり

を推進します。 

○ 生きづらさや深い悩みを抱えている人に気づき、自殺を未然に防ぐことにつなげていけるよう相

談窓口の周知を行うとともに関係機関との連携を図り、支援体制の充実に努めます。 

○ 感染症等の情報を収集し、正確な情報提供を行うとともに関係機関と連携した適切な対応を図り

ます。 

 

 

具体的施策 ② 医療体制の確保 

主な取り組み 

○ 救急医療体制を確保するため、日向入郷医療圏内の民間二次救急病院に対する支援を行いました。 

○ 日曜・祝日・年末年始の軽症患者や日曜の歯科患者を受け入れるため、在宅当番医事業を行いま

した。 

○ 県北市町村で運営する延岡市夜間急病センターの小児科への支援を行いました。 

○ 初期救急診療所において平日夜間帯の軽症患者の応急診療を行い、二次救急医療機関の負担軽減

を図りました。 

○ 地域医療についての市民意識の醸成を目的に、地域医療講演会の開催やかかりつけ医の利用促進、

時間外受診の抑制などについての啓発活動を行いました。 

○ 医療人材の確保に向け、県北唯一の准看護師養成機関である日向看護高等専修学校に対し支援を

行いました。 

○ 日向入郷医療圏内の産科医療体制維持のため、分娩可能な医療機関への支援を行いました。 

○ 原油高などの影響に伴う物価高騰への対策のため、病院をはじめとする医療施設への支援を行い

ました。 

○ 東郷診療所については、地域のかかりつけ医療機関として医療の提供を継続的に行うため、施設

の老朽化に伴う建て替えを実施し、令和６年３月に新たに利便性の高い診療施設として整備しま

した。 

現状と課題 

○ 国において超高齢化社会にも耐えうる医療提供体制を構築するため制度化された「地域医療構想」

を実現するために、二次医療圏域を基本に設けられた構想区域の一つである「日向入郷医療圏」

においても、「日向入郷医療圏地域医療調整会議」を開催し、地域の高齢化等の状況に応じた病床

の機能分化と連携を進めています。 

○ 医師の地域及び診療科による偏在が問題となっている中、本市は、医師少数県である宮崎県の中

でも特に医師の数が少なく、医師の高齢化も進んでおり、かかりつけ医の不足が懸念されます。 

○ 県は、令和元(2019)年度に「宮崎県医師確保計画」を策定し、令和 18(2036)年までの医師確保対

策に取り組み、医師偏在の是正を図ることとしています。 

○ 令和６(2024)年から医師に対しても働き方改革が適用されることから、医療現場で必要とされる

医師の数が現在より多くなることが見込まれるなど、これまで以上に医療人材の確保が困難にな

ると予想されます。 

○ 日向入郷医療圏域の二次救急医療は民間に依存しており、引き続き救急医療体制を維持する必要

があるなかで、今般の医療制度改革は圏域の基幹的医療機関、ひいては圏域の医療提供体制へも

影響を及ぼす可能性が大きいものと考えられます。 

○ 東郷診療所については、無床診療所に移行後も東郷地域におけるかかりつけ医療機関としての役
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割が求められており、医師の安定確保や在宅医療の充実、他の医療機関との連携強化が必要です。 

今後の方向性 継続 

○ 医師会や関係機関と連携し、医療人材の確保などの医療体制の充実に努めます。 

○ 地域医療を維持し、医療関係者の負担軽減を図り働きやすい環境をつくるため、かかりつけ医の

利用促進や時間外受診の抑制、救急車の適切な利用を促すなど市民への啓発活動を推進します。 

○ 二次救急医療機関に対する支援に取り組み、救急医療体制を維持することにより、市民が安全で

安心に生活できる環境を構築します。 

○ 東郷診療所については、地域のかかりつけ医療機関として医師の安定確保や在宅医療等の充実な

ど持続可能な医療の提供に努めます。 
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施策２－３ 高齢者福祉の充実 

目指す姿 
高齢者が生きがいを持ち、住み慣れた地域で生き生きと自立した生活を送れるまちを

目指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

65 歳以人口に占める要介護（支援)

認定者（第１号)の割合 
％ 13.4  12.7  12.6  12.6 13.4  

生活支援サポーターの養成者の総

数（年度末時点) 
人 189  200  220  250 280  

いきいき百歳体操設置地区（箇所)

（年度末時点) 
地区 

76 地区 

（83 箇所) 

76 地区 

（83 箇所) 

77 地区 

（84 箇所) 

78 地区 

（89 箇所) 

90 地区 

（100 箇所) 

総  括 

○ 介護予防事業の充実により、認定率については、横ばい傾向で推移しています。 

○ 生活支援サポーター養成者数は、コロナ禍の外出自粛の影響で養成講座が開催できない期間がありまし

たが、通常時の実施に戻りました。 

○ いきいき百歳体操設置地区についても、コロナ禍の開催自粛の影響があり、微増に留まりました。 

 

 

具体的施策 ① 高齢者の社会参加と生きがいづくり 

主な取り組み 

○ 生活支援コーディネーターを活用した「生活支援サポーター養成講座」を実施し、高齢者の介護

予防に関するボランティアの人材確保と育成を継続して取り組みました。 

○ 日向市シルバー人材センターの会員拡大を支援するため、市広報紙や各区へのチラシ配布を通じ

て、周知・啓発に努めました。 

○ 日向市高齢者クラブ連合会の理事会等へ出席し、クラブの活動内容等の把握に努めるとともに、

啓発活動の支援に努めました。 

○ 例年開催される「宮崎ねんりんピック」に関する広報や一部受付業務等に協力するなど、高齢者

の取り組むスポーツ活動の支援に努めました。 

現状と課題 

○ 生活支援コーディネーターを活用した、「生活支援サポーター養成講座」を実施し、高齢者の介護

予防に関するボランティアの人材確保と育成を継続して取り組んでいますが、ボランティアの担

い手の高齢化もあり、人材の確保、育成が課題です。 

○ 雇用の延伸や高齢者個人の活動ニーズの多様化により、シルバー人材センター登録者数の伸びは

低く、高齢化が進んでいます。 

○ 個人の価値観や趣味の多様化、役員の担い手不足などから、高齢者クラブ数、高齢者クラブ加入

人数ともに減少傾向が続いています。高齢者クラブをはじめ、高齢者の活動の場づくりへの支援

が必要です。 

今後の方向性 継続 

○ 高齢者の介護予防に関わるボランティアの確保と育成を今後も継続して取り組みます。 

○ 日向市シルバー人材センターや関係機関と連携し、高齢者の就業機会の確保に努めます。 

○ 高齢者クラブの活動内容や加入のメリットなどについて市広報等で情報発信し、会員拡大を支援

します。 

○ 高齢者の健康づくりのためのスポーツ活動に対する支援に取り組みます。 

 

 

 

具体的施策 ② 地域で暮らし続けるための支援の充実 
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主な取り組み 

○ コロナ禍の影響により、圏域別地域ケア会議は、開催ができない期間がありました。また、「いき

いき百歳体操」や「いきいきふれあいサロン」につきましても、中止を余儀なくされました。 

○ 高齢者の移動手段について、一部地域において、地域住民グループによる「移送支援ボランティ

ア」が通いの場等への移送の支援を取り組みました。 

○ 成年後見制度について、法人後見に対する支援および成年後見中核機関の整備に取り組むととも

に、各種研修会に参加・協力し職員の資質向上に努めました。 

○ 「認知症地域支援体制推進会議」や「サポーター認知症サポーター」養成講座を開催するととも

に、「認知症初期集中チーム」等を通じ、市民の認知症に関する理解と関係機関の連携を推進しま

した。 

○ 基幹型地域包括支援センターの設置につきましては、継続して検討しましたが、設置には至りま

せんでした。 

○ 地域共生社会の実現に向けて、全世代型地域包括ケアシステムの推進する令和４年度から「重層

的支援体制整備事業」を取り組んでいます。 

現状と課題 

○ コロナ禍の収束後、「いきいき百歳体操」や「いきいきサロン」は、徐々に再開していますが、中

止期間の影響で運営スタッフの人材不足や高齢者の参加者の減少により、再開できない地域があ

ります。 

○ 「認知症」について、市民に対して周知広報を今後も継続して取り組んでいく必要があります。 

○  認知症高齢者や一人暮らし高齢者の増加に伴い、成年後見制度の需要が高まる中、成年後見中核

機関を核とした支援体制の整備とあわせ、法人後見体制の充実や市民後見人の養成が求められて

います。 

○ 「地域包括支援センター」の後方支援のため、「基幹型地域包括支援センター」の設置を含む施策

の研究が必要です。 

○ 地域共生社会の実現に向けて、介護、障がい、子ども、生活困窮の相談支援を生かし、地域住民

の複合化した支援にニーズに対応するため「重層的支援体制整備事業」の周知と各種事業の連携、

推進が必要です。 

今後の方向性 継続 

○ 「いきいき百歳体操」や「いきいきふれあいサロン」を継続して実施するとともに、通いの場に

参加しない高齢者のニーズを調査し、新たな通いの場の創設を関係機関、地域住民と協議し検討

します。 

○ 認知症について、広報誌や認知症ケアパス等を活用し、認知症の正しい知識や相談窓口などの啓

発を図ります。また、関係機関、関係団体、学識経験者等が参加する「認知症地域支援体制推進

会議」を開催し、支援体制の推進を図ります。 

○ 成年後見制度の普及啓発に努めるとともに、支援体制の強化、成年後見人に対する支援に取り組

みます。 

○ 「地域包括支援センター」の人材確保を含む運営体制を支援します。 

○ 地域共生社会の実現に向けて、介護、障がい、子ども、生活困窮等の相談支援機関が、それぞれ

の役割の整理と連携を推進します。 
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具体的施策 ③ 介護サービスの充実と持続可能な制度運営 

主な取り組み 

○ 適切で効果的な介護保険制度を目指した介護給付費の適正化を図るため、要介護認定の適正化や

ケアプランの点検、福祉用具・住宅改修の点検や医療情報との突合など介護給付適正化事業に取

り組みました。 

現状と課題 

○ 人口減少と少子高齢化が進む中、将来を見据えた持続可能な介護保険制度の円滑な運営が保険者

に求められていることから、「介護給付の適正化計画」に基づき、適正化事業として「要介護認定

の適正化」をはじめとする主要３事業（要介護認定の適正化、ケアプラン点検、医療情報との突

合・縦覧点検)を実施し、適正なサービスの確保と費用の効率化を図る必要があります。 

○ 介護サービスの質の確保のため、介護サービス事業者に対する集団指導や運営指導、ＷＥＢ会議

や研修会を行い、保険給付の適正化及び介護サービスの質の向上を図る必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 高齢化の進展や生産年齢人口の減少が本格化する中で、介護サービス事業所においては、現状の

人手不足はもとより、将来の支援ニーズの増加に対応して、持続可能性を高める取組が不可欠で

あるため、介護支援専門員や介護職員等の負担の軽減や業務を効率的に進めることに取り組みま

す。 

○ 介護サービスの質の向上を図るために、定期的な介護サービス事業所への「集団指導」や「運営

指導」の実施、基準違反や介護報酬の不正がある場合は「監査」を実施します。 

○ 介護サービスの安定的な提供のために、介護保険事業計画に基づき必要な介護サービス事業所の

整備を行います。 
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施策２－４ 障がい福祉の充実 

目指す姿 
障がいのある人とない人が、意思疎通を図り、住み慣れた家庭や地域で安心して暮ら

せるまちづくりを目指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

日向市手話奉仕員養成講座の修了

者数（年間) 
人 15  0  18  22 18  

就労継続支援（A 型・B 型)の利用

者数（年間) 
人 2,945  3,114  3,320  3,196 3,153  

障がい者センター「あいとぴあ」

の利用者数（年間) 
人 11,648  5,676  7,678  10,227 13,000  

総  括 

○ 手話奉仕員養成講座の修了者数は、市民の関心の向上等により増加しています。 

○ 就労継続支援事業の利用者数は、障がいのある方の就労ニーズの高まりや就労継続支援事業所の

増加もあり、基準値である令和元年の値より増加しています。 

○ 障がい者センター「あいとぴあ」の利用者数は、コロナ禍により減少していましたが、徐々に増

加してきています。 

 

 

具体的施策 ① 権利擁護の推進 

主な取り組み 

○ 障がいや障がいのある人に対する理解促進を図るイベントである「ふれあいフェスタ」（令和３年

度はコロナ禍で中止)を実施しました。また、12 月３日から９日までの「障害者週間」期間中に障

がい当事者によるポスターや作品展示を、令和３年度は市本庁舎１階「市民ホール」で、令和４

年度以降は市障がい者センター「あいとぴあ」でそれぞれ行いました。 

○ コロナ禍で実施できていない年度もありましたが、令和５年度より対面した「日向市障がい者虐

待防止研修会」を再開し、理解啓発に努めました。また、各障がい福祉サービス事業所の要請に

より、事業所に出向き障がい者虐待防止に関する研修会も実施しています。 

○ 成年後見制度の市長による審判請求については、住所地特例による取り扱いがなかったため、９

市町村間で協議を行い、要綱改正を行いました。 

現状と課題 

○ ふれあいフェスタの充実が図られ、障害者週間の街頭啓発活動は、平成３０年度に初めて行われ

て以降、取組が継続されています。また、ふれあいフェスタについては、今後も取組について実

行委員会等において協議が進められることとなっていますが、ふれあいフェスタの存在を周知す

るとともに、障がい者とより触れ合えるイベントになるよう開催方法等を工夫する必要がありま

す。 

○ 障がいのある人の成年後見制度利用の相談は増加しています。 

今後の方向性 継続 

○ 「ふれあいフェスタ」」や「障害者週間」の期間中の事業を継続して取り組むことにより、地域で

共に生活する社会の実現を図る必要があります。 

○ 継続して、障がい者虐待防止についての理解啓発を進めるために、取組を継続していく必要があ

ります。 

○ 障がいのある人の権利擁護が促進されるために、成年後見制度利用の理解啓発を進めていきます。 

○ 障害者差別解消法が改正され、令和６年４月１日から、事業者による障害のある人への「合理的

配慮の提供」が義務化されるため、広報周知を図ります。 
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具体的施策 ② 地域生活の支援 

主な取り組み 

○ 「日向市・東臼杵郡障がい児者基幹相談支援センター」を中核とし、障がいのある人の生活を支

えるため、事業所間の連携強化に取り組みました。 

○ 障がいのある人が高齢者になる場合には、地域包括支援センター・居宅介護支援事業所との個別

の連携を図るよう努めました。 

○ 手話奉仕員養成講座、点訳奉仕員養成講座及び音訳奉仕員養成講座を開催し、奉仕員の育成を図

りました。 

○ 市政出前講座において「市民手話講習会」を行い、市民が手話にふれあう機会の醸成を図りまし

た。 

現状と課題 

○ 手話奉仕員養成講座の受講申込者数や市民手話講習会の開催数の減少が顕著であり、市民の関心

の低下が見られます。また、点訳や音訳奉仕員養成講座の受講申込者数も伸び悩んでおり、各事

業の周知啓発について検討する必要があります。 

○ 障がいのある人が、高齢になっても必要なサービスを受けられるように、地域包括支援センター・

居宅介護支援事業所等と継続した意見交換等が必要です。 

今後の方向性 継続 

○ 手話奉仕員養成講座、点訳奉仕員養成講座及び音訳奉仕員養成講座については、新たな広報手段

を研究するとともに、受講後に活動しやすい環境を整備し、奉仕員の育成を図ります。 

○ 障がいのある人が、高齢になっても必要なサービスを受けられるように、地域包括支援センター・

居宅介護支援事業所等の関係機関と継続して協議を進めます。 

 

 

具体的施策 ③ 社会参加の促進 

主な取り組み 

○ 移動支援事業を利用してもらうことにより、障がいのある人の社会参加を促進しました。 

○ 就労に関する関係機関とともに定期的な障がい者就労の状況把握に努めました。 

○ 就労継続支援事業所に通所する障がい者の工賃向上のために、庁内で継続して授産物の販売スペ

ースを提供しました。 

現状と課題 

○ 障がいのある人の社会参加の手段としての移動支援が浸透しています。一方で、移動支援の適正

な利用について周知を図る必要があります。 

○ 障がいのある人の就労に関係する機関が一堂に会する機会を活用し、引き続き障がい者就労の実

態把握に努めます。 

○ 引き続き、就労継続支援事業所の工賃向上のため、庁内の販売スペースを提供します。 

今後の方向性 継続 

○ 移動支援事業の提供を行うことにより、障がいのある人の社会参加を引き続き促進するとともに、

適正な利用について周知を図ります。 

○ 障がいのある人の就労については、関係機関と引き続き連携し、就労の促進に務めます。 

○ 就労継続支援事業所の工賃向上のため、継続して庁内の販売スペースを提供するとともに、毎年

度策定する「日向市障がい者就労施設等からの物品等調達推進方針」に基づき、庁内の障がい者

就労施設等からの物品等の調達の推進を図ります。 
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施策２－５ 地域福祉の充実と生活支援 

目指す姿 
支援が必要な市民を地域で支え合う「自助・互助・共助・公助」のまちづくりが進み、市民が

それぞれの家庭や地域で自立した生活を送れるまちを目指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

ボランティア活動者数（年間) 人 2,078  1,015  1,042  1,045 2,350  

生活支援において自立助長推進世

帯が自立した割合（生活保護・生

活困窮者自立支援) 

％ 24.7  18.7  31.3  11.1 27.7  

総  括 

○ ボランティア活動者数は、災害の増加などによってボランティア活動の必要性が高まっていまし

たが、令和元(2019)年度からコロナ禍による活動制限が続き、減少したままとなっています。 

○ 対象者の意欲や求人の状況により、年度間で自立した割合が大きく変化します。 

 

 

具体的施策 ① 地域福祉の推進 

主な取り組み 

○ 平成 30 年度から令和２年度にかけて、国のモデル事業（地域力強化推進事業等)を活用し、地域

住民が主体的に地域課題を把握して包括的に受け止め、解決を試みる体制を構築するため、自治

会（区)単位で「地域福祉部」の設置推進及び担い手育成に取り組みました。 

○ 令和３年度は国の「重層的支援体制整備事業の移行準備事業」を活用し、上記の取組に加えて、

介護・障がい・子育て・生活困窮の各分野の相談支援や地域づくり、新たな相談支援や参加支援

等の取組を試験的に実施しました。 

○ 令和４年度以降は国の「重層的支援体制整備事業」を活用し、本格的な取組を実施しました。 

現状と課題 

○ 少子高齢化や地域のつながりの希薄化など、地域社会を取り巻く環境が著しく変化し、住民の抱

える福祉ニーズが複雑化・多様化しています。 

○ 地域住民の安全・安心な生活を確保するために、地域に密着した活動に取り組んでいる民生委員・

児童委員や社会福祉協議会、地域包括支援センターや自治会（区)などの組織との連携・協力が必

要となっています。 

○ 「第４次日向市地域福祉計画」の策定に伴い実施したアンケート結果において「重層的支援体制

整備事業」の認知度が 37.4％と低い結果であったことから、周知・啓発が必要となっています。 

今後の方向性 継続 

○ 地域福祉に対する理解や意識・環境づくりに取り組みます。 

○ 市民、地域・団体等、社協、行政など、それぞれが役割を担い、相互に連携して、地域における

福祉課題や生活課題の解決に協働して取り組みます。 

○ 家庭や地域が抱える複雑化・複合化した課題を解決するために、幅広い分野の関係者や関係機関

との連携を強化し、適切な福祉サービスの提供や包括的な支援の提供に努めます。 

○ 近所付き合いや交流を促し、支援を必要とする人に気づき、住民相互で助け合い、支え合える仕

組みづくりを推進します。 

○ 地域福祉に触れる機会の創出、活動参加のきっかけづくりやボランティアへの参加促進などによ

り、地域福祉を担う人材を育成します。 
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具体的施策 ② 生活支援と自立の促進 

主な取り組み 

○ 現業員による助言指導に加え、専門員を配置して生活保護受給者への就労支援や健康管理支援を

行うとともに、医療レセプト点検に取り組み、生活保護からの自立や生活保護制度の適正化を図

りました。 

○ 日向市生活相談・支援センター「心から（ここから：市社会福祉協議会)」に事業委託し、自立相

談支援事業と３つの任意事業（家計改善支援、子どもの学習・生活支援、居場所づくり支援)を実

施して、生活困窮世帯が抱える多様で複合的な相談・問題に情報提供や助言を行いました。 

○ 子どもの居場所づくり事業では、市内３か所で学習支援と居場所の確保に取り組みました。 

現状と課題 

○ 本市の生活保護の動向は、保護世帯数と人員が微減、保護率は微増の傾向にあります。 

○ 生活に困窮する家庭の多くは複合的な問題を抱え、そのために貧困の連鎖や地域における孤立と

いった課題も抱えています。行政・関係機関・地域が連携して、各家庭の困りごとや困窮を発見

して、お互いを支え合える基盤を形成していく必要があります。 

○ 子どもの居場所づくり事業について、継続して実施できる支援団体の確保や開設場所等を検討す

る必要があります。 

○ 就労準備支援事業について、継続して実施できる委託団体の確保や開設場所等を検討する必要が

あります。 

今後の方向性 継続 

○ 法の趣旨に基づいた生活保護の適正実施に努めます。 

○ 困窮した家庭に対し、健康増進・就労支援・家計改善支援や諸制度を活用した社会参加や自立促

進を図るため、各関係機関と相談しやすい窓口環境づくりに努めます。 

○ 子どもの学習支援や居場所確保は、学校・地域住民支援者や団体等の協力を得ながら実施できる

よう、啓発に努めます。 

○ 生活困窮者自立支援における就労準備支援事業の実施を検討します。 

 

 

具体的施策 ③ 子どもの未来を応援する施策の推進 

主な取り組み 

○ 食品・生活用品・学用品の寄附を市民から受けて、民間支援団体などに提供する「フードドライ

ブ」を、令和３(2021)年９月より開始しました。 

○ くらし・子育てに関する相談窓口・支援制度や民間支援の取組等を紹介した「日向市くらし子育

て応援ガイド」第２版を令和３(2021)年度に作成し、関係機関や団体支援対象世帯に配布してい

ます。令和６(2024)年２月に支援情報を更新した改訂版を作成しました。 

○ コロナ禍における児童虐待防止の取組として令和３(2021)年１０月より子ども食堂実施団体に委

託して、宅食による見守りの支援対象児童等見守り強化事業を開始しました。 

○ コロナ禍を経て、令和４(2022)年度より「日向市子どもの未来応援会議」を再開し、「第２期日向

市子どもの未来応援推進計画」の進行状況の点検や支援連携の推進に向けた協議を行っています。 

○ 市内３か所において「まなびスペース」が実施され、子どもの居場所づくりが取り組まれていま

す。 

現状と課題 

○ 「第２期日向市子どもの未来応援推進計画」にもとづき、「フードドライブ」をはじめとした重点

施策を推進しています。 

○ 子どもの貧困の解消に向けて、「くらし・子育て相談連携シート」の活用等、庁内における日常的

な相談のつなぎと支援の連携を推進していくことが必要です。また、「子ども・若者応援ネット」

における官民支援機関・団体の交流の促進が求められます。 

○ 民間支援が広がりを見せる中、活動を持続するための体制の確保や地域間での偏在が課題となっ

ています。民間支援と連携しながら市民、地域、企業などの理解と協力を求めていく必要があり
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ます。 

○ 令和６(2024)年４月の改正児童福祉法の施行に伴い任意事業となる家庭支援事業において、新た

な子どもの居場所づくりとして児童育成支援拠点事業が新設されます。居場所づくりに関して、

国から示される指針や施策メニュー等を参考に、多様な子どもの居場所について研究していく必

要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 引き続き施策や支援の連携を総合的に推進していくために、「第３期日向市子どもの未来応援推進

計画」を令和６(2024)年度中に策定します。 

○ 庁内における相談支援の関係課間の連携を推進していくとともに、「子ども・若者応援ネット」に

おける官民の支援機関・団体の交流に取り組みます。 

○ 「フードドライブ」や民間支援に関する情報発信を積極的に取り組み、市民・企業へ協力を呼び

かけます。 

○ 児童育成支援拠点事業をはじめ、国から示される指針や施策等を参考に、子どもの居場所づくり

に関する取組の拡充について研究します。 
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施策２－６ 社会保障制度の安定運営 

目指す姿 
社会保障制度が適正に運営され、公平な負担と給付により市民が安心して暮らせるまちを目指

します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

特定健康診査受診率（年度末時点) 

％ 32.0  33.8  34.4  

31.1 月 

（Ｒ6 年 3

月速報値） 

40.0  

ジェネリック医薬品普及率 ％ 81.7  84.1  85.0  86.3 90.0  

国民健康保険税収納率（現年度分) ％ 92.8  95.4  95.1  94.7 93.0  

後期高齢者医療保険料収納率（現

年度分) 
％ 98.8  99.4  99.3  99.0 99.0  

総  括 

○ 特定健診受診率については、受診しやすい環境づくりに取り組んだ結果、少しずつ向上していま

す。 

○ ジェネリック医薬品普及率については、保険証更新時の普及啓発の継続等により向上しました。 

○ 国民健康保険税収納率については、収納対策の徹底、滞納者とのきめ細やかな納税相談などを継

続した結果、向上しています。令和５年度についても、収納率向上に向けて納税相談や適正な滞

納処分に取り組んでいます。 

○ 後期高齢者医療保険料収納率については、令和３年度からコンビニ納付を開始するなどサービス

向上に努めた結果、99％以上を維持しています。令和５年度は 99.0％と見込んでいますが、６月

の確定時には前年度を上回るよう収納対策を継続しています。 

 

 

具体的施策 ① 国民健康保険制度の適正な運営 

主な取り組み 

○ 重複頻回受診や重複服薬などに該当する被保険者に対して訪問指導を行いました。さらに、重複

服薬者のうち健康を損なう恐れのある事例について、県薬剤師会の協力を得て薬剤師からの指導

助言を受けました。 

○ 特定健康診査では、40 歳～65 歳の５歳ごとに節目健診として自己負担の無料化や前年度の集団

健診受診者に対する健診セットの送付、土日の健診実施やがん検診とのセット受診の実施などの

受診しやすい環境づくりに取り組みました。また、初めて特定健診の対象となる 40 歳の方に、受

診券と集団健診セットを送付し、健康状態の把握を意識づけるなど、受診率の向上に取り組みま

した。事業所に対して地域・職域の連携として職域健診結果の情報提供事業を行いました。 

○ 特定健康診査受診者に対して健診結果や生活状況に応じた保健指導を実施し、生活習慣病の予防

や重症化予防等に取り組みました。 

○ 「国民健康保険被保険者証」の更新時には全世帯に「ジェネリック医薬品希望シール」や啓発チ

ラシを送付しました。また、国民健康保険への加入届出時にも「ジェネリック医薬品希望シール」

を配布し、啓発を行うことで医療費抑制に努めました。 

○ 国民健康保険税未納者とのきめ細やかな納税相談、適正な滞納処分を行い、未収債権の圧縮に努

めました。 

現状と課題 

○ 本人の重複頻回受診や重複服薬などに対する自覚がない場合があるため助言を行っていますが、

認知能力に不安がある場合もあり、関係者間の情報共有を行う必要があります。 

○ 特定健康診査受診率は、微増傾向にあるものの目標値には達しておらず、特に 40～50 歳代の受

診率が低いため、受診しやすい環境づくりと効果的な受診勧奨に取り組む必要があります。また、

特定健康診査結果が健康づくりに役立つものである事を認識するための周知・啓発が必要です。 
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○ 生活習慣病の重症化を予防するため、要治療者や治療中断者への受診勧奨に取り組む必要があり

ます。 

○ 国民健康保険の被保険者数の減少等に伴い、保険税の調定額も減少傾向にあります。今後の安定

的な事業運営のためにも、保険税の収納対策の徹底、未収債権の圧縮等に取り組む必要がありま

す。 

今後の方向性 継続 

○ 医療機関の適正受診などの啓発活動を推進するとともに、他課（保健事業部門)との連携を図りな

がら医療費の抑制に取り組みます。 

○ 世代に合わせた受診勧奨や受診しやすい環境づくりや特定健康診査結果を健康づくりに役立てる

よう周知・啓発に取り組みます。 

○ ジェネリック医薬品の普及啓発を継続します。 

 

 

具体的施策 ② 後期高齢者医療制度の適正な運営 

主な取り組み 

○ 75 歳到達時に保険証及びパンフレットを送付し、制度の啓発活動を推進しました。 

○ 長寿健診受診者に対して健診結果に応じた保健指導を実施し、重症化予防に取り組みました。 

○ 後期高齢者健康診査対象者に無料受診券を送付するとともに、未受診者に対しては、はがきでの

受診勧奨を行いました。 

○ 保険料の納付方法として令和３年度からコンビニでの納付を追加し、サービスの向上を図りまし

た。 

現状と課題 

○ 高齢者クラブや高齢者学級の数が減少傾向にあり、健診の啓発機会も減少しているため、新たな

啓発手段や機会を模索する必要があります。 

○ 後期高齢者医療保険料の収納率は直近３か年で 99％前後を維持していますが、更なる向上を目指

して収納対策に取り組む必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 後期高齢者医療広域連合と連携し、後期高齢者医療制度の適正な運営や啓発活動の推進に努めま

す。 

○ 後期高齢者健診の受診率向上に向け、受診しやすい環境づくりと受診勧奨に取り組みます。 

 

 

具体的施策 ③ 国民年金制度の適正な運営 

主な取り組み 

○ 広報ひゅうがに、毎月、国民年金制度について記事を掲載するとともに、年金事務所が月１回開

催する出張年金相談について周知を図りました。 

○ 年金事務所と連携し、班回覧を活用した国民年金制度の周知及び保険料免除該当者に免除申請書

の提出勧奨を行いました。 

○ 新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の納付が困難となった方へ、臨時特例措置による

免除申請の案内及び受付を行いました。 

○ 市民が等しく年金受給権を確保できるよう、窓口において、保険料の納付や免除制度の案内など

丁寧な対応に努めました。 

現状と課題 

○ 国民年金制度は、世代間で互いに助け合う仕組みであり老後の生活を支える社会保障の柱として

の役割を果たしています。少子高齢化が進む中、その重要性は高まっており、市民の年金受給権

を確保するため制度に対する理解を深める取組が必要です。 

 

 

今後の方向性 継続 
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○ 国民年金制度に対する正しい理解が得られるよう、継続して国民年金制度の周知・啓発活動を行

います。 

○ 市民が年金受給権を確保できるよう、年金事務所等と協力連携し適切な相談対応に努めます。 

 

 



 

 

基本目標３ 産業振興 
第２次日向市総合計画・後期基本計画書新たな挑戦で活力

ある産業が育ち、元気な人が集うまち 

 

 

施策 具体的な施策 

3-1 農業の振興 

① 担い手の育成・確保 

② 地域資源を生かした特産物の振興 

③ 経営安定対策の推進 

④ 畜産業の振興 

⑤ 農村環境の維持と生産基盤の整備 

⑥ 環境保全型農業の推進 

⑦ 農地集積の推進 

⑧ 荒廃農地の解消 

3-2 林業・木材産業の振興 

① 生産基盤の整備 

② 林業経営の改善 

③ 木材利用拡大の推進 

④ 森林の適正な管理の推進 

3-3 水産業の振興 

① 水産資源を守り増やす取組の推進 

② 漁業の経営基盤強化 

③ 内水面漁業の振興 

3-4 商工業の振興 
① 活力ある商業の振興 

② 高度な技術力を生かした工業の振興 

3-5 雇用の確保と創出 

① 就業の場の確保と雇用の創出 

② 産業人材の育成 

③ 労働者福祉の向上 

3-6 企業誘致と次世代産業の育

成  

① 企業誘致の推進 

② 新たな産業の育成支援 

3-7 地域を活性化する観光の振

興  

① 受入体制の整備とおもてなしの充実 

② 観光消費拡大の仕掛けづくり 

③ 効果的な情報発信とプロモーション 

④ 観光産業を担う組織や人材育成・強化 

⑤ 地域資源を活用したスポーツ交流の拡大 
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【基本目標３ 産業振興】 

新たな挑戦で活力ある産業が育ち、元気な人が集うまち 

 

I. 全体達成度  主な指標合計：２１個 

施  策 
指標

数 

達成度 

★ 

（～25％未満） 

★★ 

（25％～50％） 

★★★ 

（51％～75％未満） 

★★★★ 

（75％以上） 

1 農業の振興  4 1 2  1 

2 林業・木材産業の振興  4 2 0 1 1 

3 水産業の振興  3  1  2 

4 商工業の振興  2  1  1 

5 雇用の確保と創出  2 2    

6 企業誘致と次世代産業の育成  2  2   

7 地域を活性化する観光の振興  4 3   1 

合  計 21 9 6 1 5 

 

II． 評価と課題 

1 農業の振興 

普及センターやＪＡなどの関係機関が連携して就農相談の対応を行うとともに、就農後は情報共

有を行うことによって農業経営指導による農業経営の安定を図りました。 

国庫事業を活用して新規就農者に対する経営開始資金を交付するとともに、都市圏で行われる就

農相談会に参加して新規就農者の育成確保に努めました。 

農作業の負担軽減や荒廃農地の減少を図るため、農地中間管理機構との連携による農地集積の促

進を図りました。今後は、農家数の減少や農業従事者の高齢化による荒廃農地の増加が予想されま

す。 

肥料や粗飼料、資材価格の高騰による農業経営に対する不安等から、就農相談件数や新規就農者

は減少傾向にあります。 

「へべす」は、これまでのＰＲ活動により、少しずつ県外にも浸透してきています。更なる知名度

向上のためには、生産力の強化とともに、販売力を強化するための取組が必要です。 

2 林業・木材産業の振興 

持続可能な森林経営の実現を目指し、林道の整備、伐採と再造林の一貫作業システムの促進、林業

担い手の確保・育成、木材加工流通体制の整備など森林資源の循環利用につながる様々な取組を実

施しました。 

今後も、多面的機能を持続的に発揮する豊かな森林づくりを進めていくため、計画的な林道整備、

森林整備の推進、スマート林業への取組の支援、林業担い手の確保・育成を図っていく必要がありま

す。 

3 水産業の振興 

漁業者が水産資源の保護増殖に努め、安全・安心な水産物を供給し、安定した漁業経営を目指し漁

業者自らが行う漁場等造成や資源管理、漁業経営に対して様々な支援を行いました。 

また、「細島いわがき」に対して生産技術の向上や販促 PR 活動等の支援を行い、生産量が順調に

拡大しました。 

藻場造成においては、高校生の体験実習受入れなどにより、市内外に活動の PR を行うことで、活

動への理解と後継者対策に取り組みました。 

今後は、安全・安心な水産物を将来にわたり持続的に安定して供給するため、担い手確保につなが
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る取組を多方面から推進していく必要があります。 

4 商工業の振興 

本市の商工業の振興においては、事業所のほとんどを占める中小企業・小規模事業者への支援が

重要となっており、中小企業等特別融資事業による経営安定や事業拡大に向けた融資制度、会社の

経営を円滑に引き継ぐための事業承継に対する助成制度を設けています。 

また、コロナ禍やエネルギー高・物価高の影響を受けた企業に対して利子補給制度を設け、経営安

定や事業維持に寄与しました。 

課題としては、コロナ禍の影響によりオンラインでの経済活動が活発化し、商業圏が拡大するこ

とに伴う販売方法の変化や人材不足を補うための生産効率の改善など、新しい技術やビジネススタ

イルへの対応や人材育成・確保への対応が挙げられます。 

県や金融機関、商工会議所等の経済団体と連携し、意欲ある中小企業等を積極的に支援する施策

を引き続き実施していくことが求められています。 

5 雇用の確保と創出 

 本市では、日向市地域雇用創造協議会を令和３年 10 月に設置し、事業所の魅力向上・事業拡大へ

の取組、人材育成の取組、就職促進に取り組み、令和６年３月までに就職に結びついた人数は１９６

人となり、目標としていた１４５人を上回ることができました。 

また、日向市産業支援センター「ひむか-Biz」を設置し、事業拡大や売上げアップ、新規創業等の

相談を受けて、特に令和５年度は新規創業件数が３１件と、過去最高の実績となりました。 

さらに、市内企業の魅力発信動画を制作し、YouTube への配信やそれを用いた高校生への企業説

明会を開催するなど、地元に若者が定着するような取組を行ってきました。 

課題としては、若者や女性からの希望が多い事務系職種の求人数が少ないなど、雇用のミスマッ

チが解消されていないため、今後も、その解消に向けた取組が求められます。 

また、少子高齢化による人材不足に対応していくためには、デジタル化や DX 化への積極的な取

組が求められます。 

6 企業誘致と次世代産業の育成 

企業誘致では、市外からの新たな企業立地と市内企業の増設等に対して日向市企業立地促進条 

例に基づく奨励措置等の支援を行いました。現在、細島工業団地を含めて、市内における工業用地の

確保が課題となっていることから、令和５年度に工業用地開発可能性を実施し、新たな工業用地の

掘り起こしを進めています。 

次世代産業の育成では、デジタル田園都市国家構想交付金を活用し、宮崎県・延岡市・門川町と連

携して医療関連産業への新規参入支援や販路拡大、専門家によるコンサルティング等の支援を実施

しました。これらを通して医療・ヘルスケア関連産業等の誘致や地場企業の成長産業の育成に取り組

みます。 

7 地域を活性化する観光の振興 

世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大により、国内外への渡航制限、また、国内では外出や

移動の人流が制限され、本市観光産業は深刻な状況に陥りましたが、コロナ禍収束後の観光関連産

業のＶ字回復に向けた反転攻勢の機会を逃さぬよう、今後の本市の観光の発展にとって、特に観光

客誘致及び観光消費額拡大に寄与するとともに、観光の大きな潮流に対応した３つの施策を重点的

に実施してきました。 

１つ目は「観光消費額拡大に向けた新たな滞在型観光コンテンツの開発」、２つ目は「観光客の

誘致に向けた効果的な情報発信の強化」、３つ目は、時代の潮流に合わせ「日本版持続可能な観光

ガイドラインの取組」とし、観光関連事業者と共に着実に進めています。 

引き続き、様々な業態の観光関連事業者とも連携を深め、３つの重点的施策に基づく様々な事業

を展開することで、できるだけ早い段階での目標達成と市内観光関連産業の再起を図っていきます。 
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III． 総評 

 産業振興は、21 個の指標のうち、5 個が 75％以上の達成度となっている一方、9 個が 25％以下の

達成度となっています。本市の地域経済は令和２年以降のコロナ禍により大きな影響を受けており、

特に観光分野の指標にそれが反映されています。 

産業振興については、日向市産業支援センター「ひむか- Biz」の設置による事業拡大や新規創業

の相談に対する伴走型の支援、リラックス・サーフタウン日向プロジェクト、ワーケーション事業の

推進、日向市特産「へべす」のＰＲ、細島いわがきの生産量拡大、新規就農者支援などに取り組みま

した。 

その一方で、産業分野では、少子高齢化等を要因とする担い手不足や市場規模の縮小、地域間競争

の激化とともに、コロナ禍からの早期の回復が課題となっています。 

コロナ禍を契機としたデジタル化の進展等を踏まえ、今後も担い手確保に向けた支援の強化や雇

用のミスマッチの解消への対応のほか、若者や女性が働きやすい職場環境の整備など、中小企業等

への支援強化に向けた取組が求められています。 
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施策３－１ 農業の振興 

目指す姿 
農業への理解が深まり、６次産業化など農業経営の多角化が進むことで「儲かる農業」が実現

し、多様な担い手が活躍する農業を目指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

新規就農者の累計人数（累計） 人 ― 3  4  5 20  

ＪＡ日向におけるへべすの出荷量

（年間） 
トン 83  118.5  80.8  64.2 200  

農地中間管理事業の実施総面積

（年度末時点） 
ha 80.6  92.3  96.7  102.1 135.0  

ふるさと日向市応援寄附金事業者

数（年間） 

事業

者 
45  98  108  108 85  

総  括 

○ コロナ禍による農業経営の不安や燃油、物流コストの高止まりによる経営リスクの増大によって、

新規就農者が減少しました。 

○ ＪＡ日向におけるへべすの出荷量は、近年、減少傾向にあります。その理由として直売所、インタ

ーネット等を介した生産者個人による直接販売が増えていることが要因と考えられます。 

○ 土地の貸主への支援を行うとともに、農地中間管理機構と連携することで農地の集積・集約化を

促進しました。 

○ ふるさと日向市応援寄附金事業者数は、計画期間中は順調に増加し、目標値を維持することがで

きました。 

 

 

具体的施策 ① 担い手の育成・確保 

主な取り組み 

○ 就農相談を受けた際には、普及センターやＪＡなど関係機関と情報を共有し、技術習得などの就

農支援を行いました。 

○ 都市圏（東京、大阪）で行われる就農相談会に積極的に参加して新規就農者の確保に努めました。 

○ 国庫事業を活用し、新規就農者へ経営開始資金を交付するなど新規就農者の確保・育成を図りま

した。 

○ 農業経営支援センターによる農業経営指導など、認定農業者の育成・支援を図りました。 

○ 認定農業者連絡協議会やＳＡＰ会議の会員を対象とした意見交換会を開催しました。 

○ 集落営農組合の定例会に参加し、組合が開催するイベントなどに側面的な支援を行いました。 

現状と課題 

○ コロナ禍における農業経営に対する不安等から就農相談件数や新規就農者は減少傾向にありま

す。 

○ 農業従事者の高齢化や担い手不足によって荒廃農地は増加傾向にあります。 

今後の方向性 継続 

○ 都市圏を中心に開催される就農相談会に積極的に参加するなど、新規就農者の確保を推進します。 

○ 就農相談を受けた場合には、関係機関と連携して円滑な就農に向けた支援を行います。 

○ 国庫事業を活用した経営支援など、新規就農者が安心して農業ができる環境づくりに取り組みま

す。 

○ 集落営農組織への支援を行い、地域で農地を守る取組を推進します。 

○ 女性や外国人材などの多様な人材が活躍できる仕組みづくりや労働環境の整備に取り組みます。 
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具体的施策 ② 地域資源を生かした特産物の振興 

主な取り組み 

○ へべすの収穫最盛期である９月６日を「へべすの日」として記念日登録し、発祥の地としての強

みを生かした情報発信に取り組みました。  

○ 「日向のへべす消費拡大プロジェクト会議」のフェイスブックに加え、新たにインスタグラムを

開設して「へべすの日」ＰＲキャンペーンを実施するなど、へべすの認知度向上と新たなファン

の拡大に努めました。 

○ 市のブランド品目の栽培面積拡大と生産量増加を目指し、へべすやオリーブの新規植栽への助成

を行いました。  

○ 東郷地域で栽培しているカモミールについて、大手小売店等と連携したクラフトジンの販売やカ

モミールティーのパッケージ更新など、東郷まちづくり協議会の取組を支援しました。 

○ 市の特産品の認知度向上を図るため「食の祭典 運命のレシピ」と地元事業者による「まるごと

日向の食と物産市」を開催し、本市の豊かな食文化を市内外へＰＲしました。 

○ 県東京事務所や首都圏の企業と連携し、新宿みやざき館ＫＯＮＮＥや企業本社での販促活動を行

うなど、首都圏におけるへべすの知名度向上に取り組みました。 

現状と課題 

○ 県内各地で「へべす」の産地拡大が進み、『みやざきへべす』としての出荷が始まっていることか

ら、生産者や県、ＪＡ等と連携して、「へべす発祥の地・日向」の情報発信や認知度向上に取り組

む必要があります。 

○ 生産者個人による直接販売が増加する中、JA 系統出荷量を安定的に確保し、市場を経由した大規

模流通経路を維持・拡大していくことが課題となっています。 

○ 地域における薬草栽培の継続のために、生産量の増加や販路拡大を支援するとともに、今後は収

益性を考慮に入れた取組が必要になります。 

○ ブランド品目の苗木購入助成については、実績や活動状況等を考慮しながら、品目を再検討する

必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 地域特性に応じた農畜産物の安定的な生産や加工品の開発により、付加価値と知名度の向上を図

り、ブランド確立を推進します。 

○ 関係機関と連携し、へべすをはじめとする特産品の情報発信と知名度向上に努めます。 

○ 農業生産者と食品加工業、流通業、観光業等の多様な事業者とのネットワークや農商工連携によ

る地産地消や６次産業化を促進し、新商品開発・販路開拓等の取組を支援します。 

○ 市内の物産販売拠点等と連携し、各種物産展への参加やイベント開催等を通じ、特産品の販売促

進と販路開拓に努めます。 

○ 東郷まちづくり協議会等と連携し、カモミール等の薬草について、新規販路の開拓を含め、流通

拡大を支援します。 

 

 

具体的施策 ③ 経営安定対策の推進 

主な取り組み 

○ 農業者の収益性向上と経営の安定を図るため、園芸施設の附帯設備に対する補助金を交付しまし

た。 

○ 高齢化による荒廃地の増加を防ぐために、中山間地域等直接支払制度に取り組みました。 

○ 産地間競争の強化と農業者の経営安定を図るため、圏域物流体制整備事業に取り組みました。 

○ 農業者の経営安定を図るため、指定野菜及び地域特産野菜の価格安定対策事業に取り組みました。 

○ 日向地域の一体的な農業振興を図るため、日向地域農業再生協議会に対して補助金を交付しまし

た。 

○ 本市の農林水産業の発展を図るため、第４次日向市農林水産業振興計画を策定しました。 

○ 施設園芸農家の経営安定を図るため、燃油高騰対策補助金を交付しました。 
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現状と課題 

○ 燃油や出荷資材、物流コストは高止まりしており、農業経営を圧迫しています。 

○ 物価高騰によって、園芸施設導入に係る経費も増加しており、経営を圧迫しています。 

今後の方向性 継続 

○ 農業者の経営安定や営農継続を図るため、燃油や物価高騰対策を講じる必要があります。 

○ 農業者の高齢化による荒廃地の増加が予想されることから、集落営農や法人の参入による対策を

講じる必要があります。 

 

 

具体的施策 ④ 畜産業の振興 

主な取り組み 

○ 肉用牛の生産基盤強化及び生産性向上を図るため、優良繁殖雌牛の導入に対する支援を行いまし

た。 

○「経営所得安定対策事業」の活用により、稲発酵粗飼料（ホールクロップサイレージ、ＷＣＳ）の

作付や耕畜連携の推進を行いました。 

○ 「日向市和牛ヘルパー組合」による子牛削蹄業務に対する支援を行いました。 

○ コロナ禍による需要減少等の影響の緩和、地産地消及び応援消費の促進を図るため、小中学校の

給食に「宮崎牛」の提供を行いました。 

○ 養豚の生産基盤強化及び生産性向上を図るため、優良種豚の導入に対する支援を行いました。 

○ バイオセキュリティ機能や環境保全能力の高い鶏舎の整備に対する支援を行いました。 

○ 飼養衛生管理基準に基づくウイルス侵入防止対策の徹底など啓発活動を行うとともに、消毒用石

灰の配布や防疫設備・機器の整備を行いました。 

現状と課題 

○ 令和４年市町村別農業産出額（農林水産省推計）において、本市農業産出額に占める畜産業の割

合は、92.0％（牛 2.6％、豚 1.6％、鶏 87.8％）となっています。特にブロイラーは、令和元年か

ら４年連続で全国市町村の第一位の産出額となっています。 

○ 飼料作物の作付面積は、田の経営耕地面積の約３分の１を占めており、肉用牛経営は農地のフル

活用を図る上でも重要な産業となっています。 

○ 肉用牛繁殖経営においては、平均年齢が 68.2 歳、70 歳以上が 51.4％と高齢化が顕著となってお

り、リタイア等に伴う担い手の減少による生産基盤の弱体化が懸念される状況にあります。 

○ 近年の配合飼料や生産資材の価格高騰により、畜産農家の収益性が著しく低下しています。 

○ さらに、肉用牛繁殖農家においては、令和４年５月以降、子牛価格が大きく下落しています。 

○ 飼料価格高騰、子牛価格下落による経営悪化の影響で、繁殖雌牛の導入頭数は、令和３年度が 128

頭、令和４年度が 117頭、令和５年度が 77頭と大きく減少しています。 

○ 母牛頭数の減少に伴い、子牛の出荷頭数も、令和３年度が 877 頭、令和４年度が 844頭、令和５

年度が 802頭と減少傾向にあります。 

○ 高病原性鳥インフルエンザについては、令和４年シーズンに全国で本市１事例を含む 84事例の発

生があり、養鶏農場の密集地域である本市は常に大きなリスクを抱えています。 

○ 豚熱についても、令和５年８月に九州内で初めて佐賀県の養豚農場で発生し、九州全域がワクチ

ン接種推奨地域の指定を受けたほか、アフリカ豚熱についてもアジア各地で感染が拡大していま

す。 

今後の方向性 継続 

○ 肉用牛について、配合飼料価格の高騰や子牛価格の下落等に対応するため、優良繁殖雌牛の導入

による生産基盤の維持強化、飼料作物の生産拡大による収益性向上を推進します。 

○ ヘルパー組織やコントラクター等のサポート組織の育成、スマート農業の推進により、担い手の

労力負担軽減や規模拡大を推進します。 

○ 養豚について、優良種豚の導入、効率的な施設整備の推進により生産基盤を強化します。 

○ 養鶏について、畜産クラスター事業等の活用によるバイオセキュリティ機能や環境保全能力の高

い鶏舎の整備、生産性向上につながる機器等の整備を推進します。 
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○ 飼養衛生管理基準に基づくウイルス侵入防止対策の徹底など防疫意識の向上を図るとともに、消

毒用資材の配布や防疫設備・機器の整備を行い、各農場におけるバイオセキュリティ機能の向上・

強化を図ります。 

 

 

具体的施策 ⑤ 農村環境の維持と生産基盤の整備 

主な取り組み 

○ 夏と冬の年２回、農業用廃プラスチック適正処理対策推進協議会による収集を行い、農業用廃プ

ラスチックを適正に処理しました。 

○ 指定管理者や地域に委託して農村交流館や農村公園、農産加工施設の適切な維持管理を行いまし

た。 

○ 富島幹線用水路（富島５期地区）の補修工事を行い、適切な維持管理に努めました。 

○ 地域共同による農地、農業用水等の資源の保全管理活動への支援、施設の長寿命化のための活動

への支援を行いました。 

○ 防災重点ため池に指定されている長谷ため池、北の内２号ため池の整備に着手しました。 

現状と課題 

○ 農業用廃プラスチックの処理が、より適正に行われるように収集方法等について検討する必要が

あります。 

○ 富島幹線用水路や農業用ため池などの農業用施設を適切に維持管理していくため、定期的に施設

点検を実施していく必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 農業用廃プラスチックの適正処理のため、収集方法等を見直しながら協議会による収集を継続す

る必要があります。 

○ 農村地域住民の憩いの場となるよう、地域による管理委託を継続する必要があります。 

○ 富島幹線用水路や農業用ため池などの農業用施設の定期的な点検を実施し、適切な維持管理に努

めます。 

○ 防災重点ため池の整備について、継続して事業を推進します。 

 

 

具体的施策 ⑥ 環境保全型農業の推進 

主な取り組み 

○ 有機物を主体とした「持続可能な農業」に取り組む団体に対して交付金を交付しました。 

○ 環境に配慮した持続可能な農業を推進するため、「日向市有機農業講演会」を開催しました。 

○ 化学肥料低減定着事業として堆肥や低成分肥料の利用など化学肥料の低減に取り組んだ農家に対

して交付金を交付しました。 

現状と課題 

○ 国は、令和３年５月に持続可能な食料システムの構築に向け、生産や加工、流通などの各段階に

おけるイノベーションやカーボンニュートラル等の環境負荷軽減を推進する「みどりの食料シス

テム戦略」を策定しました。 

○ 有機農業に取り組む農業者はごく一部であるものの、有機野菜を求める消費者は多いことから、

販路拡大等による所得確保を図り、農業経営として確立する方法を検討する必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 持続可能な農業を確立するため、環境に配慮した農業を行っている方への支援を継続して行う必

要があります。 
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具体的施策 ⑦ 農地集積の推進 

主な取り組み 

○ 農地中間管理機構から農地の集積・集約業務を受託し、優良農地の確保による担い手への集積を

図りました。 

現状と課題 

○ 高齢化や担い手不足によって、荒廃農地は増加傾向にあります。 

今後の方向性 継続 

○ 荒廃農地の増加を防ぐため、中間管理事業に継続して取り組む必要があります。 

 

 

具体的施策 ⑧ 荒廃農地の解消 

主な取り組み 

○ 農地中間管理機構から農地の集積・集約業務を受託し、優良農地の確保による担い手への集積を

図りました。 

○ 加工用米や新規需要米（ＷＣＳ、飼料用米）の作付けを推進するため、経営所得安定対策による

交付金を交付しました。 

○ 有害鳥獣対策事業を実施し、希望する地区に対してワイヤーメッシュの設置を行いました。 

現状と課題 

○ ワイヤーメッシュ柵など鳥獣防護柵の設置を希望する地区は多いが、予算の関係上、申込みをし

てもすぐには設置できない状況にあります。 

今後の方向性 継続 

○ 有害鳥獣による被害軽減を図り、営農意欲の低下を防ぐためにも、継続して鳥獣防護柵の設置を

推進していく必要があります。 
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施策３－２ 林業・木材産業の振興 

目指す姿 
豊かな森林資源の循環利用や生産性の向上による持続可能な森林経営の実現を目指

します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

造林面積（年間） ha 48.0  60.1  39.2  45.0 65.0  

有害鳥獣による農林産物の被害額

（年間） 
千円 25,117  26,479  18,923  14,560 23,510  

間伐実施面積（年間） ha 106.0  112.3  74.2  67.3 140.0  

林道の総延長（年度末時点） Km 124.9  126.1  126.4  126.7 127.9  

総  括 

○ 耳川広域森林組合の作業班員が減少する中、造林面積及び間伐面積の拡大に努めています。 

○ 有害鳥獣による農林産物の被害額は減少傾向であり、目標を達成しています。 

○ 林道は、自然の地形を考慮した線形にするなど、工種・工法の検討を行い、自然環境に配慮した

災害に強い路網の整備に努めています。 

 

 

具体的施策 ① 生産基盤の整備 

主な取り組み 

○ 地方創生道整備推進交付金事業を活用し、横瀬・広瀬線の整備を計画どおりに行いました。 

○ 素材生産基盤の構築を図るため、造林、下刈、除伐及び間伐を目的とした森林整備作業道の改良・

開設への支援を行いました（R4～）。 

○ 伐採と再造林の一貫作業システムを促進するため、「伐採・搬出・再造林ガイドライン」の普及に

努めました。 

○ 耳川広域森林組合においてドローンを導入し、防護柵資材の運搬等を行い、再造林作業の効率化、

低コスト化が図られました（R4～）。 

○ 森林組合等関係団体と連携し、誤伐・盗伐の未然防止を目的に伐採パトロールを行い、環境保全

や再造林に配慮した適正な伐採・造林方法について現地指導や普及啓発活動を行いました。 

現状と課題 

○ 横瀬・広瀬線開設工事は、令和７年度が完成予定であることから、国庫補助事業を活用し、早期

完成を目指します。 

また、未舗装区間が大半を占めており、引き続き補助事業を活用して拡充を図ります。 

○ 原木搬出トラックの大型化や高性能林業機械の運搬トラック等により、林道の舗装が悪化してい

る状況があるため、災害防止の観点からも利用状況に適した林道の改良を進めていく必要があり

ます。 

○ 林業機械の導入が進み、生産性は向上していますが、持続可能な森林経営を確立するため、意欲

ある者への施業集約化や低コストで効率的な作業システムの普及・定着を図る必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 横瀬・広瀬線の舗装工事を行い、林道利用者の安全確保に努めます。 

○ 素材生産の基盤となる林道の整備を計画的に進めます。 

○ 既存林道の改良を行い、素材生産、森林の整備の推進及び災害防止に努めます。 

○ 高性能林業機械やスマート林業への取組を支援します。 

 

 

具体的施策 ② 林業経営の改善 

主な取り組み 
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○ 林業担い手の確保、普及啓発を図るため、林業啓発イベント等の実施に対して支援を行いました

（R4～）。 

○ 小中学生を対象とした林業研究グループの木育及びキャリア教育活動に支援しました。 

○ みやざき林業大学校研修生の住宅支援を行いました。 

○ 耳川流域木材加工団地内に配水管敷設工事を実施し、事業所の安定的な事業継続と従業員の快適

な職場環境が図られました。 

○ 有害鳥獣捕獲班の捕獲活動や侵入防護柵設置に対する支援を行いました。 

○ しいたけスライサー、ミニショベル、椎茸種駒購入に対する支援を行いました。 

現状と課題 

○ 林業就業者の高齢化が進行しており、新規雇用者の拡大とともに、就労条件等を整備・改善する

ことや労働負荷の軽減、安全な職場環境の充実に努め、定着率の向上を図る必要があります。 

○ 野生鳥獣による農林作物への被害は減少傾向にあるものの、依然として深刻な状況となっていま

す。 

○ 有害鳥獣捕獲班員の高齢化等により捕獲班員が減少しています。 

○ しいたけ生産者の高齢化により生産量が減少しています。 

今後の方向性 継続 

○ 林業担い手の確保・育成に努め、就労環境の整備を推進し、移住者の林業への就業支援に努めま

す。 

○ 日向市有害鳥獣対策協議会と連携し、今後も引き続き、侵入防止柵等の設置や捕獲促進による被

害軽減に努め、さらに、集落単位の研修会の開催や追い払い、有害鳥獣を呼び寄せない取組等、

被害防止に関する普及啓発を行います。 

○ 乾しいたけを中心とする特用林産物について、生産基盤整備や施設整備を促進し、生産コストの

削減や品質の向上を目指します。また、生産者の育成及び新規参入を促進するとともに、販路拡

大等の支援を行います。 

 

 

具体的施策 ③ 木材利用拡大の推進 

主な取り組み 

○ 耳川流域木材加工団地内の 3 事業体の生産ラインを耳川林業事業協同組合へ集約して省力化や効

率化を図り、木材加工流通体制を一体的に整備しました（R4～R5）。 

○ 東九州プレカット事業協同組合のプレカット加工施設装置の支援を行い、生産量の増産等が可能

になりました（R4）。 

○ 東郷診療所に市有林材を活用しました（R5）。 

○ 消防本部施設に木材を活用しました（R5）。 

○ 木材利用を促進するため、神奈川県の川崎市木材利用促進フォーラム行政部会に入会しました

（R5）。 

○ 林地残材等の木質バイオマスの活用について広報を行いました。また、県が取り組む森林産業イ

ノベーション人材創出モデル事業に参加し、林地残材を活用した商品開発の協議を行うなど森林

資源の有効活用を推進しました。 

○ 民間企業の協力でＣＬＴの利用と展示会による普及が行われました。 

現状と課題 

○ 本市は、全国でも有数の林業地帯である耳川流域の玄関口に位置しており、原木市場や製材工場、

集成材工場が耳川流域木材加工団地に集積するなど、木材加工流通の拠点となっています。 

○ 細島１区工業団地には日本有数の大型製材工場も稼働し、集成材用ラミナ及び小断面集成材を建

築用材として加工しているため、耳川流域のほか、県内外から多くの原木が供給されており、安

定的な供給体制がとれています。 

○ 今後は、国内の木材需要の減少に加え、グローバルな価格変動により、木材価格は乱高下が激し

くなることが予想されます。木材の利用及び輸出促進などによる需要拡大と木材加工流通体制の

整備を図り、足腰の強い、持続可能な林業・木材産業づくりを推進する必要があります。 
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○ 人口減少、物価の上昇など多様な要因で住宅着工戸数は減少しており、新たな木材の利活用を図

る必要があります。 

○ 大型の木質バイオマス発電所が複数建設されることから、未利用間伐材などの林地残材や製材端

材をカスケード利用して燃料に使うなど、森林資源の総合的な活用が図られており、今後は、森

林資源の取り合いが懸念されます。 

今後の方向性 継続 

○ 外材や他資材に対抗できる品質性能の確かな製品を低コストで安定供給できる木材の加工流通体

制の整備を促進します。 

○ 公共建築物、非住宅建築物の木造・木質化を推進します。また、耳川スギの付加価値を高めるた

めに、都市部と密接な関係を構築し、関係団体や耳川流域の町村と連携し、販路拡大の支援及び

耳川スギのＰＲに取り組みます。 

○ 林地残材の木質バイオマスへの活用や大径材の需要拡大など、森林資源の有効活用を推進します。 

 

 

具体的施策 ④ 森林の適正な管理の推進 

主な取り組み 

○ 耳川広域森林組合と協議しながら、森林経営計画に基づき計画的な森林整備を支援しました。 

○ 適切な伐採と再造林を促進するため、耳川流域町村と連携して「伐採及び伐採後の造林の届出」

の取扱いを統一し、伐採事業者等への周知を図りました。 

○ 再造林の推進とスギコンテナ苗を普及させるため、再造林を行った者に対して自己負担を軽減す

る支援を行いました。 

○ 林業担い手の確保を図るため、安全装備等の購入経費及び下刈作業手当を支援しました（R4～）。 

○ 森林経営管理制度による 2 件の経営管理権集積計画を作成し、切捨間伐 2.07 ㏊を実施しました

（R3～R4）。 

○ 小中学生を対象に「スギのコサージュ」を活用した森林環境教育、小学生を対象とした木育イベ

ント、高校生などを対象としたフィールドワーク（植林～伐採～加工）を実施しました（R4～）。 

○ 平成 29 年度に着手していた県営復旧治山事業（椎谷地区）が令和 4 年度に完了しました。 

現状と課題 

○ 高齢化や不在村森林所有者が増加している傾向にあり、森林所有者の経営意欲低下による森林整

備の遅れや林業後継者不足が懸念されます。 

○ 素材生産が活発化する反面、伐採後の再造林が課題となっています。 

○ 林業担い手が不足していることから、子どもの頃から木に親しみ、森の役割や林業の世界に興味

を持つことが大切であるため、林業に関するイベントや出前講座などを通して木育や森林環境教

育を進める必要があります。 

○ 豪雨等による山地災害発生箇所の早期復旧を図る必要があります。 

○ 森林病害虫等による被害の未然防止、早期発見及び早期駆除が必要です。 

今後の方向性 継続 

○ 森林整備計画や森林経営計画に基づく適正な森林の整備を推進します。 

○ 多面的機能を持続的に発揮する豊かな森林づくりを進めます。 

○ 森林経営管理制度に基づく適切な経営管理を推進します。 

○ 治山事業による森林の保全に努めます。 

○ 森林病害虫等対策を推進します。 

○ 森林環境教育及び木育活動を推進します。 
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施策３－３ 水産業の振興 

目指す姿 
水産資源の保護増殖に努め、安全・安心な水産物の供給と安定した漁業経営の実現を目指しま

す。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

水産多面的機能発揮対策事業地区

のクロメ（海藻）繁殖総面積 
ha 4.1  8.9  8.6  8.2 5.2  

養殖岩ガキの出荷量(年間) トン 32.0  22  52.3  34.9 42.0  

日向市漁業協同組合における総水

揚額(年間) 

百万

円 
3,028  3,229  2,983  3,232 3,028  

総  括 

○ 平岩港では、水産多面的機能発揮対策事業地区のクロメ（海藻）繁殖面積は、徐々に回復してお

り、目標値を達成しています。 

○ 養殖イワガキの出荷量は、コロナ禍により一時減少し、目標に達しませんでしたが、回復傾向に

あります。 

○ 総水揚額は、基幹漁業であるマグロ延縄漁が好漁を維持したことで目標を達成できました。 

 

 

具体的施策 ① 水産資源を守り増やす取組の推進 

主な取り組み 

○ 宮崎県資源評価委員会の結果を受けて、毎年 33,000～37,000 尾のヒラメの稚魚放流を支援しま

した。漁獲量も平年並みを維持しています。 

○ 水産多面的機能発揮対策事業の継続により、平岩港地先の藻場が徐々に回復しています。 

○ 財団法人の支援事業を活用し、平岩港地先にアワビの稚貝放流を実施しました（R4・R5）。 

○ 令和３年度から、宮崎海洋高校生が海洋環境学習の一環として平岩地区の藻場造成活動の体験実

習を行っています。 

○ 藻場造成の取組が市民団体に波及し、奉仕作業の一環として細島地区のウニ駆除作業を行いまし

た。 

○ 台風における海岸の流木撤去において、市民団体より積極的に協力いただきました。 

○ ハマグリ資源調査において、県水産試験場に協力いただき、坪刈調査・貝桁引調査・潜水調査と

合わせて底質調査を実施しました。 

現状と課題 

○ 本市では、マグロ延縄漁を基幹漁業とし、近年の豊漁により全体の漁獲高は好調を維持していま

す。しかし、本市の沿岸域は、魚介類の生息場となる岩礁が少ないため水産資源が限られること

に加え、近年の台風などにより土砂や流木が河口沿岸域に流入し、水産資源の減少が懸念されま

す。 

○ 沿岸域の資源回復のため、宮崎県資源管理指針に基づき、稚魚等の放流を継続する必要がありま

す。 

○ 平岩地区の藻場は回復傾向にありますが、活動メンバーの高齢化により、後継者対策が求められ

ています。 

○ ハマグリ資源調査において、稚貝の数は微増傾向にあるものの、漁獲量の増加には至っておらず、

資源保護・増殖に努める必要があります。 

○ 魚介類の密漁で検挙される事案が起こっており、関係機関と情報共有・協議を行い、遊漁者等へ

適切な漁場利用の情報提供や啓発を行う必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 宮崎県資源管理指針に基づき、ヒラメ等の計画的な放流を行い、水産資源の安定した持続的利用

を推進します。 
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○ 関係機関と連携してハマグリの保護増殖に向けた中長期的な取組を推進します。 

○ 平岩地区での藻場造成活動を継続的に支援します。また、二酸化炭素の削減につながるブルーカ

ーボンの取組について、市民団体や関係機関と連携しながら、沿岸域での環境保全活動を支援し

ます。 

○ 秩序ある漁場利用を図るため、「日向市漁場利用調整協議会」をはじめ、関係機関と連携し、水産

資源保護の協力等について、遊漁者に対する啓発に努めます。 

 

 

具体的施策 ② 漁業の経営基盤強化 

主な取り組み 

○ 漁船保険料や漁獲共済保険料の一部補助、漁船及び機関設備の近代化への融資に対する利子補給

補助など、経営基盤強化への支援を行いました。 

○ 日向市漁業協同組合の経営基盤を強化するため、基盤強化資金の金利支援を行いました。 

○ 燃油等の価格高騰により経済的な影響を受けた漁業者に対して燃油購入費用の支援を行いまし

た。 

○ 関係機関と連携し、「細島いわがき」の生産指導・支援を行い、生産拡大、生産体制の強化が図

られました。 

○ 日向市漁業協同組合が実施する外国人技能実習制度の活用に際し、研修費用の支援を行いまし

た。 

現状と課題 

○ 漁業経営の安定化のため、漁船保険や漁獲共済、漁業セーフティネットへの加入促進を図る必要

があります。 

○ 漁業者の高齢化等により、組合員の減少が進んでおり、担い手の確保や後継者不足への対応が求

められています。 

○ 新規就業者については、国・県・市の支援事業を活用しながら、職場環境の改善等に努め、定着

率の向上を図る必要があります。 

○ 外国人材の活用について、貴重な労働力となっており、支援の継続が求められています。 

○ 県内各漁協の経営基盤強化等のため、県一漁協への合併が協議されており、関係自治体や関係機

関と連携を図りながら、円滑な合併に向けた支援が必要です。 

今後の方向性 継続 

○ 漁船及び機関・設備の近代化に対する支援を行い、漁業者の経営基盤強化を支援します。 

○ 燃油や資材価格高騰対策のため、国・県等の制度を活用した支援を行います。 

○ 「細島いわがき生産管理部会」が実施するブランド強化への取組について、関係機関と連携して

推進します。 

○ 日向市漁業協同組合の経営基盤強化について、基盤強化資金の金利支援を行うとともに、円滑な

県一漁協への合併を支援します。 

○ 水産物の食の推進を図り、水産業に理解と関心を高めるための啓発に努めます。 

○ 関係機関と連携し、漁業就業者の確保と後継者対策のための支援を行うとともに、移住者の水産

業への就業と定住を推進します。 

○ 市内小中学校等と連携して水産教室などを実施し、将来の担い手確保に向けた啓発、情報発信に

努めます。 

 

 

具体的施策 ③ 内水面漁業の振興 

主な取り組み 

○ 各内水面漁協が実施する放流事業の支援を行いました。 

○ 内水面漁協において実施されたアユ産卵場の整備や河川清掃活動の支援を行いました。 

○ 耳川水系総合土砂管理に関する評価・改善委員会、同ワーキンググループ会議等に参加し、河川

環境の情報共有に努めました。 
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現状と課題 

○ 内水面では、台風や豪雨災害による土砂崩れや河川の氾濫、土砂の堆積等により、河川環境が悪

化し、漁業・魚介類の生育等に大きな影響を及ぼしています。 

○ 県では、「耳川水系総合土砂管理計画」を策定し、耳川水系の総合的な管理を図っていますが、台

風による河川への流木や土砂流入、長期にわたる濁流により、河川環境が悪化し、漁獲量も減少

しています。 

○ カワウが増加しており、アユ等への食害が懸念されるため、河川環境の保護とカワウ等による被

害への対策が重要な課題となっています。 

今後の方向性 継続 

○ 内水面漁業協同組合と連携し、稚魚等の放流や禁漁区及び禁漁期間の設定、漁獲規制などにより

資源の保護増殖を図ります。 

○ 森林の環境と密接な関係にある河川の水質は、海産魚介類にも大きな影響を及ぼすことから、県

や九州電力(株)、関係団体等で構成される耳川水系総合土砂管理に関する評価・改善委員会の内容

を注視し、流域自治体や関係機関等との連携を図りながら、河川環境の保全を推進します。 

○ 漁協、市民、関係機関と連携しながら河川の浄化活動の推進と意識啓発に努めます。 

○ 内水面漁協や「日向市有害鳥獣対策協議会」、「宮崎県内水面振興センター」等関係機関との連携

によるカワウやサギの捕獲の取組を強化し、アユ等の食害への対策を図ります。また、広域で対

策を行う必要があることから、県や近隣市町村と連携した取組について協議します。 
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施策３－４ 商工業の振興 

目指す姿 活力ある商工業の振興により、市民が豊かで安心して暮らせるまちを目指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

創業支援事業計画に基づく創業者

数(累計) 
人 ― 19  52  90 60  

日向市産業支援センターへの相談

後に売上が向上した事業所数(累

計) 

事業

所 
― 27  68  100 200  

総  括 

○ 令和５年度に新規創業者に対する支援制度を設けるなど、創業しやすい環境整備を進める中で創

業者は増加しています。 

○ 日向市産業支援センター「ひむか－Biz」への相談後に売り上げが向上した事業所は、コーディ

ネーターが２人体制から１人体制となったため当初設定していた目標値に達することができませ

んでした。 

 

 

具体的施策 ① 活力ある商業の振興 

主な取り組み 

○ 魅力発信動画の制作、ホームページの新規開設・改修支援を行い、人材確保に向けた中小企業等

の情報発信力の強化に努めました。 

【魅力発信動画：令和 4 年 40 社（者） 令和 5 年 19 社（者）／ ＨＰ開設：令和 4 年 37

社（者） 令和 5 年 52 社】 

○ 日向商工会議所や金融機関等の関係機関と連携し、毎月意見交換会を開催しながら情報の共有・

支援内容の確認等を行いました。 

○ 新規創業者に対する支援制度を創設し、同制度を日向市産業支援センター「ひむか－Biz」等と連

携させることによって、より創業しやすい環境を整えました。 

○ 中小企業等特別融資事業等により、企業の資金調達を支援し、経営の安定を図りました。 

【令和 3 年 95 件、令和 4 年 93 件、令和 5 年 116 件】 

○ 道の駅ひゅうが・道の駅とうごう・まちの駅とみたか・海の駅ほそしまにおいて購入した商品を

市外に発送する際の送料が無料となるよう補助を行い、地場産品の流通促進を図りました。 

【送付件数：令和 4 年 5,230 件 令和 5 年 5,975 件】また、県内外で物産展を行い地場産品の

ＰＲを行いました。 

○ 新商品開発のための伴走型支援事業に取り組み、６事業者が８商品を開発・リニューアルしまし

た。 

現状と課題 

○ 事業者が事業承継を行うには数年に渡る長い準備期間を要するため、日向商工会議所や東郷町商

工会及び支援機関と連携して継続的な支援を行うことが必要です。 

○ 深刻な人材不足に加え、最低賃金の上昇や物価高騰等の影響により収益が悪化している事業者が

増加しているため、金融支援制度の活用促進等、企業の資金調達の支援が益々重要となっていま

す。 

○ 国は、事業者の経営支援のため、地域金融機関との経営改善支援への取組やＡＩ、ＩＣＴ、Ｉｏ

ｔ技術を活用した経営改善への取組を推進しています。 

今後の方向性 継続 

○ 事業承継は、国全体の大きな課題であり、関係機関とのより強力な連携が必要となります。 

○ 日向市産業支援センター「ひむか－Biz」や副業人材等の活用を通じて、デジタル技術の活用、コ

ミュニティづくり、人材育成等の取り組む必要があります。 
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○ 日向商工会議所や東郷町商工会、金融機関等と連携し、日向市創業支援等事業計画について啓発

を行い、支援制度の利用促進が必要です。 

○ 日向市中小企業特別融資は利用者が増加しており、引き続き、中小企業等の資金調達を支える必

要があります。 

○ 地域内の経済循環の重要性について市民に周知し、中小企業等の活性化や競争力強化につなげる

取組が必要です。 

 

 

具体的施策 ② 高度な技術力を生かした工業の振興 

主な取り組み 

○ 日向ひとものづくりセンターで実施している「日向市技能まつり」をコロナ禍以降４年ぶりに開

催し、市内企業のものづくりの技術紹介や工業機械の操作体験等を行うことで、ものづくりや技

能の面白さについてふれあう機会を設けました。 

○ 日向市産業支援センター「ひむか－Biz」への相談件数が増加し、新規創業者も増加傾向にありま

す。 

【相談件数：令和 3 年 442 件、令和 4 年 483 件、令和 5 年 520 件】 

【起業件数：令和 3 年 15 件、令和 4 年 16 件、令和 5 年 31 件】 

現状と課題 

○ 優秀な技能者を顕彰するマイスター制度への候補者がここ数年いない状態が続いているため、も

のづくり技術向上に資するための制度の見直しを行う必要があります。 

○ 日向市産業支援センター「ひむか－Biz」、日向市しごと創生拠点を更に多くの事業者に利用して

もらい、新規創業や売上げアップ等を推進する必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 日向ひとものづくりセンターや宮崎県工業会、ポリテクセンターなどと連携し、ものづくり技術

の向上や若手技術者の育成、第２次産業の雇用の確保に取り組みます。 

○ 工業の振興に貢献している優秀な技能者を顕彰し、ものづくり技術や技能の継承に努めます。 

○ 各種セミナーや研修会の受講を支援し、中小企業等の強みを生かした新たな分野への進出や新た

な販路拡大につながる取組を支援します。 
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施策３－５ 雇用の確保と創出 

目指す姿 誰もが意欲と能力を発揮し、生活と調和のとれた多様な働く環境を目指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

高校就職内定者のうち、市内に就

職した生徒の割合 
％ 23.0  28.0  26.8  23.0 24.0  

セミナーの受講や就職説明会から

就職に結びついた人数（年間） 
人 88  56  53  87 80  

総  括 

○ 高校就職内定者は、コロナ禍で地元志向が強まりましたが、現在は市外での就職者が増加傾向に

あります。 

○ 日向管内の有効求人倍率は 1.0～1.5 倍で推移しており、慢性的な人手不足が続いています。コロ

ナ禍によりセミナー受講者自体が減少した年もありましたが、広報をデジタル化することにより

参加者を増やすことができました。 

 

 

具体的施策 ① 就業の場の確保と雇用の創出 

主な取り組み 

○ 企業等が作成した生産性向上に資する先端設備等導入計画の認定により、人手不足に対応する企

業の取組への支援を行いました。 

【計画認定数 令和 3 年：7 社、令和 4 年：7 社、令和 5 年：7 社】 

○ 国（厚生労働省）の地域雇用活性化推進事業を活用した日向市地域雇用創造協議会を設立し、求

職者向けの人材育成セミナーや企業向けの採用力向上セミナー等を開催しました。 

○ 求人者と求職者の雇用のミスマッチを減少させるため、就職説明会（２～３回/年）や移住者（Ｕ

ＩＪターン）を対象とした企業説明会（１～２回／年）を開催しました。 

○ 雇用を生み出す取組のひとつとして新商品開発のための伴走型支援事業を行い、6 事業者が 8 商

品を開発・リニューアルしました。 

○ 学校や日向市内の企業等と連携し、高校生に対する企業説明会を開催しました。（１回／年） 

現状と課題 

○ 深刻な人手不足は依然として続いており、受注や販売機会の喪失につながっているため、継続的

な支援が必要となっています。 

○ 就職説明会や企業説明会を開催しましたが、有効求人倍率が 1.1～1.4 で推移しており、求職者の

来場数が伸び悩んでいることから広く広報活動することが求められます。 

○ 新規創業希望者への支援については、今後も関係機関との連携を図りながら継続するとともに、

創業後のフォローアップについても取り組む必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 新規企業の立地や既存企業の設備投資などにより、新たな雇用の確保を図ります。 

○ 関係機関と連携し、起業者の育成や継続的な伴走支援に取り組みます。 

○ 女性や高齢者、障がいのある人など多様な人材が働ける場所を確保するため、関係機関との連携

を強化し、企業への啓発活動や相談支援体制の充実を図ります。 

○ 雇用機会の創出を図るため、求職者の能力向上や事業主の採用力向上セミナー等を開催します。 

○ 求人者と求職者とのニーズが一致しない雇用のミスマッチを減少させるために、就職説明会の開

催や地元企業に関する情報提供に努めます。 

○ 学校や企業等と連携し、新規学卒者の地元就職を促進します。 

○ 本市の就職情報等を内外に発信することで、移住（ＵＩＪターン）を促進し、就業人口の拡充に

努めます。 
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具体的施策 ② 産業人材の育成 

主な取り組み 

○ 市内企業の魅力発信動画を制作するとともに、それを活用し、学校と連携して日向圏域の高校 1

～2 年生に対して企業説明会を開催しました。 

○ 希望のあった管内高校（１校）に企業採用担当者を派遣し、１～２年生を対象とした高校生就職

準備セミナーを開催しました。 

○ 人材育成に取り組む企業を支援するため、研修会等を受講する費用を支援しました（参加企業 ５

社、受講者 ８人）。 

○ 就職情報サイト「ひゅうがＪＯＢナビ」を運営し、ハローワークと連携した求人情報、インター

ンシップ情報、国・県からの雇用に関する情報等を発信しています。登録企業：77 社 

現状と課題 

○ 宮崎県の高校生の地元就職率は、全国的に見ると４７都道府県中４６位となっており（令和４年

度学校基本調査）、地元定着に向けた取組が必要となっています。 

○ 就職情報等を市外・県外に発信し、移住者（ＵＩＪターン）の雇用を促進し、就業人口拡充への

取組が必要となっています。 

○ 中小企業等では、経営状況が脆弱であるために十分な社員教育を行うことができない状況があり、

将来にわたって安定経営を維持していくための人材育成に取り組むことが重要です。 

○ 優秀な技能者を顕彰するマイスター制度への候補者がここ数年いない状態が続いているため、制

度の見直しを行う必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 就職情報等を市外・県外に発信し、移住者（ＵＩＪターン）の雇用を促進し、就業人口の拡充に

努めます。 

○ キャリア教育支援センターや学校等と連携し、地元企業への理解を深め、子どもの職業観の醸成

や就業意欲の向上を促進します。 

○ 企業における職場体験やインターンシップ制度を促進し、若者が地元で働く意欲の向上や早期離

職の解消に努めます。 

○ 企業の人材育成を支援するため、各種研修の実施や支援、情報提供に努めます。 

○ 優秀な技能・技術を持った技術者を顕彰し、技術・技能の伝承に努めます。 

 

 

具体的施策 ③ 労働者福祉の向上 

主な取り組み 

○ ワーク・ライフ・バランス等に取り組む優良企業を認定し、社員が生き生きと働くことができる

環境づくりを促進しました（認定企業 １社／年）。 

○ 労働者が長く働き続けられる環境づくりを目指し、退職金共済等の加入促進に関する支援を行い

ました。 

（中小企業退職金共済制度の新規加入者数：令和３年 246 人、令和４年 302 人、令和５年 203

人） 

○ 就職情報サイト「ひゅうがＪＯＢナビ」を運営し、国・県からの労働者福祉や雇用に関する情報

等を発信しています。登録企業：77 社（令和６年５月現在） 

現状と課題 

○ 人口減少、少子高齢化が加速化する中で、国の積極的な働きかけにより、働き方改革や女性、高

齢者等の積極的な雇用に取り組むことが求められています。 

○ 令和６年４月から働き方改革関連法の施行により、自動車運転業務や建設業は時間外労働時間の

上限規制が適用開始されることを受け、業務改善やＩＣＴ・Ｉｏｔ技術の利用による効率的な業

務運用が求められています。 

○ 国は、パートなどで働く方が「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりを後押しするため、キ

ャリアアップ助成金の活用により令和５年１０月から新たに社会保険の適用を行った事業主に対
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する助成を開始しました。 

今後の方向性 継続 

○ 労働者が働き続けられる環境をつくるために、福利厚生や事業所の雇用環境の整備を支援します。 

○ 労働者福祉制度に関する知識の普及を図り、労働環境の向上のための啓発活動を推進します。 
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施策３－６ 企業誘致と次世代産業の育成 

目指す姿 多様な職業、就業の確保により、女性や若者が活躍するまちを目指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

新規企業の立地及び既存企業の増

設等の件数（累計） 
件 ― 5  6  9 20  

新規企業の立地及び既存企業の増

設等に伴う新規雇用者数（累計） 
人 ― 62  63  76 200  

総  括 

○ 新規企業の立地及び既存企業の増設等の累計件数は、細島工業団地をはじめとした市内の工業用

地不足やコロナ禍による企業の投資動向の影響もあり、目標値を下回っています。 

○ 新規企業の立地及び既存企業の増設等に伴う新規雇用者累計数についても、１企業当たりの新規

雇用者数の減少傾向の影響もあり、目標値を下回っている状況です。 

 

 

具体的施策 ① 企業誘致の推進 

主な取り組み 

○ 多様な企業ニーズの把握に向けて、県と連携して都市圏での展示会等に参加し、企業が地方進出

を検討する際に求める支援や自治体に期待する点などの情報収集に努めました。また、市内誘致

企業へのフォローアップを行い、事業拡大に向けた支援策についても聞き取りを行いました。 

○ 都市部からのＵＩＪターンを促進するため、移住フェア等のイベント時に市内の雇用情報を発信

しました。 

○ 求職者からのニーズの高い事務系企業の誘致に向け、新たに情報サービス産業関連企業を対象と

したリサーチ事業に着手し、東京近郊の企業とのマッチング事業に取り組みました。 

○ 細島４区工業団地内の民有地への企業進出の相談に対応するとともに、新たな工業用地の確保に

向けた「工業用地開発可能性調査」に着手し、調査研修を進めています。 

現状と課題 

○ 展示会において企業への接触機会は創出できるものの、市内の進出可能な工業用地やオフィスビ

ル等の不足により効果的なセールスが難しい状況となっており、環境整備に大きな課題を抱えて

います。 

○ 県北地域にＩＴ人材育成機関が設立されるなど、人材育成面の進展が図られた一方で、受け皿と

なるＩＴ企業が限定的となっているため、これまで以上に積極的な誘致活動が求められます。 

○ コロナ禍によりリモートワークが浸透し、都市圏の企業が地方に拠点を設けずに人材を採用する

「フルリモート採用」を取り入れる中で、奨励対象となる企業誘致の在り方についても、適宜見

直しが必要となります。 

○ 新たな工業用地の確保については、短期間で達成するのは難しい状況のため、予算の確保も含め、

中長期的な検討が必要となります。 

今後の方向性 継続 

○ 県との連携により、より効果的な展示会出展の在り方を模索し、企業の進出意向を促進するアプ

ローチに努めます。 

○ 圏域の各種人材育成機関と連携し、人材の受け皿となる企業等への積極的な誘致活動を行います。 

○ 新しい働き方に対応した企業誘致支援策を調査研究し、企業ニーズに対応した支援に努めます。 

○ 新たな工業用地の確保について、「工業用地開発可能性調査」の結果を参考に、工業団地の造成等

と合わせ、新たな企業の誘致に向けた中長期的な取組を進めます。 

 

 

具体的施策 ② 新たな産業の育成支援 
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主な取り組み 

○ 人材確保の支援については、市内における就職説明会等の開催はもちろん、市内誘致企業等で組

織する「金曜会」において、人材採用に向けた研修会や他県への先進地視察等を行い、企業の魅

力度向上に努めました。 

○ 医療・ヘルスケア関連産業等の誘致に向け、関係機関とともに展示会等を通した情報発信を行い

ました。また、医療関連産業への地場企業の新規参入に向け、県や延岡市、門川町とともに医療

関連産業成長戦略事業に取り組み、企業ニーズの掘り起こしを行いました。 

現状と課題 

○ 就職説明会等を通して地場企業の情報発信を行う機会は創出できるものの、求職者の就労意向へ

の効果については、それぞれの企業の魅力度により差が生じてくる状況のため、各種研修等を通

した魅力度の向上が課題となります。 

○ 医療関連産業への新規参入については、その障壁の高さから参入自体が難しい状況です。 

今後の方向性 継続 

○ 金曜会や各業種での研修、視察を促進し、企業の魅力度向上に向けた取組を支援します。 

○ 県や周辺自治体、関係機関とも連携を図りながら、新規参入に向けたハードルの高さを緩和する

各種施策に取り組んでいきます。 
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施策３－７ 地域を活性化する観光の振興 

目指す姿 
国内外から観光客が訪れ、地域経済が活性化し、市民との交流が活発に行われているまちを目

指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

観光入込客数（年間) 人 1,486,000  810,328  1,048,523  1,102,410 1,532,000  

市内宿泊者数（年間） 人 172,000  124,980  157,996  164,592 177,000  

観光４駅の売上金額（年間） 千円 486,170  365,565  411,180  498,770 501,000  

サーフィン等利用客数（年間） 人 253,592  128,415  221,000  170,741 260,000  

総  括 

○ 新型コロナウイルス感染症が５類へ移行されたことで、行動制限や入国制限も解除され、入込客

数、宿泊者数ともに増加しましたが、依然として目標値には届いていない状況です。 

○ 観光４駅の売上金額は、ポストコロナ期の人流回復や送料無料キャンペーンなどにより、基準値

を上回ることができました。 

○ サーフィン等利用客数は、コロナ禍の影響により令和元年度の基準値と比較して少ないものの、

回復傾向でありますが、気象状況等の影響もあり、目標達成が難しい状況です。 

 

 

具体的施策 ① 受入体制の整備とおもてなしの充実 

主な取り組み 

○ プロモーション等の成果品を活用した誘客看板を市内８か所に設置しました。 

○ インバウンド需要の回復を見据えた主要観光地への誘導看板の多言語化等を図りました。 

○ 馬ケ背展望所へスケルトン突き出し展望スペースを設置し、愛称を「スケルッチャ！」と命名し

ました。 

○ 観光 Wi-Fi 利用者の満足度を高めるためにログイン方式を変更し、また、お倉ケ浜海水浴場の既

存エリア拡張を実施しました。 

○ 市内観光宿泊施設（日向サンパークオートキャンプ場、牧水公園）に Wi-Fi 環境を整備しました。 

○ 日向サンパークに大型複合遊具・ドッグランを整備し、また、市内観光施設のトイレの洋式化及

び細島灯台展望所の改修工事を行いました。 

○ 牧水公園では、ふるさとの家、コテージ１０棟の改修工事、日向サンパークオートキャンプ場で

は、ログハウスのデッキ改修、コテージ２棟の改修工事を行いました。 

○ 広域観光ルートや圏域の魅力を広く発信するために、圏域の PR 動画を作成しました。 

現状と課題 

○ コロナ禍により落ち込んだ市内観光入込客数などをできるだけ早い段階で再起させるよう日向市

ポストコロナ観光戦略（R04-06）に基づき、様々な取組を実施していますが、いまだコロナ禍前

の水準へ到達していません。 

○ 前回の観光パンフレット等も制作から数年が経過し、掲載情報の古さが否めず、新たな魅力を追

加して刷新し、更にデジタル化する必要があります。 

○ 近隣市町村との連携による広域観光コンテンツの開発及び効果的なプロモーションが必要です。 

○ 各観光施設の建築物や設備など、経年劣化が進んでおり、既存施設の長寿命化に向けた対策を講

じる必要があります。  

今後の方向性 継続 

○ 旅行者の観光に対する新しいニーズに対応した持続可能な観光地づくりを通じ、地域経済の活性

化や歴史文化の保護、環境の保全に資することを目的に、観光地域としてのブランド化や競争力

向上を図るとともに、国内外の観光客の消費増加や満足度向上につなげる「日本版持続可能な観

光ガイドライン（JSTS-D）」認証取得に取り組みます。 

○ 近隣市町村との連携を強化し、広域観光圏としての周遊性の向上やサイクルツーリズムの更なる
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推進など新たな魅力の創出に取り組みます。 

○ 多様化する観光ニーズに対応する人材を育成し、観光客が安心・快適に旅行できる環境整備に取

り組みます。 

○ 代表的な観光地を更に充実させ、周辺にあるコンテンツへとつなげ、観光消費の拡大や経済波及

効果を高めていきます。 

○ 観光施設の長寿命化を図るため、施設の状態を確認しながら、計画的に施設の改修や設備の更新

を進めていきます。 

 

 

具体的施策 ② 観光消費拡大の仕掛けづくり 

主な取り組み 

○ 「日向市ポストコロナ観光戦略」の３つの重点的施策 ①観光消費額拡大に向けた新たな滞在型観

光コンテンツの開発、②観光客の誘致に向けた効果的な情報発信の強化、③時代の潮流に合わせ

た「日本版持続可能な観光ガイドライン」導入に基づき、観光関連事業者等と連携しながら、観

光客の呼び戻しや観光消費額の増加につながる様々な事業に取り組むことで、できるだけ早い段

階での目標達成と市内観光関連産業の再起を図りました。 

○ 総務省の地域活性化起業人を活用し、ポストコロナ観光戦略に掲げた重点政策を推進しました。 

○ 体験型観光コンテンツ造成協議会を立ち上げ、民間の観光関連事業者等とともに新たなコンテン

ツの造成に着手し、モニタリング等に取り組みました。 

○ ポストコロナ期の観光ニーズに合った“稼げる看板商品”になると期待される市の観光資源を体

感する事業及び食を体感できる複合イベントを実施しました。 

○ 国の事業や財団の支援を受け、細島一帯の観光資源の調査研究や磨き上げを実施しました。 

現状と課題 

○ インバウンド需要も回復傾向にあり、今後の 2025 大阪・関西万博に向けインバウンドの地方誘

客を図るため、特別な体験の提供など観光回復の起爆剤となる取組等を集中的に実施する必要が

あります。 

○ 観光消費額拡大に向け、集客力があり持続可能な観光の視点を持った滞在型観光のコンテンツ開

発に取り組んでいますが、販路の拡大や地域における観光コンテンツ提供事業者の確保・掘り起

こしを行う必要があります。 

○ 体験商品を販売する事業者のオンライン予約への対応が課題です。 

今後の方向性 継続 

○ 観光客の滞在時間の延長や宿泊につながる新たな観光コンテンツを提供することで、観光誘客と

観光消費額の拡大につなげる必要があります。 

○ 二次交通の手段の充実やＩｏｔを活用したＤＸ推進など、観光客の利便性向上に取り組みます。 

○ 情報発信拠点の１つである道の駅について関係機関と協議を行いながら、機能の充実を図る必要

があります。 

 

 

具体的施策 ③ 効果的な情報発信とプロモーション 

主な取り組み 

○ 世代を超えて愛されている「短歌」を軸としたプロモーションとして改めて市の文化的遺産でも

ある「若山牧水」「短歌」に着目し、一貫した PR 動画や観光ポスター等を活用しながら、国内か

らの誘客を図りました。 

○ プロモーションの１つ「ヒュー！日向 マッチング短歌」では、テレビの全国ネットやＢＳ放送、

新聞、ウェブ記事など多くのメディアに取り上げられるなど、日向市の知名度向上に寄与しまし

た。 

○ 国内旅行やインバウンド需要の回復を見据えた観光情報を様々なメディアを活用して情報発信し

ました。 

○ 日向観光のプラットホームである観光情報ホームページ「日向 style」において、スマートフォン
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上での操作性向上やボランティアガイド申込の web 対応などの改修を実施しました。 

○ インバウンド誘客を図るため、日向ひょっとこ踊りプロモーション動画（日本国内版、英語版、

台湾華語版）を制作しました。 

○ 観光協会のホームページに SDGｓ及び体験型観光コンテンツの紹介ページを追加しました。 

現状と課題 

○ 観光客に提供する観光資源や観光スタイルは、訪れる観光客の年齢や国籍、同行者等の属性によ

って求める情報や入手したい情報などが異なることから、効果的に観光情報を提供するシステム

を構築していく必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ グローバル化や少子高齢化等の社会構造の変化に伴う観光客の嗜好の多様化や個人化等、観光の

動向を分析し、従来の情報提供手法を見直すなど、観光客のニーズに合わせた対応に取り組みま

す。 

○ 本市の認知度向上と来訪のきっかけづくりを図るため、ターゲットを明確にしたプロモーション

を継続的に展開し、魅力的な観光情報の効果的な発信に取り組みます。サーロインの法則(作る

（３）：届ける（６）：分析する（１）)を念頭に置いたデジタルプロモーションの強化及び訴求力

の向上（フォロワーの質と量の向上）に務めます。 

 

 

具体的施策 ④ 観光産業を担う組織や人材育成・強化 

主な取り組み 

○ 圏域の恵まれた観光資源等を国内外に向け積極的に情報発信するとともに、圏域ならではの特色

ある体験・交流型観光メニュー「ひゅうが奥日向“旅”博覧会（通称：タビハク）」の開催やイン

フラ・サイクルツーリズムなどを推進し、本圏域における関係交流人口の拡大と地域活性化を図

りました。 

○ ICT を活用した人流と観光消費行動に関する調査、ドローン撮影技術の向上と画像配信システム

の構築、レンタル電動キックボードと連動した web 予約・決済システムの構築、観光地における

来客カウンターの設置などの観光 DX に取り組みました。 

現状と課題 

○ コロナ禍により、歴史観光ボランティアガイドの需要は激減し、活動を再開するも会員数の減少

は顕著になっています。 

○ ＤＸ推進事業により、従来の国勢調査や統計データからは困難であった来訪者の発地別人数や属

性などの人の動きを把握する人流データの取得・分析に取り組んでいますが、これらの結果をい

かにプロモーションや受入環境整備などの施策に生かすかが課題となっています。 

○ 観光関連事業者間連携を促進し、質の高いサービスの提供や人材育成が必要です。 

今後の方向性 継続 

○ 地域の魅力をドラマチックに語れる人材など、プロフェッショナルガイド養成のための研修会な

どを継続して開催するほか、インバウンド向けの通訳ガイドの育成も図ります。 

○ 観光ＤＸを推進することで、旅行者に対する利便性の向上による消費機会の拡大、また、観光産

業の生産性の向上、更にそれらを支える観光デジタル人材の育成を図ります。 

○ デジタルマーケティングを担う人材の育成及び DMO の検討も含めた観光推進団体の組織強化を

図ります。 
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具体的施策 ⑤ 地域資源を活用したスポーツ交流の拡大 

主な取り組み 

○ 「ヒュー！日向」ホームページをはじめ、インスタグラムやフェイスブックを活用した情報発信

を行いました。 

○ 本市のワーケーションは全国でも先進的な地域として注目され、国等のモデル地域に選定される

など、体験者や視察等の多くの受け入れを行いました。また、日向ビーチスポーツフェスの開催

やビーチテニス大会の開催支援を行い、ビーチ環境を生かした取組を行いました。 

○ 市内のサーフショップの協力の下、「サーフィンレンタルクーポン」を発行し、利用者の負担軽減

を図り、サーフィン体験者の増加や各ショップの新規顧客開拓に努めました。 

○ ワールドサーフリーグ公認の国際大会や一般社団法人日本プロサーフィン連盟主催の国内大会な

どの開催支援を行い、大会を通した情報発信、飲食、宿泊等による地域活性化を図りました。 

○ 日向海上保安署が主催する沿岸海難救助訓練への参加やサーファーに対する海難事故防止啓発チ

ラシ等の配布活動を行いました。また、伊勢ヶ浜、お倉ヶ浜、金ヶ浜の各海水浴場への津波フラ

ッグの配備・周知や施設の維持管理を行い、利用者が安心してサーフィンができる環境整備に努

めました。 

○ 関係課と連携を図りながら、大王谷運動公園野球場、投球練習場の改修を行いました。また、お

倉ヶ浜総合公園野球場の改修についても取り組んでいます。 

○ 東北楽天ゴールデンイーグルス二軍の春季キャンプ受け入れをはじめ、社会人野球チーム、女子

ソフトボール日本代表選考会、プロ野球選手自主トレーニングの受け入れ等を行いました。 

現状と課題 

○ 「ヒュー！日向」ホームページの内容を適宜見直し、より効果的な情報発信を図る必要がありま

す。 

○ 全国的にもワーケーションの先進地として認識され、多くの受け入れを行う一方で、出社回帰に

よる市場の縮小も予想されることから、新たなターゲットの掘り起こしも必要となります。ビー

チスポーツフェスについては、令和９(2027)年度に本県で国民スポーツ大会が開催される予定で

あることから、本市で開催予定のビーチバレーボール、サーフィンを中心とした内容を検討し、

機運醸成につながるよう取り組んでいく必要があります。 

○ サーフィンだけではなく、造成中の体験型観光コンテンツと連携して取り組む必要があります。 

○ 全国屈指のサーフスポットを有する本市でのサーフィン国際大会、国内大会等の誘致は、サーフ

タウン日向を推進していく上で今後も取り組んでいく必要があります。 

○ 今後も安心してサーフィンができる環境整備に取り組んでいく必要があります。 

○ ハード整備等の検討と合わせて、サッカー等の新たなスポーツキャンプ誘致の検討を行う必要が

あります。 

今後の方向性 継続 

○ 「ヒュー！日向」ホームページの内容をより充実したものにし、また、インスタグラム等を積極

的に活用した情報発信に努めます。 

○ 関係課と連携し、ワーケーションの更なる推進や令和９(2027)年度に開催予定の国民スポーツ大

会の機運醸成を図るため、ビーチスポーツフェス等を開催し、にぎわいのある海岸づくりによる

関係交流人口の促進に努めます。 

○ 体験型観光コンテンツの１つとしてサーフィンを捉え、他のコンテンツとの連携や相乗効果を目

指す取組に努めます。 

○ 関係団体等と連携を図りながら、国際サーフィン大会をはじめとした国内大会の継続した誘致を

行い、更なるサーフタウン日向の推進に努めます。 

○ 快適で安心にサーフィンが楽しめる環境を維持するために、海難救助訓練の継続した参加や施設

の維持管理に努めます。 

○ 関係課と連携した施設の整備を図り、各種スポーツの情勢等を見ながら、野球をはじめ、サッカ

ー等のスポーツキャンプの誘致に取り組みます。 



 

 

基本目標４ 生活環境 
第２次日向市総合計画・後期基本計画書自然を守り、安全

で安心な環境で心豊かに暮らせるまち 

 

 

施策 具体的な施策 

4-1 消防体制の充実 
① 警防・救急体制の充実 

② 消防団体制の充実 

4-2 防災体制の充実 
① 災害予防対策の推進 

② 災害に強いまちづくり 

4-3 安全・安心な生活環境の確保 

① 防犯対策の推進 

② 交通安全・水難事故防止対策の推進 

③ 消費者教育・啓発の推進 

④ 生活相談体制の充実 

⑤ 衛生対策の推進 

4-4 循環型社会の実現 

① ごみの発生抑制と再利用の推進 

② ごみの適正処理の推進 

③ 安全で適正な処理体制の構築 

4-5 自然環境の保全と活用  

① 自然環境の保全 

② 河川・海岸の保全 

③ 公害対策の推進 

④ 資源・エネルギー対策の推進 

4-6 安全で安定した水の供給 
① 安全で良質な水の安定供給 

② 水道事業経営の健全化 

4-7 生活排水の適切な処理 

① 公共下水道事業の推進 

② 農業集落排水事業の推進 

③ 合併処理浄化槽の普及と適正管理 

4-8 快適な住宅環境の整備 

① 市営住宅の整備と維持管理 

② 安全で安心な建築物の整備促進 

③ 空き家の適正管理と活用の促進 
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【基本目標４ 生活環境】 

自然を守り、安全で安心な環境で心豊かに暮らせるまち 

 

Ⅰ．全体達成度  主な指標合計：２１個 

施  策 
指標

数 

達成度 

★ 

（～25％未満） 

★★ 

（25％～50％） 

★★★ 

（51％～75％未満） 

★★★★ 

（75％以上） 

1 消防体制の充実  2 2    

2 防災体制の充実  4    4 

3 安全・安心な生活環境の確保  5 2 1  2 

4 循環型社会の実現  2 1   1 

5 自然環境の保全と活用  2    2 

6 安全で安定した水の供給  1    1 

7 生活排水の適切な処理 1  1   

8 快適な住宅環境の整備 4   1 3 

合  計 21 5 2 1 13 

 

Ⅱ．評価と課題 

1 消防体制の充実 

東郷分遣所に救急車を新たに配備し、救急体制の全体の強化が図られました。高齢化が進む中、救

急業務の重要性は高まっており、住民への応急手当の普及啓発にも継続的に取り組む必要がありま

す。消防団については、大規模災害はもとより地域防災力の中核として欠くことのできない存在に

なっています。今後は女性の加入促進にも力を入れ、地域防災力の充実を図る必要があります。 

2 防災体制の充実 

防災備蓄倉庫の整備とともに、非常食や飲料水、防災資機材等の分散備蓄を図るほか、Ｂ＆Ｇ財団

の支援を受け、防災拠点施設として重機や潜水機材などを整備しました。 

土砂災害防止対策や橋梁等の耐震化工事などのハード整備の推進に加え、地域や防災士と連携し

た防災訓練、地区防災計画や個別避難計画の作成支援に継続的に取り組みます。 

3 安全・安心な生活環境の確保 

警察をはじめ交通指導員、地域防犯ボランティア、関係団体と連携し、地域防犯・交通安全キャン

ペーンや見守り活動などを実施しました。飲酒運転の根絶に向けて、引き続き啓発活動を行い、市民

の意識の高揚を図ることが必要です。また、消費生活トラブルの防止のため、悪質商法の事例等を出

前講座や市ＨＰ、ＦＭラジオ等のメディアを通じた啓発に取り組む必要があります。 

4 循環型社会の実現 

 ごみの排出量は年々減少しているものの、市民一人当たりの排出量は増加傾向にあることから、

今後も引き続き、ごみの適正な排出や減量化・資源化に向けて取り組む必要があります。 

 「まごころ収集」においては、関係機関と連携して取り組むとともに、安否確認などの見守り活動

も行いました。 

5 自然環境の保全と活用 

 苦情の多くは野焼きによる事案であることから、全般的な環境保全も含めた啓発を充実していく

必要があります。 

 また、ゼロカーボンの推進については、市内全域の温室効果ガス排出量を削減するため、市民、事

業者、行政が一体となって取り組む必要があります。 
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6 安全で安定した水の供給 

権現原浄水場更新基本計画の策定、計画的な管路更新・耐震化工事及び適切な施設保全、大規模災

害を想定した応急給水訓練など、水道事業の防災力向上や災害対応力の強化に努めました。 

今後もこれらの取組を継続することにより、強靭で持続可能な水道事業を目指し、効率的で健全

な水道事業経営に努める必要があります。 

7 生活排水の適切な処理 

生活排水処理率を向上させるために、公共下水道の整備を計画的に進めてきましたが、国が方針

として示す令和８年度までの汚水処理施設慨成に向け、下水道区域の見直し、縮小を行いました。今

後は残りの面整備に加え、「日向市下水道ストックマネジメント計画」に基づいた更新事業を推進し

ていくこととなりますが、「耐震化」「耐津波化」についても、施設の重要度を見極めつつ計画的に実

施していく必要があります。 

事業経営面においては、人口減少により下水道使用料が減少傾向にあることから、財源確保に向

けた取組も大きな課題となっています。 

また、下水道事業の区域縮小に伴い、今後は合併浄化槽普及の施策の充実についても検討を行っ

ていく必要があります。 

8 快適な住宅環境の整備 

入居者の安全安心のため、老朽化が進む市営住宅の改善事業を計画的に実施する必要があります。

住宅セーフティネットの根幹である市営住宅を適切に維持するとともに、人口減少や少子高齢が進

む中で管理戸数の適正化を図る必要があります。 

空き家状態の長期化により、草木の繁茂や建材の飛散等を心配する相談が増えています。管理不

全空家や特定空家等になる前に民間関係団体と連携し、賃貸や売買など活用に取り組む必要があり

ます。 

 

Ⅲ．総評 

生活環境は、21個の指標のうち、25％未満が 5個、50％未満が 2個、75未満が 1個、75％以上が

13個となっています。 

生活環境については、想定される地震・津波等の被害軽減のための地域防災体制の構築や防災備

蓄倉庫の整備、東郷分遣所への救急車の配備、老朽化していた東郷診療所の整備など、市民の命を守

る施策に重点的に取り組んできました。 

一方で、少子高齢化が進行する中で、個別避難計画の作成支援など防災体制の構築や全国的に増

加している空き家の対策など、市民が安全で安心して暮らせる生活環境の充実に取り組む必要があ

ります。 
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施策４－１ 消防体制の充実 

目指す姿 
消防活動への市民の理解が深まり、市民の生命や財産が守られ、安心して暮らせるまちを目指

します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

応急手当普及講習会の受講者数

（年間） 
人 4,363  1,845  2,339  3,112 5,000  

消防団員の定数に対する充足率

（年度末時点） 
％ 94.2  96.1  88.5  84.9 100  

総  括 

○ 救急法等の講習会受講者は、令和元年度と比較すると令和３年度、４年度はコロナ禍により減少

しましたが、新型コロナウイルス感染症が令和５年度に５類に移行されたことにより、増加傾向

にあります。 

○ 消防団員の定数に対する充足率は、令和３年度は基準値を達成していますが、令和２年からのコロ

ナ禍による活動自粛に伴い、十分な勧誘活動が行えなかったこと及び若年人口の減少等の影響で令

和４年度、５年度と２年連続で減少しており、厳しい状況が続いています。 

 

 

具体的施策 ① 警防・救急体制の充実 

主な取り組み 

○ 令和３年度に１台、令和４年度に２台、計３台の高規格救急自動車を更新し、救急体制の強化を

図りました。 

○ 令和５年度に東郷分遣所に、救急車を新たに配備したことにより、救急需要の増加や地域格差の

解消に成果が出ました。 

○ 消防・救急フェアなどのイベントがコロナ禍で中止され、救急車適正利用の市民への啓発チラシ

配布等が実施できなかったので、FMひゅうがの出演や広報ひゅうがに啓発記事を掲載しました。 

○ 応急手当普及講習会等は、コロナ禍で中止が相次いだが、令和３年度は 1,845 人、令和４年度は

2,339人、令和５年度は、3,112人と新型コロナウイルス感染症が５類に移行し、受講者が増加し

ました。 

○ 消防用設備等の設置義務違反に対して徹底した指導を行うなど、違反是正に向けた計画案を検討

中です。 

○ 住宅用火災警報器の設置率向上を目的にＦＭひゅうがの出演や広報ひゅうがに啓発記事を掲載し

ました。 

○ 水難事故に迅速に対応するため、令和７年度に潜水救助隊を発足させます。令和４年度に B&G 財

団から潜水器具とウエットスーツ７セット等を寄贈していただきました。潜水講習にも計画的に

隊員を派遣し、発足に向けて準備しています。 

○ 令和５年度に初めて女性消防吏員２人を採用し、女性専用施設（仮眠室・風呂・トイレ）も令和

６年３月に完成し、令和６年度から消防署で勤務しています。 

現状と課題 

○ 救急体制については、東郷分遣所に救急車を配備しましたが、３人体制の乗換え運用のため、火

災などが重複した場合に対応が遅れます。将来に向けて人員増が必要です。 

○ 消防力を維持するためには、消防施設や車両の更新などに多額の費用を要するため、中長期的な

整備計画が必要です。 

○ 水難事故に対応するために、令和７年度に潜水隊の発足に向けて、装備や講習などの準備段階で

す。今後も継続的に装備を充実させ、潜水技術の向上を目指します。 

今後の方向性 継続 

○ 増加が見込まれる救急需要に対応するため関係機関とも連携し、救急体制の強化に取り組みます。 
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○ 国の支援制度を活用し、計画的な施設・資機材の整備や適切な維持管理に努めます。 

○ 救急車の適正利用について市民への啓発活動を継続します。 

○ 老朽化に伴う消防通信指令システム更新を令和６年度、消防デジタル無線の更新を令和７年度に

計画しています。 

 

 

具体的施策 ② 消防団体制の充実 

主な取り組み 

○ コロナ禍により地元団員の勧誘活動は縮小しましたが、市ホームページや各種メディア等を活用

し、団員確保に取り組みました。 

○ 機能別消防団員として消防団ＯＢを中心に約 80人の団員を確保し、正規団員の就業時間帯の災害

対応など、支援体制の充実を図りました。 

○ 女性消防団員の勧誘強化に取り組み、新規女性消防団員が９人入団しました。（令和３年度：３人、

令和４年度：４人、令和５年度：２人） 

○ 消防団車両４台、小型ポンプ１台の更新と団員詰所（機庫）２か所の建て替えを行いました。 

○ 国の基準に沿った装備品の配備に努めました。また、国のコミュニティ事業を活用し、チェンソ

ー使用時に着用する防護ズボンを配備しました。 

○ 消防団員にアンケート調査を実施し、その結果を踏まえ年間行事や活動の見直しを行いました。 

○ 定期的な操法訓練をはじめとする各種訓練の実施や県消防学校等で行われる研修等に団員を派遣

し、団員の資質向上に努めました。 

現状と課題 

○ 全国各地で地震や風水害等の災害が激甚・頻発化する中、市民の生命、身体及び財産を災害から

保護する地域防災の要である消防団の重要性が増しています。 

○ 消防団の活動は、消火活動や救助活動だけでなく、災害警戒活動・行方不明捜索・火災予防啓発

など多様な役割を担っています。 

○ 消防団員数は、全国的に減少傾向となっています。特に南部地区や東郷地区等では、人口減少に

伴い消防団の対象となる若年層が減少しているため、団員の確保が困難になっています。 

○ 消防団の活性化のためにも、消防団車両や装備、詰所（機庫）等の環境整備が必要ですが、財政

的に厳しい状況から消防団の要望に対応できないのが現状です。 

今後の方向性 継続 

○ 国、県等の消防団確保対策事業を活用し、団員確保に努めます。 

○ 消防団の必要性を市民に啓発し、消防団員の確保と活動への支援に努めます。 

○ 消防団協力事業所の拡大や企業への消防団活動に対する理解の促進を図ります。 

○ 機能別消防団員を拡充し、若者や女性などが加入しやすい組織づくりに努めます。 

○ 消防団員が安全で活動しやすい環境を整えるために、消防団施設の計画的な整備・更新や国の基

準に基づく適正な装備品の配備を推進します。 

○ 消防操法大会の開催や専門的研修への派遣により、消防団員の資質向上に努めます。 
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施策４－２ 防災体制の充実 

目指す姿 
市民の防災意識が高まり、持続可能で強靱な国土と質の高いインフラによる安全で安心な環境

づくりを目指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

地域防災訓練などへの参加者数

（年間） 
人 19,780  11,760  18,982  24,010 25,000  

市防災情報配信サービス登録者

（年度末時点） 
人 約 1,700 1,973  2,092  2,186 約 2,200 

地区防災計画の取組地区の総数 地区 5  7  9  10 10  

急傾斜地崩壊対策事業実施箇所

（累計） 
か所 ― 4  4  6 4  

総  括 

○ コロナ禍による行動制限が緩和され、市総合防災訓練や自主防災会を主とした地域防災訓練が積

極的に実施されたことにより、訓練参加者数が増加傾向にあります。 

○ 防災訓練やイベント等において防災情報配信サービスへの登録を推進したことで、登録者が増加

しています。 

○ 各地区への意向調査やＮＰＯとの連携による地区防災計画の策定支援により、計画策定に取り組

む地区が徐々に増加しています。 

○ 大雨等による土砂災害を防止するため、県と連携した急傾斜地崩壊対策事業を着実に進めるとと

もに、小学校での土砂災害防止教室を開催し、早期避難の意識啓発に取り組みました。 

○ 急傾斜地崩壊対策事業実施箇所数については、県と連携を図りながら、２対象地区で新規事業に

着手することとなり、目標値を上回る箇所数となりました。 

 

 

具体的施策 ① 災害予防対策の推進 

主な取り組み 

○ 避難所担当職員に対し、避難所運営マニュアル説明会や避難所設営訓練を実施し、適切な避難所

運営及び避難所における感染症予防対策に取り組みました。 

○ 自主防災会に対し、避難所運営に係る図上訓練（HUG）を実施するとともに、市総合防災訓練に

おいて地域の防災士と連携した避難所運営訓練に取り組みました。 

○ 日向市防災情報配信サービスへの登録を推進するとともに、ＳＮＳからいち早く災害情報を入手

するための「ＳＮＳ情報収集サービス」を導入しました。 

○ 地域防災訓練などへの年間参加者数は、コロナ渦の期間、大幅に減少しましたが、感染症５類に

移行後、防災訓練や防災講座などが積極的に実施され、参加者数も増加傾向にあります。 

○ 「防災士」の資格を取得された方に、費用の一部を支援しました。 

○ 地域に即したきめ細かな地区防災計画の策定支援に取り組み微増しました。 

○ 個別避難計画（＝個別支援プラン）については、モデル地区において作成及び作成支援に取り組

みました。 

○ 福祉避難所の円滑な設置と運営を図るため、福祉避難所の施設と関係部署の意見を反映した「日

向市福祉避難所設置・運営マニュアル」を作成しました。 

○ 福祉避難所の拡充に向け、高齢者福祉施設及び障がい者支援施設等にアンケートを実施し、今後、

個別に協議を進めることとしています。 

現状と課題 

○ 自主防災組織を中心とした地区防災計画の策定を推進していますが、コロナ禍の期間は、防災訓

練や防災講座等の実施が少なかったことから、今後も策定に対する支援を継続する必要がありま

す。 
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○ あらゆる分野でデジタル化が進んでいることから、災害時における防災ＤＸ化を図り、迅速な災

害対応や避難生活の環境改善に努める必要があります。 

○ 大規模災害時に長期避難生活を余儀なくされた被災者の健康被害やストレス等による災害関連死

についても対策が必要です。 

○ 地域防災を支える人づくりのため、若年防災士の育成が必要です。 

○ 令和３年５月の災害対策基本法の改正に伴い、優先度の高い避難行動要支援者について、個別避

難計画を作成することが市町村の努力義務とされました。 

○ 個別避難計画作成のモデル地区における取組を通じて得られた課題として避難行動要支援者の優

先度の選別、避難支援協力者の確保、作成体制の充実が挙げられています。 

今後の方向性 継続 

○ 自主防災会や地域の防災士等と連携し、防災訓練や防災講座を継続して実施し、地区防災計画の

策定など防災意識の啓発活動を推進します。 

○ 防災ＤＸを推進し、迅速な災害対応や被災者支援に努めます。 

○ あらゆる人が参加できる避難所運営訓練を実施し、避難者、地域及び施設管理者等が連携した避

難所運営を目指します。 

○ 避難行動要支援者を地域で助け合う体制づくりの支援に努めます。 

○ 個別避難計画の作成をさらに推進するため、新たな作成方法や体制を検討・実施する必要があり

ます。 

○ 福祉避難所の拡充とともに、設置・運営マニュアルの見直しを図ります。 

 

 

具体的施策 ② 災害に強いまちづくり 

主な取り組み 

○ 感染症予防対策や避難所の環境整備のため、簡易テントや発電機等の防災資機材を購入しました。 

○ Ｂ＆Ｇ財団の支援を受け、防災拠点施設として重機や潜水機材などを整備しました。 

○ 市内２箇所に防災備蓄倉庫を整備し、非常食や飲料水など備蓄品の計画的な購入とともに分散備

蓄を推進しました。 

○ 「橋梁耐震化計画」に基づき、緊急輸送道路にある橋梁の耐震補強工事を行いました。 

○ 亀崎川流域における浸水被害の低減対策のため、台風等による大雨予報が発表された際に仮設排

水ポンプを設置しました。 

○ 県と連携し、急傾斜地崩壊対策事業２対象地区で新規事業に着手しました。 

また、平成２９(2017)年度から令和４(2022)年度にかけて取り組んでいた１地区の急傾斜地崩壊

対策事業が完了しました。 

現状と課題 

○ デジタル式同報系防災行政無線の整備後、相当年数が経過したことから、情報伝達手段の維持の

ため大規模な改修が必要となってきます。 

○ 津波災害警戒区域の指定や南海トラフを震源とした最大規模の地震津波発生による被害想定の見

直しが国県によって進められていることから、備蓄品等の見直しや新たな避難施設を整備する必

要があります。 

○ 緊急輸送道路における橋梁の耐震化については、令和８年度末までの対策が必要となっています。 

○ 近年においては、亀崎川流域だけでなくその他流域でも浸水被害が発生しています。 

○ 気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化や土砂災害警戒区域指定の進捗に伴い、地域住民の土

砂災害に対する防災・減災意識が高まり、土砂災害対策に対する要望が増加しています。 

今後の方向性 継続 

○ 同報系防災行政無線の運用等について検討し、改修や運用方法の見直しを行います。 

○ 備蓄品や避難施設等の見直し検討を行うとともに、早期避難を促すため地域と連携した施設整備

に取り組みます。 

○ 「橋梁耐震化計画」に基づく耐震化を計画的に進めます。 

○ 台風等の豪雨で甚大な内水被害が発生した耳川流域において、台風等による大雨予報が発表され
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た場合には、仮設排水ポンプの設置に取り組みます。 

○ 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定などソフト対策と並行して、土砂災害対策（砂

防・地すべり・急傾斜地）の緊急性、優先性を見極めながら計画的な整備を推進します。 
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施策４－３ 安全・安心な生活環境の確保 

目指す姿 
地域社会が一体となって、防犯活動・交通安全運動・消費者保護対策に取り組み、安全で安心

な生活環境の確保を目指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

刑法犯罪発生件数（年間） 件 297  203  192  244 270  

交通死亡事故の件数（年間） 件 3  2  1  2 0  

水難死亡事故の件数（年間） 件 6  2  0  1 0  

消費生活センターの総相談件数に

対する解決率 
％ 96.1  94.1  96.3  97.0 100  

狂犬病予防注射接種率 ％ 83.8  79.9  80.0  78.5 100  

総  括 

○ 刑法犯罪発生件数は、基準値を下回る件数で推移し減少傾向でしたが、昨年増加に転じました。 

○ 交通死亡事故の件数については、基準値を下回る件数で推移していますが、毎年のように交通死

亡事故が発生しています。 

○ 水難死亡事故の件数は、基準値を下回る件数で推移しています。 

○ 消費生活相談センターの総相談件数に対する解決率は、相談内容によっては、解決に至らないケ

ースがあることなどから、90％台後半で推移しています。 

○ 狂犬病予防注射は、動物病院だけでなく市でも集合注射を実施しており、接種率は 80％台で推移

しています。 

 

 

具体的施策 ① 防犯対策の推進 

主な取り組み 

○ 地域防犯に関する市民の意識の高揚を図るために、街頭啓発キャンペーンを実施しました。 

○ 防犯灯など防犯設備の設置・修繕等を実施し、防犯のための環境づくりを行いました。 

○ 警察等の関係機関と連携し、青少年や高齢者等の犯罪被害抑止に取り組みました。 

○ 小・中学校の通学路を主とした下校時間帯等における青色パトロールカーによる巡回パトロール

や見守り活動を行いました。 

○ 特殊詐欺などの犯罪被害防止に関する情報提供に取り組みました。 

○ 地域の自主防犯ボランティア等に対する活動支援を行いました。 

○ 自転車盗が多い市内の各駅にて、自転車チェーンの配布を行い自転車二重ロックの啓発に努めま

した。 

 

現状と課題 

○ 安全・安心な暮らしを守るためには、市民一人ひとりの防犯への意識を高めていくことが重要で

す。 

○ 警察など関係機関との連携を強化し、市民への犯罪被害防止に関する情報をタイムリーに提供し

ていく必要があります。 

 

今後の方向性 継続 

○ 防犯意識の高揚につながるよう効果的な啓発活動を行うとともに、学校や地域と連携し、防犯教

育に取り組みます。 

○ 通学路等、青色パトロールカーによる見守り活動を行います。 

○ 防犯灯など防犯設備の設置・修繕等を行い、犯罪を抑止できるような環境づくりに努めます。 

○ 地域で防犯活動を行っている自主防犯ボランティアの活動を支援します。 
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具体的施策 ② 交通安全・水難事故防止対策の推進 

主な取り組み 

○ 交通事故死ゼロを目指して月１回街頭啓発を行い、市庁舎へ懸垂幕を掲揚するなど、交通安全運

動を実施しました。 

○ 市広報紙に交通事故防止に関する記事を掲載し、市民への情報提供を行いました。 

○ 関係機関と連携し、交通安全キャンペーンや飲酒運転根絶運動を実施するとともに、青色パトロ

ールカーによる巡回パトロール活動を行いました。 

○ 海上保安署、警察等の関係機関と連携を図り、水難事故防止に向けた啓発活動や危険防止対策に

取り組みました。 

○ 交通安全対策特別交付金を活用し、区画線、カーブミラー、ガードレールなどの交通安全施設の

更新や新設を行い、市民生活の安全性の向上を図りました。 

現状と課題 

○ 重大な事故につながる飲酒運転の根絶に向けて、市民の認識を深めることが必要です。 

○ 交通違反や交通事故を減らすため、市民の意識の高揚を図る必要があります。 

○ 夏休み期間や釣り客の多い冬場など、特に水難事故が発生しやすい時期は、重点的に注意喚起を

行う必要があります。 

○ 交通安全施設については、毎年整備を行っていますが、管理する施設数が多いことから、緊急性、

安全性を考慮した施設整備が求められます。 

今後の方向性 継続 

○ 関係機関と連携し、交通安全運動や交通安全教育を実施し、市民の交通安全に対する意識の高揚

を図ります。また、飲酒運転根絶に向けて、啓発活動を強化します。 

○ 高齢者が安全運転を続けられるよう、制限運転の普及・促進を図ります。 

○ 水難事故を防止するため、関係機関と連携し、注意喚起を促すなど啓発活動に努めます。 

○ 交通安全施設の整備（更新等）が必要な箇所は年々増え続けていることから、計画的な整備を進

めます。 

 

 

具体的施策 ③ 消費者教育・啓発の推進 

主な取り組み 

○ 日向東臼杵圏域で設置している日向地区広域消費生活センターにて消費生活相談を行いました。 

○ 市内の団体、企業、学校、保育園へ消費生活出前講座を実施しました。 

○ 消費者問題の街頭啓発を行いました。 

○ ＦＭラジオにて毎月１回、消費者トラブル防止の啓発を行い、四半期ごとに情報誌「カモちゃん

ニュース」を発行しました。 

現状と課題 

○ 通信販売や訪問販売のトラブルの相談が多い状況にあります。 

○ 高齢者を狙った悪質商法が後を絶たたないため、警察などと連携し、トラブル防止の啓発が必要

です。 

○ 若い世代がトラブルに巻き込まれることを防ぐため、県消費生活センター及び学校と連携し広報

啓発を行う必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 県及び関係町村と連携し、相談体制の充実を図ります。 

○ 相談員のスキルアップを行い、様々な相談に対応していきます。 

○ 出前講座を行うとともに、市広報紙やホームページなどを活用し、広報啓発を行います。 

 

具体的施策 ④ 生活相談体制の充実 

主な取り組み 
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○ 市民からの陳情、要望、相談を受け、適切な相談窓口や関係機関へつなぐとともに、速やかな対

応に努めました。 

○ 弁護士による無料法律相談を実施しました。 

○ 「なんでも相談ホットライン」にて相談対応を行いました。 

○ 行政相談員が実施する相談会について、周知を行いました。 

現状と課題 

○ 陳情、要望、相談件数は、年間 450 件程度で推移しています。 

○ 相談内容が専門的な知識を要する場合は、市や県弁護士会、司法書士会が実施している無料法律

相談を案内しています。 

今後の方向性 継続 

○ 市への陳情、要望、相談については、迅速、丁寧な対応に努めます。 

○ 弁護士による無料法律相談を実施し、市民が抱える様々な事案の解決に向け支援を行います。 

○ 行政相談員や関係団体が実施している相談会の周知を図ります。 

 

 

具体的施策 ⑤ 衛生対策の推進 

主な取り組み 

○ 各地区に害虫駆除用の発泡錠剤を配布しました。 

○ 側溝清掃を行う地区に対する支援を行いました。 

○ 防虫薬剤を散布する動力噴霧機などの貸出しを行いました。 

○ 狂犬病予防集合注射を毎年４月に実施しました。また、市民課及び狂犬病予防注射の集合注射会

場にて、畜犬登録を行いました。 

○ 広報紙や FM ラジオ等を活用し、畜犬登録や狂犬病予防注射、ペットの適正飼育について啓発

を行いました。 

○ 市営城山墓園については、今後の墓地の在り方について令和３(2021)年度から令和４(2022)年度

にかけ「日向市営墓地の在り方検討委員会」にて検討を行いました。 

○ 市営城山墓園の使用者に対し、承継手続を案内するなど、無縁化を防ぐ取組を進めています。 

現状と課題 

○ 公共下水道及び農業集落排水の未整備地区などでは、毎年、側溝清掃が行われていますが、地区

住民の人口減少や高齢化の進行により、側溝清掃の減少が予想されます。 

○ 狂犬病予防注射の接種率は、８０％台で推移しており、今後も予防注射の広報啓発を継続してい

く必要があります。 

○ 墓地の在り方について、近年、宗教観やライフスタイルの変化により、多様な埋葬形態が生じて

おり、市民のニーズも多様化しています。また、墓の跡継ぎがいないなどの理由から無縁化する

ことにより、墓地の適正な管理ができなくなることも考えられます。 

今後の方向性 継続 

○ 良好な環境衛生の維持保全を図るため、地域力を活用しながら側溝清掃等の各種支援を行います。 

○ 関係機関と協力・連携し、犬の狂犬病予防注射など、適正飼育について広報啓発に努めます。 

○ 市民が将来に不安を残さず安心して城山墓園を利用できるよう、合葬墓などの施設整備について

慎重に検討する必要があります。 
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施策４－４ 循環型社会の実現 

目指す姿 
市全体で４Ｒ運動に取り組み、ごみの排出量が減少し、環境負荷が少ない循環型社会

を目指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

ごみ総排出量（年間） トン 21,542  21,216  20,921  19,773 20,059  

ごみ排出量のうちのリサイクル率 ％ 19.3  19.1  18.8  18.3 25.0  

総  括 

○ ごみの総排出量については年々減少傾向にあり、令和 5 年度に目標を達成できました。また、市

民１人当たりのごみ排出量も減少傾向となっています。 

○ リサイクル率の微減は、ごみの総排出量の減少に加え、資源となる紙の排出量が電子化等の影響

により減少していることが主な要因と考えられます。 

 

 

具体的施策 ① ごみの発生抑制と再利用の推進 

主な取り組み 

○ 自治会や高齢者クラブ等の環境学習会に出向く出前講座や各地区に配置するごみ減量化推進員の

研修会を通してごみの排出抑制、減量化・資源化に係る意識の高揚や家庭における生ごみ処理器

の説明等の啓発活動に取り組みました。 

○ 食品ロスについて、出前講座やごみ減量化推進員研修会の中で、啓発活動に取り組みました。 

○ 家庭や事業者から排出される剪定樹木を剪定樹木リサイクル施設において、チップ・腐葉土化や

薪にして、市民に無償で提供することによって、焼却するごみの減量化を図りました。 

現状と課題 

○ 直近の１人１日当たりのごみ排出量は増加しており、資源化率は下がっていることから、今後も

引き続き、ごみの排出抑制、減量化、資源化に取り組む必要があります。 

○ 依然として「食品ロス」に伴う廃棄物が排出されており、市民や事業所に向けた継続的な啓発が

必要となっています。 

○ 剪定樹木リサイクル施設への樹木等の持ち込みが減少してきており、市民への安定したチップ堆

肥や薪の提供が懸念されるため、持ち込み量の推移を見ながら、リサイクルの方法等について検

討する必要があります。 

○ 令和４年４月１日から「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行され、市町

村はプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び再商品化に必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならないことになっています。 

今後の方向性 継続 

○ ごみ減量化推進員との連携を強化するとともに、出前講座等を通してごみの排出抑制、減量化・

資源化の啓発活動に取り組みます。 

○ 県の「みやざき食べきり宣言プロジェクト」に積極的に参加し、市民や事業者への啓発を行うこ

とで「食品ロス」の削減に取り組みます。 

○ 草木類について、リサイクルなどの有効活用に取り組みます。 

○ プラスチック使用製品廃棄物の分別収集等について、先進自治体の実施状況等を踏まえ、検討を

行います。 
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具体的施策 ② ごみの適正処理の推進 

主な取り組み 

○ クリーンステーションに排出された不適正なごみについては、貼紙啓発を行い、その排出者が特

定された時には戸別訪問や適正排出のチラシの投函を実施しました。 

○ ごみの適正排出については、出前講座や広報ひゅうが等を活用し、市民に対する周知徹底に取り

組みました。 

○ 事業系一般廃棄物の不適正な排出者に対して指導を行うとともに、市広報紙により啓発を行いま

した。 

○ 市内全域のパトロールを行い、不法投棄物を回収するとともに、不法投棄が継続する場所には監

視カメラや啓発看板を設置して、不法投棄の発生を抑制に取り組みました。 

現状と課題 

○ 家庭や事業者からの不適正なごみの排出が見受けられますので、ごみの分別方法などの啓発活動

に取り組む必要があります。 

○ 不法投棄が依然として見受けられ、投棄物の回収や調査に当たっては、地権者や関係機関と連携

して行う必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 市民や事業者等に対してごみの適正な排出の周知徹底を図るとともに、不適正なごみの排出者に

対して戸別訪問等による適正な処理についての指導に取り組みます。 

○ 事業系一般廃棄物の適正処理について啓発を行います。 

○ 市内全域のパトロールを行い、不法投棄が継続する場所には監視カメラや啓発看板を設置します。

また、地権者や警察・保健所などの関係機関と連携しながら不法投棄抑制に取り組みます。 

 

 

具体的施策 ③ 安全で適正な処理体制の構築 

主な取り組み 

○ ごみ収集に当たっては、適切な衛生管理、車両の定期的な点検整備や計画的な更新に取り組みま

した。 

○ 「まごころ収集」では、関係機関と連携して制度の周知や利用決定を行うとともに、安否確認を

行う見守り活動に取り組みました。 

○ 一般廃棄物最終処分場の延命化を図るため、老朽化した汚水処理施設の更新工事を行うことによ

り、安定した安全な水処理に努めました。 

現状と課題 

○ ごみ収集車両の定期的な点検整備や計画的な更新を行っていく必要があります。 

○ 「まごころ収集」の対象世帯の入院等による長期留守についての情報共有がなされていない場合

がありますので、関係機関と連携を強化する必要があります。 

○ 最終処分場を適正に管理運営するため、老朽化した汚水処理施設を年次的に更新していく必要が

あります。 

○ 埋立が完了している一般廃棄物最終処分場について、施設の廃止に向けて検討していく必要があ

ります。 

今後の方向性 継続 

○ ごみ収集においては、効率的で安全な収集運搬体制を確保するため、安全・衛生管理を確保する

とともに、車両の適切な維持管理や計画的な更新に取り組みます。 

○ 「まごころ収集」については、関係機関との連携を強化し、制度の周知拡大に努めるとともに、

利用者との意思疎通を図りながら見守り活動も含めて取り組みます。 

○ 一般廃棄物最終処分場の適正な維持管理や施設の延命化に取り組むことにより、安全な水処理を

行います。 

○ 埋立が完了している一般廃棄物最終処分場については、廃止に向けた検討を行います。 
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施策４－５ 自然環境の保全と活用 

目指す姿 
住みよいふるさとを子どもたちに残すため、循環型社会と低炭素社会が構築された環境にやさ

しいまちを目指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

クリーンアップ日向に参加した人

数（年間） 
人 595  542  ― 819 600  

公害に対する苦情のうち解決した

割合（年間） 
％ 100  100  96.8  100 100  

総  括 

○ クリーンアップ日向については、市が指定した海岸以外に、同日に実施した地区及びまちづくり

協議会の清掃参加者も実績値に含めています。 

○ 公害に対する苦情については、全て処理済みとなっています。 

 

 

具体的施策 ① 自然環境の保全 

主な取り組み 

○ 市独自の試行的モデル事業として財光寺南小学校の３年生を対象に、平岩地区の「中島川」にお

いて、ホタルの住む川を舞台とした水質・生物調査や河川モニター等の講話など、広く環境問題

に関わる新しい形式での環境学習を実施しました。 

○ 年度当初に「日向市の環境事業」「生活排水実施計画」をホームページに掲載し情報の提供に努め

ました。 

○ 外来特定生物である「スウィンホーキノボリトカゲ」の捕獲業務を実施しました。 

現状と課題 

○ 身近な自然環境に関心を持ってもらうため、環境学習の拡充に取り組む必要があります。 

○ スウィンホーキノボリトカゲの捕獲を図るため、捕獲時期等の見直しを行う必要があります。 

今後の方向性 拡充 

○ 市独自の「水辺環境調査」を推進するため、近隣小学校への参加の促し、環境学習の場の拡充に

取り組みます。 

○ 市内に生息する動植物の分布調査等を行い、保護に努めるとともに、ガイドブックを作成し、海・

川・山をフィールドとした学習の機会を提供に努めます。 

○ 生態系を保全するため、「スウィンホーキノボリトカゲ」の捕獲業務に取り組みます。 

 

 

具体的施策 ② 河川・海岸の保全 

主な取り組み 

○ 河川モニターと連携し、河川の状況を監視するとともに、定期的に河川の水質調査を実施しまし

た。 

○ 海岸ボランティア団体等が集めた海岸漂着物ごみを定期的に回収しています。 

○ コロナ禍等の影響で中止してきた「クリーンアップ日向」を令和５年度に再開し、800 人を超え

る市民が参加しました。 

○ 県において、県管理河川の河道掘削や宅地嵩上げ等に取り組んでおり、浸水被害や津波の河川遡

上に対する治水安全度の向上が図られました。 

○ 地域に根ざした川づくりを推進し、河川環境保全等の啓発を行うことを目的に、県や近隣自治体、

関係団体と連携し耳川フェスティバルを開催しました。 
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現状と課題 

○ クリーンアップ日向の参加者の高齢化が目立ち、将来的・安定的な参加者の確保が危惧されます

ので、参加者を増やす取組に努める必要があります。 

○ 大量の海岸漂着物の撤去がなされていない場所がありますので、早期撤去について関係機関と連

携しながら取り組んでいく必要があります。 

○ 近年の環境保全に対する意識の高まりや気候変動に伴う自然災害が激甚化・頻発化しており、今

後発生が予想されている南海トラフ巨大地震などによる地震・津波被害のリスク増大に備えるた

め、県と連携し地域住民が安心して暮らせる災害に強い河川の整備に取り組む必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 更なる啓発を強化するとともに、関係機関との連携を図りながら海岸の保全に努めます。 

 

 

具体的施策 ③ 公害対策の推進 

主な取り組み 

○ 水質や騒音等の環境モニタリングを実施し、市民への情報提供に取り組みました。 

○ 河川モニターと連携し、河川の状況を監視するとともに、定期的に河川の水質調査を実施しまし

た。 

○ 「公害防止協定」に基づき、事業者から提出のあったばい煙・水質等の確認を行っています。 

○ 市民から通報があった場合は、現地調査を行い、原因者への指導を行っています。 

現状と課題 

○ 環境モニタリングの結果は、環境基準を達成しています。 

○ 市民からの苦情は、事業者が起因になっているものは少ない状況です。 

○ 河川モニターが高齢化し、将来に向けた新たな監視体制づくりが必要になる時期にきています。 

今後の方向性 継続 

○ 河川の水質調査等の調査区域を検証し、市内の河川モニタリングの充実を図ります。 

○ 「公害防止協定」の順守の徹底に取り組みます。 

 

 

具体的施策 ④ 資源・エネルギー対策の推進 

主な取り組み 

○ 令和５(2023)年２月に「日向市ゼロカーボンシティ宣言」を表明し、2050 年までに市内の二酸化

炭素排出量実質ゼロを目指すこととしました。 

○ 本市のゼロカーボンを推進するため、県内に事業所を有する事業者と包括連携協定を締結しまし

た。 

○ 「日向市省エネ家電買替促進事業」により、省エネ性能を有する家電への買い替えを行う市民に

対してその購入費用の一部について助成を行いました。 

○ 市の公用車として電気自動車（ＥＶ）を２台導入しました。 

○ カーボンニュートラルに関する知識等の啓発を行うため、有識者による講演会を開催しました。 

○ 市役所の全ての事務事業により排出される温室効果ガスの削減の取組等を定めた「日向市地球温

暖化防止対策実行計画（事務事業編）」の改訂に向けて着手しました。 

現状と課題 

○ 市庁舎の温室効果ガス排出量は平成 30 年度以降減少傾向にありますが、今後も削減に向けて取

り組む必要があります。  

○ 令和５年３月に一部改定された「第四次宮崎県環境基本計画」において、2030 年までに温室効果

ガス排出量を平成25年度比で 50％削減することとしており、本市も同様に 2030年度までの50％

削減に向けて取り組む必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 「日向市地球温暖化防止対策実行計画（区域・施策編）」を策定し、市民、事業者、行政が一体と
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なって温室効果ガスの排出削減に取り組みます。 

○ 令和３年 10 月に改定された政府実行計画に基づき、市が所有する公用車のＥＶ化や公共施設の

ＬＥＤ化を重点的に推進します。 

○ 公共施設の整備に合わせて、省エネルギー機器の導入や再生可能エネルギーの有効利用に努めま

す。 
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施策４－６ 安全で安定した水の供給 

目指す姿 
市民の皆さんへ良質な水を安定供給できる強靭な施設の整備と持続可能な水道事業の健全な

経営を目指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

有収率（年度末時点） ％ 87.8  87.8  87.8  88.5 88.0  

総  括 

○ 平成 28(2016)年度から漏水多発路線の管路更新を重点的に実施し、配水量の常時監視や定期的な

漏水調査を強化したことにより、目標値を上回る 88.5％の有収率を達成しました。 

 

 

具体的施策 ① 安全で良質な水の安定供給 

主な取り組み 

○ 配水量の常時監視や定期的な漏水調査を実施しました。 

○ 適切な施設管理を目的として維持管理業者との月例会議を開催し、施設の運転状況等の情報共有

を行うとともに、ＰＤＣＡサイクルの考え方に基づき「日向市権現原浄水場水安全計画」のレビ

ューを実施しました。 

○ 過去の漏水記録等を基に管路更新優先度の検討を行い、管路耐震化と併せた老朽管路の更新を実

施しました。 

○ 日本水道協会主催の応急給水訓練に参加するなど、大規模災害を想定した関係機関との連携を図

り災害対応力の強化に努めました。 

○ 簡易水道事業において、老朽管路の更新や設備の長寿命化を実施し水道水の安定供給に務めまし

た。 

現状と課題 

○ 施設整備には多額の事業費を要するため、財源確保に向けた取組が重要となります。 

○ 近年、有収率が停滞しているため、更なる向上を目指した新たな取組を検討する必要があります。 

○ 配水本管や重要給水施設管路等の基幹管路耐震化への取組を強化する必要があります。 

○ 持続可能な簡易水道事業を実現するために、施設統廃合を含めた大規模更新事業を早期に検討す

る必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 水道施設が経年的に劣化する状況においても、市民から信頼される安全な水道水を安定的に供給

するため「日向市権現原浄水場水安全計画」をはじめとする各種計画のブラッシュアップに加え、

計画の定期的な見直しを行い、最新の技術動向を取り入れた柔軟な対応が可能な体制を構築しま

す。 

○ これまでの配水量の常時監視や漏水調査の実施と併せて、技術者育成等の長期的戦略やＡＩ等の

新技術を活用した新たな有収率向上対策について検討し、水道事業経営の健全化と水資源の有効

利用を図ります。 

○ 各地で大規模災害が頻発していることを鑑みて、権現原浄水場や配水池、配水本管等の基幹施設

の更新及び耐震化をさらに推進します。 

○ 持続可能な簡易水道事業を実現するために、施設統廃合による経営効率化や大規模更新事業を考

慮した新たな事業計画について検討し、安全安心な水の安定供給を目指します。 
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具体的施策 ② 水道事業経営の健全化 

主な取り組み 

○ 「水道事業経営戦略」及び「簡易水道事業経営戦略」について、水道料金改定を反映させた中間

見直しを実施しました。 

○ 「日向市上下水道料金審議会」を令和４年１月から３月にかけて計４回開催し、水道料金の改定

が必要であるとの答申を受けたことを踏まえ、令和４年６月市議会において、料金改定について

の条例が可決されました。改定は２段階（①令和５年１月、②令和６年７月）で実施し、合わせ

て平均 24.7％の改定となります。 

○ 窓口業務の民間委託においては、令和４年４月から第２期目となり、印刷発注業務などを新規で

委託内容に追加しました。 

○ 水道事業の広域連携について、宮崎県と県北圏域の水道事業体で推進会議を実施し情報共有を図

りました。 

現状と課題 

○ 人口減少に伴う料金収入の減少や施設の老朽化及び耐震化に伴う更新需要の増大を踏まえ、経営

の効率化に引き続き取り組みます。 

今後の方向性 継続 

○ 効率的な水道事業経営の下、健全な経営を確保できる公正妥当な水道料金となるよう、適切な時

期に料金の検証や必要に応じた見直しを検討します。 

○ 質の高い市民サービスを目指して、水道事業においてもデジタル技術を活用した行政サービスを

推進します。 

○ 大規模災害への対応や人口減少社会を見据え、他事業体との広域連携体制の構築に努めます。 
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施策４－７ 生活排水の適切な処理 

目指す姿 
生活排水の適切な処理により水環境が保全され、市民が衛生的な環境の中で快適に生活するま

ちを目指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

汚水処理人口普及率 ％ 84.5  85.8  86.1  86.8 89.5 

総  括 

○ 汚水処理人口普及率は、公共下水道整備事業の継続による接続可能区域の拡大により、着実に上

昇しています。 

 

 

具体的施策 ① 公共下水道事業の推進 

主な取り組み 

○ 公共下水道の整備については、未整備地区の整備進捗を図りつつ、人口減少等の社会状況変化を

踏まえ、下水道汚水処理区域（全体計画区域）の見直しに令和４年度に着手し、令和６年３月に

完了しました。 

○ 施設の老朽化対策については、長期的な視点で下水道施設全体の今後の老朽化の進展状況を考慮

し、「日向市下水道ストックマネジメント計画」に基づき、リスク評価による優先順位付けを行っ

たうえで、計画的に実施してきました。 

○ 処理場等施設の耐震化・耐津波化については、サービスの持続を優先しつつも、災害時における

最低限の処理機能を確保するための対策を推進するため、「日向市下水道総合地震対策計画（H31

年 3 月策定）」を、令和５年度中に改訂しました。 

○ 下水道事業の安定経営化については、「日向市下水道事業経営戦略（H30 年 3 月）」の令和６年度

の改訂に向けて、５年度に有識者による個別研修を定期的に実施し、経営戦略の素案作成や使用

料改定シミュレーションを行うなどの取組を進めました。 

現状と課題 

○ 国が方針として示している、令和８年度までの汚水処理施設概成に向け、令和５年度に下水道（汚

水処理）区域の見直し、縮小を行いました。 

○ 施設の供用開始から 36 年経過し、施設の更新時期が集中するなか、予防保全に基づく長寿命化対

策工事を、計画的に引き続き実施していくことと併せて、これまで対応ができていなかった地震

津波対策についても今後、計画的に実施していく必要があります。 

○ 今後、人口減少等に伴う使用料の減少や老朽化対策費用の増大等により、厳しい経営環境になる

ことが想定されるなか、将来に渡って下水道サービスを維持するため、社会情勢、経営環境の変

化に応じて適切な使用料となるよう、次期、経営戦略の改訂の際に料金水準等検証し、必要な改

訂の検討を行うことが求められています。 

○ 令和３年度に水防法が改正され、下水道による浸水対策を実施する全ての団体において、内水浸

水想定区域図の作成・公表が義務化され、被害想定が大きいところから計画的に下水道整備を推

進できるよう「雨水管理総合計画」の策定が国から要請されたことを受けて、令和５年度に、雨

水管全容調査に着手しました。 

今後の方向性 継続 

○ 国が方針として示している令和 8（2026）年度末までの汚水処理施設整備の概成を目指して、公

共下水道の「面整備」を推進します。 

○ 下水道は、衛生的で豊かな市民生活を支える重要な社会インフラであることから、予防保全の考

え方にたった計画的かつ効率的な「老朽化対策」を施しつつ、「地震津波対策」についても、施設

の重要度を見極めつつ計画的に実施していきます。 

○ 汚水処理の持続可能な事業運営に向けて、浄化センターと財光寺汚泥処理場の「共同化計画」を

推進します。 
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○ 局地的な集中豪雨の対策をはじめ、浸水被害の軽減に向けた取組について、「下水道による浸水対

策を実施すべき区域や目標とする整備水準」、「当面・中期・長期の施設整備の方針等の基本的な

事項」を定めた「雨水管理総合計画」を令和 7 年度に策定します。 

 

 

具体的施策 ② 農業集落排水事業の推進 

主な取り組み 

○ 「日向市農業集落排水事業 最適整備構想（令和２年度策定）」に基づき、令和３年度から老朽化

施設の計画的な維持・整備更新を行い、更新時期を迎えた施設の長寿命化を図りました。 

○ 施設規模・処理方式の適正化、および、維持管理の効率化・適正化を図ることを目指し、令和５

年度に「維持管理適正化計画」の策定に着手し、山陰地区、秋留地区の２地区について策定が完

了しました。 

現状と課題 

○ 供用している山陰、秋留、美々津の各施設は、供用開始から１４～２４年経過し老朽化が進んで

おり、汚水処理施設の重要度、劣化度等に応じた優先度を基に、長寿命化対策を継続して計画的

に推進する必要があります。 

○ 今後、人口減少等に伴う使用料の減少や老朽化対策費用の増大等により、厳しい経営環境になる

ことが想定されるなか、将来に渡って農業集落排水サービスを維持するため、必要な使用料改訂

の検討を行うことが下水道使用料と同様に求められています。 

今後の方向性 継続 

○ 農業集落排水は、農業用用排水路の水質保全と農村地域の衛生的な生活環境の向上を図る重要な

社会インフラであることから、予防保全の考え方に立ったインフラメンテナンスの実施を基本と

しつつ、計画的かつ効率的な「老朽化対策」の取組を引き続き推進します。 

○ 「維持管理適正化計画」に基づき、処理規模等に応じた施設のダウンサイジングや維持管理の効

率化・適正化を図る必要があります。 

 

 

具体的施策 ③ 合併処理浄化槽の普及と適正管理 

主な取り組み 

○ 市全域の水質保全や生活環境を改善するため、公共下水道、農業集落排水事業の推進と併せて、

合併浄化槽への転換促進を図る「浄化槽設置整備事業」を推進し、生活排水処理普及率の向上を

図りました。 

○ 当該期間中に、「浄化槽設置整備事業」の補助対象を拡充したほか、事業制度の周知についても、

従来の市広報やホームページに加え、対象家屋への案内チラシ配布を行うなどＰＲ強化に努め、

転換促進に努めてきました。 

○ し尿や浄化槽汚泥を処理する財光寺汚泥処理場の効率的な管理運営を図るため、日向市浄化セン

ターとの共同化に取り組むこととしました。 

現状と課題 

○ 令和８年度末までの汚水処理整備の概成は、全国的な取組であるため、合併処理浄化槽の設置需

要を見定めながら、他の市町村と連携して国や県に対し、同浄化槽設置に関する補助の拡充など、

要望に努める必要があります。 

○ 合併処理浄化槽の設置が義務づけされて 20 年余が経過し、今後、老朽化が加速し、需要が高まる

ことが想定される同浄化槽の更新にかかる支援、及び、大地震等災害により被災を受けた場合の

復旧支援についても、検討する必要があります。 

○ 合併処理浄化槽の適正な維持管理の必要性についても、啓発・広報活動を通じて理解が得られる

ように努めることが肝要です。 

今後の方向性 拡充 

○ 国の目標である令和８年度の汚水処理施設整備の概成や早期の生活排水処理の概成に向け、単独

浄化槽等からの転換促進を推進します。併せて、適正な維持管理についても啓発・指導を行い、
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公共水域の水質保全に努めます。 

○ 公共下水道全体計画区域の見直し（縮小）に相まって、合併浄化槽の推進を図る本施策の重要性

が一層高まります。今後、時勢や市民ニーズに合致した、効果的な事業推進の在り方について、

随時検討する必要があります。 

○ 「日向市生活排水対策総合基本計画（第３次）／令和 6～15 年度」及び、「第三次宮崎県生活排水

対策総合基本計画／令和 3～12 年度」にて、目標として示されている令和 12 年度における本市

の生活排水処理率（※）89.1％の達成に向けて取り組みます。 

※生活排水処理率：合併処理浄化槽をはじめ、下水道、農業集落排水による生活排水処理（水洗

化）が完了している人口割合（令和 4 年度末時点：82.7％）。 

○ 共同化に向け、財光寺汚泥処理場の計画的な施設整備に取り組みます。 
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施策４－８ 快適な住宅環境の整備 

目指す姿 
ユニバーサルデザインの理念の下、誰もが暮らしやすい安全で安心な居住環境の形成を目指し

ます。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

公営住宅長寿命化計画（526 戸）

に基づき改善された総戸数 
戸 76  118  153  154 219  

木造住宅の耐震改修工事実施件数

（年間） 
件 4  5  5  7 5  

老朽化が著しい空き家の除却件数

（累計） 
件 ― 27  44  65 80  

空き家等情報バンクの登録件数

（年間） 
件 8  15  7  18 20  

総  括 

○ 公営住宅の改善戸数については、各年度で事業を進めているところですが、対象とする住棟の見

直し等にともない目標の達成が難しい状況です。 

○ 木造住宅の耐震改修工事実施件数は、計画通りに推移しています。 

○ 老朽化が著しい空き家については、所有者等へ適切な管理や除却補助制度の活用を働きかけ、目

標を達成できる見込みです。 

○ 空き家等情報バンクについては、所有者等へ意向調査を行い、登録を働きかけていますが、老朽

化の進行、立地条件、家財処分等の課題があることなどから、目標の達成が難しい状況です。 

 

 

具体的施策 ① 市営住宅の整備と維持管理 

主な取り組み 

○ 令和３年４月に「日向市公営住宅中長期整備計画」を策定し、将来の管理戸数の適正化等につい

て計画しました。 

○ 令和５年度に大原木原住宅の集約建替基本計画作成とＰＦＩ導入可能性調査を行いました。また、

「日向市公営住宅中長期整備計画」、「日向市公営住宅長寿命化計画」、経営戦略及び利活用方策を

包括的に検討しました。 

○ ３団地で計５棟（５４戸）の外壁、屋根、給湯設備の改善工事を行い、１団地で２棟（４０戸）

の手すり改善工事を行いました。令和５年度に１団地で３棟（１８戸）の外壁、屋根、給湯設備

の改善工事と６棟（３６戸）の手すり改善工事に着手しました。 

○ ２団地で計３戸の高齢者向け住宅への改修工事を行いました。  

○ 「日向市公営住宅中長期整備計画」にもとづき１団地２棟（６戸）の解体工事と１団地７棟３０

戸の解体設計を行いました。 

○ 市営住宅の将来の管理戸数適正化の際に受け皿となる新たな住宅セーフティネットを構築するた

め、令和４年度に居住支援協議会を設立し、住まいの確保とその後の生活支援に係る相談等に取

り組むとともに、シェルターを設置しました。 

現状と課題 

○ 市営住宅の多くで老朽化が進んでおり、計画的に維持管理や改修工事を実施していく必要があり

ます。 

○ 今後改修工事の周期や耐用年数を迎える住棟が多いため、中長期的な期間での改善や建替え、集

約、廃止等の時期を検討し、計画的に事業を実施していく必要があります。 

○ 空き住戸が多いため、管理戸数の適正化に加え、住戸や住棟の利活用を図る必要があります。 

○ 市営住宅入居者の高齢化が進行し孤独死等のリスクが高まるとともに、様々な問題（８０５０問

題、精神疾患など）を抱える入居者が増加しているため、それらへの対応が必要となっています。 



134 

今後の方向性 継続 

○ 「日向市公営住宅長寿命化計画」に基づき、市営住宅の適切な維持管理に努め、長寿命化や居住

環境の向上に取り組みます。 

○ 「日向市公営住宅中長期整備計画」に基づき、市営住宅の管理戸数の適正化に取り組みます。 

○ 高齢者や子育て世帯に配慮した、ユニバーサルデザインに基づく施設の整備に努めます。 

○ 様々な問題を抱える入居者への対応や住宅確保要配慮者の住宅確保とその後の生活支援を進める

ために居住支援協議会の活動を支援します。また、その活動の一環としてシェルターを始めとす

る市営住宅の空家活用を推進します。 

○ 居住支援協議会の活動については、国の制度の動向を見ながら福祉施策との連携を進めるととも

に、国の補助金に頼らない運営方法を検討します。 

 

 

具体的施策 ② 安全で安心な建築物の整備促進 

主な取り組み 

住宅の耐震化の確保のため、耐震アドバイザー派遣を 45 件、耐震診断支援を 28 件、耐震改修支

援を 17 件実施しました。また、危険ブロック塀の解消のため、危険ブロック塀除却補助を 33 件  

実施しました。 

現状と課題 

○ 能登半島地震では多くの木造住宅が倒壊したように南海トラフ地震の際には、本市の耐震性のな

い木造住宅やブロック塀が倒壊し、避難が困難となり津波や火災からの逃げ遅れが発生し被害が

拡大するおそれがあります。 

○ 耐震性が不足する住宅の所有者の多くは高齢者であるため、改修工事の費用負担が困難となり、

耐震化が進まない懸念があります。 

○ 耐震診断士の登録者数は減少し続け、令和５年度は１６人となっており、新たな耐震診断士の確

保が必要であるとともに、より廉価な工法の活用が望まれます。 

○ 近年、台風被害が甚大となる中、本市においても強風による瓦屋根の飛散被害が懸念されます。 

○ 法改正により、令和７年度から住宅・建築物の省エネ基準の強化や確認申請対象建築物の拡大が

予定されています。 

今後の方向性 拡充 

○ 南海トラフ巨大地震等における被害軽減のため、木造住宅の耐震診断、耐震改修工事及び危険ブ

ロック塀の除却を促進します。 

○ 県や関係団体と連携し、耐震診断士の養成や廉価な耐震工法の普及に取り組みます。 

○ 台風等による瓦屋根の飛散被害を防止するため、瓦屋根の耐風診断と耐風改修を促進します。 

○ 新たな省エネ基準や建築確認制度の対応を進めながら、既存住宅についても安全対策や省エネ改

修等の促進に取り組みます。 

 

 

具体的施策 ③ 空き家の適正管理と活用の促進 

主な取り組み 

○ 市広報や民間関係団体と連携した実家の終活セミナーで、市民等へ適切な空き家の管理や相続登

記の重要性について啓発を行いました。 

○ 所有者等へ活用意向調査を行い、空き家等情報バンクに 40 件を登録し、29 件の成約があり、空

き家の活用が図られました。 

○ 除却補助金により危険空家や未接道空家の除却を 14 件支援しました。 

○ 東郷地区において住教育セミナー開催による啓発や空き家を借上げ改修し、移住者等へのサブリ

ース（転貸）に取り組みました。 

○ 細島地区において建築基準法の接道要件の緩和基準を策定し、同地区へ緩和基準や除却補助制度

のチラシを配布しました。 
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現状と課題 

○ 適切に管理されていない空き家の苦情が多く、今後も人口減少とともに空き家の増加が見込まれ

ることから、発生の抑制、活用、除却の取組を推進する必要があります。 

○ 空家等対策の推進に関する特別措置法や民法の改正により、特定空家化を未然に防止する管理不

全空家等への対策が強化されたことから、所有者等へ制度改正等の周知を図るとともに、指導や

支援を行う必要があります。 

○ 空き家の多い地域について、所有者等への活用の働きかけを推進する必要があります。 

○ 相続未登記や解体費用に起因して、除却されずに放置されたままの空き家が増えていることから、

民間関係団体と連携し支援や活用策を検討する必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 管理不全空家や特定空家等の所有者等に対し、適切な管理や除却について助言・指導を行います。 

○ 空き家の所有者等へ空き家等情報バンク等による活用を働きかけるとともに、相続登記義務化や

譲渡における税制優遇措置等の制度について情報提供します。 

○ 空家等の管理、活用に関する専門的知見を有する空家等管理活用支援法人を指定し連携して、相

談対応や管理活用策の普及啓発等に取り組みます。 

 

 



 

 

基本目標５ 社会基盤 
第２次日向市総合計画・後期基本計画書快適で魅力ある機

能的な住みやすいまち 

 

 

施策 具体的な施策 

5-1 秩序ある土地利用と都市空

間の形成 

① 計画的な土地利用の推進 

② コンパクトな拠点の整備 

③ 交通ネットワークの充実 

5-2 生活の質を高める都市基盤

の整備 

① 良好な住環境の整備 

② 憩いのある公園・緑地の整備 

5-3 利便性の高い道路の整備 ① 広域交通網の整備促進 

② 市道の整備と維持管理 

5-4 美しい景観の保全と形成 ① 景観まちづくりの推進 

② 緑花あふれる美しい風景づくり 

5-5 港湾機能の充実と活用 ① 港湾の整備 

② 物流体制とポートセールスの強化 

5-6 情報通信基盤の整備と情報

化の推進 

① 情報通信基盤の整備 

② 情報通信技術（ＩＣＴ）利活用の促進 

③ 情報セキュリティ対策の強化 

 

 



 

【基本目標５ 社会基盤】 

快適で魅力ある機能的な住みやすいまち 

 

Ⅰ．全体達成度  主な指標合計：１２個 

施  策 
指標

数 

達成度 

★ 

（～25％未満） 

★★ 

（25％～50％） 

★★★ 

（51％～75％未満） 

★★★★ 

（75％以上） 

1 秩序ある土地利用と都市空間の形成  3 2   1 

2 生活の質を高める都市基盤の整備  2   1 1 

3 利便性の高い道路の整備  3 1   2 

4 美しい景観の保全と形成  2   2  

5 港湾機能の充実と活用  1 1    

6 情報通信基盤の整備と情報化の推進  1    1 

合  計 12 4 0 3 5 

 

Ⅱ．評価と課題 

1 秩序ある土地利用と都市空間の形成 

日向市駅前交流拠点施設を活用した様々な市民イベントや空き地及び空き店舗の利活用により賑

わいを創出し、魅力的なまちづくりを進めてきました。コロナ禍の影響で一時は活動が落ち込みま

したが、現在は回復傾向にあります。また、少子高齢化への対応として安全で安心な生活が続けられ

る「多極ネットワーク型コンパクトシティ」の実現を目指し、防災や公共交通、福祉などの面での取

組を推進してきました。今後もこれらの活動を継続し、活気と賑わいのあるまちづくりに取り組む

必要があります。 

 地籍調査については、新たな調査手法に積極的に取り組むことにより、進捗率の向上につなげる

ことができています。 

2 生活の質を高める都市基盤の整備 

２地区の土地区画整理事業の早期完了を目指すとともに、事業効果の発現に取り組みます。都市公園・

児童遊園については、地元の要望等の把握に努め、健康遊具の設置や維持管理等の協力体制の充実を図り

ます。お倉ヶ浜総合公園、大王谷運動公園については、効率的な施設の維持管理に努めます。今後も、快

適で機能的な都市基盤の整備に取り組む必要があります。 

3 利便性の高い道路の整備 

 関係団体と連携し、高速道路や国県道等の早期完成を目指し、事業化等に向けた要望活動に取り

組み、広域交通網の整備が進捗しました。市内では、「橋梁長寿命化計画」や「道路整備実施計画」

に基づく道路整備に取り組みましたが、市民生活に密接な舗装修繕や交通安全施設の整備など、多

様化する市民ニーズが増加傾向にあります。また、高齢化の進展等により、市民協働による市道の維

持管理が困難な状況となっています。 

今後も、市民ニーズの把握に努めながら、市民の皆さんが満足できる道路環境を整えるため、新た

な維持管理手法について調査・研究する必要があります。 

4 美しい景観の保全と形成 

 良好な景観づくりのための規制や景観保全への配慮、景観活動団体への活動支援及び情報発信に努めま

した。また、ビュースポットとなる金ヶ浜園地等では、市民と行政が連携し地域資源を生かしつつ観光資

源に向けた植栽管理に取り組みました。 

 「快適な魅力あるまち」を目指し、今後も、「景観」に関する情報発信や「花と緑があふれるまちづく

り」の推進など良好な景観づくりに取り組む必要があります。 
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5 港湾機能の充実と活用 

細島港コンテナ取扱量（空コンテナを除く）は、世界的なコンテナ不足やコロナ禍により、令和

2 年度以降は減少傾向が続いています。一方で、岸壁の整備は順調に進んでおり、今後はそれらの

優位性を航路の拡大や背後地域の経済発展につなげ、コンテナ貨物取扱量を増加させていく必要が

あります。 

また、今後はコンテナのみならずバラ貨物やＲＯＲＯ貨物も視野に入れた港湾機能の充実が必要

であるとともに、機能の拡充と合わせて港の賑わい創出など、地域振興、持続可能な開発の観点も

含めて取り組むことが求められます。 

6 情報通信基盤の整備と情報化の推進 

 積極的かつ効果的な DX 推進を図るよう「日向市 DX 推進計画」を策定し、超高速ブロードバン

ド未整備地区の解消や公衆無線 LAN アクセスポイント整備による情報通信基盤の整備をはじめ、電

子申請サービスにおける手続のオンライン化による住民サービスの向上を図るとともにRPAや職員

用チャットツール、生成 AI（ChatGPT）等の ICT 技術を活用した業務効率化に取り組みました。

また、情報インシデント発生時の早期解決や住民情報のデータ流出防止など情報セキュリティ対策

を強化しました。 

今後は、住民と行政との接点（フロントヤード）の改革をはじめ、情報通信基盤を活用したデジタ

ル社会の構築など DX 推進による利便性の向上と質の高い住民サービスの提供や効果的・効率的な

行政運営、地域課題の解決を図ります。 

 

Ⅲ．総評 

社会基盤は、コロナ禍の影響が大きく、12 個の指標のうち、4 個が 25％未満、5 個が 75％以上の

達成度となりました。 

社会基盤については、快適で魅力ある機能的な住みやすい「まち」の実現に向けて、日向市駅前交

流拠点施設を活用したイベントなどの賑わい創出や都市基盤の整備、交通ネットワークの充実、港

湾機能の充実・強化などに取り組みました。 

一方で、少子高齢化の進行、頻発化、激甚化する自然災害リスクなどの課題もあり、今後、安全で

安心な利便性の高いコンパクトなまちづくりの推進や地域活力を失わないための他分野との連携強

化、情報通信基盤を活用したデジタル社会の構築など、機能的な「まち」の実現に向けた取組が求め

られています。 
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施策５－１ 秩序ある土地利用と都市空間の形成 

目指す姿 
中心市街地と生活拠点が利便性の高い交通網で結ばれ、暮らしやすく、賑わいのあるまちの形

成を目指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

地籍調査の進捗率 ％ 36.4  38.8  39.4  41.2 40.4  

中心市街地の歩行者・自転車通行

量（平日 9 時～19 時） 
人 3,677  3,437  3,347  3,537 3,753  

市民バスの利用者数（年間） 人 81,096  64,038  66,204  64,562 81,100  

総  括 

○ 地籍調査の進捗率については、新たにリモートセンシング技術を活用した航測法による調査を取

り入れたことにより目標を達成することができました。 

○ 中心市街地の通行量については、令和２年度から令和４年度まではコロナ禍により大幅に減少し

ました。新型コロナウイルス感染症が５類に移行した後は回復傾向にありますが、まだ基準値を

下回っています。 

○ 市民バスの年間利用者数は、コロナ禍や人口減少により、減少となり、厳しい状況が続いていま

すが、「日向市地域公共交通計画」や「日向市地域公共交通利便増進実施計画」を策定し、改善

策の基本方針を取りまとめました。 

 

 

具体的施策 ① 計画的な土地利用の推進 

主な取り組み 

○ 令和 4 年 1 月 24 日に日向市駅周辺土地区画整理事業の区域縮小に関する都市計画決定を行いま

した。 

○ 令和 6 年 1 月 19 日に日向市公共下水道区域の縮小に関する都市計画決定を行いました。 

○ 地籍調査については、令和４年度から山間部においてリモートセンシング技術を活用した航測法

による調査に取り組んでおり、進捗率の更なる向上を図っています。 

現状と課題 

○ 人口減少高齢化の進展に加え、激甚化する自然災害への備えやカーボンニュートラルの推進等も

含めた総合的なまちづくりに向けて「多極ネットワーク型コンパクトシティ」型の都市形成の更

なる推進が求められています。 

○ 地域振興や移住促進に向けて、今後も、災害リスク等を踏まえながら、既存制度を活用した市街

化調整区域等の土地利用の促進を図っていく必要があります。 

○ 地籍調査では、土地所有者の高齢化や土地の相続により、所有地の現状を把握することが年々難

しくなってきていることから、可能な限り速やかに調査を完了させる必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 人口減少、高齢化、防災、脱炭素などの課題に対応した持続可能なまちづくりに向けて、「日向市

都市計画マスタープラン」及び「日向市立地適正化計画」に基づき、住居や都市機能施設の誘導

を図り、「多極ネットワーク型コンパクトシティ」型の都市形成を目指します。 

○ 引き続き、既存制度を活用しながら、市街化調整区域等の土地利用の促進を図っていきます。 

○ 地籍調査については、これまでの地上法による調査に加え、山間部ではリモートセンシング技術

を活用した航測法による調査を拡大していくことで、進捗率向上のスピードアップを目指します。 
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具体的施策 ② コンパクトな拠点の整備 

主な取り組み 

○ コロナ禍により駅前交流広場等での多数のイベントが中止となった一方、小規模イベントが定期

的に開催されています。空き店舗対策事業においては新規参入が継続しているなど、かたちを変

えつつ、コロナ禍以前のにぎわいが戻りつつあります。 

○ 令和３年度より宮崎大学地域資源創成学部のインターンシップを受け入れ、まちづくりへ学生の

考えを取り入れる取組を行っています。 

○ 「日向市都市計画マスタープラン（平成 30 年 12 月策定）」を具現化する計画である「日向市立

地適正化計画」を令和３年６月に公表し、以降、同計画に基づき「多極ネットワーク型コンパク

トシティ」の実現に向けた取組を推進しました。 

○ 土地の乱開発の防止や土地の有用利用促進を図るため、都市計画法等に基づく届出制度の適切な

運用を図りました。 

現状と課題 

○ コロナ禍で中止・延期、規模縮小となっていたイベントの復活や新規イベントにより、街に活気

と賑わいが戻ってきました。拠点施設の老朽化が進んでいることから、今後は賑わい創出に加え

て、将来を見据えた適切な施設管理・運営が必要です。 

○ 今後は賑わい創出に努めることはもちろんですが、適切な施設管理・運営が必要です。また、日

向市駅前交流施設については、整備から１７年が経過するなどメンテナンス費用における財源確

保や効率的な運営に努める必要があります。 

○ 人口減少の進展により、各地域で人口密度が低下し、医療、福祉、商業など、市民生活に必要な

都市機能の維持が困難になることが予想されます。 

今後の方向性 継続 

○ 日向市中心市街地活性化基本計画に基づいて、空き店舗の有効活用や日向市駅前交流拠点施設の

積極的な利活用を図るため、市民が主体となった賑わい創出の取組を支援します。 

○ 日向市立地適正化計画」に基づき、他の個別計画等と連携を図り、防災、公共交通、福祉、子育

て、環境対策等が融合し、安全・安心で持続可能なまちづくりに向けて、「多極ネットワーク型コ

ンパクトシティ」を推進します。 

 

 

具体的施策 ③ 交通ネットワークの充実 

主な取り組み 

○ 路線バスの運行維持のため、沿線市町村と連携し、観光施設と連携した周遊バスパックの販売や

バスの乗り方教室の実施など、利用促進に取り組みました。 

○ スマートフォンなどで経路探索が可能となるよう市民バスの運行情報のデジタルデータの公開を

行ったほか、高齢者が集まる場などで市民バスの乗り方案内を行い、利用者の増加に努めました。 

○ 市民バスをはじめとする地域公共交通の利便向上のため、日向市地域公共交通計画や日向市地域

公共交通利便増進実施計画を策定し、今後の市民バスの運行形態などの見直しを含む改善策の基

本方針を取りまとめました。 

現状と課題 

○ コロナ禍前の令和元年度は年間 81,096 人の市民バスの利用者数でありましたが、コロナ禍によ

る移動自粛などもあり、主な利用者であった高齢者の移動が戻っておらず、市民バスの利用者は

約 64,000 人と低迷しています。また、宮崎交通の路線バスやＪＲ九州など、他の公共交通機関も

同じくコロナ禍前の利用者に戻っておらず、地域公共交通は厳しい状況となっています。 

○ 地域公共交通計画作成時に実施した市民アンケート（自家用車利用者も含む）によると、財政負

担等が生じても地域公共交通の維持拡充を望む意見が約７４％となり、市民バスの利便向上など

地域公共交通の充実が必要とされています。 
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今後の方向性 継続 

○ 市民の８割程度は、日常の移動手段に自家用車を利用し、地域公共交通を利用していませんが、

今後、高齢化が進展するなか、免許返納者など、地域公共交通を必要とする市民も増えてくる見

込みがあるため、市民バスなどの地域公共交通の利便向上は必要と捉えており、ＡＩを活用した

オンデマンド交通など、デジタルを活用した新しい交通形態の導入検討や現在の市民バスの運行

経路の見直しが必要と考えています。 
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施策５－２ 生活の質を高める都市基盤の整備 

目指す姿 
憩いと安らぎを与える公園などを整備し、市民が安全で安心して暮らせる、快適で機能的な市

街地の形成を目指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

土地区画整理事業区域内の新築・

増築件数（累計） 
件 ― 54  129  180 85  

お倉ヶ浜総合公園・大王谷運動公

園の利用者数（累計） 
人 ― 62,770  232,370  367,349 650,000  

総  括 

○ 土地区画整理事業区域内の新築・増築件数については、想定よりも区域内での新築等が多かった

ことが要因であり、土地区画整理事業の本来の目的が達成できたと考えられます。 

○ お倉ヶ総合公園・大王谷運動公園利用者数については、お倉ヶ浜野球場改修工事に伴い利用者数

が想定よりも少なくなっています。 

 

 

具体的施策 ① 良好な住環境の整備 

主な取り組み 

○ 財光寺南土地区画整理事業については、令和３年度に１９戸３１棟、令和４年度に１３戸２３棟、

令和５年度に７戸１８棟(R6.3.21 現在)の家屋移転を実施し、令和５年度末の家屋移転率は 98.1％

となる見込みです。 

○ 日向市駅周辺土地区画整理事業については、令和３年度に４戸６棟、令和４年度に５戸７棟、令

和５年度に６戸８棟(R6.3.21 現在)の家屋移転を実施し、令和５年度末の家屋移転率は 96.5％と

なる見込みです。なお、令和５年度に、第１工区（上町、都町、鶴町一丁目、原町一丁目の各一

部）の事業完了となる換地処分の公告を行いました。 

○ 財光寺南部地区住環境整備事業については、令和５(2023)年度に国道１０号東側地域の池４号線

整備工事が完了しました。このことにより、財光寺南部地区の住環境や防災機能の向上が図られ

ました。 

現状と課題 

○ 土地区画整理事業の施行に必要な交付金については、近年、内示が減少していることから、国の

動向に注力し、安定した補助金の確保に努める必要があります。 

○ 土地区画整理事業の完了による町界町名、地番の変更については、住民基本台帳ネットワークシ

ステムやマイナンバー制度の導入により、さらに住民情報の変更手続に時間と手間を必要とする

ため、施行面積が広い財光寺南地区における「換地処分」を実施する上で市民サービスが停滞し

ない手法を研究する必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 財光寺南土地区画整理事業については、令和１０年度の事業完了に向けて、令和６年度まで家屋

移転を優先して事業を進め、令和７年度より歩道整備や道路舗装、公園整備などの基盤整備を実

施します。 

○ 日向市駅周辺土地区画整理事業については、令和１０年度の事業完了に向けて、令和６年度に家

屋移転の完了を目指し、あわせて道路整備、公園整備などの基盤整備を実施します。 
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具体的施策 ② 憩いのある公園・緑地の整備 

主な取り組み 

○ 公園施設を安全・安心に利用するため、国のガイドラインに従い年１回の専門業者による定期点

検及び年４回の自主点検を行い、整備に係る優先順位を作成し計画的な更新を行いました。 

○ 公園・緑地の管理については、地元自治会（区）と委託契約を締結することで、適切な維持管理

を行うことができました。 

○ 健康遊具については、設置場所や遊具種類を地元区長の意見を参考に、地域に応じた健康遊具の

設置を行いました。 

○ お倉ヶ浜総合公園については、スポーツキャンプや国民スポーツ大会を見据えて野球場改修工事

に着手し、大王谷運動公園については、スポーツキャンプ誘致のため野球場の「内野グラウンド」

の改修を行いました。 

現状と課題 

○ 公園整備後４０年以上経過し老朽化が著しいことから、施設の修繕や更新に係る費用の増大が見

込まれます。 

○ 公園・緑地の管理において、自治会（区）の高齢化や区加入者の減少により、地元区民による維

持管理が困難になっています。 

今後の方向性 継続 

○ 老朽化している公園施設については、適切な保全と計画的な整備更新に努めます。  

○ 公園・緑地の維持管理については、自治会（区）の高齢化や区加入者の減少により、作業困難と

なっている業務を協力して行い、適切な公園維持管理に努めます。 

○ 健康遊具については、地域における公園利用状況等を考慮し整備効果が高い公園に配置します。 

○ お倉ヶ浜総合公園、大王谷運動公園については、スポーツキャンプや国民スポーツ大会にも対応

できるよう計画的な施設の整備や効率的な公園施設の維持管理に取り組みます。 
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施策５－３ 利便性の高い道路の整備 

目指す姿 人や物の活発な交流が進み、円滑に移動できる快適な道路環境の整備を目指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

九州中央自動車道の供用率（県内） ％ 31.0  34.0  34.0  34.0 35.0  

日向市道路整備実施計画で予定し

ている市道のうち、道路改良が完

了した路線数（累計） 

路線 ― 2  2  

 

4 

 

5  

日向市橋梁長寿命化修繕計画に基

づき修繕工事を実施した橋梁数

（累計） 

橋 7  5  10  

 

11 31  

総  括 

○ 九州中央自動車道の供用率は、令和３(2021)年に深角ＩＣ～平底交差点間の約 2.3ｋｍが開通し

34.0％となっており、３つの事業区間で早期完成を目指しています。 

○ 日向市道路整備実施計画で予定している市道のうち、完了した路線数（累計）は、たぶ峠線、向

ヲ原山ノ口線、塩見美々津線、富高塩見線の４路線となっています。 

○ 市内の橋梁（212 橋）については、令和元(2019)年度より実施していた２巡目の点検はすべて終

了し、「日向市橋梁長寿命化修繕計画」に基づく修繕工事を実施していますが、老朽化の著しい

橋梁の撤去工事等に着手したため、実績は累計で１１橋となっています。 

 

 

具体的施策 ① 広域交通網の整備促進 

主な取り組み 

○ 東九州自動車道については、令和５(2023)年３月に清武南ＩＣ～日南北郷ＩＣ間の延長１７．８

㎞が開通し、北九州市から日南市までが一本の高速道路で結ばれました。 

○ 九州中央自動車道については、令和３(2021)年８月に深角ＩＣ～平底交差点間の約２．３㎞が開

通しました。また、令和５(2023)年１１月には、五ヶ瀬東ＩＣ～五ヶ瀬西ＩＣ間の約３．９㎞

が、着工されました。 

○ 県内の「みやざきの道づくりを考える女性の会」交流会を令和５(2023)年１１月に本市で開催

し、各団体が関係機関への要望活動等の取組について意見発表を行い、高速道路の必要性につい

て意見交換を行いました。 

○ 国道１０号の長江交差点～木原交差点間の４車線化については、令和５(2023)年６月に４車線拡

幅工事が完了しました。 

○ 国道３２７号永田バイパスの秋留～大斉間の整備が令和４(2022)年７月に完了しました。  

○ 宮崎県鉄道整備促進期成同盟会や宮崎県北部広域事務組合にて、日豊本線の利便性の向上につな

がるダイヤ改正などの要望活動を行ったほか、大分・宮崎県境５市政策協議会にて、日豊本線の

利用促進策を協議しました。 

現状と課題 

○ 東九州自動車道の４車線化については、西日本高速道路（株）や国への要望活動を積極的に行う

とともに、今後予想される建設発生土の受入地を選定するなど、関係機関と連携を図りながら、

事業協力や支援などに取り組んでいく必要があります。 

○ 九州中央自動車道については、平底交差点～蔵田交差点間の計画段階評価の早期着手、及び高千

穂ＩＣ～雲海橋交差点間等の３つの事業区間の早期完成に向けて、沿線自治体とともに、引き続

き積極的な要望活動に取り組む必要があります。 

○ 防災性の向上、安全かつ円滑な交通の確保に向けて、国、県道の整備を促進していく必要があり

ます。 

○ 関係自治体とともに日豊本線の利便性向上につながる要望活動は引き続き実施していく必要があ
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ります。また、全国の整備新幹線の着工見込みが進む中、基本計画路線である東九州新幹線の整

備路線への格上げに向けた積極的な動きが求められつつあります。 

今後の方向性 継続 

○ 高速道路整備については、九州の循環型高速道路ネットワーク構築のため必要不可欠な施設であ

るため、宮崎県、沿線自治体等と連携し、要望活動や事業協力を進めます。 

○ 東九州自動車道の日向ＩＣ～都農ＩＣ間については、暫定２車線区間４車線化の優先整備区間に

選定されており、災害時における国道１０号の代替道路の確保や早期復旧の観点からも早期事業

化に向けて、関係機関と連携しながら、事業協力や支援などに積極的に取り組みます。 

○ 交通ネットワークの充実に向けて、国や県に道路整備に関する要望を行っていきます。 

○ 東九州を縦貫する唯一の幹線鉄道として本市住民の貴重な移動手段である日豊本線について、利

便向上につながるダイヤ改正などの要望を引き続き行うとともに、沿線自治体と連携して利用促

進に取り組むほか、東九州新幹線の整備計画路線への格上げなどの要望活動も行います。 

 

 

具体的施策 ② 市道の整備と維持管理 

主な取り組み 

○ 「日向市道路整備実施計画（第４期）」に基づき、市道の整備を行いました。 

○ 平成 27(2015)年度より着手した向ヲ原山ノ口線については、令和３(2021)年度に改良工事が完

了し、市民生活の利便性の向上を図りました。 

○ 現在整備を行っている、塩見美々津線、富高塩見線については、令和５(2023)年度に改良工事が

完了し、市民生活の利便性の向上を図りました。 

○ 継続事業については、住民説明会や「道づくりだより」等の発行により、工事内容や交通規制等

の情報発信を行いました。 

○ 「日向市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、橋梁の点検・修繕を行いました。 

○ 市道の維持管理については、「道路等除草地域業務委託」として区等の団体と契約を締結し、市

民協働による市道の維持管理に努めました。 

現状と課題 

○ 事業が長期化している路線については、地元関係者等と整備手法や内容を協議しながら、効果的

な整備を推進し、早期完成を目指す必要があります。 

○ 橋梁については、引き続き、PCB 廃棄物の処理期限内（令和８(2026）年度末)の対応が必要とな

っていますが、老朽化が著しい橋梁の撤去や大規模な修繕を要する橋梁の対策も踏まえて、計画

的かつ継続的に事業の進捗を図る必要があります。 

○ 高齢化の進展等により、市民協働による市道の維持管理が、より困難になってきています。 

今後の方向性 継続 

○ 令和３(2021)年度に策定した「日向市道路整備実施計画（第４期）」に基づく市道の整備を着実に

行う必要があります。また、令和７(2025)年度には、地域の特性に合わせた、効果的な「日向市道

路整備実施計画（第５期）」を策定する必要があります。 

○ 令和５(2023)年度に見直された「日向市橋梁長寿命化修繕計画」に基づく点検・修繕、及び PCB

廃棄物含有橋梁（1 橋）の計画的な整備を進めます。 

○ 「インフラの維持管理に関する包括的な民間委託」について、先進事例などの情報収集を行い、

導入可能性について調査・研究を進めます。 
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施策５－４ 美しい景観の保全と形成 

目指す姿 市民との協働による景観まちづくりを推進し、花と緑があふれる美しいまちを目指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

景観に関するイベントへの参加者

数（累計） 
人 ― 261  507  907 1,550  

市と連携した植栽・花づくり活動

への参加者数（累計） 
人 ― 855  1,777  2,700 4,500  

総  括 

○ 景観に関するイベントへの年間参加者数は、年々増加傾向にあります。これは景観セミナーや景

観賞及び景観講演会において開催内容等の創意工夫により参加意欲が図られたことが要因と考え

られます。 

○ 市と連携した植栽・花づくり活動への年間参加者数は、コロナ禍の影響により参加者の数は増加

していませんが、新たな植栽・花づくりイベントを創出し、参加者の増加に努めました。 

 

 

具体的施策 ① 景観まちづくりの推進 

主な取り組み 

○ 景観に対する誘導や規制を行うとともに、良好な景観形成に取り組むために、景観法に基づく届

け出制度及び、地区計画に基づく届け出制度の適切な運用を図りました。 

○ 建築計画に対する景観アドバイザー制度の活用により、公共空間と民有空間とが一体となり調和

のとれた都市空間を創出することができました。 

○ 景観まちづくりに取り組む団体に対し、補助金制度により活動支援を行いました。 

○ 景観に関する市民の意識向上を図るために、景観セミナー、景観賞表彰式及び景観講演会を開催

しました。 

現状と課題 

○ 高齢化や後継者不足による活動の継続が難しい景観まちづくり活動団体があることから、継続的

に活動支援を行いながら、新たな活動団体の創出や啓発活動に取り組む必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 景観計画の区域や規制の内容を検討し、より効果的な景観まちづくりを目指します。 

○ 景観まちづくりに取り組む団体の活動内容や支援制度について、市民への周知を図り、新たな活

動団体の増加を促し、地域の資源を最大限に活用するための連携を強化します。 

○ 景観に関する市民への啓発活動を積極的に推進し、景観講演会やセミナーの開催、学校での景観

に関する学習などを通じて、市民の意識向上を図ります。 

○ 県との連携をさらに強化し、景観の保全や美化に取り組み、地域の特性や魅力を活かした景観づ

くりを進め、地域全体で美しいまちづくりを目指します。 

○ 継続的な取組が必要なため、現計画の成果を継続し、持続可能な景観まちづくりを推進します。 
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具体的施策 ② 緑化あふれる美しい風景づくり 

主な取り組み 

○ 公共花壇アダプトプログラムにより、地域の緑花を図るとともに、コンテナガーデン講習会やペ

ットボトルハンギング教室を開催するなど、緑花の推進に取り組みました。 

○ 日豊海岸国定公園沿線の樹木の伐採などにより、日向岬における道路からの海の眺望確保に取り

組みました。 

○ 金ヶ浜園地の整備にあたり、県・市・地元との調整会議を行い、県事業により眺望スポット・駐

車場。園路等の整備工事が完成するとともに、金ヶ浜壮年会を中心とした金ヶ浜園地における季

節毎に彩る花の植栽づくりに取り組みました。 

現状と課題 

○ 日豊海岸国定公園沿線においては、定期的な維持管理が必要になります。 

○ 金ヶ浜園地の整備工事が令和５年度に完成したことから、新たな観光スポットとして情報発信す

るとともに、維持管理の在り方を確立する必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 市内全域を花や緑にあふれるまちづくりを推進するため、市民、事業所等に対する緑化推進への

イベントに取り組みます。 

○ 日豊海岸国定公園などの地域資源を生かした新たな観光資源として景観改善の整備に取り組みま

す。 
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施策５－５ 港湾機能の充実と活用 

目指す姿 企業活動が活発に行われ、多くの人が訪れる賑わいと活気が生まれる港を目指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

コンテナ貨物取扱量（空コンテナ

を除く）（年間） 
TEU 21,411  18,275  16,694  17,059 23,000 

総  括 

○ 細島港コンテナ取扱量は、世界的なコンテナ不足やコロナ禍により、令和２年度以降は減少傾向

が続いています。 

○ 岸壁の整備は順調に進んでおり、今後はそれらの優位性を航路の拡大や背後地域の経済発展につ

なげ、コンテナ貨物取扱量を増加させていく必要があります。 

 

 

具体的施策 ① 港湾の整備 

主な取り組み 

○ 官民連携による積極的な要望活動が実を結び、１９号岸壁（RORO 岸壁）整備の新規事業化及び

着工が実現するなど、大きな成果を上げました。 

○ １６号岸壁整備が順調に進展し、令和６年度末に供用開始となり、国際物流ターミナルの更なる

効率化が図られます。 

○ 商業港地区の緑地整備の一環としてみなとオアシス内にトイレ及び駐車場が新たに整備されたこ

とと合わせ、みなとオアシスによる Sea 級グルメ開発イベントの再開など、親水空間の賑わい創

出が図られました。 

○ ブルーカーボンに関する啓発等により、民間団体による藻場再生活動が新たにスタートするなど、

市民の海洋自然保護活動に対する意識の醸成に寄与しました。 

現状と課題 

○ １９号岸壁（RORO 岸壁）整備が順調に進む一方、RORO 船の関東航路が休止となるなど、貨物

量の集荷が課題となっています。 

○ 細島港が「愛される港」となるため、「みなとオアシスほそしま」を中心とした更なる賑わい創出

が必要となります。 

今後の方向性 継続 

○ 細島港の港湾機能の充実に向け、引き続き、官民連携による積極的な要望活動を進めていきます。 

○ より多くの市民にブルーカーボンに関する活動に参加してもらえるよう、啓発活動に努めます。 

○ 細島港を身近に感じてもらえるよう、みなとオアシスほそしまを中心とした親水空間の賑わいを

促進します。 

 

 

具体的施策 ② 物流体制とポートセールスの強化 

主な取り組み 

○ 細島港の競争力強化を目的として国際航路利用のコンテナ貨物輸送への奨励措置を行いました。 

○ 県とともに都市圏でのポートセールス活動を行い、港運事業者等の新規顧客獲得につなげました。 

○ 燃料高騰の影響が大きい物流業界において、トラック、RORO 船への助成を行い、物流網の維持

を図りました。 

 

 

現状と課題 

○ コンテナ蔵置施設の老朽化、船舶の大型化にガントリークレーンが対応できていないなど、物流
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効率化に重要な施設の維持管理・更新が遅れているため、港運事業者から毎年要望が上がってい

る状況です。 

○ コロナ禍により貨物量が減少傾向にある中、より効果的なポートセールス活動による貨物の確保

が必要となります。 

○ 他港との競争力強化のため、引き続き、細島港利用者へのインセンティブが重要となります。 

今後の方向性 継続 

○ 細島港の利便性向上に向けて、県や民間企業・団体等と連携し、細島港の整備促進に向けた要望

活動に取り組みます。 

○ 細島港が「選ばれる港」となるよう、積極的かつ効果的なポートセールス活動を行います。 
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施策５－６ 情報通信基盤の整備と情報化の推進 

目指す姿 市民がいつでも、どこでも必要な情報を安全・安心に利用できる環境の形成を目指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

オンライン申請可能な行政手続総

数 
件 22  52  81  138 60 

総  括 

○ 市のオンライン申請サービスをはじめ、国のぴったりサービスなどを活用して手続や届出等を積

極的にオンライン化していることから目標値を超えた実績を達成しています。 

 

 

具体的施策 ① 情報通信基盤の整備 

主な取り組み 

○ 超高速ブロードバンド未整備地区の解消により、市民がいつでもどこでも超高速情報通信網を活

用し、テレワークやテレビ会議などの新しい働き方をはじめ、災害時の情報収集や SNS によるコ

ミュニケーション活性化など生活の利便性向上を図ることができる環境を構築しました。 

現状と課題 

○ 市内全域において超高速情報通信網を利用できる環境が整備され、今後はこの超高速情報通信網

をはじめとした情報通信基盤を活用したデジタル社会の構築に向けた取組が必要です。 

今後の方向性 継続 

○ 超高速情報通信網などの情報通信基盤を活用したデジタル社会の構築に向け、DX 推進による住

民サービスの向上や業務効率化、地域課題の解決を図ります。 

 

 

具体的施策 ② 情報通信技術（ＩＣＴ）利活用の促進 

主な取り組み 

○ 「日向市情報化推進委員会」による全庁的・横断的な体制を整備するとともに、積極的かつ効果

的な DX 推進を図るよう「日向市 DX 推進計画」を策定しました。 

○ ソフトバンク株式会社と包括連携協定を締結し、同社から派遣されたデジタル専門人材を常駐の

最高情報統括責任者補佐官（CIO 補佐官）として配置するとともに、非常勤のＤＸ共創アドバイ

ザーを任命したことで、その専門的知見や技術支援により「日向市 DX 推進計画」を積極的に推

進しました。 

○ 電子申請サービスの活用により、行政手続等のオンライン化を推進し、住民の利便性の向上と職

員の業務効率化を図りました。 

○ ＲＰＡによる業務自動化の推進を図るほか、職員用チャットツールの導入により庁内コミュニケ

ーションの円滑化や意思決定の迅速化など業務効率化に取り組みました。 

○ ペーパーレス推進宣言による庁内デジタル化を推進するとともに、生成 AI（ChatGPT）活用に

よる業務効率化の検証を始めました。 

現状と課題 

○ 市民意識調査では、窓口手続への ICT 導入による申請簡略化や待機時間の削減、手続のオンライ

ン化への取組について期待されています。 

○ 窓口手続などの住民向けデジタル化を進めるためには、まずは庁内業務のデジタル化を進める必

要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 住民と行政との接点（フロントヤード）の改革を進め、「書かない」「待たない」「迷わない」「行

かない」窓口の実現に努める必要があります。 
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具体的施策 ③ 情報セキュリティ対策の強化 

主な取り組み 

○ 全職員が、情報セキュリティ研修（e ラーニング）を受講しました。 

○ 日向市ホームページにて、マルウェアによる不審なメールへの注意喚起を行いました。 

○ セキュリティインシデント対応訓練及び標的型メール訓練を行い、職員のリテラシー向上を図り

ました。 

現状と課題 

○ セキュリティインシデントに適切に対応するため、定期的なセキュリティ研修・訓練を行い、職

員の意識向上を図る必要があります。 

○ 訓練で判明した改善点等について、現場へのフィードバックを行っていく必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 情報収集に務め、適切なセキュリティ対応を図ります。 

○ 引き続き、全職員に対して情報セキュリティ研修及び標的型メール訓練を行います。また、情報

管理部門の職員については、セキュリティインシデント対応訓練に参加します。 

 

 



 

 

基本目標６ 地域経営 
第２次日向市総合計画・後期基本計画書市民一人ひとりが

地域とつながる市民協働のまち 

 

 

施策 具体的な施策 

6-1 市民との協働の推進と地域

活動の活性化 

① 地域コミュニティの活性化 

② ＮＰＯの育成・支援 

6-2 中山間地域の活性化と移住

の促進 

① 中山間地域の活性化 

② 移住の促進 

6-3 市民に信頼される行政サー

ビスの提供 

① 広報・広聴活動の充実 

② 職員の育成 

③ 市民に開かれた市役所づくり 

④ 情報公開と個人情報の保護 

6-4 効果的・効率的な行政経営の

推進 

① 計画的な行政経営の推進 

② 行政運営の効率化の推進 

③ 公共施設の最適化と適切な管理 

④ 広域連携の推進 

6-5 未来につなげる財政運営 ① 適正な財政運営 

② 自主財源の確保 

③ 適正な公金管理と運用 
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【基本目標６ 地域経営】 

市民一人ひとりが地域とつながる市民協働のまち 

 

I． 全体達成度  主な指標合計：１７個（うち１３個） 

施  策 
指標

数 

達成度 

★ 

（～25％未満） 

★★ 

（25％～50％） 

★★★ 

（51％～75％未満） 

★★★★ 

（75％以上） 

1 市民との協働の推進と地域活動の活性化  2 2    

2 中山間地域の活性化と移住の促進  2    2 

3 市民に信頼される行政サービスの提供  4 1   3 

4 効果的・効率的な行政経営の推進  3 2   1 

5 未来につなげる財政運営  2 1   1 

合  計 13 6 0 0 7 

 

II． 評価と課題 

1 市民との協働の推進と地域活動の活性化 

 区加入手続や自治会（区）からの要望・相談の受付をデジタル化するなど、体制整備を図ることが

できましたが、核家族化等により世帯数が増加しており、若年層向けの区加入促進が課題となって

います。 

 また、自治会（区）、まちづくり協議会、市民活動団体などにおいてメンバーの固定化や高齢化が

見られることから、持続可能なまちづくりや地域づくりのために、地域の担い手や人材の育成を促

進する必要があります。 

2 中山間地域の活性化と移住の促進 

「まちづくり協議会」等を中心に、生活環境の充実や移住定住の促進、交流人口の増加を目指して

取り組んできましたが、人口減少・少子高齢化が進行し、地域コミュニティ機能の低下や集落の維持

が困難になることが懸念されます。 

こうした中、持続可能な地域づくりを目指し、今後の取組の方向性を定めた「日向市東郷地域振興

計画」を令和４年３月に策定するとともに、「過疎地域振興基金事業補助金」を活用し、地域課題解

決に向けた住民自身が主体となった地域づくり活動を支援してきました。 

また、移住者が中心となった新規イベントの立ち上げや U ターンの若者による空き家のリノベー

ションなど、新たな取組もありますので、引き続き支援を行いながら、持続可能な地域づくりや魅力

ある移住施策の展開、効果的な情報発信に取り組む必要があります。コロナ禍を経て、都市部の若者

の中には地方への移住を希望する人も増加しており、デジタルを活用しながらターゲット（属性や

地域等）を絞ったプロモーションを行うなど、更なる移住支援の充実に取り組む必要があります。 

3 市民に信頼される行政サービスの提供 

広報紙やホームページ、ＳＮＳ等を活用し、市政情報を積極的に発信するとともに、市長と市民の

座談会の開催など、多様な世代や立場の方々のご意見を伺い、広聴活動の充実に努めました。今後

も、市民に正確かつ迅速に情報を伝えるため、職員の広報意識の醸成や情報発信力の強化に取り組

む必要があります。 

職員の人事評価の結果を適切に人事管理に活用するために人事評価システムを導入し、効果的・

効率的な運用管理を行いました。今後とも、公平公正な評価に努め、適材適所の人事管理を行いま

す。 

利用者ニーズの把握に努めながら、行政手続のオンライン化等により窓口業務の利便性向上に取

り組みましたが、更なる窓口手続のＩＣＴ化に向けて、マイナンバーカードを活用したオンライン
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申請や手数料等のキャッシュレス化を推進し、フロントヤード（住民と行政との接点）改革に取り組

んでいきます。 

市庁舎は、ユニバーサルデザインを考慮したサインの見直し、杖置きや文字表示ディスプレイの

設置などを行い、来庁者の利便性向上を図りました。今後も、展示やイベント等に積極的に活用さ

れ、市民の"たまり場"となるように適切な維持管理と運用に務める必要があります。 

4 効果的・効率的な行政経営の推進 

業務ヒアリング等の実施により組織体制の課題を整理し、最適な組織づくりに取り組みましたが、

社会経済情勢の変化や高度化・多様化する市民ニーズに対応するため、今後も業務のＩＣＴ化や民

間活力導入等による担い手最適化を図りながら、継続して組織体制の効率化に取り組んでいく必要

があります。 

「日向市公共施設等総合管理計画」及び「個別施設計画」に基づき、施設の在り方の見直しや統廃

合等を推進し、施設総量の削減は進んでいます。しかし、人口減少に伴い人口一人当たりの公共施設

床面積は、増加傾向にあることから、更なる総量の最適化に務める必要があります。 

5 未来につなげる財政運営 

「日向市行財政改革大綱」に基づく市債発行抑制等の取組により、財政指標は改善傾向にありま

すが、今後見込まれる人口減少や公共施設の老朽化の進行への対応を見据えつつ、将来世代に過度

の負担を残さない財政運営に取り組むことが必要です。 

また、市税については、適正な課税と徴収に努めた結果、収納率の向上につなげることができまし

たが、ふるさと日向市応援寄附金については、新たなポータルサイト開設等に取り組んだものの、目

標額の達成には至りませんでした。今後も、寄附金の増額に向けた新たな返礼品の開拓や情報発信

のほか、使用料の見直し等による財源確保の取組を推進していく必要があります。 

 

III． 総評 

地域経営は、13 個の指標のうち、6 個が 25%以下の達成度となっており、７個が 75％以上となっ

ています。 

地域経営については、これまでに自治会（区）やまちづくり協議会への支援など市民との協働によ

るまちづくりや中山間地域の活性化、移住施策の充実などに取り組んできましたが、人口減少、少子

高齢化が進む中で、今後さらに地域を維持していくことが困難になると懸念されます。 

こうした中、将来にわたって市民が安全で安心して暮らせるまちづくりを目指して、持続可能な

行財政運営に、より一層取り組むことが求められています。 
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施策６－１ 市民との協働の推進と地域活動の活性化 

目指す姿 
市民主体の地域活動が活発化し、市民自らが積極的に地域課題の解決に取り組むまち

を目指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

自治会（区）加入率 

※基準値は令和 2 年 4 月時点 
％ 65.9※ 64.4  64.1  62.7 67.0 

まちづくり協議会活動に対する住

民満足度 
％ 76.0  ― ― ― 80.0  

市民活動支援センターの利用者数

（年間） 
人 3,812  1,652  2,191  2,162 3,900  

総  括 

○ 自治会（区）加入率は、基準値から年々減少しており、目標が達成できませんでした。日向市区

長公民館長連合会と協力して区加入促進に取り組んでいますが、アパート等の単身世帯が増加

し、区加入に至っていないことなどが要因と考えられます。 

○ まちづくり協議会活動に対する住民満足度については、令和６(2024)年度にアンケート調査を実

施する予定としています。 

○ 市民活動支援センターの利用者数について、令和 3(2023)年度はコロナ禍による臨時休館、講座

の中止及び会議室の人数制限等により減少となっています。また、登録団体の高齢化等により、

利用者数が伸び悩んでいる状況です。 

 

 

具体的施策 ① 地域コミュニティの活性化 

主な取り組み 

○ ６月・７月の区加入強化月間には、各自治会（区）において区未加入世帯を訪問していただき、令

和３(2021)年度は 226 件、令和４(2022)年度は 201 件、令和５(2023)年度は 212 件の区加入実績

がありました。 

○ 令和３(2021)年度には区加入手続をデジタル化し、スマートフォン等から手続ができるようになり

ました。チラシ等で周知を図るなど、区加入促進に取り組みました。 

○ コロナ禍において、地域コミュニティ活動と感染拡大の防止の両立が求められていたことから、令

和３(2021)年度に「地域コミュニティ活動における新型コロナウイルス感染防止対策ガイドライ

ン」を策定し、自治会（区）やまちづくり協議会に周知しました。 

○ 令和５(2023)年度には、現場対応を伴う区からの要望・相談について、区長がスマートフォン等か

ら投稿できる「区からの相談受付【現場対応型】フォーム」を導入しました。これに伴い、地域担

当職員は地域コミュニティ課、３支所及び東郷総合支所の職員に集約しました。 

○ まちづくり協議会における交付金について、令和３(2021)年度は２地区がコロナ禍によりイベント

等が実施できないなどの理由により申請がありませんでしたが、令和４(2022)年度以降は４地区全

てに交付金を交付し、活動再開を支援することができました。 

○ まちづくり協議会の未設置地区に対しては、相談を受けている地区を含めて、設立に関する説明会

を開催しました。 

現状と課題 

○ 少子化・高齢化に伴い人口減少が進行している一方で、核家族化等により世帯数が増加しており、

若年層向けの区加入促進に取り組む必要があります。 

○ アパート等の単身世帯に向けた区加入促進対策として宅建業協会県北支部との連携強化や市内企

業への協力依頼が必要となっています。 

○ 「区からの相談受付【現場対応型】フォーム」については、令和５(2023)年７月の導入以降、59 件

の利用があり（令和６(2024)年２月末現在）、平成 29(2017)年度導入の地域担当職員の利用件数と
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比較しても、最も多い実績となっています。 

○ まちづくり協議会の活動については、４地区とも本格的に活動再開しており、継続して活動を支援

する必要があります。 

○ 新たな地域でのまちづくり協議会の設立については、地域の機運醸成によるところが大きいため、

丁寧に相談対応し、支援を継続する必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 日向市区長公民館長連合会との連携のほか、関係機関等と協力し、区加入促進に取り組みます。 

○ 若年層や市内企業向けの区加入促進策としてインターネットによる区加入を推奨していきます。 

○ 日向市区長公民館長連合会の支援を継続し、地域コミュニティの活性化や持続的な地域活動を促進

します。 

○ 「区からの相談受付【現場対応型】フォーム」や地域担当職員制度により、各自治会（区）の活動

を支援し、行政との連携を深めます。 

○ ４地区のまちづくり協議会の活動支援を行うとともに、新たな地域での設立については、相談中の

地区を中心に地域の機運醸成につながるよう継続して相談対応を行い、地域の活動を支援します。 

 

 

具体的施策 ② ＮＰＯの育成・支援 

主な取り組み 

○ 市民まちづくり支援事業補助金やひまわり基金市民活動助成事業により、ＮＰＯ等が行う事業の支

援を行いました。 

○ 市民活動団体の交流会や「オール日向祭」などのイベントを通して市民活動団体の活動紹介とネッ

トワーク構築を図りました。 

○ 人材づくり事業として「ひまわり塾～SDGs 編～」を開講し、将来の地域づくりを担う人材の育成

を図りました。 

○ 市民活動団体からの相談に応じ、ＮＰＯの法人化の支援を行いました。 

○ 市民活動支援センターにおいて、登録団体の交流会や各種講座等を開催し、ＮＰＯの活動拠点とし

て利用促進を図りました。 

現状と課題 

○ 市民まちづくり支援事業は、コロナ禍前の賑わいが戻りつつあり、申請団体も増加傾向にあります。

今後は、交付決定時期、審査方法について検討する必要があります。 

○ 「ひまわり塾」は、参加者が少ないため、市民が参加しやすいような事業へと見直す必要がありま

す。また、様々な分野で地域の担い手が求められていることから、新たな人材づくり事業について

検討する必要があります。 

○ 市民活動団体からのＮＰＯの法人化についての相談は、年に１～２件程度となっています。今後も

情報提供を行いながら法人化への支援を行う必要があります。 

○ 市民活動支援センターの登録団体の高齢化等により、センターの利用者数が年々減少してくること

が予想され、その対策の検討が必要です。 

今後の方向性 継続 

○ ＮＰＯ活動の推進を図るため、各種補助金の情報提供や制度の見直しを検討し、地域課題の解決や

地域活性化を促進します。 

○ 「ひまわり塾」では、地域づくりや地域課題解決などの手法を学び、将来の持続可能なまちづくり

や地域づくりの担い手となる人材の育成を促進します。 

○ 自治会（区）やまちづくり協議会などの地域を担う新たな人材育成事業について検討します。 

○ ＮＰＯの法人化を支援するため、県や関係機関と連携しながら、相談体制の充実や情報提供に努め

ます。 

○ 市民活動支援センターをＮＰＯ等に活動拠点として積極的に活用してもらうために、市内のＮＰＯ

や関係機関等にセンターの情報提供を行うとともに、情報発信や利用促進に努めます。 

施策６－２ 中山間地域の活性化と移住の促進 
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目指す姿 
中山間地域を支える新たな担い手が育ち、歴史・伝統・文化を守りながら、市民が生

き生きと暮らせるまちを目指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

過疎地域振興基金事業補助金を活

用した事業数（年間） 
事業 6  0  2  9 7  

新たな移住者（ＵＩＪターン）数

（累計） 
人 ― 189  287  411 400  

総  括 

○ コロナ禍の影響によって「過疎地域振興基金事業補助金」を活用した事業数は減少傾向であったもの

の、令和５年度は基準値を大きく上回る申請がありました。 

○ イベント開催等の自粛が解けたことに合わせ、「日向市東郷地域振興計画」に基づき実施した集落座談

会（えんがわ会議）において事業の PR を行ったことなどが大きな要因と考えられます。 

○ 今後も住民主体の地域づくりを推進するため、当事業の PR や丁寧な相談体制構築が必要です。 

○ 新たな移住者数については、目標達成に向けて順調に推移しています。都市部での相談会や移住プロ

モーションの成果が出ているものと評価していますが、他の自治体との競争が激化しており、他の自

治体との差別化を図るとともに、ターゲットを絞ったプロモーション等が必要になっています。 

 

 

具体的施策 ① 中山間地域の活性化 

主な取り組み 

○ 令和３年度に「日向市東郷地域振興計画」を策定し、地域の実情に即して取組を進めました。 

○ 東郷地域の自治会（区）の集落機能維持を目的として令和４年度と令和５年度に、全 10 区におい

て集落座談会を延べ 30 回開催しました。 

○ つつじ祭りや夏祭り、カモミールをはじめとする薬草栽培、その他各部会の支援など、東郷まちづ

くり協議会の活動を支援しました。 

○ 地域を支える人材の発掘や育成を目的として令和４年度は各区の次代を担う 30 代～50 代の若者

を募り、また、令和５年度は各区の核となるような女性を中心に、地域づくり先進地視察研修を行

いました。 

○ 「日向市東郷地域振興計画」の推進を図るため、地域の主要団体や移住者等で構成する「日向市東

郷地域振興計画推進会議」を設置し、今後の推進会議の在り方を模索しながら、振興計画の進捗状

況の報告等、必要に応じて会議を開催しました。 

○ 過疎地域振興基金を活用した事業の募集を行い、地域活性化の取組に対する支援を行いました。コ

ロナ禍の影響により、事業実施数は令和３年度が０件、令和４年度が２件という状況でありました

が、令和５年度は９件となりました。また、集落機能が低下している状況を鑑み、集落の活力回復

が期待できる事業等にも活用できるよう、補助金交付要綱の見直しを行いました。 

○ 住教育セミナー開催による啓発や空き家を借上げ改修し、移住者等へのサブリース（転貸）に取り

組みました。 

○ 空き家の所有者等へアンケート調査を行い、利活用意向があったものは、延岡日向宅建協同組合と

連携し、賃貸や売買の情報提供を行いました。 

現状と課題 

○ 少子高齢化が進み、地域を支える人材が不足するなど、機能維持が困難になりつつある集落が増加

しています。また、地域を支える団体でも、高齢化による人材不足の課題を抱えています。価値観

の多様化により、地域住民による助け合いを中心とした“地縁型”に加え、個々のつながりによる

“テーマ型”のコミュニティが増えています。 

○ 地域の担い手不足に加え、コロナ禍により地域活動等の交流の機会が失われた事で、文化の継承が

難しくなっている地域もあります。 

○ 過疎地域振興基金を活用して「日向市東郷地域振興計画」に掲げた“住民や地域団体が取り組むこ
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と”“市が取り組むこと”を着実に進める必要があります。 

○ 移住者を中心に、地域を盛り上げようとする新たな動きもあります。持続的で良好な地域住民との

関係づくりが必要です。 

○ 空き家所有者等へのアンケート調査では、空き家となって５年以上経過しているものや特に管理を

していないと回答されたものが多く、また、回答率が４割と、空き家所有者等の関心が低い状況が

見られます。 

今後の方向性 継続 

○ 「日向市東郷地域振興計画」の実効性を更に高めるため、計画の中間見直しを行い取組を進めます。 

○ 従来の地縁型コミュニティを存続させるため、人材育成に取り組みます。 

○ 自治会（区）などの地域活動を補完するため、必要に応じて関係人口や民間の地域貢献活動との連

携を支援します。 

○ 住民の高齢化により、活動の再編とスリム化を行おうとする自治会（区）の取組を支援します。 

○ 過疎地域振興基金を活用し、過疎地域の地域活性化に向けた活動を支援します。 

○ 民間関係団体と連携し、空き家の所有者等へ情報提供を行い、利活用の促進に取り組みます。 

 

 

具体的施策 ② 移住の促進 

主な取り組み 

○ インターネット情報サイト「ヒュー!日向 ヒュー!っと移住」や「山ごこち」、宮崎ひなた暮らしＨ

Ｐ、サーフィン専門雑誌等による情報発信を行いました。 

○ 関係団体やまちづくり協議会等で構成する移住連絡会議を開催し、情報交換を行いました。 

○ 日向入郷地域の市町村の移住担当者で構成する専門部会を開催し、情報交換等を行いました。 

○ 日向商工会議所が取り組む「リラックス・サーフタウン日向住活促進プロジェクト」に対する支援

を行いました。 

○ 市単独の移住セミナーを年１回開催するほか、県が主催する東京、大阪等での移住相談会等に参加

し、移住促進ＰＲを行いました。 

○ お試し滞在施設は現在２棟を運営していますが、令和６年度からは東郷地域に新たに１棟開設する

こととしています。令和３年度の利用実績は 11 件、令和４年度が 22 件、令和５年度が 19 件の利

用がありました。利用者のうち、本市への移住者は、６組（令和３年度１組、令和４年度４組、令

和５年度１組）となりました。 

○ 東京圏や三大都市圏等からの転入者に対する移住支援金制度を運用しています。実績は、令和３年

度が単身１件と世帯１件の計２件、令和４年度が単身２件、令和５年度が単身６件と世帯６件の計

１２件となっています。 

現状と課題 

○ 国は、令和 4 年 12 月に閣議決定した「デジタル田園都市国家構想総合戦略」において、デジタル

の力を活用した地方の社会課題解決策として「地方への人の流れをつくる」ことを明記しています。 

○ 県は、令和５年６月に策定した長期ビジョンにおいて、「みやざき回帰・県外からの移住の促進」

に積極的に取り組むこととしています。 

○ 市単独の移住セミナー等については、参加者、相談者が減少傾向にあります。全国で移住施策が積

極的に展開されているため、魅力ある内容への見直しやターゲットを絞るなど、効果的・効率的な

ＰＲの方法について検討する必要があります。 

○ 移住者のフォローアップを強化し移住者の定着促進を図る必要があります。 

○ 国・県と連携して実施している「移住支援金制度」の周知を図り、都市部からの移住促進に努める

必要があります。 

○ 移住につながる関係人口創出に向けた新たな施策を検討する必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 市単独で実施している移住セミナーの内容や回数を見直すとともに、「日向市公式 LINE」等のＳ

ＮＳを活用するなど、ターゲットを絞った効果的な移住ＰＲを推進します。 

○ お試し滞在施設の効果的・効率的な運用を図ります。 
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○ 移住支援金制度の周知を図ります。 

○ 日向東臼杵圏域の自治体と連携した移住・定住促進施策の推進策について検討を行います。 

○ 市民と移住者、移住希望者が交流できる機会を設けるなど、将来的な移住につながる関係人口増加

に向けた取組や移住者のフォローアップの強化に取り組みます。 
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施策６－３ 市民に信頼される行政サービスの提供 

目指す姿 
市民の市政への関心が高まり、市民の声を反映した質の高い行政サービスの提供を目

指します。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

行政情報の提供に満足している市

民の割合 
％ 83.6  ― 64.5  71.3 93.0  

市ホームページの閲覧件数（年

間） 
件 560,000  1,492,163  1,117,704  916,343 600,000  

情報公開制度等に関する職員研修

会の実施回数（年間） 
回 1  2  2  2 1  

情報公開・個人情報保護制度運用

状況の公表回数（年間） 
回 1  1  1  1 1  

総  括 

○ 行政情報の提供に満足している市民の割合については、アンケート郵送手続の課題により基準値

に活用した調査が実施できなくなったことから、まちづくり座談会でのアンケートの数値を実績

値としており、目標値を下回っています。今後も、様々な広報媒体を活用し、行政情報の提供の

充実に努めます。 

○ 市ホームページの閲覧数については、新型コロナ関連情報の掲載等により目標値を上回ってお

り、その後も一定のアクセス数を維持しています。今後も、検索しやすく、わかりやすい体系の

構築に努めます。 

○ 新入職員を対象とした情報公開、個人情報保護に関する研修を実施しました。 

○ 情報公開制度及び個人情報保護制度の運用状況（公開件数等）に関する情報を市広報紙及びホー

ムページで公表しました。 

○ 全職員を対象に個人情報の取扱いを含む情報セキュリティに関する e-ラーニング研修を実施しま

した。 

 

 

具体的施策 ① 広報・広聴活動の充実 

主な取り組み 

○ 記者会見等による報道機関への情報提供や広報ひゅうが、市のホームページ、ケーブルテレビ、

コミュニティ FM、各種 SNS を活用し、市政情報を積極的に発信しました。 

○ コロナ禍では、新型コロナ感染症関連情報や緊急経済対策の案内など、幅広く周知を行いまし

た。 

○ 効果的に情報を発信するため、各課での広報計画の作成や情報発信ＰＤＣＡシートによる評価、

検証を行いました。 

○ 市民の声を市政に反映するため、市長と市民が意見交換や対話を行う「まちづくり座談会の開

催」「イベント時のおしゃべりコーナー」など、多様な世代や立場の方々のご意見を伺い、広聴活

動の充実に努めました。 

○ 広報ひゅうが編集業務の一部を委託し、魅力的で読みやすい紙面を制作するとともに、業務の効

率化を図りました。 

○ 主に新型コロナワクチンに関するメッセージ配信等に活用していた「日向市公式 LINE」をリニ

ューアルし、新たな機能を追加して運用を開始しました。 

現状と課題 

○ 市民に正確かつ迅速に情報を伝えるため、職員の広報意識の醸成や情報発信力の強化に取り組む必

要があります。 

○ 市が活用する各種 SNS について、情報発信力を高めるため、登録者数の増加を図るための取組が
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必要です。 

○ 市ホームページについて、高度化・多様化する閲覧者のニーズやアクセシビリティへの対応が求め

られる中、検索しやすく、わかりやすい体系の構築を図る必要があります。 

○ 市長と市民の座談会について、若い世代の参加が少ないことから、多様な意見を求めるため、周知

方法を工夫する必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 広報ひゅうがや市ホームページ、ケーブルテレビ、コミュニティＦＭ、各種 SNS を活用し、市政

情報を広く発信するとともに、報道機関に対して積極的に情報提供し、日向市のＰＲを図ります。 

○ 職員の広報マインドの醸成や情報発信力の強化に努めます。 

○ 効果的な情報を発信するため、広報活動について、適切に評価、検証を行います。 

○ 市長と市民の座談会の開催など、市民の声を適切に市政に反映するため、広聴機会の創出に取り組

みます。 

 

 

具体的施策 ②職員の育成 

主な取り組み 

○ 各種研修を実施し、職員の資質向上や接遇力の向上に努めました。 

○ 入庁３年目の職員を、民間企業に派遣し、市民目線の意識の醸成を図りました。 

○ 女性職員のキャリアアップを推進するため、自治大学校と全国市町村国際文化研修所の研修へ職

員を派遣しました。 

○ 公平公正な人事評価を行うため、評価者・被評価者を対象とした研修（期首、期末）を実施しま

した。また、職員のアンケート結果を踏まえ、評価者の変更を行うなど、より適正な評価が行え

るように改善を図りました。 

○ 人事評価の進捗状況の確認や評価結果の集約に時間を要していたため、効果的・効率的に運用管

理が行えるよう人事評価システムを導入しました。 

現状と課題 

○ 国は、令和５年 12 月に策定した「人材育成・確保基本方針策定指針」において、地方公共団体が

人材育成のみならず、人材確保や環境整備を戦略的に進めることを求めていることから、本市の人

材育成基本方針を改訂する必要があります。人事評価を人材育成、マネジメント強化のツールとし

て適切に活用するために、国や他自治体を参考に、公平公正な評価制度の改善に努めるとともに、

職員の意識醸成を図る必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 国の「人材育成・確保基本方針策定指針」に基づき、人材育成基本方針の改訂や研修体系の見直し

に取り組みます。公平公正な人事評価を目指し、適切な制度改正に努めるとともに、引続き評価者・

被評価者を対象とした研修を行います。 

○ ワーク・ライフ・バランスを考慮し、働きやすい職場を構築するため、年休消化率及び男性の育児

休業取得率の向上を図ります。 

 

 

具体的施策 ③ 市民に開かれた市役所づくり 

主な取り組み 

○ 窓口利用アンケート調査の実施により利用者ニーズを的確に把握し、各窓口業務の改善を図るこ

とで利用者の利便性向上に取り組みました。 

○ 「窓口サービス向上委員会」を開催し、昼休み窓口業務の統一化やおくやみ専用窓口の設置等に

ついて検討するともに、カウンターやトイレのサインの見直し、窓口カウンターへ杖置きを設置

しました。また、アクリル板で声が聞きづらい方のための音声を文字で表示できる透明ディスプ

レイの整備など、ユニバーサルデザインを考慮し来庁者の利便性向上を図りました。 

 

○ 電子申請サービスの導入やぴったりサービスの活用など、行政手続のオンライン化を推進しまし
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た。また、公民館や市民ホール等の公共施設においては、空き状況の確認、予約及び使用料決済

をオンライン化し、利用者の利便性と利用率の向上を図るため公共施設予約システムを導入しま

した。 

○ コロナ禍で、市民ホール等の利用を制限した時期には、庁舎建設時のコンセプトである「多くの

市民が集い、交流するたまりの場」としての運用ができませんでしたが、コロナワクチン接種会

場として利用し、一定の役割を果たしました。 

○ コロナ禍収束後は、各種イベント等の開催を受入れるとともに、クーリングシェルターとしての

役割も担いました。 

現状と課題 

○ 市庁舎が、親しみのある庁舎となるため、寄せられる意見や要望を施設の充実、維持、管理につな

げています。 

○ 窓口利用アンケート調査の結果から「待機時間の削減」が最大の課題であると認識しており、課題

解消のために窓口手続のＩＣＴ化（申請簡略化・手続のオンライン化）の取組の推進が不可欠です。 

○ 行政手続オンライン化の更なる推進のため、マイナンバーカードを活用したオンライン申請や手数

料等のキャッシュレス化の導入について研究が必要です。 

○ 市庁舎の市民ホールの利用率は高いが、会議室の市民利用は低調なので、丁寧に利用の案内を行う

必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 市役所窓口の利便性向上、サービス向上に取り組みます。 

○ 市役所が、市民に身近な親しみのある集いの場として日常的に市民のまちづくりに寄与する施設と

なるよう適切な管理、運用に努めます。 

○ 公共施設予約システムによる空き状況の確認、予約及びオンライン決済を拡充し、利用者の利便性

と利用率の向上を図ります。 

○ 「書かない」「待たない」「迷わない」「行かない」窓口の実現に向けて、フロントヤード（住民と

行政との接点）改革に向けた取組を推進します。 

○ マイナンバーカードを活用したオンライン申請や手数料等のキャッシュレス化を推進します。 

 

 

具体的施策 ④ 情報公開と個人情報の保護 

主な取り組み 

○ 毎年度、新入職員を対象とした情報公開、個人情報保護に関する研修を実施しました。 

○ 毎年度、情報公開制度及び個人情報保護制度の運用状況（公開件数等）に関する情報を市広報紙

及びホームページで公表しました。 

○ 令和４年度、職員を対象に個人情報の取扱いに関する研修を実施しました。 

○ 令和４年度、市が所管する行政手続（不利益・申請処分）に関する一覧等の作成を行いました。 

○ 令和５年度、全職員を対象に個人情報の取扱いを含む情報セキュリティに関する e-ラーニング研

修を実施しました。 

○ 令和５年度、要保護個人情報に関するファイル（個人情報ファイル簿）の全面改訂を行いまし

た。 

○ 令和５年度、個人情報ファイル簿の取扱いに関するマニュアルを新たに作成しました。 

○ 令和５年度、行政不服審査制度の救済制度に関する教示文の明記を含む行政手続関連説明会を実

施しました。 

○ 令和５年度、個人情報保護制度が大きく変わったことから、個人情報保護の取扱いを定めたマニ

ュアルを改定しました。 

 

現状と課題 

なし 

今後の方向性 継続 

○ 毎年度、新入職員を対象に情報公開制度及び個人情報保護に関する研修を実施し、制度の適切な運



163 

用に努めます。 

○ 毎年度、情報公開制度及び個人情報保護制度の運用状況（公開件数等）に関する情報を市広報紙及

びホームページで公表します。 
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施策６－４ 効果的・効率的な行政経営の推進 

目指す姿 
限られた経営資源を有効に活用しながら、質の高い持続可能な行政サービスの提供を目指しま

す。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

任期の定めのない正職員数 人 584  585  585  585 584 以下 

公共施設の総延床面積（普通会計） 万㎡ 29.1  29.1  28.9  28.8 ↓ 

日向圏域定住自立圏内の人口 人 86,279  83,797  83,233  82,128 84,600  

総  括 

○ 任期の定めのない正職員数については、複雑化・多様化する行政ニーズに対応すべき職員数を確

保したことにより目標値を少し上回る結果となりました。 

○ 公共施設の総延床面積については、旧細島公民館の解体や旧教職員住宅の譲渡を行い、着実に総

量の最適化を進めています。 

○ 圏域市町村と連携して、救急医療体制の維持や雇用促進などの広域連携事業を実施しましたが、

急速に進む少子高齢化により、圏域の人口減少が続いています。 

 

 

具体的施策 ① 計画的な行政経営の推進 

主な取り組み 

○ 本市が将来にわたって持続可能で活力ある地域づくりを進めていくためには、総合計画及び総合戦

略に掲げる施策を着実に進めていく必要があるため、新規事業については、総合計画等との整合性

を図るとともに、事業実施に必要な組織体制や財源の確保、後年度への財政的な負担などを総合的

に検討しながら判断を行ってきました。 

○ 既存事業の見直しについては、令和３年度決算から、部局経営方針に基づく施策レベルでの評価検

証を行い、決算に係る主な施策の成果説明書において検証結果を公表しており、評価対象としてい

る事務事業については、各課において成果と改善点などの検証を行いながら今後の事業の方向性に

ついて検討を行っています。 

現状と課題 

○ 全庁的に中間的な業務が増加する傾向があり、部局経営方針の進捗管理や総合戦略の成果検証な

ど、関連する事務をより効果的・効率的に行っていく必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ これから策定する次期総合計画及び次期総合戦略についても、適切に進捗管理（ＰＤＣＡサイクル）

を図り、ＫＰＩの達成に向けて全庁的に取り組みます。 

○ 社会情勢や財政状況等を見極めながら、選択と集中による新規事業の立案や既存事業の見直しを推

進し、将来世代に過度の負担を残さない持続可能な財政運営に努めていきます。 

 

 

具体的施策 ② 行政運営の効率化の推進 

主な取り組み 

○ 全部署を対象とした業務ヒアリングや業務量調査を実施して課題等の整理を行いました。 

○ 行政サービスや市民の利便性の向上の観点から、民間活力の導入を図るとともに、指定管理者制度

導入施設の指定期間の見直しを実施しました。 

○ 少人数係の統廃合等を実施して、業務効率の向上を図るとともに職員数の適正化に努め、最適な組

織づくりに取り組みました。 

○ 職員の給与については、地方公務員と国家公務員の給与水準を比較するラスパイレス指数の適正化

や昇給制度の見直しなどに取り組むとともに、広報紙や市ホームページにおいて市民への公表を行
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いました。 

○ 「日向市オープンデータの推進に係る指針」に基づき、市が保有するデータを住民が容易に利用で

きるようオープン化し、地域課題の解決や行政における業務の高度化及び効率化等を図りました。 

○ 統計の日に合わせて、ポスターの掲示、各種調査の協力を促すノベルティグッズの配布を行い、市

民への調査への協力について啓発活動を取り組みました。 

○ 市のホームページ及び広報ひゅうがに毎月１日の人口及び世帯数を掲載しました。また、「統計ひ

ゅうが」を作成し、３月に更新して公表しました。 

現状と課題 

○ 業務のＩＣＴ化や民間活力導入等による担い手最適化を図るなど、更なる組織の効率化に向けた

取組が必要です。 

○ 職員の給与制度については、一部に国に準じた制度への改善を求められているため、引続き適正

化に向けて取り組む必要があります。 

○ オープンデータについては、引き続き保有するデータのオープン化に努め、地域課題の解決等に

向けた活用を促進する必要があります。 

○ 単身世帯や共働き世帯、オートロックマンションや外国人の増加に伴い、調査員の事務負担が増

えてきました。 

○ 新規の登録調査員の確保が難しく、調査員の高齢化も課題になっています。 

今後の方向性 継続 

○ 社会経済情勢の変化や高度化・多様化する市民ニーズに対応できる組織づくりを目指して、更なる

組織の効率化に向け取り組んでいきます。 

○ 適正な職員給与制度の実施を目的に、国や県の動向、社会経済情勢の変化を踏まえながら、給与制

度の見直しに取り組んでいきます。 

○ オープンデータを公開し、行政経営の効率化や地域課題の解決に向けた活用を促進します。 

○ 調査のオンライン回答の推進を図る観点から、地域に密接した施設へのオンライン回答支援ブース

を設置するなど、環境整備を推進します。 

○ 登録調査員の確保に資するため、調査員の募集に係る広報の充実・強化を図ります。 

○ 各種統計調査の結果については、速やかに公表を行い、オープンデータとしても公表し地域経営等

の活用を促進します。 

 

 

具体的施策 ③ 公共施設の最適化と適切な管理 

主な取り組み 

○ 公共施設マネジメントの基本計画として位置付ける「日向市公共施設等総合管理計画」に基づく各

種取組を実施しました。 

○ 「安全・安心の確保」 東郷体育館、美々津公民館について耐震化を進めました。東郷地域の屋根

付運動広場について、各地区で地元説明会及び意見交換等を行いました。 

○ 「施設総量の最適化」 細島小学校と細島公民館及び細島地区コミニュティセンターの複合化を行

いました。旧細島公民館を解体するとともに、細島地区コミニュティセンターについては関係団体

への譲与に向けた調整を進めました。 

○ 「ライフサイクルコストの縮減」 ネーミングライツ制度を策定し、自主財源の確保を図りました。

施設の更なる長寿命化を図るため、建物定期点検に基づき修繕工事行いました。 

○ 「廃校等施設の利活用」 旧岩脇中学校の利活用方針を決定したほか、旧東郷幼稚園を売却するな

どの利活用を進めました。 

現状と課題 

○ 日向市公共施設等総合管理計画の基本目標である、安全・安心の確保、総量の最適化、ライフサイ

クルコストの縮減を図るとともに、個別施設計画に基づき、施設の在り方の見直しや統廃合等を推

進しています。 

 

○ 施設の解体などを進め、施設総量は減少していますが、人口減少により人口一人当たりの公共施設
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床面積は、平成２６年度４.６１㎡から令和５年度４．９６㎡へ７．６％増加していることに注視す

る必要があります。 

今後の方向性 継続 

○ 公共施設の整備や改修にあわせて、施設の集約化・複合化を推進します。 

○ 公共施設の総量の最適化を図るために、老朽化している施設や利用者が少ない施設の廃止や転用を

推進します。 

○ 公共施設の維持管理費の見直しなどにより、財源の確保を図ります。 

○ 公共施設の管理体制を強化し、適切な修繕や維持補修、計画的な改修や更新に努めます。 

○ ＰＰＰ／ＰＦＩ導入ガイドラインに基づき、官民連携による公共施設の整備や維持管理に取り組み

ます。 

 

 

具体的施策 ④ 広域連携の推進 

主な取り組み 

○ 日向・東臼杵市町村振興協議会では、専門部会を中心に関係市町村共通の地域課題の解決を図るた

め、各種意見交換を実施したほか、若者の地元定着を進めるため、共通の高校紹介リーフレットの

作成を行い、主に圏域の中学生に対し、圏域高校の魅力向上を図りました。 

○ 日向市から入郷方面へ運行する路線バスの維持のために、国庫補助金の対象となる路線の見直しを

行いました。 

○ 圏域への定住を促進するため、日向圏域定住自立圏共生ビジョンや県北圏域定住自立圏共生ビジョ

ンなどの見直しを行い、宮崎県北部定住自立圏形成協定を変更し、改めて中心市である延岡市と協

定の締結を行いました。 

現状と課題 

○ 日向圏域での各種広域の事業実施の際、取りまとめなどを行う必要があるため、中心市である日向

市の事務的負担は高くなっています。 

○ 県北圏域では、一部事務組合である北部広域事務組合（延岡市企画課：事務局）を中心に、救急医

療の初期対応や若者の雇用促進などの各種広域連携事業を実施しました。 

今後の方向性 継続 

○ 日向圏域や県北圏域の広域連携は、引き続き定住自立圏共生ビジョンに基づく事業の実施に努めま

す。 

○ 路線バスの維持については、運行する車両や路線の一部見直しを行い、経費削減や利用促進に取り

組みます。 
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施策６－５ 未来につなげる財政運営 

目指す姿 
行政や市民一人ひとりがコスト意識を持ち、将来世代に負担の少ない健全な財政運営を目指し

ます。 

 

主な指標と目標値 単位 
基準値 実績値 目標値 

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

経常収支比率 ％ 94.8  87.8  88.9  未算定 ↓ 

実質公債費比率 ％ 10.8  10.7  11.0  未算定 ↓ 

将来負担比率 ％ 71.8  40.8  30.4  未算定 ↓ 

市税収納率 ％ 97.1  97.7  97.8  98.1％ 97.2  

ふるさと日向市応援寄附金の寄附

額（年間） 
万円 

6 億

3,443 

6 億

5,765 

8 億

2,565 

6 億

7,615 
10 億円 

総  括 

○ 経常収支比率は、扶助費等の経常的な経費が増加傾向にあるものの、普通交付税の追加交付等の

特殊要因による経常一般財源の増加により、基準値を下回る水準となっています。 

○ 実質公債費比率は、新庁舎建設事業の元金償還がはじまったこと等から上昇に転じており、基準

値を上回っています。 

○ 将来負担比率は、市債残高の推移に伴い改善傾向にあり、基準値を下回っている状況ですが、今

後、これまで以上に公共施設の更新・改修や基金の取崩しが必要な状況も想定されることから、

上昇に転じることが見込まれます。 

○ 市税収納率は、緩やかな景気回復の影響による個人市民税等の調定額及び収入額の伸びから、目

標値 97.2％を超える 98.1%を達成しました。 

○ ふるさと日向市応援寄附金の寄附額は、目標額１０億円を達成することができませんでした。新

たなポータルサイト開設や返礼品の開拓に取り組みましたが、それらに加え価格競争力と情報発

信力が必要であると考えられます。 

 

 

具体的施策 ① 適正な財政運営 

主な取り組み 

○ 財政指標については、過去の市債発行に伴う元利償還金のピークを迎えたことや臨時財政対策債の

減等による標準財政規模の縮小により、実質公債費比率が上昇したものの、市債残高の減や基金残

高の増等により、将来負担比率は改善しました。 

○ 市債残高については、市債の新規発行額を元金償還金以内とする取組の継続により圧縮することが

できました。 

○ 基金残高については、国の交付金等の活用やふるさと日向市応援寄附金の増等により増加しまし

た。 

○ 債権運用については、日向市債券運用方針に基づき、令和３(2021)年度から令和５(2023)年度まで

に３億円分の地方債を購入しました。 

現状と課題 

○ 少子高齢化の進展に伴う社会保障費の増や公共施設の老朽化に伴う更新・改修費用の増等の財政需

要の増加に加え、人口減に伴う税収等の減少も見込まれることから、厳しい財政状況が続くと考え

られます。 

○ 財政指標は改善傾向にありますが、依然として類似団体を上回る水準にあることから、決算の状況

をはじめ、市債や基金の残高の推移を注視しながら、今後見込まれる財政需要の増大や税収等の減

少に適切に対応していくことが求められます。 

○ 債権運用については、安全性の確保を最重要視するとともに、効率的かつ有利な運用に努める必要

があります。 

今後の方向性 継続 
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○ 中長期的な視点のもと、事業の選択と集中を図りつつ、計画的かつ効果的に市債や基金を活用し、

将来世代に過度の負担を残さない、持続可能な財政運営に取り組みます。 

○ 公金の収納、支出に関する審査事務を適正かつ迅速に行い、決算書を作成するとともに、最も安全

で有利な方法による公金管理と運用に努めます。 

○ 安全性を最重要視しながら、効率的かつ有利な債券運用を行い、新たな自主財源の確保を図ります。 

 

 

具体的施策 ② 自主財源の確保 

主な取り組み 

○ 納税者の電子申告やｅＬ－ＱＲ対応による納税手段の活用を図り、税目拡大に取り組みました。 

○ 市税滞納分の早期把握と処分に努め、令和３(2021)年度 97.7％、令和４(2022)年度 97.8％、令和５

(2023)年度 98.1%と、収納率の向上につなげることができました。 

○ 制度改正について返礼品事業者連絡会において周知を行い新基準に対応し、令和５(2023)年度には

ふるさと納税業務を委託し寄附額向上に向けた体制強化を行いました。 

○ 新たな財源確保の取組として令和４(2022)年度から日向市駅前交流広場のネーミングライツを導

入しました。 

○ 物価高等の厳しい社会経済情勢の中、給水人口の減少や水道施設の老朽化等に対応するため、令和

４(2022)年度に水道料金の改定を行いました。 

現状と課題 

○ 目標値である市税収納率 97.2%は達成しましたが、今後も継続的に適正な課税と徴収に努める必要

があります。 

○ 寄附額増加による財源確保のため、寄附者に好まれる返礼品の開拓や情報発信に一層の工夫が必要

です。一方で産地偽装を受けて総務省基準が変更されたことから、食品表示法や地場産品基準につ

いて返礼品事業者等への周知の徹底と遵守が求められます。 

○ 新たな財源の確保は、歳出削減と同様の効果を持つ取組であることから、あらゆる機会を通して職

員の意識改革を図る必要があります。 

○ 使用料・手数料の見直しについては、受益者負担の透明性・公平性を確保するため、引き続き検討

を進めるとともに、市民の負担増となる可能性もあることから、慎重に分析・検証を行う必要があ

ります。 

今後の方向性 継続 

○ 市税の課税客体を的確に把握し、適正な課税に努め、収納率の更なる向上と未収債権圧縮に取り組

みます。 

○ ふるさと納税の寄附額の増加に向け競争力のある返礼品を開拓し、寄附者に対し効果的な情報発信

を行います。 

○ ふるさと納税の適正な事業実施を確立するため、食品表示法と地場産品基準の遵守と寄附額の増加

に対応できる供給体制の整備について返礼品事業者に対し必要な調査・確認を行います。 

○ 新たな広告料収入のほか、現在無償としているサービスの有料化を検討する等、受益者負担の透明

性・公平性を確保しながら、新たな財源確保と使用料・手数料の見直しに係る取組を推進します。 
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具体的施策 ③ 適正な公金管理と運用 

主な取り組み 

○ 日向市債券運用方針に基づき、令和３(2021)年度から令和５(2023)年度までに３億円分の地方債を

購入しました。 

現状と課題 

○ 公金管理については、財務規則等に基づくコンプライアンスの徹底や適正な管理が求められていま

す。 

○ 公金運用については、安全性の確保を最重要視するとともに、効率的かつ有利な運用に努める必要

があります。 

今後の方向性 継続 

○ 公金管理については、財務規則等に基づくコンプライアンスの徹底を図り、適正かつ円滑な会計事

務処理に努めます。 

○ 公金運用については、安全性を確保しながら効率的かつ有利な運用を推進します。 

 

 

 

 


